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アジア研究所紀要





は　し　が　き

　この紀要（第３４号）には、中国、マレーシア、韓国の経済・社会・法律に

関する論文７本と漢字形成の歴史に関する論文が収められている。

　西澤論文は、大連市の機械工業を中心とした産業集積の現状と政策を現地

調査を踏まえて論述したものである。

　研究調査の対象は中小企業であり、第２章から第５章では鋳・鍛造、板金

・プレス業など２０企業における基本技術の形成と技術集積の事例が紹介され

ている。最終章では中小機械工業企業における高度な技術集積政策が紹介さ

れているが、筆者の関心は日本企業がここに集積された技術を如何に活用す

るかにまで及んでいる。

　新井論文は、地域開発の視点から東マレーシアにおける工業化と雇用の関

係をみたものである。西澤論文では産業集積が中心課題であったが、ここで

は資源開発に依拠した工業化とその結果としての非工業部の変化に着目し、

その変化がどのように雇用を創出し、また所得を向上させているかが問題と

なっている。分析の対象は東マレーシアのサバ、サラワクの２州であるが、

雇用面からサバ州の「一次産品加工型」工業に優位のあることが指摘されて

いる。

　木原論文は、マレーシアにおける消費者保護政策を「消費者立法」の視点

から分析したものである。論文は２００２年国家消費者保護政策の内容、消費者

立法を巡る現状と課題、消費者救済メカニズムの現状と課題から構成されて

おり、文末には「２００２年国家消費者保護政策」の全訳が添付されている。

　マレーシアの消費者保護法制は、日本のそれと比較しても比較的整ってい

る、というのが筆者の見解である。

　大江論文は、日中間の廃プラスチック流通という側面から廃棄物および循

環資源問題を分析したものである。

　論文の目的は、国内各レベルにおける３Ｒ（Reduce，Reuse，Recycle）の



努力が報われるシステムづくりの可能性を検討することにあるが、筆者は資

源循環型社会を構築していく上での企業の社会的責任にも着目している。

　李論文は、最近の韓国で新たな社会現象となっている「キロギ家族」問題

を紹介したものである。「キロギ家族」とは子供を早期に留学させ、母親が同

伴するため国内には父親１人が残っている非同居家族のことである。

　キロギとは雁のことで、教育費を仕送りする父親は「キロギアッパ」と呼

ばれる。「キロギアッパ」という俗語は、韓国社会ではすでに市民権を得てい

るが、筆者はそこには深刻な社会問題を見出している。

　金論文は、東南アジア海域や中国大陸の南岸で船を住居とする「家船」（え

ぶね）の人々の生活実態を分析したものである。

　筆者の研究目的は、アジア各地における家船暮らしの人々の現代社会への

適応状況を比較考察することにあるが、本稿ではその第１歩として、現代に

生きる日本の家船の実態が文献から紹介されている。

　野副論文は、韓国で１９７０年代展開されたセマウル運動を分析したものであ

り、筆者による一連の朴正煕研究の一部として位置づけられている。結論の

部分では、この運動が農業や農村のみならず国民全体に大きな影響を与えた

こと、国民に「やれば出来る」という自信を与えたこと、農民所得の向上が

内需を拡大し、輸出主導型であった韓国経済を転換させたことなどが指摘さ

れると同時に、この運動が多くの途上国にとって現代的意義を持つとの認識

が示されている。

　最後の張論文は、１９７２年に銀雀山漢墓から出土した竹筒の分析を通じて、

古代中国における漢字の形成と簡素化の歴史を論じたものである。

　漢字の発展は多元的であり、同一時代でも異なった字体が併存しているた

め、字体と漢字の発展段階を混同することには問題があるとの見解が示され

ている。

　最後に、本紀要に寄稿していただいた各先生およびレフェリーの労を執ら

れた諸氏に心からお礼を申し上げたい。

（アジア研究所長　小林煕直）
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大連市の基盤技術集積と地域産業政策

　西　澤　正　樹

Accumulation of Basic Technology and Local 
Government Policy in Dalian

Masaki Nishizawa
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はじめに

　一国の産業発展における「マザーインダストリー」といわれる機械工業を

国内に不足なく備えることは政治体制の異なる国にあっても共通の願いであ

る。現在、国際連合に加盟している国家は１９２ヵ国あるが、総合的な機械工

業生産能力を備えている国は多くはない。　

　なぜなら、現代の世界市場が求める機械工業製品は多種多様であり、高い

製品性能と品質を実現するためにはモノづくりの成功と失敗経験の蓄積が必

要であり、また、価格、サービスを巡る競争は激しく、競争に対抗しうる要

素をすべて国内に備えることは大変難しいからだ。世界各国のなかで中国は

数少ない総合的な機械工業生産能力を備えている国の一つである。

　機械工業製品は、鉱産物原料を精錬し金属素材や樹脂原材料を抽出し、そ

れらの粗素材を加工し精素材（部品）を作り、部品を組立てて完成品となる。

原材料から完成品に至るまで多段階の加工能力が必要とされる。そこでは、

機械工業製品の部品を加工するための「基盤技術」の存在の有無、多少、優

劣が注目されることになる。

　中国国内においては、平均的に機械工業が分布しているわけではない。資

源・原材料の賦在状況、地域産業発展の歴史的背景、国の産業政策方針など

によって、それぞれ特徴的な機械工業が成立している。大連市は、この１００年

余りの間に機械工業が蓄積され、かなり濃密な機械工業集積の形成に成功し

た地域の一つである。

　本稿では、大連市の機械工業を構成する中小加工業の現状を分析・報告し、

今後の大連機械工業発展のための地域産業政策を提案することを目的とする。

加えて、大連機械工業が発展に向かうなかで日本企業と日本の関わりについ

て若干の意見を提出する。

　第１章では、大連市に機械工業が集積する過程を概観し、国と大連市政府

の中小企業政策についてみる。また、機械工業発展を支えるのは基盤技術を
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担う中小加工業であることを示し、大連での加工業の創生パターンを抽出す

る。

　第２章から５章では、現地調査を踏まえ基盤技術を担う２０社の加工業の事

例分析を行う。今回、分析できた基盤技術は鋳造、鍛造、熱処理、表面処理

（メッキ）、板金、プレス、切削、研削の８要素である。

　第６章では、対外開放以後の大連市の地域産業政策を振り返り、機械工業

発展に向けて新たな政策思考が必要となっていることを述べ、４つの中小企

業政策について提案している。最後に、大連機械工業集積が高度化に向かう

過程での日本企業と日本の関わりについて考える。

　

第１章　大連市の機械工業と基盤技術

　

　第１章では、大連市に機械工業が集積する過程を概観し、続いて国と大連

市政府の中小企業政策についてみる。また、機械工業発展を支えるのは基盤

技術を担う中小加工業であることを示し、大連での加工業の創生パターンを

抽出する。

　（１）大連市工業の基盤形成と基本構造　　

　大連市工業の基盤形成の前景

　中国の長い歴史のなかで大連が都市＜城市＞として拓かれていくのはわず

か百数十年前からのことである。清国とイギリスとのアヘン戦争による南京

条約（１８４２年）を契機として帝国主義列強の中国侵略の動きが加速した。港

湾条件に優れた大連および旅順は中国東北地域における権益獲得のための戦

略的拠点として注目されていく。

　１８９５年に日本は日清戦争により遼東半島、台湾、澎湖島の割譲を得るが、

帝政ロシア、フランス、ドイツの三国干渉により遼東半島を返還する。ロシ

アはその見返りとして東清鉄道の敷設権を得るとともに、１８９８年、大連、旅
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順を含む遼東半島を租借し大連の都市建設、旅順の軍港建設を進めた。大連

の近代工業化はこの期にはじまるとされる１）。ロシア支配下の東清鉄道公司

による大連ドック（大連商港修船廠と船舶修理廠、大連造船廠の前身、現在、

大連新船重工有限責任公司）、鋳鉄廠、木工廠、建材廠、机車修造廠などが

建設された２）。

　日露戦争（１９０４～０５年）後、ポーツマス条約により、日本はロシアの権益

を継承し遼東半島の租借、南満州鉄道の経営権を得て、０６年、南満州鉄道㈱

（満鉄）を設立、翌年、大連に本社を移転し満州の植民地経営を展開してい

く。

　大連では、１１年に沙河口鉄道工廠を完成しさらに満鉄大連鉄道工廠（大連

機関車車輌廠の前身）に拡大していく。造船部門ではロシアの大連建修船廠

を引き継ぎ大連船廠とし、２３年に旅順船廠を加え、満州船渠㈱を設立する。

３次の拡張をへて４３年には１０工場、年産造船能力２万トン、修理能力１０万ト

ンに達した。

　また、１４年に大連機械製作所（大連重型機器廠の前身、現在、大連重工起

重集団有限公司）の設立、１８年に高速鋼、シームレス鋼などの特殊鋼の生産

を行う大華電気冶金公司を設立さらに拡大し３８年に大華砿業㈱（その後の大

連鋼廠、現在、大連特殊鋼集団有限公司の前身）となる。

　こうした機械金属工業のほか大連には、満洲化学工業㈱（甘井子、化学肥

料、火薬など）、満洲曹達㈱（甘井子、純塩、焼塩など）を設立、その後の

大連化学工業公司、現在の大化集団有限責任公司の前身となる。３５年に満洲

石油㈱（甘井子、ディーゼル油、航空機燃料など）を設立、その後の大連石

油七廠、現在の大連石化有限公司の前身となる３）。

　４５年２月のヤルタ会談において米英首脳はソ連の対日参戦を求めるととも

に、旅順を租借して海軍基地として使いたいとするソ連の意向を了解した。

ソ連は大連についても租借を求めたが、米側の反対で大連は自由港とするこ

とになる４）。同年８月、日本は太平洋戦争に敗れ、中国東北地域はソ連軍の
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統治下に入る。中国国民党政府は日本軍の占領していた地域の敵産接収を進

め、資源委員会が戦後経済復興事業に取り組んだが、東北地域はソ連占領軍

との交渉が長引き接収が完了したのは４６年９月となった。資源委員会の接収

した日本及び敵国協力者の企業とその資産額は２９２社、約１兆１，４７８億元とな

り、そのうち、東北地域が１２６社、約８，９８７億元を占めた５）。

　大連と旅順については、４５年８月９日にソ連軍が満州に侵攻し、同月２２日

には空挺部隊が大連、旅順に進駐した。それ以降、両地区はソ連軍の軍事管

制下におかれ、国民党政府は大連、旅順の接収を達成することなく国共内戦

に敗れ台湾に逃れる。東北地域では国共両軍の内戦下で、例えば、戦後経済

建設の焦点とされた鞍山の巨大製鉄所の管理運営主体は二転三転し、施設の

建設、撤去、破壊、修復が繰り返された６）。大連、旅順はソ連軍が国民党軍

の進駐を阻止したため国共内戦の混乱を免れることにもなった。

　新中国建国後の大連市工業の基盤形成

　４９年１０月に中華人民共和国が成立し、５０年２月に中ソ友好同盟相互援助条

約を締結、同年中に大連の施設、資産は中国側に移管された。旅順からのソ

連軍の撤退は、５３年７月に朝鮮戦争の休戦が実現した後の５５年５月まで待た

ねばならなかった。

　５３年から第一次五カ年計画が開始され、その基本フレームは重工業と国防

工業に重点が置かれた。ソ連の資金、技術援助による１５６件のプロジェクト

を中心にして６９４件（実際には９２１件を実施）の大型の工業施設建設を行い、

社会主義工業化の基礎を作ることが目的とされた。重点事業は鉄鋼業、非鉄

金属業、金属工作機械、発電設備、冶金設備、鉱山機械設備、自動車、農業

機械などの機械金属工業、電力、炭鉱、石油開発の資源エネルギー開発、交

通、通信などの産業基盤整備、紡織業、農業開発であった。ソ連の１５６援助プ

ロジェクトのうち実施されたのは１５０プロジェクトであり、６０年代はじめに

終了した。軍事工業部門４４件以外の民需工業部門１０６件のうち５６件が東北地

域で実施された７）。
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　すなわち、遼寧省２３件、黒龍江省２２件、吉林省１１件である。遼寧省では大

連電機廠、大連造船廠、瀋陽第一机床廠、阜新電廠、鞍山鋼鉄、本渓鋼鉄、

撫順 廠、撫順石油二廠、楊家杖子 砿などがある８）。

　その後、フルシチョフの「スターリン批判」、米ソの核実験禁止討議、ソ

連の中ソ国防新技術協定の破棄、中国のソ連に対する修正主義批判と６０年の

ソ連技術者の引き上げなどから中ソ対立が先鋭化していく。６２年の新疆イリ

地区の騒乱を巡り中ソ国境地帯で初の中ソ武力衝突が起きた。また、アメリ

カのベトナム戦争への介入強化とあいまって６３年には、中国は南方のアメリ

カの軍事的脅威とならんでソ連を北方からの軍事的脅威とみなすようになっ

た。東北地域は国防上、安全な地域ではないとされ、工業化の国家投資の重

点は四川省をはじめとする西南地方に傾斜した「三線建設」に移っていく。

　対外開放後の大連市工業の基盤

　７８年の改革開放路線への転換は、東北地域では大連からはじまった。大連

は８４年に沿海港湾都市の重点開発都市の一つとして対外開放された。８０年か

ら経済技術開発区建設の準備を進めていた大連市は、８４年９月に国務院の批

准を得て同年１０月、開発区管理委員会が発足し起工式が行われた９）。

　対外開放にともない新たな工業基盤の形成に向かおうとする大連市の主要

企業は次のようであった１０）。

機械工業：大連造船廠、大連機関車車輌廠、大連重型機器廠、大連起重機

器（クレーン）廠、大連机床（工作機械）廠、大連電機廠、大連冷凍機廠、

大連叉車（フォークリフト）総廠、瓦房店軸承（ベアリング）廠、大連耐

酸 （ポンプ）廠、金州重型機器廠、大連橡 塑料（ゴム・プラスチック）

機械廠、大連柴油機（ディーゼルエンジン）廠、大連油 油嘴（ノズル）廠、

大連高圧閥門（バルブ）廠、大連低圧開関（スイッチ）廠、大連電瓷（碍

子）廠

石油化学工業：大連化工廠、大連石油七廠、大連油漆（塗料）廠、大連染料

廠、大連油脂　化学廠、大連橡 （ゴム）廠、大連氣酸�（塩素酸カリウ
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ム）廠、大連中山化工廠、大連金光化工廠

紡織工業：大連紡織廠、金州紡織廠、瓦房店紡織廠、大連麻紡織廠、大連

経編（メリヤス）廠、大連針編（ニット）廠、大連色織布総廠、大連捺染

印染廠

軽工業：【中国軽工業部所属】　大連不銹鋼器皿（ステンレス食器）制品廠

　　　　　【大連市第一軽工業総公司所属】　大連玻璃（ガラス）製品廠、大連

鉛筆廠、大連塘瓷（ホーロー）工業総廠、大連印刷工業総廠、大連保温

瓶廠、日用化工廠、機械刀片（切削工具）廠、軽工機械総廠、玻璃（ガ

ラス）紙廠、造紙廠、紙製品廠、文教用品廠、金属材料廠、製蓋廠、

照明器材廠、濾油器廠、軽工金属製品廠、輻条（スポーク）廠、鐘表

（時計）工業総廠、印鉄製罐廠、大連罐頭（缶詰）食品廠、大連酒廠、

大連醸酒廠、大連渤海 酒（ビール）廠、大連葡萄酒廠

　　　　　【大連市第二軽工業総公司所属】　大連服装機械廠、大連貝雕廠、

大連第一塑料廠、大連第五塑料廠、大連第九塑料廠、大連銅管楽器廠、

大連洗衣機廠、大連電風扇廠冶金工業、大連鋼廠、大連軋鋼（炭素鋼圧

延）廠、大連耐火材料廠、大連窯廠、大連線材廠、大連溶煉廠、大連

銅線縄廠、大連錬鉄廠、建築材料工業、大連水泥（セメント）廠、大連

水泥（セメント）製品廠、大連白灰（消石灰）廠、大連玻璃（ガラス）廠、

大連大理石廠、大連石英輝緑岩廠、大連輝緑岩鋳石廠、大連砂廠、金

州石綿鉱、大連石綿製品廠

電子工業：【大連市電子工業総公司所属】　大連無線電廠、大連半導体廠、

大連電信電機廠、大連電視機（テレビ）廠、大連録音機廠、大連電視光

学儀器廠、大連無線電一廠、二廠、三廠、四廠、七廠、十三廠、大連

電子研究所

医薬工業：大連製薬廠、大連中薬廠、大連医療器廠

　９２年の�小平の「南巡講話」以降、外資の中国への直接投資が急増し、大

連では日本企業が集中的に進出した。大連開発区に登記された最初の日系企
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業は、８５年に大連大重実業公司と大連経済技術開発区経済技術発展公司およ

び日東リース㈱による合弁企業「東連租賃有限公司」とされ、その後０６年末

までの累計では、大連開発区に進出した外資企業は２，１５４社、外資側の契約金

額約１３６．８億ドル、そのうち日系企業は６０９社、外資側の契約金額約４５．６億ド

ルを占め、それぞれ第一位となっている１１）。

　大連開発区に進出した日系企業６０９社のなかで、０７年の販売収入全国上位

５００社あるいは遼寧省上位１００社に位置する機械工業企業は、中国華録集団有

－９－

表１－１　大連市機械工業の大企業（2007年）

備考遼寧省100強
順位

全国500強
順位

利潤
（万元）

販売収入
（千万元）業種企業名

大連鋼廠141484871,367 特殊鋼東北特殊鋼集団有限責任公司

大連冷凍機廠16 176 46,307 1,174 
冷凍機

スイッチほか大連氷山集団有限公司

大連造船廠18 201 ?1,046 造船大連船舶重工集団有限公司

大連顕像管廠21 219 7,581 953 
プラスチック成形
ベアリング、金型大連大顕集団有限公司

大連机床廠23 222 23,454 931 金属工作機械大連机床集団有限責任公司

大連重型机機廠
大連起重機廠32 297 26,068 651 

産業用設備
クレーン大連重工起重集団有限公司

松下電器産業36 347 15,920 514 
DVDプレーヤー 
  CDプレーヤー中国華録集団有限公司

キャノン41 375 14,666 460 
プリンター

トナーカートリッジ佳能大連弁公設備有限公司

日本電産51 456 30,879 347 
スピンドルモーター

電子部品日本電産（大連）有限公司

瓦房店軸承廠53 465 10,242 336 
ベアリング
工作機械瓦房店軸承集団有限責任公司

大連無線電二廠74 --229 電子部品大連遼無二電器有限公司

オムロン78 --215 
電子血圧計
電子体温計ほか欧姆龍（大連）有限公司

96 --165 大連中海金属集団有限公司

資料）中国企業連合会、中国企業家協会編 『中国企業発展報告』、企業管理出版社、2007年。
注）全国500強は、全国機械工業の販売収入額順位。遼寧省100強は、遼寧省機械工業の販売収入額順位。



限公司（全国３４７位、遼寧省３６位、松下電器産業）、佳能大連弁公設備有限公

司（同じく３７５位、４１位、キャノン）、日本電産（大連）有限公司（４５６位、

５１位、日本電産）、欧姆龍（大連）有限公司（遼寧省７８位、オムロン）の４

社である。

　大連市機械工業で「全国５００強」「遼寧省１００強」に位置する大企業は１３社

あり、そのなかで日系企業が４社を占めている。日系企業は大連市の機械工

業基盤の重要な一部を構成している。

　段階的な工業基盤形成

　以上のように、大連市の近代工業化は１９世紀末からはじまり今日まで約

１１０年の歩みを辿っている。この間の工業基盤形成の過程は大きく４つの段

階を重ねている。第一段階は、帝政ロシアが中国東北地域の植民地支配を

行った段階である。１９８９年から１９０５年がその時期にあたる。ロシアによる大

連の都市開発と工業扶植、旅順の軍事要塞化がなされた。

　第二段階は、ロシアの東北地域権益を大日本帝国が継承、拡大し満州国経

営を行った０５～４５年の４０年間である。この段階では大連のみならず東北地域

全域に資本が投下され工業基盤、産業基盤、都市基盤の整備が行われた。ま

た、移民政策による農業開発が行われた。大連、瀋陽＜奉天＞、丹東＜安東＞、

長春＜新京＞、吉林、哈尓濱、斉斉哈尓、牡丹江などに工業経営が展開した。

　第三段階は、ソ連軍の東北地域進駐、国民党政府の資産接収、国共内戦の

混乱を経て共産党政府による中華人民共和国の建国から改革開放政策への転

換に至る４９～７８年の期間である。共産党政府による国家統一のなかで、東北

地域はソ連の支援プロジェクトと中国中央政府の国家投資により重工業開発、

資源エネルギー開発、産業インフラ整備がなされ国の産業を支える重工業地

域を形成した。しかし、中ソ対立以降、東北地域への国家投資は控えられ、

工業開発の重点は西南地域を中心とする「三線建設」へと移っていく。

　第四段階は、改革開放後の外資導入による工業開発である。７８～０３年がそ

の時期にあたる。この間９２年以降、大連は日本企業を中心とする外資の集中

－１０－



的な投資を受入れ、輸出指向型経済発展を達成した。また、この時期には国

有企業改革が取り組まれるとともに所有制が多様化し「中小企業」が大量に

出現した。大連市工業の量的な充実が進み企業集積の厚みを増した段階とい

える。

　０３年に東北地域等旧工業基地振興＜東北地区等老工業基地振興＞が着手され、

また、同年、中小企業促進法が施行されたことは、東北地域工業および大連

市工業が新たな段階に向かう基本的な条件が備わったことを意味しよう。大

連市工業は植民地工業の第一、第二層の基盤の上に計画経済の国家投資によ

る第三層が形成され、さらに市場経済下の外資導入と企業制度改革、所有制

改革による株式制企業や私営企業の第四層を積み上げてきた。そして、第五

段階では引き続き工業の量的拡大を進めながら、工業集積の「質的な高度

化」を求めていくことになろう。

　大連市工業の基本構造

　現在、大連市工業は一定の量的な充実を達成し、工業集積の「質的な高度

化」に向かおうとしている。大連市工業の基本的な構造を９５年と０６年の数値

を比較しながらみてみよう。ただし９５年と０６年では、国有企業は全数を扱っ

ているが、非国有企業は統計基準が異なるため実数の経年比較はできない。

　０６年の重工業、軽工業別企業数、工業総生産額、従業員数は、９５年に比べ

重工業がウエイトを高め、それぞれ５５．３％から６３．４％へ、６７．３％から８０．０％

へ、６２．５％から６３．３％となっている。大連市の工業は生産額規模、雇用規模

および生産性において重工業が先導している。

　９５年には国有経済が６８７件存在していたが、「工場制」から「公司制」への

転換１２）により有限責任公司、股 有限責任公司、股 合作企業などの株式制

企業に変わり１３）、０６年の国有企業は８７社に減少している。大連の工業構造は

９０年初頭まで国有経済が工業総生産額の約７割を占める圧倒的な存在であっ

た。９５年においてもなお国有経済の存在は大きく、工業総生産額の４４．３％、

総従業員数の４９．９％を占めていたのだが、０６年にはそれぞれ６．１％、６．２％に
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まで低下した。

　また、大連市営、各県営、郷鎮営などの集体企業の株式制企業や私営企業

などへの転換が進んだ。国有企業、集体企業に替わり大連の工業構造を構成

する主軸は株式制企業、外資企業そして私営企業となっている。

　０６年の規模以上（販売収入５００万元以上）の株式制企業は企業数４２７社

－１２－

表１－２　大連市工業の基本構造

従業員数（人）工業総生産額（億元）企業単位数（件）

200619952006199520061995

682,459771,8763,437.5720.12,9544,297規模以上工業企業総計

[経済類型別]

42,065384,948208.8318.787687　国有企業（国有経済）

640,394386,9283,228.7401.42,8673,610　非国有企業

12,872261,22018.9165.8542,960　集体企業

155,951135451.80.21,2765　　私営企業

31,077-73.7-303-　　　私営独資企業

1,656-9.2-18-　　　私営合作

112,578-330.3-863-　　　私営有限責任公司

10,640-38.6-92-　　　私営股 有限公司

5153,2140.95.5424　　連営企業

5,30419,83112.327.64425　　股 合作企業

147,879-857.2-321-　　有限責任公司

41,545-265.0-11-　　　国有独資企業

106,334-592.2-310-　　　その他有限責任公司

17,733-547.2-58-　　股 有限責任公司

300,140102,5281,340.3202.11,110595　　外資企業

41,09327,748107.832.1204219　　　港、澳、台商投資企業

259,04774,7801,232.5170.0906376　　　外商投資企業

[軽重工業型別]

250,476289,818686.9235.81,0801,919　軽工業

431,983482,0582,750.6484.31,8742,378　重工業

[生産規模別]

197,059311,1171,561.3394.832141　大型企業

190,009142,6561,012.697.6255241　中型企業

295,391315,109863.6227.72,6673,887　小型企業

資料）『大連市社会経済統計年鑑』９６年版、『大連統計年鑑』０７年版。
注）１．「規模以上工業企業」とは全ての国有企業と販売収入額５００万元以上の非国有企業。価格は当

年価格。
２．９５年の企業単位数、工業総生産額は、郷および郷以上企業。従業員数は郷および郷以上の独
立計算企業。



（１４．５％）、工業総生産額約１，４１８億元（４１．２％）、従業員数約１７万人（２５．１％）。

外資企業は企業数１，１１０社（３７．６％）、工業総生産額約１，３４０億元（３４．０％）、

従業員数約３０万人（４４．０％）。私営企業は企業数１，２７６社（４３．２％）、工業総

生産額約４５２億元（１３．１％）、従業員数約１６万人（２２．９％）である。

　９５年の外資企業総数５９５社であった。９７年のアジア金融危機後、外資の進

出が鈍ったものの２０００年以降、再度進出が活発になり０６年には規模以上の外

資企業数は１，１１０社を数える。このうち香港、澳門、台湾企業は、９５年の総数

２１９社であり外資企業総数の３６．８％を占めるのだが小規模な投資が多いこと

から、０６年の規模以上企業数では２０４社（１８．４％）と存在感は大きくない。一

方、香港、澳門、台湾企業以外の外資企業は、９５年の総数３７６社（６３．２％）

から０６年の規模以上企業数においても増加し９０６社（８１．６％）となっている。

そのなかで日本企業の存在が最も大きい。

　私営企業は、９５年には郷および郷以上の企業範囲でわずか５社であったが、

０６年には規模以上の企業範囲で１，２７６社を数え、企業総数の４３．２％を占める。

次章以降の事例分析でも明らかなように、市や県に属する集体企業の転換、

郷鎮に属する郷鎮企業の転換と成長、個人企業の創業と規模以上企業への成

長があったとみられる。そして、この背後には統計には現われてこない販売

収入５００万元未満の小規模企業が膨大に存在していることを理解する必要が

ある｡

　大連市工業の業種的特徴

　大連市工業を業種構成からみてみよう。中国の産業中分類では製造業は３９

業種に分類され、大連市は石油・天然ガス採掘業、黒色金属採掘業、石炭採

掘業を除く全ての業種を擁している。企業数でみると９５年の郷および郷以上

企業数においても、０６年の規模以上企業数においても同じ業種が上位にある。

　すなわち０６年では、最大が普通設備製造業３９２社（構成比２０．６％）、続いて

食品加工業２６８社（同じく９．１％）、金属製品業１９９社（６．７％）、衣服その他繊

維製品製造業１９５社（６．６％）、非鉄金属鉱物製品業１５４社（５．２％）、専用設備
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製造業１４６社（４．９％）、交通運輸設備製造業１３６社（４．６％）、電気機械機材製

造業１３３社（４．５％）である。

　業種別の工業総生産額をみると、０６年の最大の生産額を示すのは石油加工

業９２１．７億元（構成比２６．８％）である。以下、普通設備製造業４５４．３億元（同

じく１３．２％）、交通運輸設備製造業３３３．６億元（９．７％）、通信設備・計算機・

電子設備製造業３０６．７億元（８．９％）、食品加工業２０４．４億元（５．９％）、専用設

備製造業１４８．６億元（４．３％）、電気機械機材製造業１４４．９億元（４．２％）が続

いている。９５年との違いは、衣服その他繊維製品製造業に替わり専用設備製

造業が上位に入った点である。

　また、雇用創出という点で業種別従業員数をみると１、２位の雇用創出業

種は９５年、０６年ともに普通設備製造業である。全業種雇用数の１６．４％、

１５．８％を占める。０６年では以下、衣服の他繊維製品製造業（構成比９．６％）、

交通運輸設備製造業（同じく９．５％）、食品加工業（７．５％）、通信設備・計算

機・電子設備製造業（７．１％）、電気機械機材製造業（６．２％）、専用設備製造

業（４．６％）となる。９５年では非鉄金属鉱物製品業（７．８％）、紡績業（６．７％）

が上位に入っていたが後退し、０６年には食品加工業、通信設備・計算機・電

子設備製造業に替わっている。

　以上のように、９５年、０６年の大連市工業の業種別企業単位数、工業総生産

額、従業員数で上位を占める業種は、食品加工業、衣服その他繊維製品製造

業、石油加工業以外は機械金属工業業種の８業種が登場している。大連市工

業の業種的特徴は機械金属工業に傾斜している点にある。

　表１－３に整理したように、機械金属工業を非鉄金属鉱物製品業からメー

ター・計量器・事務用機械までの１０業種とすると、０６年の大連市工業におい

て機械金属工業は、企業数１，５９４社（構成比５４．０％）、工業総生産額１，７０４．６

億元（同じく４９．６％）、従業員数３７８，７０８人（５５．５％）と５割前後の比重を占

めている。

　普通設備製造業、専用設備製造業には、金属工作機械、建設機械、農業用
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表１－３　大連市工業の業種別特徴

従業員数（人）工業総生産額（億元）企業単位数（件）
200619952006199520061995

682,459771,8763,437.5720.12,9544,297規模以上工業企業総計
378,708433,2871,704.6368.51,5942,277　機械金属工業小計
22,84060,13365.336.8154281　　非鉄金属鉱物製品業
26,73132,807145.032.66376　　黒色金属冶金圧延加工業
2,1201,93412.73.22817　　有色金属冶金圧延加工業

22,21725,30468.028.6199307　　金属製品業
107,964126,381454.384.3609652　　普通設備製造業
31,37448,883148.628.3146209　　専用設備製造業
64,85860,482333.658.7136299　　交通運輸設備製造業
42,26342,971144.943.0133232　　電気機械機材製造業
48,60721,717306.746.76780　　通信設備、計算機、電子設備
9,73412,67525.56.359124　　メータ、計量器、事務用機械

655330.010.0411　　石炭採掘業（その他採鉱業）
2862,1250.60.215　　有色金属採掘業

3,89419,3414.56.71174　　非鉄金属採掘業
50,87626,189204.453.6268295　　食品加工業（農副食品加工業）
11,01812,16321.010.790135　　食品製造業
4,6618,22225.49.11754　　飲料製造業

22,71551,54137.524.39498　　紡績業
65,18452,76886.845.2195252　　衣服その他繊維製品製造業
12,97213,29313.510.32390　　皮革、毛皮、その他製品業
15,0226,55337.87.788103　　木材加工、竹、藤等製品業
19,8183,33948.23.34745　　家具製造業
5,0419,55314.55.75986　　造紙及び紙製品業
4,6486,53113.92.335120　　印刷、複写
2,4073,1405.41.11423　　文教体育用品製造業

11,16510,204921.774.91719　　石油加工業
25,58748,37795.037.7134190　　化学原料、化学製品製造業
6,7257,33331.69.43439　　医薬製造業
8503,1273.21.7515　　化学繊維製造業

4,9535,2027.32.52439　　ゴム製品業
17,67823,11859.116.1124199　　プラスチック製品業
3,5765,24510.02.318107　　その他製造業
7,8279,66173.821.64120　　電力、蒸気、熱水供給業
2,4344,4586.72.072　　ガス供給業
4,3496,07710.32.9138　　水道供給業

資料）『大連市社会経済統計年鑑』９６年版、『大連統計年鑑』０７年版。
注）１．「規模以上工業企業」とは全ての国有企業と販売収入額５００万元以上の非国有企業。価格は当

年価格。
２．９５年の企業単位数、工業総生産額は、郷および郷以上企業。従業員数は郷および郷以上の独
立計算企業。



機械、鉱山機械、電力設備、各種産業用専用機械などが含まれる。こうした

機械設備は国の産業発展を支える基幹業種であり、大連市には、そうした基

幹産業とその原材料となる鉄、非鉄金属を供給する金属工業系業種が存立し

ていることが重要な特徴というべきであろう。

　こうした基幹業種の企業は、加工機能をフルセットで抱え込む大規模な国

有組織で、設備は老朽化し、非効率な経営体質にあるとする視点もある１４）。

しかし、事態は急速に変化しており、大連市工業は国有企業の改革を進め新

たな機械工業構造の構築に向かっている。地域内から機械工業の基盤技術を

担う経営者が次々と登場している。また、部品加工を専門とする日本の加工

業が進出し、機械工業地域が相互の関係を深めている。

　（２）中国および大連市の中小企業政策

　中小企業促進法

　「中華人民共和国中小企業促進法」（以下、促進法）は、０２年６月２９日の

第９期全国人民代表大会常務委員会にて採択され、０３年１月１日から施行さ

れた。

　計画経済下では、国有中型・小型企業や人民公社の社隊企業が中小企業的

な存在としてあった。改革開放後、数多くの個人企業＜個体戸＞が創成し、海

外からは香港、台湾系の中小企業を中心とした外資の進出がはじまった。８４

年に社隊企業は郷鎮企業に改められ、都市部では科学技術型企業＜民営科技企

業＞が創業しはじめた。８８年の憲法改正と「私営企業暫定条例」により、私

営企業が認知された。

　こうした動きのなかで、中小企業的な存在は中小国有企業、個人企業、中

小外資企業、郷鎮企業、民営企業、私営企業といった形態で存立することに

なり、企業は所有制による区分別、工商行政管理機関への登記区分別に異

なった管理制度下におかれ、それぞれの法制度が制定されていく。中国には

統一した「中小企業」の概念や統一した「中小企業政策」は存在していな
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かったのである。

　促進法の制定、施行により、統一した中小企業の定義、権利、義務、支援

方向などが示され、企業数の９９％以上を占めるとされる中小企業に向けた中

小企業政策を展開する環境が整ったことになる。促進法は７章４５条からなり、

その主な内容は１）資金支援、２）創業支援、３）技術革新の促進、４）市

場開拓支援、５）中小企業経営に関する社会サービスの提供を掲げている。

　促進法にもとづく中小企業の区分基準を表１－４に示す１５）。工業企業の場

合、中型企業は従業員数３００人超２，０００人未満、売上高３，０００万元超３０，０００元

未満、資産総額４，０００万元超４０，０００万元未満のいずれかを充たす企業、小型
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表１－４　中国の企業規模分類

小型企業中型企業大型企業区分

300300 ～2,0002,000従業員数（人

工業 3,0003,000 ～30,00030,000売上高（万元

4,0004,000 ～40,00040,000資産総額（万元

600600 ～3,0003,000従業員数（人

建設業 3,0003,000 ～30,00030,000売上高（万元

4,0004,000 ～40,00040,000資産総額（万元

100100 ～200200従業員数（人
卸売業

3,0003,000 ～30,00030,000売上高（万元

100100 ～500500従業員数（人
小売業

1,0001,000 ～15,00015,000売上高（万元
500500 ～3,0003,000従業員数（人

交通運輸業
3,0003,000 ～30,00030,000売上高（万元

400400 ～800800従業員数（人
宿泊飲食業

3,0003,000 ～15,00015,000売上高（万元

400400 ～1,0001,000従業員数（人
郵便業

3,0003,000 ～30,00030,000売上高（万元

資料）「統計上の大中小型企業区分方法（暫定）」2003年
注）大型企業の数字は「以上」、小型企業の数字は「以下」、要件は
「or」



企業は従業員数３００人以下、売上高３，０００万元以下、資産総額４，０００万元以下

のいずれかを充たす企業である。

　日本の「中小企業基本法」は９９年に改定され、中小製造業の定量区分は従

業員３００人以下または資本金３億円以下となった。中国の中型工業企業要件

は、従業員数２，０００人未満および総資産額６４億円（１元＝１６円で換算）であ

ることから、中国の中小企業の範囲はかなり広い。

　中国の中小企業総数については、各方面からいくつかの数字が出されてい

るが『中国企業発展報告（２００７）』１６）によれば０６年末の中小企業は約４，２００万

社、全国企業総数の９９．８％を占める。そのうち、個人企業は約３，８００万社と

される。

　なお、日本の０４年民営企業ベース非一次産業の中小企業数は約４３３万社、

そのうち中小製造業は約４８９，０００社、製造業大企業は１，９４１社である。

　大連市の中小企業政策

　大連市は促進法の施行をうけて、大連市経済委員会に中小企業支援に関す

る部局を置き政策の検討を進め、０４年に大連市中小企業局１７）を分離設置した。
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表１－５　日本の企業規模分類

小規模企業中小企業区分

20300従業員数（人
製造業

－30,000資本金（万円

5100従業員数（人
卸売業

－10,000資本金（万円

550従業員数（人
小売業

－5,000資本金（万円

5100従業員数（人
サービス業

－5,000資本金（万円

注）数字は「以下」、要件は「or」



中小企業の発展を支援するため、同年１０月に総務、調整、教育訓練、情報提

供の４つの部からなる「中小企業サービスセンター」を設立した。さらに大

連市対外経済貿易委員会に中小企業の対外貿易を支援する「対外貿易サービ

スセンター」および中小企業に対する行政手続きのワンストップ・サービス

を提供する「行政サービスセンター」を設置する準備を進めている。

　大連市の中小企業支援の基本的な枠組みは、行政部門と中小企業の間をつ

なぐ「仲介機構（３つのサービスセンター）」を設置し、中小企業の発展の

ために人材交流、技術援助、情報提供、中小企業向け融資・信用保証、市場

開拓支援、創業支援、企業経営診断、社員教育支援、法律相談などを行うこ

ととしている。これまで行政部門は企業を「管理」する立場にあったが、今

後は中小企業の５つの発展方針（「専門化」「特殊化」「精密化」「対外開放」

「新分野進出」）にしたがって「サービス」を提供するというわけである。

　大連市中小企業局によれば、０４年中に約１０，０００社の中小企業の創業、登録

があり、０５年時点で約８０，０００社の中小企業が存立しており、その主要業種は

機械部品加工、電子部品などの機械工業系業種、衣服、食品加工、薬品など

の消費財系業種、卸・小売・サービス系業種、建築および建築材系業種であ

る１８）。

　大連市中小企業の主要業種である機械工業系業種に関しては、大連経済技

術開発区（以下、大連開発区）管理委員会や大連保税区管理委員会が外資中

小工業誘致に加え、いくつかの支援事業を展開している。

　大連開発区への製品メーカーの進出

　大連市は天津、上海、広州とともに８４年に沿海港湾都市として開放され重

点開発都市に位置づけられた。輸出型生産性企業の外資誘致を基軸に大連開

発区、大連保税区、大連輸出加工区の開発、整備を進めてきた。その結果、０６

年末までの累計で大連開発区に進出した外資企業は２，１５４社、外資側の契約

金額約１３６．８億ドル、外資側の投資済み金額約６８．１億ドルに達している。

　そのうち、日系企業は６０９社、外資側の契約金額約４５．６億ドルである。それ
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ぞれ全体の企業数の２８．３％、外資契約金額の３３．３％を占め、各国からの進出

企業数、外資契約金額で第一位である。進出企業数第二位以下は香港４９７社、

韓国３１１社、米国２５９社、台湾１１２社が続いている。

　日本企業を中心とした外資製造業の誘致で焦点とされたのは、投資額が大

きく、広い工業用地を使い、多くの雇用を生み出す大型の輸出型企業であっ

た。そうした企業で初期に進出したのは、ジャパンエンバ（８５年進出、投資

額４５０万ドル、毛皮製品）、富田（同じく８８年、２６９万ドル、紳士服）、旭染織

（９１年、２，８００万ドル、高級タオル）、一広（９２年、１，５００万ドル、高級タオ

ル）、福山アパレルセンター（９２年、登録資本６億円、紳士コート）、イトキ

ン（９４年、２，６００万ドル、衣服、ニット製品）といった繊維、アパレルメー

カーがある

　また、機械工業系では岡野バルブ（８５年進出、投資額３１７万ドル、鍛造バ

ルブ製品）、マブチモーター（８７年、登録資本５６億円、小型モーター）、原田

工業（８８年、１，３６０万ドル、自動車用アンテナ）、キャノン（８８年、投資額３１２

億円、トナーカートリッジ、プリンター）、スター精密（８９年、登録資本５，０００

万ドル、プリンター、工作機械）、東芝（９１年、８４億円、小型モーター、偏

向ヨーク）、オムロン（９１年、１０億円、電子血圧計）、日本電産（９２年、投資

額８，５００万ドル、スピンドルモーター）、三洋電機（９２年、登録資本２０億円、

冷凍機）といった製品メーカーがある。

　大連開発区に拠点を構えた機械工業系製品メーカーは、進出初期段階には

原材料や部品のほとんどを日本から保税扱いで輸入し、大連事業所で組立て

た完成品を日本あるいは第三国へ輸出していた。その後、大連での現地経営

にも慣れ、従業員の製品組立の習熟度も向上するにしたがい、大連事業所で

扱う製品シリーズを増やしていく。そうすると、必要とする部品は多様化し

輸入量も増えていくことから、部品の現地調達を進めることになる。

　中小部品加工業の誘致

　しかし、当時、大連開発区には機械部品を専門に行う地場の加工業はなく、
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市内や農村の加工業は国有企業の生産組織に組み込まれ加工外注に対応でき

る態勢にない、あるいはＱＣＤに問題が多いとされ、日本からの部品加工業

の進出が待たれていた。

　部品を組立て、製品を輸出する大型メーカーの誘致に一定の成功を得た大

連開発区は、進出したメーカーが投資を継続し規模拡大するためには部品加

工業の誘致が必要であること、機械工業全体の技術・技能水準を高めるため

には金型や部品加工業の集積形成が重要であること、そして、金型や部品加

工業のほとんどは中小企業であることを理解した１９）。

　そこで、大連市は中小加工業の誘致を外資誘致政策に位置づけ活動をはじ

める。その主な政策手段は中小企業向け貸工場の整備である。大連の部品加

工需要に関心をよせる中小加工業は、海外直接投資に踏み込むための資本や

人材を充分備えているわけではない。中小企業は大企業のように、大連開発

区が分譲する長期の土地使用権を購入し自社工場や従業員寮を建設すると

いった大規模投資を行い、資本を長期間固定することは難しい。また、進出

にともなう複雑な緒手続き、従業員の募集・採用、設備や原材料の輸入、製

品の輸出などを行う中国語の堪能な専門人材を社内に擁しているわけではな

い。

　大連開発区管理委員会は、招商一局に日本企業への対応を専門に行う日本

部を設置、局長以下６名のスタッフを配置し、大連開発区日本事務所に２名

のスタッフを常駐させている。日本部では、日本での投資説明会や大連開発

区の日系メーカーなどから意見を聴くことにより、日本の中小部品加工業が

大連開発区に進出する際の障壁を理解し中小企業向け貸工場の整備に向かう。

　９０年中頃から取り組んでいる貸工場整備事業は、０７年現在、５ヵ所が稼働

中、供給している工場床面積は約３２１，７００�、入居企業は１４２社、そのうち日

系中小加工業は６２社となっている。またさらに、１１０，０００�の工場床供給お

よび１００棟の標準工場建設を計画中である。

　ここで注目すべき点は、当初、日系中小加工業の誘致を目的に整備した貸
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工場に、地場の中小加工業が入居しはじめていることである。私営企業を中

心とした地場の中小加工業に、大連市の中小企業政策効果が均霑していくこ

とが重要である。

　（３）機械工業における基盤技術

　品質の良い機械工業製品を産出するためには、その製品を構成する一つひ

とつの部品が精度、強度、機能などで高い品質水準を保持していなければな

らない。さらに、高品質の部品を作るために、金属や樹脂などの品質の良い

原材料を用いることが必要となる｡　

　完成品の機能を決定する重要部品の品質が重要であることはもちろんだが、

例えば、完成品を構成する一つの小さな歯車の不良が製品を不良品にしてし

まうこともある。完成品の品質水準は部品の品質水準の「低いところ」で決

まるのである。したがって、完成品の品質水準を高めるためには、部品全体

の品質水準を「高いところ」に揃える必要がある。

　さて、機械工業製品に用いる多種多様な部品を作るためには、それぞれの

－２２－

表１－６　大連経済技術開発区の貸工場整備事業等

付属施設現状入居企業(
日系企業)

賃料
（元/�/日）構造延べ床面積

（�）

社宅、寮
食堂完売21

（15）
0.4～0.45

0.6
鉄筋コンクリート（2,3階建)
鉄骨(1階建)

51,000
産業部品センター
＜企業配套中心＞

社宅、寮
食堂完売17

（15）0.4鉄筋コンクリート（2階建)45,000部品加工供給センター

社宅
食堂完売28

（13）
0.45

0.5～0.6
鉄筋コンクリート（2階建)
鉄骨(1,2階建)

95,000
（1期、2期）金港産業部品センター

＜金港企業配套園＞
建設中－未定3期

社宅
食堂完売35

（6）0.6鉄骨(1階建)77,700
光伸産業部品センター
＜光伸配套企業発展園＞

生活サービス
施設完売41

（13）0.3～0.5鉄筋コンクリート（2階建10棟)1期： 53,000金型工業団地専用工場
＜模具工業園専用廠房＞

計画中計画中－未定2期：110,000

計画中計画中－未定標準工場100棟敷地面積
70ha

開発区標準工場構想

－分譲中4
（1）15ドル/�自社工場建設分乗敷地面積

23ha
金型工業団地
＜模具工業園＞

資料）「大連開発区投資案内」05年版、06年版、07年版および開発管理委員会インタビュー。07年11月現在。



部品加工に適した加工技術がある。最終製品の品質を決める部品を加工する

技術は「基盤技術」といわれる。自動車や家電製品を作る技術は、部品の加

工技術を編成したものであり、自動車生産技術を支えているのは、一つひと

つの自動車部品を加工する基盤技術である。また、自動車用の鍛造部品を加

工する技術は、鉄道車輌や農業用機械、金属工作機械などの鍛造部品を加工

することも可能であることから、機械工業を支えている基盤技術ということ

ができる。

　機械工業の基盤技術分類

　原材料から機械工業製品の完成品に至る加工段階は、大きく「素材加工」

と「部品加工」に分けられる。素材加工は、鉄鉱石や非鉄金属鉱石、原油を

精錬、精製し銑鉄、鉄鋼、非鉄金属、樹脂などの板、棒、管、インゴット、

パウダー、ペレットなどの素材を生産する段階であり、鉄鋼メーカー、非鉄

金属メーカー、樹脂メーカーが行う加工である。産業中分類でいえば、鉄鋼

業、非鉄金属製造業、プラスチック製品製造業が担っている。

　素材は多種多様な加工段階を経て部品に作り込まれていく。部品加工は概

ね「成形工程」「除去工程」「仕上工程」「組立工程」の段階を踏んでいく。成

形工程には「結合加工」「塑性加工」「成形加工」がある。結合加工には剪断、

曲げ、溶接などを含む＜製缶加工＞、＜板金加工＞がある。塑性加工には自

由鍛造、型鍛造などの＜鍛造加工＞、絞り、曲げ、つぶしなどの＜プレス加

工＞がある。成形加工には銑鉄鋳物、鋳鋼、ダイカストなどの＜鋳造加工＞、

プラスチックやゴムなどの＜樹脂成形加工＞、＜粉末冶金加工＞がある。

　除去工程には＜切削加工＞、研磨を含む＜研削加工＞、打ち抜きによる＜

プレス加工＞と、金型や治工具を製作する＜金型＞、焼き入れ、焼鈍などの

＜熱処理＞が位置する。

　仕上工程にはメッキ、塗装、熔射、蒸着などの＜表面処理＞がある。この

ような基盤技術を駆使して金属や樹脂材料を加工、処理し機械工業部品が作

られ、電子部品とともにユニット部品組立、完成品組立・配線を施す組立工
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程に送られ、機械工業製品の完成品が産出される。

　基盤技術は、機械工業製品の完成品に至る加工段階の中で部品加工の「成

形工程」「除去工程」「仕上工程」「組立工程」で用いられる加工技術である。

加工段階と加工技術の内容を勘案し基盤技術を分類したものが表１－７であ

る。基盤技術分類が必要な理由は次の３点である。

　第一に、大連市の機械工業を分析する基本情報として工業統計資料がある

が、統計資料の産業分類は工業製品の最終生産物に注目する区分を用いてい

る。中国の工業統計による機械工業部分の分類は、金属製品業、普通機械製

造業、専用設備製造業、交通運輸設備製造業、電気機器製造業、電子及び通

信設備製造業、メーター及び計量器製造業である２０）。最終生産物による分類

区分であるため、それらの完成品をつくるための部品加工の実態を把握しに

くい。大連市機械工業が品質の良い完成品を産出するためには、それを支え

る基盤技術に関する情報が必要である｡
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表１－７　機械工業の基盤技術分類

加工技術内容技術区分

鋳　造　：　鋳鉄、鋳鋼、ダイカストなど
鍛　造　：　自由鍛造、型鍛造
プレス　：　曲げ、絞り、つぶし

１）鋳造鍛造

加工業

熱処理　：　焼入れ、焼き戻し、焼なまし、焼きならし
表面処理：　各種メッキ、塗装、溶射、蒸着

２）熱処理表面処理

製　缶　：　厚物鋼板のせん断、溶断、曲げ、溶接
板　金　：　薄物鋼板の溶断、曲げ、絞り、溶接
プレス　：　鋼板の打抜き

３）製缶板金

切　削　：　工作機械による除去加工
研　削　：　工作機械による研磨加工
金型治工具　：　金型、治工具の製作

４）切削研削金型

機械部品のプラスチック成形、ゴム成形５）樹脂成形

ネジ、バネ、歯車、軸受、バルブなど機構部品６）機械要素

コネクタ、スイッチ、ハーネス、回路部品など機能部品７）電気要素

ユニット部品組立、完成品組立、配線８）組立配線

完成品、ソフトウエア、システムなどの開発、設計９）開発設計メーカー

金属、樹脂等の素材、再生、メンテナンスなど１０）　        その他

注：関満博・加藤秀雄『現代日本の中小機械工業』新評論、1990年、104～118頁をもとに、筆者が加
工・組替えて作成。



　第二に、近年、大連市機械工業では、部品加工を専門に行う中小工業の創

業が続いており、機械工業の高度化をめざす大連市の中小企業政策や中小部

品加工業の誘致、振興を促進するために、基盤技術を担う企業に関する情報

が必要である｡

　第三に、中国国内及び海外の機械工業集積地域との競争や連携を図るため

に、大連市機械工業の備えている技術水準の現状を理解するうえで基盤技術

分類が有効である。

　基盤技術を担う部品加工業の創成

　計画経済下の機械工業は、都市部の大型および中・小型の国有経済が中軸

となり、農村部では社隊企業から転じた郷鎮企業が農業機械等の製造・修理

を行う態勢にあった。指令にもとづいて機械工業製品を産出する国有経済で

は、エンジン、モーター、歯車、ベアリング、スプリング、電装品など一部

の基幹部品についてはそれを専門に産出する国有経済の製品を支給され、そ

れ以外の必要部品については組織内に加工職場を備え内製していた。発電設

備、工作機械、自動車、航空機、鉄道車輌、造船、武器など国家の基幹業種

とされる大型国有経済では、製品に必要な部品を全て内部で加工するフル

セット態勢を構築している場合が多かった。こうした環境下では基盤技術に

専門特化した部品加工業が成立する余地はなく、ましてや個人やグループが

工作機械を所有し部品を製造・販売することなどできなかったのである。

　改革開放後、市場経済の導入を進める過程で、公司制にもとづいた国有経

済の有限責任公司、股 有限公司、国有独資公司などへの転換、集体企業や

郷鎮企業の有限責任公司、股 有限公司、私営企業などへの転換が進められ

た。こうした動きのなかで、組織内部に抱え込まれていた基盤技術部門が分

離、独立、集約化し部品加工専門の加工業が社会に登場することになった。

　大連市機械工業においては、大型国有企業の鋳造部門の独立、地方国有企

業９社の鍛造部門の分離、集約化による鍛造専門加工業の設立、国有企業の
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経営責任制への転換や売却により私営独資企業を設立した事例が観察される。

　また、８８年の中華人民共和国憲法改正にて私営経済の法律上の地位、権利、

義務、設立などに関する形式が確立され、私営企業暫定条例（８８年）、郷村

集体所有制企業条例（９０年）、集体所有制企業条例（９１年）、郷鎮企業法（９６

年）、個人独資企業法（９９年）などで企業の性質、地位、設立条件、財産権、

産業権、優遇政策などを規定した。そして、２０００年の憲法改正では「私有制

経済は重要な要素」と明記され、私営企業が正式に認知されることとなった。

さらに、０３年の１月１日の施行された中小企業促進法では、中小企業の権益

の保護を規定している。

　こうした憲法および法律制定を背景として、大連市機械工業では国有企業

の部品加工職場や商社部門からスピンアウトして私営企業の部品加工業を創

業する、郷鎮企業の所有制転換にて私営企業の部品加工業へ転換する、私営

の中小商業資本が部品加工業に参入するなどの事例がみられる。

　大連市の中小加工業の創成パターン

　大連市機械工業では９０年中盤以降、部品加工を専門とする中小企業の創業

や外資企業の進出が加速し基盤技術の集積形成に向かっている。大連市機械

工業が成長発展するための画期的な構造変化がはじまっているとみる必要が

ある。

　０５年１月、３月、０６年８月に実施した現地企業インタビュー調査２１）で確認

できた２０社の部品加工業の基本属性を表１－８に整理した。大連の基盤技術

を担う部品加工業を創出する母体は、１）国有企業、２）郷鎮企業、３）個

人の企業家、４）外資企業である。

　部品加工業の創成パターンは、１）国有企業に蓄積された基盤技術の再活

性化、２）郷鎮企業の私営企業や外資系部品加工業への転換、３）基盤技術

に着目した個人の企業家精神の発揮、４）中国の部品加工市場に着目した外

資部品加工業の進出の４つのパターンが観察される。

　パターン１．国有企業に蓄積された基盤技術の再活性化
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　　１－１　国有企業の部品加工工場や職場の分離独立

　　　　　新重鋳業、大鍛鍛造、華日金属成型廠、万隆不銹鋼制品、金州熱

鍍 

　　１－２　国有企業社員のスピンアウト創業

　　　　　長大機器制造、宏達研磨電子

　パターン２．郷鎮企業の私営企業や外資系部品加工業への転換

　　　　　長興鋳造工業、金州三恵機械、大連熱処理、今冶金属機械、銀山

金属制品

　パターン３．基盤技術に着目した個人の企業家精神の発揮

　　　　　恒立工業、富川精密数控、瑞豊精密部件、永和工貿、

　パターン４．中国の部品加工市場に着目した外資部品加工業の進出

　　　　　櫛田建築五金、品川精密電鍍、城山金属加工、凱万克精密部件

　次章以下、５章までの事例分析では、基盤技術の集積を形成している部品

加工業の創業経緯、経営実態、今後の成長可能性と課題などについてみてい

く。

第２章　鋳造、鍛造

　

　鋳造（casting）は溶解した金属を鋳型に流し込み、冷却凝固させて製品を

作る加工法である。鋳造材料（地金）には鋳鉄、鋳鋼、銅合金、アルミニュー

ムとその合金などがある。アルミニューム、銅、亜鉛、マグネシウム、錫お

よびその合金鋳物は、金型を用いるダイカスト（die casting）があり、ろう

型を用いて小型で精密な鋳造品を作るロストワックス（lost wax method）な

ど多様な鋳造法がある。

　鋳造作業は、模型製作、鋳型製作、熔解、鋳込み、バリ取りなどの後処理

よりなる。鋳型には砂型（sand mould）と金型（metallic mould）があり、
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表
１
－
８
　
大
連
市
中
小
加
工
業
の
基
本
属
性

主
要
事
業
内
容

創
業
の
経
緯

従
業
員
数

(人
)

企
業
区
分

所
在
地

経
営
者

属
性

設
立
年

企
業
名

加
工
機
能

　
エ
ン
ジ
ン
、
冶
金
設
備
、
コ
ン
プ
レ
ッ
サ
ー
等
の
量
産

鋳
造
部
品
。
年
産
約
１５
，０
００
ト
ン
を
予
定
。

満
州
国
時
代
の
資
産
接
収
。
大
型
国
有
企
業
の

鋳
造
工
場
の
分
離
独
立
。

15
0

有
限
公
司

金
州
区

持
株
会
社
と

経
営
幹
部

20
04

新
重
鋳
業

鋳
造

　
建
築
部
材
、
接
続
具
、
固
定
金
具
等
小
物
量
産
鋳
造
部

品
。
年
産
能
力
約
８
，０
００
ト
ン
。

19
80
年
創
業
の
合

 
企
業
か
ら
郷
鎮
企
業
と
な

り
、
さ
ら
に
香
港
資
本
と
合
弁
企
業
設
立
。

30
0

外
資
合
弁

長
興
島

島
民
数
名
の

共
同
経
営

19
93

長
興
鋳
造
工
業

鋳
造

　
バ
ル
ブ
部
品
、
火
格
子
、
焼
肉
用
鋳
造
板
な
ど
。
年
産

能
力
約
１
，０
００
ト
ン
。

19
84
年
、
社
隊
企
業
か
ら
郷
鎮
企
業
と
な
り
、

さ
ら
に
私
営
企
業
へ
転
換
。

40
私
営

金
州
区

50
代

工
場
長

19
96

金
州
三
恵
機
械

鋳
造

　
ア
ル
ミ
ニ
ュ
ー
ム
ダ
イ
カ
ス
ト
製
品
の
日
本
向
け
お
よ

び
中
国
国
内
向
け
生
産
。

足
利
市
の
ダ
イ
カ
ス
ト
専
業
加
工
業
の
海
外
進

出
。

13
0

外
資
独
資

開
発
区

34
歳

後
継
者

20
02

櫛
田
建
築
五
金

ダ
イ
カ
ス
ト

鋳
造

　
自
動
車
、
鉄
道
車
輌
、
建
設
機
械
、
産
業
機
械
等
の
熱

間
鍛
造
部
品
。
年
間
計
画
生
産
能
力
約
２０
，０
００
ト
ン
。

大
連
市
の
地
方
国
有
企
業

9社
の
鍛
造
部
門
の

分
離
、
集
約
。

33
0

有
限
公
司

甘
井
子
区

経
営
責
任
者

36
名

20
03

大
鍛
鍛
造

鍛
造

　
各
種
熱
処
理

22
基
。
年
間
処
理
能
力
約
３０
，０
００
ト
ン
。

小
学
校
属
の
郷
鎮
企
業
か
ら
株
式
合
作
制
の
私

営
企
業
へ
転
換
。

50
私
営

河
口
村

55
歳

も
と
村
長

20
04

大
連
熱
処
理

熱
処
理

　
溶
融
亜
鉛
メ
ッ
キ
専
業
。
年
間
処
理
能
力
約
１０
，０
００
ト

ン
。

「
専
業
化
調
整
計
画
」
の
も
と
で
、
地
方
国
有

企
業
か
ら
私
営
企
業
へ
転
換
。

10
0

私
営

金
州
区

経
営
幹
部
と

社
員

13
名

19
98

金
州
熱
鍍

_
メ
ッ
キ

　
12
種
類
の
メ
ッ
キ
ラ
イ
ン
と
各
種
塗
装
ラ
イ
ン
。

昆
山
市
で
の
メ
ッ
キ
加
工
業
を
経
営
し
、
退
職

後
、
大
連
市
で
創
業
。

35
0

外
資
独
資

開
発
区

60
歳

退
職
後
創
業

20
01

品
川
精
密
電
鍍

メ
ッ
キ

塗
装

　
プ
レ
ス
板
金
加
工
、
ワ
イ
ヤ
ー
加
工
、
粉
末
塗
装
。

地
方
国
有
企
業
か
ら
経
営
責
任
制
を
へ
て
、
私

営
独
資
企
業
へ
転
換
。

20
0

私
営

甘
井
子
区

も
と
工
場
長

19
97

華
日
金
属
成
型
廠

プ
レ
ス
板
金

塗
装

　
ス
テ
ン
レ
ス
板
金
部
品
、
製
品
。

国
有
企
業
の
売
却
に
よ
り
私
営
独
資
企
業
へ
転

換
。

60
私
営

甘
井
子
区

も
と
工
場
長

19
98

万
隆
不
銹
鋼
制
品

板
金

　
建
築
金
物
、
パ
ネ
ル
類
、
カ
バ
ー
類
の
板
金
加
工
。

静
岡
市
の
板
金
加
工
業
の
海
外
進
出
。

50
外
資
独
資

開
発
区

出
資
企
業
の

代
表
者

20
03

城
山
金
属
加
工

板
金

　
建
築
内
部
材
な
ど
の
板
金
加
工
。

大
阪
市
の
板
金
加
工
業
の
海
外
進
出

40
外
資
独
資

開
発
区

出
資
企
業
の

代
表
者

20
03

凱
万
克
精
密
部
件

板
金
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フ
ラ
ン
ジ
加
工
専
業
。

郷
鎮
企
業
が
日
本
企
業
と
合
弁
企
業
を
設
立
、

合
弁
期
間
が
終
了
。
私
営
独
資
企
業
に
転
換
。

65
私
営
企
業

瓦
房
店
村

村
長

19
97

今
冶
金
属
機
械

切
削

　
フ
ラ
ン
ジ
加
工
専
業
。

社
隊
企
業
の
職
工
か
ら
能
力
を
発
揮
し
個
人
企

業
を
創
業
。
私
営
企
業
に
転
換
。

24
0

私
営
企
業

瓦
房
店
村

38
歳

創
業
者

19
87

銀
山
金
属
制
品

切
削

　
日
系
企
業
向
け

N
C
旋
盤
加
工
。

ガ
ソ
リ
ン
ス
タ
ン
ド
経
営
か
ら
切
削
加
工
業
へ

転
換
。

6名
の
共
同
出
資
会
社
。

90
私
営
企
業

開
発
区

30
代

創
業
者

20
01

富
川
精
密
数
控

切
削

　
日
系
企
業
向
け
プ
リ
ン
タ
ー
用
シ
ャ
フ
ト
加
工
。

梱
包
材
卸
売
業
の
事
業
多
角
化
。
日
本
人
の
夫

の
会
社
と
の
合
弁
企
業
を
設
立
。

10
外
資
合
弁

開
発
区

30
代

創
業
者

20
04

瑞
豊
精
密
部
件

切
削

　
金
型
製
作
・
修
理
、
機
械
加
工
一
般
。

32
歳
で
商
社
を
創
業
後
、
切
削
加
工
業
２
社
と

グ
ル
ー
プ
を
形
成
し
加
工
業
に
展
開
。

23
私
営
企
業

開
発
区

38
歳

創
業
者

20
04

永
和
工
貿

切
削

　
鋳
物
の
仕
上
げ
加
工
ほ
か
機
械
加
工
一
般
。

地
方
国
有
商
社
を
退
職
し
、
鋳
物
の
仕
上
げ
加

工
を
行
う
私
営
を
創
業
。

50
私
営
企
業

旅
順
口
区

34
歳

創
業
者

19
99

恒
立
工
業

切
削

　
切
削
、
プ
レ
ス
、
ワ
イ
ヤ
ー
加
工
、
鍛
造
、
ニ
ッ
ケ
ル

メ
ッ
キ
。

地
方
国
有
企
業
の
デ
ィ
ー
ゼ
ル
エ
ン
ジ
ン
廠
の

工
場
長
か
ら
、
３
名
で
独
立
創
業
。

30
0

私
営
企
業

開
発
区

36
歳

創
業
者

19
92

長
大
機
器
制
造

切
削
プ
レ
ス

メ
ッ
キ
鍛
造

　
羽
布
研
磨
、
ワ
イ
ヤ
ー
ハ
ー
ネ
ス
組
立
。

地
方
国
有
企
業
の
研
磨
工
か
ら
個
人
企
業
を
創

業
、
私
営
企
業
へ
転
換
。

20
0

私
営
企
業

金
州
区

24
歳

創
業
者

19
95

宏
達
研
磨
電
子

研
磨

組
立
配
線

注
）
１
．
経
営
者
属
性
は
、
創
業
時
も
し
く
は
最
近
の
企
業
形
態
転
換
時
の
董
事
長
あ
る
い
は
総
経
理
の
年
齢
。

２
．
開
発
区
は
、
大
連
経
済
技
術
開
発
区
を
示
す
。

３
．
企
業
区
分
は
、
工
商
行
政
管
理
機
関
の
登
記
区
分

４
．
有
限
公
司
は
、
股

 
有
限
公
司
（
株
式
有
限
公
司
）
を
示
す
。

５
．
私
営
企
業
に
は
、
私
営
独
資
企
業
、
私
営
合

 
企
業
、
私
営
有
限
責
任
公
司
、
私
営
股

 
有
限
公
司
公
司
を
含
む
。

資
料
）
０５
年
１
月
、
３
月
、
０６
年
８
月
の
現
地
企
業
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
に
よ
る
。



一般には前者が多い。地金の熔解にはいくつもの方法がある。キュポラ

（cupola）は鋳鉄の溶解に古くから用いられている炉であり、直接コークス

の燃焼熱で地金を溶解する。銅合金の溶解にはるつぼ炉が多用される。数十

トンの大量の湯を求める場合に反射炉、平炉が使用される。鋳鋼はじめ多様

な金属の溶解には電気炉が使用される。

　鍛造（forging）は、金属素材をつち打ち（hammering）やプレス（press）

によって塑性変形させる加工法である。常温で行う冷間鍛造と素材を熱して

行う熱間鍛造がある。鍛造方法には、つち打ちによる少量生産に適した自由

鍛造と寸法制度を高め大量生産に適した型鍛造がある

　鋳造や鍛造による塑性加工には、工場の専用基礎工事や重装備の機械設備

など初期投資は比較的大きなものとなる。

　（１）大型国有企業の分解と鋳造専業企業の創成　～大連新重鋳業有限公司

　大連市の鋳造業は零細規模の工場を含め数百件が存立しているといわれ

る２２）。ここではまず、国有企業改革にともなう鋳造、鍛造部門の分離独立、

集団公司への再統合のケースをみてみよう。

　国有鋳造部門の独立

　大連新重鋳業有限公司のルーツは、１９３０年代の満州国時代に設立された日

本の鋳造企業に遡る。日本の敗戦、引き揚げにより、中華民国が、そして４９

年に中華人民共和国が資産を接収し、大型国有企業「大連重型機器廠」の鋳

鉄工場として組み込まれていく。

　国有企業改革の過程で大連重型機器廠の機械加工１工場、鋳造３工場、溶

接１工場および設計、商社の各部門は「大連重工集団有限公司」の分公司と

して吸収される。

　さらに、大連重工集団の機械加工、鋳鉄、鋳物、商社の各分公司が分離独

立し、機械加工分公司は「大連新重飛輪総成制造有限公司」（以下、新重飛

輪）、鋳鉄分公司は「大連重工鋳鉄有限公司」（以下、重工鋳鉄）、鋳物分公
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司は「大連新重鋳業有限公司」（以下、新重鋳業）、商社部門は「大連新重科

貿有限公司」（以下、新重科貿）となり、「大連新重工集団有限公司（以下、

新重工集団）」の子会社＜控股公司＞となっている。

　０２年に設立した新重飛輪は大連新重集団の中心企業であり、重工鋳鉄、新

重鋳業、新重科貿の持ち株会社である。甘井子区北海経済開発区工業小区に

敷地面積５５，０００�、建築面積２６，０００�の新工場を構え、０４年に肉盛り溶接工

場を建設している。従業員数３１２名、主要産品はトラックエンジン用フライ

ホイール（はずみ車）とそのカバー、サポート、ハウジング、モーターカバー、

ベアリングキャップなど各種切削部品である。フライホイールユニットの年

産能力１０万セットとされる。天津東芝向けモーターカバーの受注実績があり、

トヨタのエンジン工場向けフライホイールを受注すべく営業中である。

　重工鋳鉄は０２年設立、７０数年の鋳鉄、鋳鋼生産の歴史を有する。甘井子区

に敷地面積１６，０００�、建築面積８，６００�の工場を構え、鉄球、合金鋳物、銅、

アルミニュームなどの黒色および有色金属の大物、小ロットの鋳造を得意と

する。鋳鉄鋳物は最大２５トン、最小０．５キロ、鋳銅は最大２．３トン、最小０．５キ

ロが可能であり、年産能力は８，０００トンとされる。鉱山機械部品、ディーゼル

エンジンのフライホイール、サポート、カバーなどの鋳造品を扱っている。

　新重科貿は０３年設立、沙河口区星海湾広場に事務所を構える。新重飛輪と

重工鋳鉄、新重鋳業の産品の貿易を担っている。米国、ドイツ、日本などと

の貿易実績がある。０４年の販売額は約１００万ドル、０９年までに販売額１，０００万

ドルを目指している。

　新重鋳業の経営

　本項で注目する新重鋳業は０４年２月に設立された。登録資本３２０万元のう

ち９０％を新重飛輪、１０％を新重鋳業の経営陣３名が出資している。金州区北

海経済技術開発区に８３，６００�の工場敷地を確保、建築面積１２，２４０�の鋳造工

場を新設、新規設備を導入して０５年３月から本格生産を開始した。第一期事

業計画の土地、建物、設備に関する総投資額６，４７０万元のほとんどは新重飛輪
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と銀行からの借入れである。

　連続鋳造設備のうち、全自動造形設備は SAVELLI 社製（イタリー）を導

入した。寸法１，０００�×８００�×３２０�の型枠で１１０型／時の造形能力を持つ。

造形能力に対応した全自動混砂設備と後砂処理設備は、江蘇省常州および無

錫市の県級市・江 市の鋳造設備メーカーより導入、鋳砂１１５トン／時を処理

する能力を持つ。溶解炉はそれぞれ７トンの溶解能力を持つ冲天炉２基（青

島青力製）、電気炉２基（無錫環湖製）である。さらに周辺設備、検査測定

装置を備え、第一期計画では年産量１５，３００トン、３年後の計画年産量３０，０００

トンとしている。

　鋳型模型の金型と木型は大連市内および江 市、浙江省から調達し、鋳砂

は内蒙古自治区産を用いている。

　ターゲットとしている主要市場は、ディーゼルエンジンのフライホイール

と関連部品で約８，３００トン、冶金設備部品で約５，０００トン、高速道路下水槽で

約１，０００トン、エアコンや冷蔵・冷凍設備のコンプレッサー部品で約１，０００ト

ンである。長春一汽集団向けトラックディーゼルエンジン用フライホイール

の受注が決まり、さらに、トヨタのエンジン工場に働きかけている。フライ

ホイール以外の自動車部品についても積極的に受け止めていく構えである。

　輸出に関しては、東芝の電機機械部品、ＧＭの自動車部品、ドイツメー

カー向けポンプ部品および建材を交渉中である。

　鋳造品の量産工場であるが自動化設備を装備していることから、従業員は

１５０名に収まっている。生産現場に１２６名、技術人員８名、経営や管理人員は

重工鋳鉄から移籍し原材料・製品管理１２名、経営管理４名の編成である。生

産現場人員は中学、高専卒を１年間教育し正式採用する。

　大連の中心市区出身者の現場作業者への応募はなかったが、金州区、瓦房

店市、普蘭店市からは充分な応募があり、今後の事業拡張にともなう現場作

業人員の確保は心配がないとみている。鋳造の生産現場は熱や粉塵の環境下

での重筋作業をともなう。そうした労働環境に応じながら技能を蓄積してい
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く熟練技能者候補が大連市郊外，農村地区に存在しているのである。

　操業初年度は週５．５日稼働、２交代制で１６時間操業を行い、０６年目までに

３交代制で２４時間操業をめざしている。

　今後の展望と課題

　特定の製品生産に必要なすべての加工機能を企業組織内に編成していた大

型国有企業が改革を進め、特定の加工機能に専門特化した企業が分離独立し、

新たに集団企業を創成した。当社は鋳造加工に特化し中～小物の鋳造品の大

量生産態勢を整えた。大連市内の鋳造専門企業の中で生産規模上位５社に位

置し、０５年から操業を開始した最新鋭工場である。

　当面、ディーゼルエンジン用フライホイールとその周辺部品を中心とする

生産に注力する構えである。そしてさらに次のような事業展開を展望してい

る。

　第一に、小物の精密鋳造量産ラインの増設である。それがダイカストに向

かうのか、シェルモールドやロストワックス、ショープロセスに向かうのか

は明らかではないが、新重工集団を構成する重工鋳鉄が大物小ロットの鋳鉄、

鋳鋼品や非鉄合金を扱っていることから、精密鋳造に適した鋳造法を採用す

るか、可鍛鋳鉄か鋳鋼の量産品を狙うのであろう。

　第二に、量産態勢を確立したあとに中～小物の多品種小ロット生産を意識

している。当面は親会社の新重飛輪の主力製品であるフライホイールの鋳造

を担うのだが、次の展開としては、市場ニーズに対応して鋳造技術の多様化

を進め、多品種小ロット生産態勢を準備するとしている。

　第三に、鋳造部品の仕上げ加工のための機械加工工場を集約することであ

る。現在、新重飛輪がフライホイール等の仕上げのための機械加工工場を経

営しているが、鋳造部品の多様化にあわせて、機械加工部門の増強、集約を

展望している。鋳造技術をコア技術として機械加工能力を充実させ、多様な

完成部品を供給しようとしている。

　こうした将来展望を実現化するために、いくつかの課題が見いだされる。
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第一に、原材料の安定確保である。年間数万トンの鋳造製品を産出しようと

する場合、その原材料となる粗鋼、非鉄金属インゴットを安定確保すること

が重要である。第一期計画では原材料調達量がまとまることから、国内商社

からの納入引き合いが多く、原材料調達に関しては心配はないとしているが、

中長期的に見た場合、中国全土の鉄や非鉄金属資源の需要圧力は強く、当社

が現在のように原材料の安定確保ができるかどうか懸念される点である。

　第二に、新規の精密鋳造ラインや機械加工部門への追加投資を考えている

が、その資金調達の課題である。約６，５００万元の初期投資のうち自己資本が

資本金の３２０万元であり、残りは新重飛輪と銀行からの借入れである。さら

に流動資金として銀行から２，０００万元の短期借入れをしている。

　これに対して、売上、利益計画では、販売価格を平均７，５００元／トンとし平

均利益率１０％を予定している。操業後３期目までの累積利益は５，２５０万元と

想定され、順調に計画が達成されたとして、初期投資の返済完了の見通しが

つくのは４期目ということになる。

　今後、４～５年の需要サイドの拡大は想定しやすいが、供給サイドの原材

料、エネルギー確保について気になるところである。追加投資に関して国内

外からの資金調達を考える場合、製造原価と利益計画の説得力を高める必要

があろう。

　第三に、熟練技能者の養成に関する課題である。第一期計画ではフライホ

イールを主要産品とする量産を基軸にしているため、最新の連続鋳造設備が

威力を発揮するであろう。いわば、装置産業型の事業モデルであるから、装

置のオペレーターや品質管理人材をきちんと養成すれば一定の製品を産出す

ることはできる。生産現場の従業員に求められるのは、生産設備の周辺作業

が中心となる。

　しかし、今後、多品種少量生産に展開する場合、生産現場の従業員に蓄積

される鋳造技能の熟練が製品の品質、生産の効率化に大きな影響を及ぼすこ

とになろう。鋳造に関する熟練技能者候補の確保は、しばらくは心配なさそ
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うだが、採用した人材を基盤技術の熟練技能者に養成するには時間と環境が

必要である。

　（２）量産鋳物部品の輸出工場　～大連長興鋳造工業有限公司

　大連市の県級市、瓦房店市西部の渤海湾に長興島、交流島の２島がある。

架橋される以前の島の生活は苦しく島外へ出稼ぎをする者が多かった。出稼

ぎ先は重筋作業をともなう鋳造工場などであり、現場作業の中から鋳造技能

を身に付けて島に戻り鋳造業をはじめるケースが続いた。現在、長興島には

４０件以上の鋳造工場が集積し鋳物産地を形成しているとされる２３）。

　鋳造産地の有力企業への成長

　香港資本との合弁企業、大連長興鋳造工業有限公司（以下、長興鋳造）の

前身は、他の鋳造業と同様に出稼ぎ先で作業経験を積んだ島民数名が１９８０年

に創業した個人企業である。その後、事業拡大する過程で地元の村政府が事

業に参加し集団所有制の郷鎮企業に転換する。工場長には個人営事業所の創

業者の一人、王徳慶氏が就任した。郷鎮企業時代には、国内の農業用あるい
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は都市下水道用の鋳鉄管継手類が主要産品であった。

　９０年に長興島経済開発区の現在地に拡大移転し、イタリア向け建築部品の

輸出がはじまる。輸出ルートが開かれたことに加え、９３年に香港資本との合

弁企業を設立したことが今日までの企業成長の重要な契機であった。

　合弁企業の長興鋳造の資本金は２０万ドル、香港側が現金で５０％、中国側が

土地、建物、一部現金で５０％の出資割合である。現金は生産設備、検査装置

等に投資した。董事長、総経理は中国側の王徳慶氏、香港側の董事はいるが

出資分の株主配当を行っている限り日常的な経営には参加していない。合弁

後、毎年利益を計上し一部を株主配当、残りは内部留保をしている。

　生産、販売の実態

　長興鋳造の従業員数は３００名、経営管理３名、技術部門２０名、営業４名、

生産部門約２７０名の編成である。受注に関しては、９３年から大連市区内に営

業事務所を構え国内外の顧客への営業、取引事務、アフターサービスを行っ

ている。イタリアへの最初の輸出以降、大連市で開催される展示会や広州交

易会、華東交易会に参加、あるいは自社の英語版ホームページへのアクセス

に応じることにより、海外顧客との取引契機を開拓し米国、ＥＵ各国、日本、

韓国、台湾など１５ヵ国・地域へと取引が広がっている。０４年の売上高約１，５００

万元のうち、輸出が約９０％を占める。輸出の約６０％がＥＵ諸国向けであり、

日本への輸出は２０００年からはじまっている。大連に在住する日本人の紹介で

建材メーカーから建築鋳物部品の生産を受注し取引関係を継続している。

　営業事務所が海外からの発注を受け止めると、長興島の工場では次のよう

に生産を展開する。発注元から鋳物部品のサンプルあるいは部品図面を提供

された場合、社内で鋳型を製作する。一部、木型もあるがほとんどは金型で

ある。規格量産品の鋳造部品が多いため、社内に蓄積された１，０００型以上の

金型が当社の重要な資産となっている。また、発注元から鋳型を預かり鋳造、

機械加工のみを行う賃加工を受注する場合もある。仕事としては社内の経営

資源をトータルに活かせる前者の発注が望ましいが、加工賃によっては賃加
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工のみの仕事も受け止めていく構えである。鋳造専門加工業として特定顧客

への受注依存度をコントロールしながら幅広く顧客開拓しようとしている。

　当社が得意とするのは、１００グラムから２キロ程度のアンカーボルト、

ナット、締め具などの建築部材、建築足場ジョイント、キャップ類および鉄

道線路の固定金具類、ジョイント、エルボー、フランジ、カップリングなど

のパイプ接続具である。最大３５キロまでの鋳造が可能である。普通鋳鉄、球

状黒鉛鋳鉄、可鍛鋳鉄を扱うことができる点を自社の優位性としている。年

間生産能力は８，０００トンとされる。

　溶解炉は１回のチャージが５トンのキュポラ＜通天炉＞２基、３トン１基、

５００キロの電気炉１基である。炉の加熱範囲は１，５００度が上限であることから、

鋳鋼には展開できない。ショットブラスト８台、１５トンの熱処理炉３基を備

える。機械加工部門では大連機床廠、大連第二机床廠、瀋陽第一機床廠の 

NC 旋盤、旋盤、フライス盤等を装備している。また、社内に強度試験、組

成分析等の試験測定機器を備え、テストピースは３年間保存することとして

いる。

　今後の事業展開意向と日本企業

　日系企業からの受注開拓、日本市場への輸出、日本企業の投資受入れに積

極的な姿勢を示している。日系企業からの受注開拓については、以前、

JETRO の主催する広州、大連の「逆展示会」に行ったことがあり、量産受

注が期待できる華南地域の日系企業に関心を寄せている。

　日本市場への輸出については、日本の鋳造業と競争するうえで、第一に価

格の優位、第二に品質と精度の向上が必要であるとしている。価格競争に関

しては自信があるが、品質と精度に関しては乗り越えるべき課題があると認

識している。例えば、これまで鋳造工程に注力し機械加工への展開が遅れて

いたが、近年、機械加工設備への投資を重ねている。鋳造から機械加工に関

する加工工程について厳しい品質や精度を求める日本企業の仕事を受注し併

せて技術指導を受けたいとしている。受託生産契約と技術指導契約をクロス
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させたいという意向を示している。もちろん、技術移転をともなう日本企業

の直接投資による合弁企業の設立にも意欲的である。

　現在の長興鋳造には、一定品質水準の量産鋳物の委託加工を受け止める可

能性はあるようにみえる。当社が量産型鋳造業をめざす場合、「日本人はほ

とんど来ない」という長興島の鋳物産地の存在を日本企業に知らせる必要が

ある。引き続き展示会等に参加するとともに、産地として営業機能を強化す

ること、日本企業と取引関係の深いローカル商社をつうじた受注から日本の

鋳物市場情報を蓄積することなどが重要であろう。

　（３）村営鋳造企業の転換　～大連金州三恵機械廠

　大連金州三恵機械廠（以下、三恵機械）は、１９７０年代初期の社隊企業が前

身である２４）。人民公社が解体する過程で金州三十里鋪北楽華家村の実業総公

司に属する郷鎮企業となった２５）。９６年に所有制を転換し鋳造および機械加工

を行う私営企業となった。従業員は４０名。

　現総経理の父は村政府の運転手として働いていたが能力を発揮し、鋳造工
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場の工場長を任され事業を拡張してきた。その後、郷鎮企業の民営化の中で

企業資産を買い取り私営企業の代表者となり、現在は子息に経営を任せてい

る。

　工場は２ヵ所あり、鋳造と機械加工を行う本工場と牛舎を改装し機械加工

工場に予定する分工場である。本工場ではワンチャージ５トンのキュポラ１

基、１回の鋳込み量３トンで普通鋳鉄を中心とする年産鋳造能力は１，０００ト

ンとされる。熱処理炉２基、バレル研磨機１台、汎用旋盤、ボール盤を備え

ている。

　主要製品は浙江省のメーカー向けバルブ部品およびマレーシア向けのロス

トル（火格子）、焼肉用鋳造板である。ロストルと焼肉用鋳造板は９０年代末か

ら商社経由で受注しており、毎年６００トン余りを生産している。

　機械加工工場に予定する分工場については、次のような事情がある。三恵

機械は事業多角化として約１００万元を投資し乳牛飼育事業を試み、７ヘク

タールの土地を確保して畜舎を建設した。しかし、近くに上水道の水源地が

あることから畜産事業は認可されず、土地と建物は宙に浮いてしまった。こ

の畜舎を鋳造後の仕上げ加工のための機械加工工場として活用しようという

ものである。中古のフライス盤、平面研削盤を据え付けたところである。

　郷鎮企業の民営化

　国有企業の改革は８６年に制定された「全人民所有制企業工廠工作条例」に

よる国営工廠における経営請負制から始まった。続いて９３年から国有資産の

所有権と経営権の分離＜産権改革＞に着手し国有工廠は「国有企業」と改めら

れ、大型国有工廠は「企業集団公司」と改名された。

　一方、中小国有企業の場合、有限公司化、株式会社化、従業員持株会社化

への転換が進められた。９７年の第１５回共産党大会政治報告において、小型国

有企業に関しては「小型国有企業を自由化し、再編、合併、賃借経営（リー

ス経営）、請負経営、株式合作制、売却によって経営の活性化を図る」とさ

れた。
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　郷鎮企業の場合、企業資産が集団に所属する集体所有制企業として中小国

有企業の改革方式とほぼ同様の内容で取り組まれている２６）。ただし、賃借経

営（リース経営）、請負経営、売却などで民営企業に転換する際に債務の過

剰計上や企業資産の過小計上により、帳簿上、負債を抱える赤字企業を安く

買い取る、あるいは株式合作制で従業員等に分配した株式を額面以下で買い

占めることがあるといわれる。

　郷鎮企業の管理者であった村長や工場長が、民営化した企業の董事長ある

いは私営化した企業の所有者にスライドしているケースの一部には、そうし

た不透明な過程を想起させる場合もある。
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　（４）ダイカスト専業加工業の進出～大連櫛田建築五金有限公司

　ダイカスト鋳造（die casting）は、鋳型に金型を用いてアルミニューム、

銅、亜鉛、マグネシウム、錫およびそれらの合金の鋳造に用いられる。鋳物

砂による鋳型に対して金型とダイカストマシンを用いることから精密で表面

のきれいな製品の量産に適しており、機械金属工業の重要な基盤技術の一つ

である。

　日本国内では鋳造業の閉業が続くなかで、現在操業を続けている企業が今

後の日本の鋳造技術を維持・継承していくことになる。大連櫛田建築五金有

限公司（以下、櫛田建築五金）の親会社「櫛田興業㈱」（足利市、従業員６０

名）は、アルミニュームおよび亜鉛ダイカストの専業加工業として、日本の

鋳造技術の維持・継承を期待される有力な一社である。

　櫛田興業は１９５９年に亜鉛地金販売の指定問屋として創業し、６３年よりダイ

カスト鋳造を開始、トステム、積水ハウス等のハウスメーカーを主要顧客と

してドアノブ、手すり、ロックネジ、ベランダ物干し金具など建築金物の製

造販売を手がけている。

　工場増設、設備導入を進め、現在、２５～２５０トンのダイカストマシンホット

チャンバー１１台、ダイカストマシンコールドチャンバー５台を中心にトリミ

ングプレス１２台、ショットブラスト４台、自動研磨機７台などを編成してい

る。ダイカスト金型を内製しているとともに、９８年には自動静電塗装ライン

を導入し、金型製作～鋳造加工～仕上げ加工～塗装～組立の一貫生産態勢を

整えている。

　大連経済技術開発区への進出

　受注の増加とともに量産製品のコストダウンを要請されていたこと、日本

で新規従業者の採用が難しくなっていること、大連には富士電機のモーター

部品、ミツミ、原田工業などの自動車部品、トステム、リョービのダイカス

ト部品などの現地調達需要が見込まれたことから大連市への進出を決定した。

　資本金２１０万ドル、櫛田興業の１００％出資の独資企業として０２年１２月に事業
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認可を取得後、大連経済技術開発区「部品加工供給センター」の標準貸工場

（建築面積３，０００�）の入居契約を結び、０３年８月には日本向け製品の輸出

を行うといった順調な立ち上がりであった。０４年から２４時間生産態勢となっ

ている。

　操業当初はすべて日本本社向けの生産であったが、０４年より大連経済技術

開発区の日系メーカーへの営業を開始し、さらに瀋陽、天津あたりまで営業

範囲を拡大している。富士電機大連向けのモーターフレーム素材、天津三美

電機向けの自動車用アンテナベースなどの中国国内受注が売上高の２０～３０％

を占めている。今後、国内受注のウエイトをさらに高めていく構えである。

　この点、日本国内のダイカスト部品の需給はほぼ均衡状態にあり、現状の

「パイ」を取りあう価格競争が優勢となっている。日本市場は新規の需要拡

大は期待しにくい情勢にある一方、中国市場は日系メーカーで品質、精度の

高いダイカスト部品を求めているところが少なくないとの感触を得ている。

主力の建築金物以外に、当社の培ったダイカスト加工技術を活かして機械工

業部品の受注拡大を図るとしている。

　進出当初は日本市場のコストダウンおよび人手不足対応の日本向け輸出拠

点としてスタートしたが、中国に進出してみると当社の技術・技能を活かす

新規市場が成長していることが理解された。会長が日本本社の経営を担い、

社長の櫛田良一氏（３７歳）自らが総経理として駐在し、従業員１３０名の陣頭

指揮をとっている。

　従業員１３０名のうち、事務職１０名、生産現場１２０名（男子約６０％）、ダイカ

スト部門は２交替２４時間操業を実施している。中国人社員の多くは瓦房店市、

普蘭店市、庄河市などの大連郊外市の出身であり、工業団地に付属する独身

寮に入居している。モノづくりに向かう姿勢は真面目でよく働くと評価して

いる。日本人は総経理、副総経理、塗装部門の技術責任者の３名が駐在して

いるが、今後、現地採用スタッフへの技術、経営の移転を図っていく予定で

ある。
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　ダイカスト部門の技術責任者２名はインドネシア人である。日本本社事業

所で研修生として３年の実習期間を修了し、櫛田建築五金で技術者として採

用したものである。本社事業所の研修生の受入れは５期生まで継続している。

　金型製作がポイント

　原材料のアルミインゴットは日本を含む国際市場から保税扱いで調達し、

製品は日本および中国国内の日系メーカーの製品に組み込まれ全量輸出され

ている。

　主要設備は１２５～３５０トンのダイカストマシン（コールドチャンバー）６台、

２５、５０トンのダイカストマシン（コールドチャンバー）２台、ショットブラ

スト２台、塗装ライン１式、静電塗装設備２台、タッピングマシン、ボール

盤、排水処理設備である。金型製作を除く鋳造加工～仕上げ加工～塗装～組

立の一貫生産を行う態勢を整えている。

　ダイカスト加工業が塗装工程まで内製化するのは、設備投資の面で大変な

取り組みである。実際、櫛田建築五金の設備投資において塗装設備は最も大

きな投資額となった。大連に進出している日系の塗装専業加工業は岸萬塗装

㈱（焼津市）や後述の城山金属と同時期に進出した塗装業（静岡市）がある

とされるが、仕上げまでの一貫生産を基本とし生産能力を超えた分を外注す

る構えである。

　ダイカスト金型については、日本顧客への輸出向け製品の場合は、親会社

で「試し打ち」し品質保証したものを輸入している。もちろん、大連に進出

した日系金型メーカーやローカル金型メーカーからの調達も検討している。

現時点での価格比較では、日本から輸入する日本製金型の調達コストを１００

とすれば、大連日系企業製は８０程度。ただし、増値税１７％を加算すればさほ

ど差はない。鋼材指定で大連ローカル企業製の金型の場合、調達コストは５０

程度となる様子である。当社の必要とするダイカスト金型の場合、日本から

の輸入と大連ローカルメーカーからの調達では、２倍の価格差が生じている

のである。
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　ローカル金型メーカーの技術、品質が向上していけば、当社の金型調達は

ローカルメーカーからの調達に向かうことは必然であろう。また、よいパー

トナーが見つかれば、当社親会社の金型部門が大連で金型製作を展開するこ

とも視野に入れている。中国の金型市場を巡って日本の金型メーカーと中国

の日系金型メーカーは、いっそうの技術革新、製作スピードアップ、品質の

差別化、コストダウンを求められているのである２７）。

　資料）同社パンフレットより

　（５）国有鍛造部門の集約化　～大連大鍛鍛造有限公司

　現在、全国の鍛造業（部門）は１００社前後あるとされ、中小鍛造業を主要

な鍛造メーカーへ集約させる過程にある。主要鍛造メーカーとして指定され

た企業は増値税を３５％還付され、設備改造に投資することを期待あるいは指

導されている。大連市では工業担当副市長・王承敏氏のもとで、国有企業の

内部部門として抱え込まれている鋳造、鍛造、熱処理、メッキ、金型といっ

た基盤技術を国有企業から分離し専業メーカーとして集約する「専業化調整

計画」に取り組んでいる２８）。

－４４－
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　大連大鍛鍛造有限公司（以下、大連大鍛）は、６社の国有企業の鍛造部門

を分離し、集約して鍛造専業メーカーを設立した事例である。総資産８，８００

万元、工場敷地面積１４ ha、従業員３３０名、年産２０，０００トンの計画生産能力は

１２，５００トン以上の生産能力を持つ全国主要鍛造メーカー５社の中で最大手と

なる。売上高では１０億元以上の大手鍛造メーカーは長春市、武漢市にあり、

大連大鍛は設備集約、改造の途中にあるため、売上規模では中位にとどまっ

ている。

　大連大鍛の前身は１９８０年設立の「大連油嘴（ノズル）廠」の鍛造分廠と「大

連柴油机（ディーゼルエンジン）廠」の鍛造部門が合併した「大連鍛造廠」で

ある。９９年に「大連高圧閥門（高圧バルブ）廠」「大連大起（クレーン）集団）」

「大連重工集団」「大連叉車（フォークリフト）総廠」の鍛造分工場の資産を株

式化して「大連鍛造廠」に集約し大連大鍛を設立した。０２年には「金州重型

廠」の鍛造部門を吸収し、さらに「大連床机集団」「大連造船集団」の鍛造

部門も集約する予定である。０３年に国有株の３，１２０万元を３６名の経営責任者

が買い取り民営化を進めている。

　大連大鍛は集約化した６工場から経営責任者、技術者、鍛造現場の技能者

を集め、最小限の間接部門人員を引き継ぎ鍛造加工に専門特化することによ

り、国有企業の鍛造部門の重複投資の回避、設備稼働率の向上、生産環境の

改善を図り競争力を高めようとしている。

　当社の鍛造技術は熱間鍛造であり、冷間鍛造はない。今後、温間鍛造も取

り入れる予定である。熱間自由鍛造と型鍛造の前処理のための加熱炉、鍛造

型製作のための CNC 加工センター（米国 CINCINNATI 製）、NC 旋盤（瀋

陽机床製）ほか一連の汎用工作機械を備えている。自由鍛造では１５０～７５０キ

ロのエアーハンマー、１～３トンの蒸気ハンマー、ドロップハンマーを装備

し３トンまでの鍛造加工が可能である。型鍛造では６００トン（英国 

VERSONWILKINS 社製）、１，６００トン（ドイツ Siempelkamp 社製）の鍛造

プレスを装備し、さらに０３年には、両社から６，３００トンと４，０００トンのプレス
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機を導入している。

　需要の拡大と原料、人手不足

　鍛造設備と人員の集約により鍛造専業メーカーとなった当社は、国内市場

では自動車部品、鉄道車両部品、建設機械等産業機械部品に展開している。

自動車部品に関しては、フォルクスワーゲンやトヨタの合弁企業向け鍛造部

品、三菱自動車エンジン工場向けクランクシャフト、トランスミッション部

品などの納入実績がある。今後さらに自動車部品の国内調達が進むとみてい

る。

　また、鉄道車両部品に関しては、在来線の列車走行スピードアップを目標

とする５万両の車両改造計画がある。車両の部品強度を高めるために鋳造部

品を鍛造部品に替える必要があり、その鍛造部品製造を狙っている。新幹線

建設計画よりも在来線の改造計画のほうが当社の現実的な関心事項となって

いる。

　海外市場では米国を中心にＥＵ、日本への輸出がある。日本向けは伊藤忠

商事、新日本貿易などの商社をとおしてコマツ、トヨタ、日産などへ１，０００ト

ン余りの鍛造部品を輸出している。

　０４年の生産実績は約１０，０００トン。工場の改造中であるので計画生産能力の

半分に留まったが、国内の鍛造部品需要の増加に対し生産設備能力の充実を

図っており、今期以降、売上高は増加していくと見込んでいる。しかし、増

産期待に対する懸念材料もある。第一に、原材料の不足と価格の高騰である。

鍛造用鋼材は約５０％値上がりし、モリブデンの価格は７倍になった。また、

熱源の石炭、電力も不足、値上りしている。

　第二に、鍛造業界に参入する新規人材の不足である。なかでも自由鍛造部

門は「３Ｋ」職場として若年工員を集めにくい状況となっている。型鍛造部

門に比べ生産性が低く利益も薄いので企業経営上は撤退したいのだが、鍛造

専業メーカーとして維持しなくてはならない部門でもある。競合メーカーも

同様の事情にあり、他社が撤退し供給能力の調整がなされ加工単価が上昇す
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るまで我慢し職場と技能者を維持していくとしている。

　鍛造現場の新規従業者は、従来、高校相当の技術工業学校＜技校＞の鍛造科

から採用していたのだが、近年、大連市の技術工業学校鍛造科卒業生の８５％

は鍛造以外の職場を選択するといわれる。このような状況に対して、当社で

は初任給を高くし新人募集をしている。その結果、社内で鍛造現場の新規採

用社員の給与が他部門の既存社員より高くなる現象が生じている。

　鍛造は機械工業において不可欠な基盤技術である。しかし、生産現場は熱、

騒音、振動、粉塵が発生し重筋労働と危険な作業を含むことから、日本では

９０年代以降、新規就業者の採用が難しい状況となっている。人手不足にとも

なう国内供給能力の低下が懸念され、中国の鍛造業界への期待が生まれたが、

中国においても同様の状態が発生しており鍛造技術・技能への支払い対価が

反転している点に注目しなければならない。

　資料）同社パンフレットより

－４７－
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第３章　熱処理、表面処理

　熱処理（heat treatment）は、鉄鋼材料の硬さ、靱性（引張強さ、曲げ強

さ）、耐摩耗性などの性質を調整する基盤技術であり、全体熱処理と部分熱処

理に分けられる。

　全体熱処理には、材料を熱した後、急冷し硬さを増す焼き入れ、焼き入れ

によって硬化した鋼材に靱性を与えるため再加熱した後、徐々に冷却する焼

き戻し、鍛造加工などによって生じた内部のひずみを取り除き、組織を軟化

させ、展延性を向上させる焼きなまし（焼鈍）、焼きならしがある。

　部分熱処理は、材料の表面や一定範囲部分の性質を調整する。浸炭、窒化、

高周波焼入れ、炎焼入れ等による表面熱処理、ガス浸炭、ガス窒化などガス

中で加熱処理する雰囲気熱処理、真空焼入れ、真空浸炭など真空中で加熱処

理する真空熱処理、イオン浸炭、イオン窒化などグロー放電を利用したイオ

ン熱処理など多様な処理方法がある。

　表面処理（surface treatment）は、金属材料の表面の物理的性質および化

学的性質を向上させるための基盤技術である。物理的性質には硬さ、耐摩耗

性、電気伝導性、熱伝導性、潤滑性などがあり、化学的性質は耐食性、耐熱

性、耐薬品性、変色などである。

　表面処理に属する加工技術は洗浄、メッキ、塗装、溶射、蒸着、エッジン

グなどがある。メッキは機能メッキと装飾メッキに大別され、電気メッキ、

化学メッキ、溶融メッキ、真空メッキなどの加工法がある。電気メッキには

有害な薬品を使用する場合があり、廃液や廃水処理設備が不可欠であるため、

初期投資は比較的大きくなる。

　（１）熱処理専業メーカーの民営化　～大連熱処理有限公司

　大連熱処理有限公司（以下、大連熱処理）の前身は「大連熱処理廠」であ

る。河口村河口小学校所属の集体企業（郷鎮企業）として１９８５年に小学校敷
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地内に設立され、０４年７月に株式合作制の有限公司への転換を完了した。当

社の設立から企業改革の経緯は次のようである。

　民営化の過程

　８０年代当時、農村部では村政府が小学校、郷鎮政府が中学校の経営管理を

担い、高等学校と都市部の小中学校は市政府および区政府が経営管理を行っ

た。村および郷鎮政府は小中学校の建設、教員の採用など「自力更生」のも

とで取り組む必要があった。

　大連熱処理有限公司董事長の劉兆敏氏は４９年生まれ、河口村の農民出身で

ある。村長に推挙され教育資金を充実するために免税優遇措置のある学校所

属企業を設立し、利益は学校（村）に上納することとした。

　全く経験のない熱処理を創業事業として選択したのは、東京の熱処理メー

カー「大屋」が大連で熱処理合弁事業を検討しているという情報を得たから

である。日本企業側は大連市の熱処理業界は国有企業の「小而全・大而

全」２９）のもとに抱え込まれ、日本向け輸出を引き受ける熱処理専業メーカー

がいない点に注目して合弁事業を検討したものと思われる。そして、相談を

受けた市政府は中国側の合弁パートナーとして河口村をアテンドしたのであ

ろう。

　劉村長は支払いに不安がある国有企業向けではなく、外資合弁企業による

日本輸出向けの熱処理事業に期待し、市教育局から５，０００元を借り入れ中古

の熱処理炉を導入した。日本企業との合弁事業の検討を続けたが最終的な合

意に至らず、日本企業からの注文もないところからのスタートであった。創

業初期の売上高は１０万元余りであったが０４年には約１，１００万元となり、大連

の熱処理専業メーカー７～８社のうちの上位に位置している。この間、工場

を小学校敷地内から現在地に拡張移転している。

　集体企業から民営企業への転換は２段階を経て進めた。１回目には企業資

産評価を行い資本金２１２万元の株式会社に転換し河口村と市教育局の持ち分

を明確にした。市教育局の持ち分は２０％、河口村が８０％を所有し、村政府持
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ち分のうち村長兼工場責任者の劉氏が董事長となり２９％、従業員２９名の経歴、

能力によって５１％を配分した。すなわち、個人と行政（市政府教育局）の混

合所有制の株式合作企業となった。

　その後、農村の義務教育が中央教育部の管轄になっていく過程で「政企分

離」を進める。２回目の転換は０４年に劉董事長が市教育局の持ち分２０％を現

金で買い取ることで完了し、個人持ち株の民営企業（実質的には私有企業）

となった。これにともない劉氏は行政職を退任し民間企業の経営者となった。

　民営化後の経営状況

　約２０年間の郷鎮企業の経営と村政府への利益上納は、河口小学校の施設と

教育の充実に貢献し、郷鎮企業改革が完了した０４年にその役割を終えた。民

営企業への転換は次のような効果があったとする。第一に、正社員全員が株

主となって「自分の会社」意識が高まり、給与のほかに持ち分に応じた利益

配当を得られることから、作業能率を高めるための自主的な努力がなされる

ようになり生産性が向上したことである。

　第二に、企業経営の自主権が確立したことにより、従業員（株主）の厚生

に集中することができるようになった。規定の税金を納めれば利益処分に対

する政府管理はない。例えば、これまでは従業員に年末ボーナスを支給する

ためには複雑な行政手続きが必要であった。劉董事長は郷鎮企業から民営企

業に転換した企業経営を「全く違う世界のようだ」と語る。

　大連熱処理は焼入炉、焼鈍炉、滲炭炉、調質炉、高周派熱処理炉、ガスお

よびイオン窒化炉（武漢熱処理研究所）、真空熱処理炉（北京机電研究所）

など６５０～１，３００度、２２基の熱処理炉を装備し、今期さらに１基を追加する予

定である。全体の年間熱処理能力２５，０００トン、新たな設備導入により３０，０００

トンとなる。０４年の実績は１８，０００トンであった。最大１０トンまでの調質が可

能であり火力発電機のシャフト（１０トン）、船舶用歯車（８トン）などの熱

処理実績がある。

　顧客は第一汽車集団のトラックのトランスミッション、クランクシャフト、
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歯車、鍛造型、大連新船重工の舶用機器部品など国内大型企業向け６０％、日

系企業向け４０％、輸出はない。日系企業は岡野バルブ（バルブ）、丸裕（精

密鋳造）、日立宝源機械（高圧タンク、原子力発電機器メーカーの五二三廠

との合弁企業）などとの取引がある。

　熱処理部門の閉鎖や熱処理メーカーの倒産が続いているなかで、当社は

「品質の信頼性」を第一に据えて各種硬度計、位相顕微鏡など検査分析設備

を備え４名の検査測定専門員を配置している。顧客の間で当社の熱処理技術

への信頼が確立しているので発注は安定している。

　今後の展望と課題

　大連の総合熱処理専業メーカーとして存立基盤を確立した当社の次の経営

展望と課題は次のようである。第一に、処理能力の増強である。各種熱処理

の需要が伸びており当社への依頼も増えていることから、設備導入を進めて

いく。工場敷地には余裕があり工場増設を計画中である。しかし、遠方の顧

客からの受注と輸送コストのバランス、処理能力増加にともなう電力コスト

とのバランス、安定的な電力供給の確保が課題である。

　第二に、従業員の熱処理技術者としての能力向上である。現在、従業員は

５０名、うち正社員は３０名。大連理工大学材料加工部熱処理科卒２名、哈尓濱

理工大学卒２名の熱処理専門の若手技術者を採用し熱処理関係の展示会を見

に行かせている。多くは郷鎮企業時代に経験を積み重ねた技能者であること

から、技術専門学校夜間部での社員教育、大連理工大学や技術専門学校教師

の出張指導、日本への研修生派遣を行っている。

　日本への研修生派遣は日中友好協会の研修プログラムを活用したものであ

る。派遣費用は日中友好協会が負担し、研修先企業は滞在費、規定の給与を

支給する。１名が帰国し現場の責任者となっており、今後も研修生派遣を続

けたいとしている。

　熱処理は重装備型装置系産業であり計画的な設備投資が求められる。顧客

は熱処理の経験と実績を重視することから、資本力にまかせて一気に設備投
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資を行ったとしてもすぐに市場を獲得することは難しい。この点、当社の２０

年の経験と実績そして積極的な技術者、技能者の養成姿勢は新規参入企業に

対する優位性である。今後、国有企業内部に抱え込まれている熱処理部門が

外部資源の活用に向かうことが想定され、専門メーカーとしての当社の重要

性はいっそう高まるであろう。

　以上のように当社は、熱処理に特化し総合力と技術力で競争力を高めよう

としており、大連の基盤技術が専門特化に向かう動きとして注目する必要が

ある｡

　（２）溶融亜鉛メッキの専業化　～大連金州熱鍍 有限公司

　大連金州熱鍍 有限公司（以下、金州熱鍍 ）の前身は、大連造船廠（現、

大連新船重工集団）向け船舶用配管の溶融亜鉛メッキを行うため１９８５年に設

立した大連市農業局所属の地方国有企業である。金州区西海工業開発小区に

立地し、工場敷地面積２５，０００�、工場建築面積６，５００�、大連市の地方国有企

業改革、基盤技術の「専業化調整計画」を進め、遼寧省内で最大規模の溶融
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亜鉛メッキ工場となっている。

　地方国有企業の改革と「専業化調整計画」

　金州熱鍍 では地方国有企業改革と「専業化調整計画」が９８年から同時に

取り組まれた。地方国有企業の所有制改革によって、大連市農業局の持ち株

を経営幹部と従業員が引き受け、すべて個人株主の所有になった。９８年の企

業資産評価額は６６万元、企業が抱えていた債務が同額であったことから、企

業資産価値はゼロとされた。新たに株主となった１３名は債務を引き継ぐこと

で、株式取得にともなう現金の支払いはなく企業資産の所有者となった。持

ち株構成は、董事長の姜氏４７％、経営幹部の都氏２４％、残りは１１名の従業員

が所有する形になった。

　「専業化調整計画」に関しては、金属表面処理工業の専業化重点工場＜専

業定点生産廠＞の指定を受け、溶融亜鉛メッキ専業企業への改造、追加投資を

進め固定資産総額１，１６１万元となっている。９８年時点の主要設備は溶融亜鉛

メッキ槽（L. ９．２�×W. １．８�×D. ２．２�）１基、最大の酸洗槽（L. １２．４�×

W. １．８�×D. １．７�）ほか８基、その他処理槽３基、高圧洗浄設備１セット

であったが、０４年には溶融亜鉛メッキ槽１基のほか最大の酸洗槽（L. １２．０�

×W. ３．０�×D. １．７�）ほか６基、隣化槽１基、脱漆槽１基、中和槽１基、

洗浄槽２基、密閉処理槽１基、高圧洗浄設備３セット、串油設備など多様な

表面処理槽や関連設備、大連化学物理研究所の自動排水処理設備を装備する

に至っている。

　「専業化調整計画」による設備改造で年間処理能力は５，０００トンから１０，０００

トンに拡大し、溶融亜鉛メッキの国家標準、JIS 作業標準、JIS 試験方法標準、

国際標準にそった大連市船舶用鋼管溶融亜鉛メッキ標準などの認定を取得し

ている。

　事業経営の内容

　０４年の処理実績は約８，０００トンであった。０５年は造船業界が好況であるこ

とから１０，０００トンを見込んでいる。主要顧客は大連新船重工集団向けの舶用
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部品が約５０％、大連氷山集団の冷凍機部品、渤海造船向け舶用部品、古河電

工、ABB などが約５０％を占めている。

　従業員は国有企業改革の過程で３０名ほどレイオフせざるを得なかったが、

現在、もとの従業員規模約１００名に戻している。メッキ専門技術者８名、品質

管理８名、営業４名、管理１３名、現場作業約７０名の編成である。受注は好調

で現場作業は２交代１６時間操業を行い、民営化で引き継いだ債務は半分にま

で圧縮した。

　原材料の亜鉛インゴットは、葫芦島の日本企業の建設した亜鉛精錬工場よ

り調達している。亜鉛メッキを施す部品や製品は顧客が当社まで搬入し、処

理後、持ち帰っている。メッキ処理単価は鋼管、架台など簡単な形状のもの

は１，７００～１，８００元／トン、ラジエターなどの複雑形状のものは４，０００～５，０００

元／トンである。

　基本的な処理工程は、酸洗、水洗、加熱乾燥、亜鉛メッキ、冷却の順であ

る。工程における課題は、第一に、亜鉛溶融のための熱源であるガスの価格

上昇の吸収、第二に、排水処理と排気処理コストの吸収である。この点、大

連市の溶融亜鉛メッキ業界は７～８社で構成され、当社は大物の処理が可能

な最大手としての優位性をもつことから、さらに処理能力を拡大し受注を増

やすことでコスト上昇を飲み込もうとしている。当面、受注増は現状の処理

能力で３交代２４時間操業することで対応する構えである。

　大連市のメッキ業の操業規制は厳しく、クロームメッキ、ニッケルメッキ

などのニーズがあることは解っているが、現在地では事業認可は下りない。

新たにメッキ業を展開するならば、大連経済技術開発区のメッキ工業団地に

立地する必要がある。

　当社は溶融亜鉛メッキへの専門特化を深めていくこととしている。そのた

めに、国内需要に対応していくとともに、輸出を視野に入れている。かつて、

商社や鋳物、溶接を行う企業を経由して日本向け輸出製品のメッキを行った

ことがある。今後、大連で加工した日本向けの建設構造物、船舶内外装部品、
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冷却タワーなどの溶融亜鉛メッキを直接受注することを経営課題としている。

　当社は、基盤技術の一つである表面処理の中で溶融亜鉛メッキに特化し資

本、設備を集中して優位性を高めている事例である。特定の基盤技術に特化

する過程では、大連市の機械工業の高度化政策である「専業化調整計画」が

効果的であったと評価できる。

　しかし、将来を展望すれば溶融亜鉛メッキは、多様な表面処理技術の中で

機能メッキなどと比べ要求される精度や品質水準は荒く、処理する部品や製

品のトン当たり単価を競う世界である。競争力を維持するためには、設備拡

大、大量処理を求めて行かなくてはならず、ある段階で大物重量物の輸送コ

ストが成長を制限することになろう。したがって、メッキ処理工程の合理化、

生産性の向上が当社の重要な経営課題となろう。

　（３）メッキ専門加工技術の発揮　～品川精密電鍍（大連）有限公司

　大連に進出した日系メーカーは部品の現地調達を進めるなかでメッキの必

要性を訴えてきたが、大連経済技術開発区内でのメッキ処理は厳しい立地規
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制がかけられていたこともあり、これまで何度か日系メッキ企業の進出案件

が検討されたものの実際の企業立地には至らなかった。

　品川精密電鍍（大連）有限公司（以下、品川電鍍）の開発区メッキ団地へ

の工場立地は、大連市で最初のメッキ専業企業の進出となった。０７年現在、

従業員数３５０名（うち日本人技師・管理者６名）資本金１００万ドル、総投資額

５００万ドルの企業に成長している。

　大連進出の経緯

　品川電鍍は福井県鯖江市に本社を置く㈱東亜エンタープライズ（代表取締

役・品川辰夫氏、資本金４，０００万円）と一部社員が出資する日系独資企業で

ある。０１年に表面処理事業の認可を受け、大連経済技術開発区臨港工業区の

メッキ団地に９，２００�の敷地を確保し、０２年より眼鏡フレームおよび工業部

品のメッキを開始した。

　品川電鍍の董事長・総経理の品川辰夫氏は、鯖江市の有力な眼鏡フレーム

メーカー㈱サンリーブの副社長・製造本部長を務め、９２年に蘇州市昆山市の

「蘇州三麗眼鏡有限公司」（眼鏡フレーム）、９３年に「昆山三麗電鍍有限公司」

（眼鏡フレームメッキ）を立ち上げ、総経理として経営を担当した。２０％の

株式を保有していた三麗電鍍有限公司は一時、事業が不振となったが、その

際に全株式を買い取り再建に努力し経営を立て直している。

　６０歳の退職時に昆山の三麗電鍍を売却して得た資金と内部留保、退職金を

原資として大連に投資し品川電鍍を設立する。三麗電鍍は三麗眼鏡向けの

メッキ加工を行うほか、大連市普蘭店市の中西眼鏡向けにも眼鏡フレームの

メッキを受注しており、同社から大連でのメッキ加工の要請があったこと、

大連市をはじめ、中国の日系メーカーのメッキ加工ニーズが強いことを理解

していたことによる大連への投資決断であった。

　眼鏡フレームのチタン、形状記憶合金などの多様な素材のメッキ、被膜厚

や表面仕上げに関する眼鏡メーカーの高度な要求に対応してきた専業加工業

としての技術蓄積が、多様な工業部品のメッキ加工を受注する優位性となっ
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ている。そうした技術的経験蓄積を背景とした大連進出であった。

　大連のメッキ事情

　大連市の産業振興政策では、大連経済技術開発区にメッキ専用の工業用地

を用意し、メッキ加工業の集積形成を図り集合管理を行おうとしている。例

えば、排水処理については、現在、各社が社内で処理した排水２日分の貯水

タンクの設置が義務付けられ、水質検査後、排出している。今後、メッキ団

地で集中処理する計画がある。昆山市での事業経験と較べると、大連市政府

のメッキ業に対する環境保全、消防、公安などの行政管理項目は多く規制が

強い。公害や労働災害の防止にしっかりと取り組んでいるとみている。

　当社では環境負荷低減の取り組みとして、RoHS 指令３０）に対応している。

０４年には半田メッキをスズ・銅メッキに切り替えて鉛フリー対応を行い、０５

年には化学ニッケルメッキを鉛・カドミウムフリー対応を行っている。さら

に、工場からの排水ゼロをめざし、排水処理設備に逆浸透膜を設置、排水を

純水化し再利用している。

　品川電鍍が立地する地区には、日系企業は当社のほか華東地域から進出し

た大山表面処理有限公司、端子用フープ材のメッキラインを増設するため工

場を展開したモレックス、自社用青銅バルブのクロームメッキ工場を建設し

た KTV がある。中国企業では亜鉛メッキを行う企業など２社が立地してい

る。

　大連市にはメッキ専業企業は亜鉛メッキを中心に約３０社があるとされる。

日系ユーザー側のローカルのメッキ業への評価は、一定の技術水準に達して

はいるが、生産管理や技術面の厳しい要求への対応には不安が残るというも

のである。発注側が設備を導入・貸与し技術指導を投入しても熟練が形成さ

れないうちに作業者がやめてしまうケースが続いている様子である３１）。

　メッキ専業の日系企業が進出したということで、多様なメッキ加工の依頼

が寄せられている。現在、４０社ほどと継続的な取引があり、そのほとんどは

日系企業である。１～２社は大手日系メーカーが部品加工を発注している
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ローカルの加工業であり、メッキについては当社への発注指定を受けている

ものである。多くの場合、大手メーカーの外注担当者は中国人スタッフであ

り、既にメッキ加工の外注先との取引関係が成立している。ある種の既得権

益が形成されている場合もあり、ここに営業して新たな受発注関係を構築す

ることは難しい。新規の日系メッキ加工業が既存の取引関係に参入する際に

「触れることのできない」ところがあるというのが、現在の大連のメッキ事

情であるようだ。

　「表面処理のデパート」をめざす

　当社は眼鏡フレーム用金メッキ、パラジウムメッキからスタートし、銅、

錫、ニッケル、亜鉛、銀、硬質クロム、アルマイト、各種合金メッキなど１２

種類のメッキラインをはじめ、カチオン電着塗装１００色、スプレー塗装、硬質

・白・カラーのアルマイト処理など、顧客の要望に応えるため多様なメッキ、

塗装ラインを配置している。さらに０７年度中に樹脂メッキラインを予定して

いる。

　メッキ、塗装といった表面処理加工は、装置型産業であり初期投資が比較

的大きく、資本が長期に固定化する。設備投資の償却を可能とする一定以上

の受注量が見込まれないと、新規立地は難しい。メーカーは大量の表面処理

部品が必要な場合、社内に専用の処理ラインを配置するが、内製化するだけ

の量に至らない部品、特殊な処理を必要とする部品を専業の表面処理加工業

に外注依存することになる。

　大量の単一処理を求めるメッキは、既にローカル企業が対応していること

から、当社は専門技術の経験・蓄積のある眼鏡フレームの量産処理をベース

にして、多品種少量のメッキ加工に挑戦し存立基盤を確立しようとしている。

多品種少量のメッキ加工については、技術と経験の蓄積がないと対応できな

い。この点、当社がローカルのメッキ専業企業に対する優位性を発揮できる

分野となる。

　「表面処理のデパート」をめざす当社は、中西眼鏡、佳特眼鏡などの眼鏡
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フレーム、ローム電子、アルプス電子などの電子部品、マブチモーター、華

録松下、三菱電機、大連東芝など電気機器部品ほか自動車部品、建築部品、

精密部品のメッキ、塗装を受注しており、取引先は大連を中心に瀋陽、天津

に拡大している。

　メッキ、塗装は部品加工の最終工程に位置し、次の工程は組立となる。部

品のメッキ、塗装の後工程の組立までやって欲しいというユーザーの要求が

あり、当社は前向きに受け止めていく考えである。

　人材育成の課題

　メッキ専業の日系企業ということで、ユーザーは「日本の品質、中国の価

格」を要求するため多品種少量のメッキ加工は利益を出しくい。自動化でき

ない小ロットの仕事で利益を搾り出すためには、社員の技術、技能の蓄積が

必要である。現場研修を重ね社員を多能工に育てることにより、さらに多様

で小ロットのメッキ、塗装の受注を可能にし、トータルの受注量を拡大して

いく構えである。

　この点、昆山市での経験と比較してみると、モノづくりの現場で技術・技

能を積み上げていく姿勢は東北人の方が、適性があるとみている。若い男性

社員には一攫千金を狙う向きもあるが、女性社員の技術・技能形成にはめざ

ましいものがあるとする。０４年から黒字決算となっており、増資の際に創業

時から頑張ってきた社員に持ち株を分配している。

　品川総経理の子息が副総経理として入り家族も大連に滞在している。中国

での生活を前向きに捉えて副総経理の子息は中国の保育園に預けている。中

国で事業に成功するためには、まず「家業」として成功する必要があるとし

親、子、孫の３世代が大連で生活し事業に取り組んでいる。

　家族ぐるみの中国進出は韓国系中小企業によくみられるケースだが、日系

中小企業にも「中国に腰を据えた」進出が出現してきたのである。派遣、駐

在型の経営者とは異なる新たな経営人材が育っている。
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第４章　板金、プレス

　

　板金加工（sheet metal working）およびプレス加工（sheet metal stamping）

は、比較的薄い鋼板の剪断、溶断、曲げ、絞り、溶接、打ち抜きを行う加工

技術であり、厚物鋼板の剪断、溶断、曲げ、溶接などは製缶加工とされる。

　板金およびプレス加工には、鋼板を剪断、溶断する剪断機、レーザー加工

機、曲げ加工を行うプレスブレーキ、絞りや打ち抜き加工を行うプレス加工

機、溶接加工のためのガス溶接、アーク溶接、スポット溶接などの溶接機を

セットで備える場合が多い。プレス加工では、金型の製作が重要な加工技術

となる。

　（１）プレス板金の総合加工　～大連華日金属成型廠

　甘井子区に立地する大連華日金属成型廠（以下、華日金属）は、板金プレ

ス、溶接、金属線材加工、粉末塗装を行う金属加工業である。１９９３年から国
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有企業改革に取り組み、現在、私営独資企業となっている。また、２００１年に

日本企業の㈱リッチェルと合弁し「大連金立金属製品有限公司」を設立して

いる。

　地方国有企業改革の経緯

　華日金属のルーツは５０年代に設立した大連市軽工業局所属の地方国有企業

「大連塘瓷配件廠」である。琺瑯製品を生産する工場であった。９３年に経営

請負責任制＜承包経営責任制＞３２）を導入し所有と経営の分離を図り、事業内容

を板金プレス加工に集中していく。

　さらに９７年には「産権」改革に踏み込み、社会主義経済体制の特徴である

「工場制」から、現代企業制度をめざす「公司制」に転換した３３）。すなわち、

大連市軽工業局所属の地方国有企業から、私営独資企業の株式会社＜股 有限

公司＞となった。資本金は３０万元、国有企業時代の工場長であった宋金成氏

が株式の１００％を保有し従業員の雇用、工場設備を引き継いでいる。

　現在、従業員は２００名。加工現場に約１４０名、CAD 設計５名、営業４名、

残りが事務・管理部門である。工場長の張氏は６０年、内蒙古自治区赤峰市に

生まれ、太原機械学院を卒業後、機械技術者として鞍山砿山機械廠に配属と

なった。「産権」改革に取り組もうとする宋氏に誘われ、９６年に当社に入社

し工場長を務めている。鞍山砿山機械廠も国有企業改革を進めていたのだが、

張氏は自身の活躍の場として華日金属を選択したのである。各地の国有企業

改革の過程でモノづくり人材が流動している。

　華日金属は、経営権が明確になって以降、ターレットパンチ、プレスブ

レーキ、絞りプレス、CAD 用パーソナルコンピュータ１０台を導入し、０３年に

工場増設を行うなど積極的な設備投資を図ってきた。また、ISO ９０００の取得、

輸出権の獲得などにより売上高は一貫して増加し、０５年には約２，５００万元と

なっている。

　２００１年に富山市の㈱リッチェルと合弁企業「大連金立金属製品有限公司」

を設立した。登録資本金３０万元、日中それぞれ５０％の出資である。０４年の売
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上高は約１００万元と小規模であるが今後の事業拡大が期待される。

　リッチェルは５６年に「シルバー樹脂工業所」として創業、９１年に現社名に

変更した。０６年の従業員数約５００名、資本金６億１，８００万円の国際中堅企業と

なっている。プラスチックを中心とした日用品、園芸用品、ペット用品、ベ

ビー用品、エクステリア用品、オフィス用品など自社ブランド製品の製造販

売およびプラスチック製工業用部品の受注生産を行い、大連市のほか広東省

東莞市、江蘇省昆山市にプラスチック製品の製造拠点を展開している。

　大連への進出は、華日金属の保有する薄物金属加工技術に注目したものと

推察される。大連事業所ではリッチェル向けのペット用ゲージ、ステンレス

家庭用品などの金属線材製品を生産し全て輸出している。

　プレス板金加工技術の編成と今後

　華日金属の加工分野はプレス板金、深絞り、溶接・組立、金属線材加工、

粉末塗装であり、プレス金型を内製している。プレス板金および深絞り関連

の設備編成は、６～４００トン（済南第二機床廠）のパンチプレス５６台、４０～１００

トンの絞りプレス５台、３１５トン油圧プレス（海陽鍛圧機器廠）１台、剪断

機２台、ターレットパンチ、プレスブレーキ（それぞれアマダ製）である。

　溶接・組立分野では、各種溶接、ロー付けが可能である。粉末塗装１ライ

ン、金属線材加工設備、ワイヤーカット放電加工機、旋盤、フライス盤など

プレス金型製作ための一連の工作機械を装備している。

　プレス板金加工能力が充実している点を活かし、大連日系メーカーから板

金部品加工を受注している。例えば、大連三洋向け冷凍機用ステンレスバル

ブ、東芝大連向け医療用機器精密スタンド、富士電機大連向け自動販売機部

品ほか大型空調機カバー、コンプレッサー用ファン、送風機カバーなどの板

金加工である。

　売上高の約８０％は大連三洋、東芝大連、富士電機大連からの受注であり、

荏原製作所、東芝三重事業所、川崎重工業など日本向け直接輸出が約１０％で

ある。商社経由で米国、ＥＵにも輸出している。
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　今後の経営方針として第一に、総合的なプレス板金加工技術を充実させる

とともに、溶接・組立部門を拡大しユニット部品の生産に展開すること。第

二に、日本メーカーとの直接取引を増やし輸出を拡大することとしている。

　そのために、設備投資を継続し、人材の確保を図る。設備投資資金につい

ては、不動産および設備の総資産２，０００万元を担保とした銀行融資にて調達

可能であるとする。実際、材料調達のための短期融資（融資期間１年、年利

５％）を得ている。

　以上のように、新中国建国期に創業した琺瑯製品生産を担う地方国有企業

が「改革開放」「国有企業改革」の流れのなかで、プレス板金加工技術に集

中し専門加工業として再生したことが理解できる。特定の基盤技術を担う専

門加工業が登場し、中小金属加工業が増加することにより、大連市の機械工

業集積は金属加工技術の多様性と厚みを増していくことになるのである。

　（２）ステンレス板金加工に特化～大連万隆不銹鋼制品有限公司

　大連万隆不銹鋼制品有限公司（以下、万隆）は、甘井子区北海経済開発区
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に立地するステンレス板金加工専業の私営企業である。ステンレス食器を生

産する全人民所有制国有企業が所有制を転換し私営独資企業となり、ステン

レス板金加工業として再生したケースである。

　１９９３年の「中華人民共和国公司法」の公布、９４年の「現代企業制度を試行

するいくつかの国有大中型企業の選択に関する草案」の提出により、全国１００

社の国有企業において「工場制」から「公司制」への転換が取り組まれた。

そうした流れのなかで９６年に当社は大連市の国有企業で最初に「売却」によ

る所有制の転換を図り私営独資企業になった３４）。現在、売上高の約８０％は日

本向け輸出となっている。

　「売却」による国有企業改革

　万隆の前身は、９２年に設立した「大連不銹鋼（ステンレス）器皿制品廠」で

ある。中国軽工業部所属のステンレス食器を生産する工場の一つであった。

「不銹鋼器皿制品廠」は、大連市のほか哈尓濱市、天津市、広州市の４ヵ所

にあった。

　工場設立してまもなく９４年には旧東ドイツ向けの洋食器輸出が途絶え、生

産が停止する事態に陥り、国有企業改革が断行される中で「大連不銹鋼器皿

制品廠」は所有制を転換し「大連万隆不銹鋼制品有限公司」となった。所有

制の転換では、１３７万元と評価された国有企業資産の「売却」が試みられたが、

赤字であり製品の販売先も見えない企業を買う者はいなかった。

　そこで、早急に生産を再開するために実際には売却代金は求めない「零資

買断」となり、９６年に旧「大連電器廠」の新製品開発担当であった呉仕強氏

ほかが、株式化された企業資産を受け継ぎ再建を担うこととなった。登録資

本は１３７万元である。

　９７年のアジア金融危機の影響で輸出も国内販売も厳しくなる経営環境のも

とで、呉氏は企業再建の意欲を失った他の株主から株式を買い集め、９８年ま

でに全ての株式を所有し総経理となり企業再建に向かう。こうして、万隆は

実質的に呉氏が所有する私営独資企業となった。
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　現在、従業員は６０名。加工現場に５３名、製品開発５名、経営管理２名の編

成である。融雪装置、耐震転倒防止金具、物流関連機器、食品加工設備のス

テンレス板金部品の加工により、年間売上高約５００～１，０００万元で推移してい

る。

　ステンレス板金加工に特化

　創業期よりステンレス板金加工を行っていたことから、従業員の技術・技

能の蓄積、設備の編成はステンレス製品製造に関しては他社と比べ優位性が

あった。問題はステンレス加工技術や製品の販売先であった。

　この点、新たな顧客となったのが日本企業である。当社には輸出自主権が

ないため、中国側商社が日本側商社からステンレス板金加工を受注し、当社

が加工した製品を輸出している。輸出が売上高の約８０％を占め、そのほとん

どは日本向けであり、一部、韓国向けステンレスバルブがある。約２０％の国

内向けは台所用棚、レストラン用移動棚などの厨房器具類である。

　日本に輸出する製品は「親星㈱」（札幌）向けの融雪装置のステンレスカ

バー、パイプ類があり、日本でバーナーを取り付け完成品となる。また「旭

興産㈱」（東京）向けに柱の補強金具、家具の転倒防止金具、「共立」（大阪）

向けにステンレスパレット、醤油や酢などの液体輸送用容器、「伊勢美」（大

阪）向けには牛乳撹拌装置の板金加工を行い支給されたモーター等の電装品

を組み込み完成品として輸出している。

　このように、当社の日本向け輸出の仕事は日本から加工図面、製品図面、

電装品などを支給され、中国で板金加工、組立てを行い、製品を日本に戻す

といった日本企業のＯＥＭ受注生産のスタイルである。

　原材料のステンレスは、浦項製鉄所製を２、３、４メートルに切断した研

磨済みの板材を仕入れる。厚さは０．８、１．０、１．２ミリメートルを使うことが

多い。ステンレスパイプ材を含め年間使用量約１００トン、売上高に占める原

材料比率は約６０％である。国産材では太原製鉄製があるが成分が不安定であ

り、また、研磨が不十分であることから、外観検査が厳しい日本企業向けに
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は使えないとしている。日本企業向け製品は溶接の仕上げ面、表面の傷、汚

れに特に気をつけている。

　製品メーカーへの展望

　これまで当社は、商社を経由した日本企業向け製品の賃加工により企業再

建に努力し、現在、抱えていた負債は返済を終えている。毎年の売上高に対

する粗利益率は約２０％であり、将来の設備投資に備え内部留保を続けている。

現施設は北京ジープ向けのゴム部品を生産していた工場を買い取ったもので

ある。今後の事業拡大を目指すには手狭になっており、新工場建設を計画し

ている。

　板金加工業から製品メーカーへ転身していくケースは少なくない。当初は

簡単な一部の板金加工部品の賃加工を担いながら、徐々に装置、機器の全て

の板金加工を受け止めていく。装置、機器類のボックス、カバーなどは容量

が嵩張り、輸送は“空気を運ぶ”といわれ、発注者、受注者共に装置、機器

類の“中身”を組み込んだ完成品に近いかたちで取引しようとするニーズが

発生する。

　取引の信頼関係が形成されるにしたがって発注者側は装置、機器類の電装

品、機構部品などを支給し、受注側は板金加工と製品組立まで引き受けてい

くことになる。受注側は製品組立作業を重ねて行く中で装置、機器類の構造

や機能の理解を深め、製品組立や調整ノウハウを蓄積していく。

　当社は日本輸出向け装置、機器類の加工、組立の経験をもとにして、中国

市場向けに変更、改良を加えステンレスを用いた装置、機器類の製造販売に

展開したいとしている。自社製品開発に取り組むために CAD 設計チームを

編成しており、今後、各地に販売代理店を配置しアフターサービス態勢を整

えていく構えである。

　装置メーカーに転身するための当面の課題として、新規加工設備の導入と

新工場建設の資金調達を挙げている。プレスブレーキ（瓦房店機械廠製）２

台、剪断機、パンチプレス、絞りプレス、溶接機など板金加工に必要な一揃

－６６－



いの工作機械は装備しているが老朽化しており、高精度加工への対応が難し

い。市中銀行融資や政府支援を得るための要件が厳しいので、現有設備で新

製品開発に取り組み国内市場開拓の実績を示し企業の信用力を示そうとして

いる。

　以上は、９０年代の中小国有企業改革の下で「売却」によってステンレス加

工業として再生したケースである。大連市機械工業の基盤技術を担う中小機

械加工業が加わったことになる。日本企業の賃加工、ＯＥＭ生産を受け止め

ながら企業再建を果たし「将来は自社製品メーカーになりたい」と希望を語

る意欲的な中小企業家がいることに注目しなければならない。

　（３）日系板金加工業の進出～大連城山金属加工有限公司

　大連経済技術開発区には２００６年末に５２９社の日系企業が進出しているとさ

れる。そのうち機械金属工業は１６３社を数えることができ、４０社が製品メー

カー、１２３社が部品加工業とみられる３５）。大連経済技術開発区の日系中小機

械加工業は、大連市機械工業における重要な基盤技術集積を形成している。
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　「産業部品センター」への進出

　大連経済技術開発区では、中小機械加工業の開発区への進出を促進するた

め「産業部品センター」「部品加工供給センター」「金港産業部品センター」

「光伸産業部品センター」および金型関連企業の誘致受け皿として「大連金

型工業団地」３６）を整備している。

　大連城山金属加工有限公司（以下、城山金属）は０３年１月、「産業部品セ

ンター」の貸工場にて板金加工業を創業した。大連への進出は初めての海外

直接投資であったが、中小工業向け貸工場に入居することでスムーズに操業

を開始することができた。

　城山金属は、静岡市に本社を置く㈲城山製作所とその関連会社㈲加山工業

所および㈲用宗金属の３社の出資による日本独資企業である。資本金８，４００

万円、城山製作所代表取締役の山下隆生氏が総経理に就任した。

　従業員は約５０名、技術責任者として日本人が１名駐在している。建築面積

３．３５０�の工場に NC ターレットパンチ１台、シャーリング１台、ベンダー

マシン４台、セットプレス１台、コーナーシャー１台、アルゴン溶接機、ス

ポット溶接機、アーク溶接機など板金加工設備一式を装備している。　

　主な営業品目は注文建築金物、外装や天井アルミパネル、スチールパネル、

照明ボックス、ブラインドボックス、工作機械等のカバー、タンクなどの板

金・溶接加工品を扱っている。板金加工品はメッキや塗装などの表面処理が

施され完成品となる。当社の場合、同じ静岡市に本社を置く塗装業が進出し

たので、そこに塗装を外注している。この塗装業の大連進出は城山金属との

“同伴進出”であったといわれている。

　はじめて中国進出に踏み出そうとする中小企業にとって、地元政府機関と

の進出手続き、土地の確保、工場建設、設備の搬入、従業員の採用と寮・社

宅の確保、技術・技能研修、製品の輸出手続きなど、生産を軌道に乗せ利益

を確定するまで大変なエネルギーを要する。この点、当社は「産業部品セン

ター」の貸工場への進出において、大連経済技術開発区招商中心の手厚いサ

－６８－



ポートを評価している。

　加工能力を超える受注

　現在、日本への輸出が売上高全体の５０～６０％を占める。中国国内向けの加

工は大連経済技術開発区の日系メーカーが顧客である。例えば、三菱電機の

放電加工機のオイルタンク、スター精密の工作機械カバーなどである。

　中国現地メーカーからの引き合いもあるが価格が折り合わず取引はまだな

い。中国の板金加工価格に合わせることが難しい最大の理由は、原材料の薄

板鋼板（厚さ１．２～３．６ミリ）を日本から輸入していることにある。近年、鋼

材価格の上昇で中国材と日本材の価格差はさほど大きなものではなくなって

いるが、材質にまだ不安があるので全量、日本からの輸入材を使用している。

鋼板を日本から輸入し半製品に加工し重ねてコンテナに収納すれば、日本へ

輸出して本社で仕上げ加工してもコストは吸収できるという。

　当面、大連事業所は日本向け輸出と大連日系企業からの受注を中心に考え

ていく構えである。実際、受注量が現有の設備加工能力を超えており、残業
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で対応している状況であるので中国現地企業への営業開拓はしばらく様子を

みていくこととしている。

　このように、日本の中小機械加工業にとって大連事業所は、日本向けの輸

出拠点であるとともに、中国の日系メーカーへの部品供給拠点の位置にある。

日系メーカーへの部品供給に関しては、いまのところ設備装備力、加工技術

力の面で日系加工業が優位にあるが、今後、大連の中小機械加工業が資本蓄

積を進め加工技術力を高めていくことにより、「品質」「価格」「納期」を巡

る受注競争が激しくなるであろう。

　また、大連の中国加工業の日本輸出と大連の日系加工業の中国メーカーへ

の内販を巡る両者の競争が発生するであろう。日系加工業にとっては価格競

争力、中国加工業にとっては品質（技術）競争力が重点課題となろう。

　（４）基盤技術蓄積の可能性と課題　～凱万克精密部件（大連）有限公司

　凱万克精密部件（大連）有限公司（以下、ケイマック大連）の親会社ケイ

マック㈱は大阪に本社を置き、国内６事業所、海外５事業所を展開する国際

中堅企業である。事業内容は住宅・建材部門と自動車部品部門に分けられ、

住宅・建材部門ではユニットバス部材、システムバス部材、システムキッチ

ン部材、サニタリーウェア、洗面化粧台など、自動車部品部門では自動車用

シートベルト部品、エアバック部品、ファスナーなどを扱っている。

　０１年に上海市に進出して以降、次のように海外生産拠点および販売拠点を

展開している。

０１年「凱万克建材制品（上海）有限公司」（上海市松江区、従業員８０名、

住宅水回り部材、自動車部品の生産）

０３年「凱万克精密部件（大連）有限公司」（大連市大連経済技術開発区、

４０名、住宅水回り部材の生産）

「K mac Bangkok Fastening Co., Ltd」（タイ、チョンブリ、１５名、シー

トベルト部品生産、ファスナー販売）
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「Shinsho K mac Precision Parts, L.L.C」（米国、デトロイト、４名、

シートベルト商品、ファスナーの販売）

０６年「凱万克神商商貿（上海）有限公司」（上海市、シートベルト商品、

ファスナーの販売、５名）

０７年「北京凱吉盛工貿発展有限公司」（北京市、自動車部品調達・販売、

１名）

　ケイマック大連の進出と事業

　１年半のＦ．Ｓ（フィージビリティスタディ）の後、０３年に資本金７，０００万

円の日本独資企業のケイマック大連を設立、大連経済技術開発区「産業部品

センター」の貸工場に入居した。大連経済技術開発区への進出に際し、ハー

ドの受け皿（貸工場）が整備されており、進出支援ソフトも適切であったと

評価している。

　２，０００�の貸工場にアマダ製のターレットパンチ１台、シャーリング２台、

ベンダーマシン２台、パンチプレス４台および溶接ロボット２台、スポット

溶接１台を備えている。先に進出した上海事業所では台湾製の板金加工設備

を導入したが、加工精度が荒く故障に悩まされたので、設備はすべて日本の

事業所より移設したものである。

　現在、製品の９０％は日本向け輸出、１０％が大連経済技術開発区のトステム

および東芝大連向けの板金部品である。日本向け輸出は本社の営業で受注し

た浴室ドアフレームなどの板金部材が主軸となっている。Ｆ．Ｓ段階では大

連の日系メーカーからの板金部品加工の受注を期待していたのだが、中国市

場の変化が速く現地受注生産は伸び悩んでいる。また、中国現地メーカーと

の取引は支払い面での不安があるので、当面は日本向け輸出と中国日系メー

カーとの取引が中心となる見込みである。

　ケイマック大連の扱う板金製品は、加工後に塗装やメッキで表面処理を施

されて完成部品・部材となる。発注者側は納品された部品・部材を再度、加

工・処理するために外注企業を探し、発注事務手続きを行い、輸送・回収す
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る取引コストを避けるため、最終加工工程に位置する塗装やメッキを施して

から納品して欲しいという要求になる場合が多い。

　当社の本社や顧客からの要求も同様であり、加工した板金部品・部材の表

面処理が必要となっている。塗装やメッキは大きな固定資産投資が必要であ

り、板金加工業が専用ラインを装備することは負担が大きい。そこで近場の

表面処理の専業企業へ外注することになる。当社は、焼付け塗装に関しては

０３年に大連経済技術開発区に進出した岸萬塗装㈱（焼津市）へ、粉末塗装は

地元の中国企業へ、メッキに関しては０１年に大連経済技術開発区「メッキ団

地」に進出した品川精密電鍍（大連）有限公司に依頼している。とはいえ、

華南地域や上海を中心とする華東地域に比べ、大連には表面処理の専業加工

業が少ないというのが当社副総経理の所感である３７）。

　大連の基盤技術蓄積の可能性と課題

　中国でのモノづくり経営経験の長い当社の副総経理の談話より、大連機械

工業の基盤技術の可能性と課題について述べる。基盤技術蓄積の可能性につ

いては、大連市のモノづくり人材に注目する。

　ケイマック大連には４０名の従業員がいる。男子が３０％を占める。全員が瓦

房店市、普蘭店市、庄河市など大連市の郊外市の出身であり「産業部品セン

ター」に付属する寮に入っている。ケイマックの上海事業所には８０名の従業

員がいるが離職する者が多く、新規募集してもモノづくりに意欲を持つ応募

者が少ない状況にあるのに対して、ケイマック大連の場合、創業以来採用し

離職した者は２名に留まっている。勤務姿勢はまじめで社内の技術・技能研

修に真剣に取り組んでいる。

　大都市上海には、製造業以外に多様な就業機会があり、また、多様で斬新

な消費機会がある。１０代、２０代の若者にとっては限りない可能性が開かれて

いる場所なのであろう。そうしたところで５年、１０年の経験が評価されるよ

うな基盤技術の蓄積過程は好まれないのであろう。

　この点、塙副総経理は、中国東北地域に位置する大連の場合、モノづくり
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に向かう若者の姿勢、気質は華東地域や華南地域の若者の気質と異なると評

する。大連地域には時間をかけてじっくりとモノづくりに向き合うことので

きる若者が多いと見ている。現場の経験の蓄積が重要な機械工業の基盤技術

の世界において、５年、１０年後に素晴らしいモノづくり人材が輩出する可能

性があるとする。

　大連の基盤技術を巡る人的資源の可能性が見える一方、基盤技術を担う企

業経営を巡る課題もある。板金加工業にとって、素材となる鋼板価格の上昇

が大きな課題となっている。素材供給不足と価格上昇は、機械金属加工業の

安定的な経営を揺るがし、継続的な基盤技術の蓄積を難しくする恐れがある。

　当社では顧客指定の鋼板調達とスペックに応じた調達を行っているが、中

国国内需要が急増しており、国産鋼板、輸入鋼板ともに供給の逼迫と価格上

昇への対応に苦慮している。日本製の鋼板も種類によっては、中国市場への

販売を優先するので日本では入手が難しく価格も高い、あるいは逆に日本で

の調達価格のほうが中国より安いという現象が起きている。

　現在、ケイマック大連は日本本社の受注した仕事の中国生産・日本向け輸
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出拠点としての役割を担っている。しかし、鋼板素材価格の上昇が続き製品

輸出の輸送費負担が重なれば、単純な輸出拠点としての役割は変更して行か

ざるを得ないであろう。

　ケイマック大連においては、優秀なモノづくり人材を養成し、大連の板金

加工業において板金加工技術の優位性を確保することが重要な経営課題であ

ろう。また、グローバル市場に乗り出しているケイマックにおいては、日本

と中国（大連、上海、北京）、米国の事業所の役割を、いかに最も効果的に

発揮させるかという国際経営戦略の構築が重要な経営課題となろう。

第５章　切削、研削

　

　工作機械（machine tool）を使用して素材を望む形状や寸法の部品に加工

することを機械加工（machining）といい、このうち刃物を用いて素材を削

る機械加工を切削加工（cutting）という。切削加工は機械工業の基盤技術の

なかで除去加工に分類される。

　機械加工を代表的な工作機械の種類により分類すると、旋盤、ボール盤、

中ぐり盤、フライス盤、平削り盤、形削り盤、立削り盤、ブローチ盤、研削

盤、ラップ盤、ホーニング盤、歯切盤、マシニングセンターなどによる加工

がある。

　１台の工作機械と機械の操作者がいれば機械加工業をはじめることが可能

である。重装備を前提とする鋳造、鍛造、表面処理などに対して新規参入が

比較的容易な加工技術分野である。

　

　（１）もと村営企業の苦悩　～大連今冶金属機械有限公司

　大連今冶金属機械有限公司（以下、今治金属）は、管継手部品のフランジ

（flange、輪縁）の切削加工を主要事業としている。村営の郷鎮企業時代に日

本企業と合弁企業を設立し、現在は集体企業の民営化にて私営企業となって
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いる。

　村営企業の創業、合弁、民営化の経過

　合弁企業、今治金属の中国側出資者は、１９８６年に創業した瓦房店市瓦房村

が経営するフランジ加工工場（村営郷鎮企業）である。当時、瓦房店市内に

はいくつかのフランジ加工工場があり瓦房村も生産に参画しようとしたこと、

現在の共同経営者の 氏が勤務する国有企業からの発注が期待できたことが

創業の契機である。村政府の初期投資は３０万元、経営責任者は人民公社の生

産隊長から瓦房村村長に転じた周氏、従業員は村民２０～３０名からのスタート

であった。五金輸出入公司（金属素材、製品を扱う国有商社部門）からの発

注を受けて米国、日本、東南アジア向けのフランジを生産し順調に成長して

いく。

　村営企業の大きな転機となったのは、９３年に愛媛県今治市の舶用機器メー

カー「晃産業」との合弁事業である。今治金属の資本金は３４万ドル、出資比

率は、中側は土地、建物等現物出資７０％、日本側は現金３０％、合弁期間は０５

年までの１２年間の事業とした。合弁事業のねらいは、日本側パートナーを通

じて三菱造船向けのフランジを生産、輸出しようというものであり、実際、

コンテナ１本を輸出した実績がある。

　０５年に合弁期間が終了したが、日本側からの連絡はなく中国側からも連絡

はしていない。董事会はここ数年開催していない。中側としては合弁解消あ

るいは継続に関する手続きはわからず自然解消になっていくのかとの思いで

いる。１２年間の合弁事業を振り返ってみると、当初は新工場を建設し、日本

側からの技術指導を入れながら輸出を増やしていく計画であったが、そうは

ならなかった。輸出型外資企業として、税制優遇を得たこと、輸出自主権を

得たことがメリットだったというのが中側の認識である。

　日本側の合弁事業への期待は、船舶配管用フランジの日本向け輸出拠点を

確保することにあったとみられる。トライアル輸出をしたものの、バブル経

済崩壊後の景気低迷により日本国内でのフランジ受注がおもわしくなく、大
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連の生産拠点を充分に活用できず今日に至ったのではないかと推察される。

　中側の説明によれば、現在、晃産業の子会社「長谷川貿易」からの発注を

受け止め日本向けフランジを生産している。安徽省の仕事の引き合いがある

が、具体的な取引の内容は当社には不明である。安徽省の仕事というのは、

０１年に晃産業が安慶市に設立した独資企業「中国安慶長谷川製造有限公司」向

けの舶用機器部品加工であろう。

　合弁パートナーの姿は消えてしまったが、現在も日本向け輸出は継続して

いる。長谷川貿易との取引のほか、中国商社の五金輸出入公司と通じて日本

の「岩谷」からの仕事を受注している。岩谷からは発注時の打ち合わせ、輸

出前の検収時に担当者が訪問している。

　この間、中国側の郷鎮企業でも変化があった。９７年に村営郷鎮企業を民営

化し、村長の周氏が董事長、取引先の五金輸出入公司の営業担当の 氏が総

経理となり、２名が所有する私営企業に転換した。郷鎮企業設立時の投資額

３０万元を２名が村に支払い私営企業になったとの説明である。簿価でみれば

初期投資額は３０万元なのかもしれないが、２０年近くの経営で追加投資がなさ

れ集体企業の資産は増加しているのではないか。また、現在“塩付け”に

なっている合弁企業の資産はどう評価したのか、など当社に限らず集体企業

の民営化さらには私営企業への転換過程について詳細を知ることは難しい。

　フランジ加工・販売の実態

　前期のフランジ生産量は約３，０００トンであった。受注は香港・マカオ向け

の政府調達項目の入札に応じるほか輸出向けが多い。商社経由と直接受注が

半々であり、近年、ＥＵ向けの舶用部品用フランジの受注が多い。鞍山鋼鉄、

首鋼、唐山鋼鉄より調達した鋼板からサイズに合わせてドーナツ状に溶断し、

切削、穴開け、洗浄、防錆処理を施し梱包して完成である。一部のフランジ

には付属品を溶接加工する場合もある。これまで手がけた最大の製品は、直

径２．８メートル、重量５トンのフランジである。

　大連第二机床廠、瓦房店第二机床廠の各種旋盤、瀋陽第二机床廠のラジア
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ルボール盤を装備しているが、９８年に大型旋盤を導入して以降、設備投資は

行っていない。また、鍛造設備もあるが仕事が無く、この数年止まっている。

　創業当初は「使えればよい」という品質認識であったが失敗経験を重ね、

海外顧客の技術指導を得ながら各種規格を取得してきた。ISO ９０００ほか日本

の水道管向け規格、米国 AWW、AXP、ドイツ DAN、イギリス BS などを

取得しているとする。製品の素性分析や強度試験は大連造船廠の分析室に依

頼し、分析・測定結果を添えて納品している。

　直近の売上高は約２００万ドル、製造原価は原材料費が約８０％、人件費７～

８％、設備の減価償却は終わっているようだ。従業員は瓦房村の村民６５名で

あり、仕事が入った時に総出で２４時間操業を行う態勢である。人件費比率

８％で試算すれば、平均賃金は約２０，０００元／年ほどの水準となる。

　今後の経営方針

　日本企業との合弁企業を設立したものの、その後の事業展開は思わしくな

く、輸出自主権を使い海外顧客向けの仕事をつないできた。しかし、瓦房店

ベアリング産地内での企業間競争は激しく、成長軌道に乗る企業と衰退に向

かう企業の二極分化がすすみ、当社は後者に位置づきつつある。

　工場の窓ガラスは破れ、作業現場は切り子が散乱したままで、仕掛品は土

間に積み重ねられており、生産管理は相当荒々しい。ISO ９０００を取得してい

る工場にはみえない。周総経理は「フランジ加工は図面を支給され言われた

とおりに真面目にやればいい仕事だった」と振り返るように、フランジを巡

る産地内の競争は勝負がみえているようである。

　商社を通した受注は利益幅が小さく、日本はじめ海外顧客と直接取引を希

望している。特に日本企業の品質要求は高く、当社の技術水準を高めること

ができるため、再度、日本企業との合弁事業を期待している。合弁事業に

よって新規設備投資、技術指導を得て自動車部品、造船関連部品など付加価

値の高い切削加工を手がけ、衰退軌道から脱することが願いである

　この点、当社が示す合弁事業の可能性は、第一に切削加工の他に、鍛造、
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鋳造の経験があることである。鍛造加工は現在、休止しているが鋳造加工に

ついては、周氏が総経理を務めるもと村営企業の鋳造管工場が稼働している。

ワンチャージ５００キロのステンレス合金用電炉１基、５トンの鋳鉄用キュポ

ラ２基を保有し、瀋陽市の商社を経由して米国、英国向けのエルボーなど接

続部品を生産している。生産能力は年産２，０００トン、直径５０ミリから２メー

トル、長さ２メートルまでの鋳鉄管の製造実績があるとする。

　第二に、機械部品設計が可能な人材がいることである。AUT－CAD で鋳

造型の設計を行う大卒人材がいる。

　フランジ加工工場と鋳造工場には１７０名近い瓦房村民が社員登録しており、

彼らの雇用を維持することが村長としての周氏の最大の願いであろう。しか

し、単純な量産加工を人手にまかせて消化する生産方式が行き詰まったこと

も理解している。当社が陥っている状況と同様に、多くの郷鎮企業が技術の

高度化、技能の蓄積に向けて努力し悶えている。そうした努力が企業の盛衰

をともないながら大連機械工業の基盤技術の底上げにつながっていくのであ

る。
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写真５－１　大連今冶金属機械有限公司のフランジ切削加工



　（２）特定製品量産型経営からの転換　～大連銀山金属制品有限公司

　瓦房店市は大型国有企業のベアリング工場が知られているほか、鋳鉄鋳物

産地およびフランジの産地でもある。フランジは山西省忻州市定襄県に次い

で全国２位の生産量を誇る。大連銀山金属制品有限公司（以下、銀山金属）

は前述した今治金属の向かいに位置している。瓦房店産地においてフランジ

加工専業の有力な私営企業へと成長した。

　銀山金属の成長過程

　創業者の孫氏は１９４９年生まれ、文化大革命期には瓦房店の社隊企業の鋳造

職場で職工として働き、文革後、社隊企業が郷鎮企業に替わるなかで工業資

材調達を担当した。資材調達は外部の世界に触れる機会が多く、７８年の改革

開放、８４年の沿海港湾都市の開放で大連市の重点開発都市への指定、大連経

済技術開発区の開発などの動向を知ることができた。

　８４年の国務院通知において「旧「社隊企業」、農民の共同出資企業＜合 企

業＞、農民の「個人企業」＜個体戸＞３８）は多種経営の重要な構成部分であり、

国家財政収入の重要な源泉でもある」とされるなかで、孫氏は８７年に個人企

業を創業する。自己資金８００元と親族、友人からの借入で１０，０００元を用意し、

農村の貸工場に中古旋盤１台を据えてフランジ加工を開始、９０年に瓦房村村

長の周氏の薦めで現在地に移転した。

　その後、順調に成長し登録資本金１，８００万元、総資産２，０００万元、工場敷地

１５，０００�、工場建築面積７，０００�、従業員２４０名の有力企業となっている。さ

らに、現在地が手狭になったことから、瓦房店工業園区に「新城金属制品有

限公司（以下、新城金属）」を設立、０５年から操業をはじめている。瓦房店

市の工場誘致条例では、工業園区に進出する企業の投資額が２，０００万元以上

の場合、土地使用権は５０年間無償とする優遇措置を講じており、当社は敷地

面積８８，０００�の土地使用権を得て、３，０００万元を投資し新工場を建設した。

　今後、銀山金属の工場周辺の市街化が進んでいることから、瓦房店工業園

区に工場を集約し２社を合併して「大連銀山機械有限公司」に改組する予定
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である。新会社の総資産６，０００万元、従業員５００名、売上高６，０００～８，０００万元

を想定している

　企業経営の実態

　創業当時の仕事は遼寧省五金砿山輸出入公司から受注したフランジ加工で

あった。当社の QCD（品質、価格、納期）が評価され、顧客との直接取引、

さらに０２年から直接輸出に展開していく。６，０００～８，０００トンのフランジ製品

を産出し、全ての製品は輸出向けである。売上高の６０～７０％が川崎造船、今

治造船、明和産業、ATM などの舶用部品、圧力容器部品、残りがオースト

ラリア、英国向けである。

　原材料は全て国内調達している。鉄鋼板は鞍山市、本渓市の鉄鋼メーカー、

ステンレス鋼板は温州市のメーカーの製品を使う。鋼材価格が値上がりして

いること、長方形の鋼板からドーナツ形のフランジ材を切り出すため端材の

在庫が増えてしまうことから、製造原価に占める原材料費は７０％以上である。

人件費比率は約１０％、純利益率は４～５％である。

　これまで最大直径１，６００ミリ、厚さ１５０ミリまでのフランジ加工が可能で

あったが、新城金属の新工場にはテーブル直径４メートルの大型縦旋盤を導

入したことからさらに大きな製品の加工を可能にしている。

　銀山金属の従業員２４０名のうち４０～５０名は内蒙古自治区、黒龍江省など内

陸地域出身である。会社の寮に入りまじめによく働いている。知人の紹介に

より１名採用した後、その社員の親族、友人の応募が続き、現在の従業員構

成となった。給与を遅配無く支払い、旧正月には米、魚などを配給するなど

して従業員の定着を図っている。

　孫氏家族が経営責任者となるファミリー企業である。孫氏は新城金属の董

事長兼総経理、孫氏の妻は銀山金属の董事長兼総経理、長男が資材担当副総

経理、長女の孫美娜氏は営業担当副総経理を務めている。長女は９８年に財経

学院を卒業後入社し営業を担当している。顧客は日本企業が多いことから、

日本語の習得と顧客開拓のため日本留学を検討している。
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　今後の経営方針と課題

　これまで黒字経営を続けているが、新工場建設と新規設備投資を行ったこ

とから、次期決算は赤字計上となる見込みだ。新工場を建設し企業統合に向

かうなかで、次のような経営方針を示している。第一に、フランジ加工専業

から工業部品の金属切削加工一般への展開である。フランジ加工では瓦房店

産地において有力企業の位置を確保し０４年には「瓦房店市十大優秀私営企業」

の顕彰を受けた。今後、付加価値の高い金属部品の切削加工一般に展開しよ

うとしている。まず、新工場において仕事の引き合いのあるステンレスフラ

ンジ加工を手がける。さらに、金属部品加工の営業を強化し多様な金属素材

の切削加工の経験を蓄積する構えである。

　第二に、工作機械への設備投資である。総合切削加工業として成長するに

は、工作機械のバランスのとれた編成が必要である。現在の工作機械の編成

はフランジ加工に特化しているため、旋盤系、ボール盤系、溶接系に偏って

いる。金属切削加工を広く受注するために、さらにフライス盤、中ぐり盤、

平削り盤、研削盤などによる加工機能の多様化、それらの数値制御化（NC 
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写真５－２　大連銀山金属制品有限公司のフランジ加工職場



化、MC 化）を追求することになろう。

　第三に、機械加工技術・技能人材の養成である。工作機械の編成を整える

とともに、それを使いこなす技術・技能人材の養成が不可欠だ。この点、退

職した日本人の技術・技能人材の指導を期待している。技術・技能指導者の

採用とともに、社員が一定の年月を必要とする技術・技能の蓄積を図り、当

社で活躍し処遇される雇用のしくみを構築しなければならないだろう。

　当社のフランジ生産に特化し輸出に依存している経営は、原材料価格の上

昇と人民元高の流れのなかで企業成長は抑制されることになろう。そこで、

特定の製品に集中し量と低価格の優位性を発揮する経営から、加工技術・技

能の高度化を図り質と付加価値を求める経営に向かおうとしているのである。

　（３）商業資本の加工業への参入　～大連富川精密数控有限公司

　大連富川精密数控有限公司（以下、富川精密）は、大連市金州区に立地す

る私営企業である。NC 旋盤加工を基軸として日本企業向けの輸出を中心と

する委託加工を受けとめている。

　創業、成長の経緯

　富川精密の董事長・総経理の李淑珍女史は丹東市の出身。丹東市の国有通

信機器メーカーに勤務し、その後、大連市に出てガソリンスタンドでのアル

バイトを行う。ガソリン販売の国家規制が緩和される時期にあったことから、

自らガソリンスタンド経営に参入した。

　０１年に競争が激しくなったガソリンスタンドの経営権を売却し、その資金

をもとにして切削加工業を創業する。出資者は李女史ほか６名が５０万元ずつ

出資し、大連経済技術開発区の発展大厦の地下室２００�の貸工場からのス

タートであった。

　開発区の日系企業に営業し、最初の仕事は「山口制作（大連）有限公司」

から受注した２００元のフライス加工、研磨加工であった。山口制作（大連）

有限公司は、静岡県沼津市の㈱山口製作所が８９年に設立した独資企業である。
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自動車用ドアロック部品、温度センサー部品、ボルト、ナット、金属プレス

部品の生産を行っている。現在も富川精密の主要顧客である。

　その後、北村バルブなど大連日系メーカー向けの機械加工および中国商社

経由で日産工機（自動車エンジン部品）、三尾シリンダー（船舶、自動車エ

ンジンシリンダー部品）、エアコンコンプレッサー部品など日本企業１０数社

向けおよびＥＵ企業２社向けに切削部品加工を行っている。

　加工生産態勢

　従業員９０名のうち NC 旋盤のオペレーター１４名を擁している。NC 加工は

３交替２４時間操業を行っている。加工現場の技術・技能を担っているのは、

倒産、リストラクチャリングを被った国有企業社員や定年退職者である。機

械設計人材はいない。商社を通じて部品図面を供給され、賃加工を行う段階

にある。

　工作機械の編成は、NC 旋盤９台（大連能達精機製５台、大連機床集団製

４台）、汎用旋盤３台、汎用フライス盤３台、放電加工機１台、ワイヤーカッ

ト放電加工機２台、平面研削盤１台、円筒研磨機１台などである。こうした

設備導入には銀行融資を使っている。

　大連特殊鋼集団などから鋳鉄、ステンレス、銅、アルミニューム素材を調

達し、軸類、皿類、内外円筒研削、ネジ切削、中ぐり加工を得意としている。

一部、大連市内の中国企業向けのロストワックス型の製作も行う。加工精度

は±０．０１ミリが可能としており、各種測定器は社内に装備している。現在、

ISO ９０００認証を取得するため準備中である。

　今後の展開

　売上高は順調に伸びているものの、商社経由の部品加工は利益率が低く忙

しいわりには利益が伸び悩んでいる。顧客からの直接受注を増やしたいとし、

そのために、日本やＥＵの機械部品展示会へ各種バー材の NC 旋盤加工部品

の出展を検討している。

　その際、課題となっているのは、国際認証の取得、機械部品に関する専門
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展示会情報の入手、外国語人材の確保である。課題に対応するために、０３年

に設立した夫が経営する機械加工企業と当社を合併し、経営規模の拡大、加

工機能編成の充実を図るとしている。

　従来、中国の機械工業は最終製品別に国有企業が存立し、規格品のボルト、

ナット、ベアリング、歯車などの機械要素部品は専門メーカーが産出したが、

それぞれの製品が必要とする個別仕様の部品は社内の機械加工職場で内製す

るものであった。規格部品や社内では加工できない特殊部品は「購買部品」

として調達したが、１枚１枚の図面によって多様な金属部品を「外注部品」

として金属部品を専門に加工する「切削加工業」から調達する分業態勢は発

達しなかった。外注による部品加工需要が発生しないところに、基盤技術に

よる専門加工業は成立しえない。

　しかし、アッセンブリーを中心とする外資メーカーが進出し、部品を輸入

する段階から現地調達を求める段階に進み、外注による部品加工需要が発生

しはじめる。当初は外資加工業が進出し外資メーカーの部品需要を吸収した

が、中国資本が加工業に参入し専門加工業が登場している。
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写真５－３　大連富川精密数控有限公司総経理　李淑珍氏



　中国資本の専門加工業の創業パターンはさまざまあり、当社の場合、国有

企業内部に抱え込まれていた技術・技能人材と商業資本が結びついて専門加

工業が創成したものである。当社は一定精度の金属部品加工の量産に力を発

揮する可能性がある。中国国内メーカーにとって重宝する存在であろう。

　（４）商業資本の事業多角化の背景　～大連瑞豊精密部件有限公司

　「光伸産業部品センター（光伸企業集団配套企業発展園）」の貸工場に入

居する大連瑞豊精密部件有限公司（以下、瑞豊精密）は、０４年創業の日中合

弁企業である。日系メーカー向けプリンター用シャフト、ローラーを専門に

加工している。

　日中合弁企業の設立

　瑞豊精密は資本金７２万元の日中合弁企業である。中国側出資比率は５０％、

董事長の李艶妍女史の経営するダンボールと梱包材料の卸売業が出資してい

る。日本側出資比率は５０％、李女史の夫氏の経営するフローリングの施工会

社が出資している。企業登録上、日本と中国の企業が出資し中国で設立した

日中企業であるが、実質的には日本人と中国人の夫婦が共同経営する企業で

ある。

　夫が中国人の妻に資金協力し内資企業を設立するより、それぞれの所有す

る法人が出資し日中合弁企業を設立するほうが、大連経済技術開発区の提供

している「ワンストップ・サービス」３９）を活用することによって企業設立の

手続きは容易であり、外資加工業誘致向けの貸工場に入居できる。そして、

何よりも企業所得税の「二免三半減」４０）、再投資にかかる税の還付、輸入設備

関税の免除、輸出増値税の免除などの外資企業への一連の優遇措置を受けら

れるメリットは大きい。

　大連経済技術開発区の「佳能大連弁公設備有限公司」「斯大精密大連有限

公司」４１）では各種プリンターの給排紙ユニットに用シャフト、ゴムローラー

の切削、研磨加工を求めており、当社はそれに応じ企業設立を図った。その
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契機は、李董事長の会社が佳能大連に梱包材を納入しており、資材担当窓口

でシャフト加工を外注するという情報を得たことにある。

　経営陣の２名ともシャフト加工については経験がないため、切削技術の専

門家を募集し、国有企業の生産技術を担当しシャフト加工の経験のある紀氏

を工場長として採用し、現在、従業員は１０名となっている。

　創業の場所は、開発区内の中小企業向け標準工場団地「光伸産業部品セン

ター（光伸企業集団配套企業発展園）」の貸工場である。「光伸産業部品セン

ター」は開発区管理委員会と民間ディベロッパーの光伸企業集団が開発した

標準工場団地である。延べ床面積約７８，０００�の貸工場を用意し、外資部品加

工業を誘致するため整備したことから、外資企業もしくは外資企業との取引

のある中小加工業であることが入居要件となっている。

　当社は日系部品加工業として２階建て貸工場ユニットを２コマ（３３０�）、

賃料０．６元／�／日を借りることができた。同部品センターの貸工場は０５年

時点で満杯となっている。

　受注生産の状況

　プリンター用のシャフトは１台に４～６本が使われる。中国国内のプリン

ター生産台数は約６，５００万台といわれ、毎年、２０～２５％成長している。シャフ

ト加工の市場は大きく需要の拡大が見込まれる。

　現在、当社の顧客はキャノン大連とスター精密（大連）の２社である。創

業時の１年間は試作品や小ロット加工の受注にとどまり、赤字経営であった。

発注側も当社の技術力、品質管理力などを確認する段階であったのであろう。

１年間かけて受発注側双方の信頼関係を形成し、量産加工を受注するように

なっている。年間３０万本の水準であるが、今後１００万本まで対応できるよう

設備投資を進めていく構えである。

　両社から受注しているシャフト加工は、指定された棒鋼材、ゴムロールを

日本より輸入し、社内で切断、切削、研磨、ゴムロール組立を行う。測定器

は日本製を導入している。切削と研磨加工設備が生産能力を決める。創業時
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に台湾製の中古機を入れたが、次の設備導入では、日本製の新品と中古機を

入れる予定である。

　当社の切削加工業創業のパターンは、商業資本の事業多角化の動きといえ

る。梱包資材販売業とフローリング施工業の金属切削加工業との基盤技術的

な関連はない。日系メーカーの部品の現地調達動向をキャッチし、新たなビ

ジネスチャンスとして反応し金属部品加工業に投資参入したケースである。

　大連および中国の産業地域には、こうした新規事業機会が旺盛に発生して

いるのであろう。ただし機械工業においては新規の外注加工需要の発生に対

して中国の産業地域がすべて同じように切削加工業を創業できるわけではな

い。機械工業の基盤技術を培った技術・技能人材が地域内に存在し、それを

活かす産業基盤や工業振興制度が備わっていることが重要である。

　いかにも軽々と切削加工業を創業したようにみえる当社の背景には、大連

機械工業が擁している紀工場長のような技術・技能人材、大連経済技術開発

区の部品工業団地の貸工場、部品加工業を育成し振興しようとする地域産業

政策があることに注目しなければならない。

－８７－

写真５－４　大連瑞豊精密部件有限公司董事長　李艶妍氏（右）と紀工場長



　（５）商社から加工業グループの形成へ　～永和工貿（大連）有限公司

　大連の日系メーカー向け部品の輸入商社からスタートした永和工貿（大連）

有限公司（以下、永和工貿）は、メーカーが部品の現地調達を進めることに

対応して社内に金属部品加工部門を配置、永和工貿の入居する貸工場に２社

の加工業が加わり加工業グループを形成している。こうした大連の若い起業

家たちの取り組みに共感し、大連日系メーカーの経営管理者ＯＢが事業に参

画している。

　商社から加工業へ

　永和工貿総経理の孫氏は７３年瀋陽市に生まれ、大学で経営学を学び卒業後

の９８年に妻と２人で貿易会社を設立した。孫氏の妻は大連外国語学院日本語

学科を卒業し、日系企業への営業を担当した。当社の創業当時は、日系メー

カーは日本から保税扱いで輸入する部品、工具、装置類も多く、購買部門で

全てを調達することは困難であった。そこで当社が中国側の輸入商社として、

日本の部品・工具・装置メーカーやそれらの輸出商社との取引を行うととも

に上海、無錫、蘇州、寧波、温州に営業所を配置し中国国内販売を展開して

いく。

　商社として信用を蓄積していくなかで「韓國鬥山（大宇）工程機械」の製

品販売額１位となったことで同社の東北地域販売総代理店となる。また、

「斯大精密（大連）有限公司」４２）の CNC 自動旋盤の販売代理権を得ている。

　大連の日系メーカーとの取引を通じて部品の現地調達ニーズが強いこと、

日本の部品・工具・装置メーカーが中国の日系メーカーへの営業を強め、当

社のような中国輸入商社を通さず直接輸出あるいは、さらに踏み込み中国販

売子会社や自社工場に直接投資しはじめたことを知る。

　そこで、現地のローカル加工業に部品の加工を外注しメーカーに納めるビ

ジネスでは品質管理にコストがかかること、日系メーカーの部品の現地調達

ニーズのなかでも金型修理と修理にともなう金型部品の需要が強いことから、

社内に金型製作・修理と金型部品の加工部門を配置することとした。
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　金型関連の受注は日系企業を中心とし、ケイマック（大連）向け建築金物

の板金プレス金型、丸佑の精密鋳造金型の新規金型、キャノン大連のプリン

ター部品用金型、親和測定（大連）、大連ジデコの金型修理がある。また、

米国、ドイツ、オーストリアの企業との自動車部品用金型の合弁事業を探っ

ている。

　加工業グループの形成

　永和工貿は商社事業に加え加工業に展開し、大連開発区金港企業配套園の

貸工場で金型製作・修理、金型部品の加工をはじめた。貸工場は１，８００�、

年間賃借料は２８万元である。０４年に２社の金属加工業が創業し当社工場内で

操業している。３社の総経理は友人関係にあり、孫総経理がそれぞれ日系

メーカーに勤務していた２名の独立創業の意向を支援したというかたちであ

る。これにより一つの工場内に３社が保有する機械設備や測定器を装備し共

同利用する加工業グループが形成された。

　永和工貿は従業員２３名、商社機能を活かした営業、資材調達、金型製作・

修理および金型部品加工を行う。尹永國製造部長は日本語専門学校卒業後、

アイリスオーヤマの金型職場に勤務し当社に移った。

　「大鵬有限公司」は従業員３０名、金型製作、機械加工一般を行う。総経理

の張氏は大連模具廠からアイリスオーヤマに移り金型製作を担当していた。

その当時、永和工貿の尹氏の上司であった。

　「博森精密有限公司」は従業員２０数名、金型部品加工、機械加工一般を行

う。総経理は大連パンチ工業の営業次長を勤め独立創業した。

　永和工貿は当社の工場内に加工業グループを形成しているとともに「大連

永山機械有限公司」「大連保 區信澤國際貿易有限公司」「大連大和 化工程

有限公司」とも企業ネットワークを構築している。

　経営管理者ＯＢの参加

　日本人の経営管理者ＯＢが永和工貿の事業に参加している。勝木隆雄氏は

大学卒業後、スター精密に入社、３５年間勤務し０４年に５８歳で早期退職を選択
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した。この間、８９年のスター精密（大連）の工場立ち上げを行い、その後、

大連駐在を経験している。退職後、孫総経理の依頼に応じて工場長を引き受

けた。

　勝木工場長の役割は、事業の最前線で活躍し仕事を受注する孫総経理の後

方をまとめることにある。すなわち、受注した仕事の生産管理を行うこと、

現場の社員に日本企業との取引や対応のスタイルを伝えること、スター精密

の成長プロセスと孫総経理の「夢」を社員に見えるように伝え、インセンティ

ブを共有し組織内の信頼関係を形成することである。

　工場長を務める際の社会保障は大連市の医療保険、傷害保険に加入し、日

本の国民健康保険、国民年金にも引き続き加入している。給与は人民元で支

払われる。

　勝木氏は中国の若い起業家のモノづくりの「夢」に共感し、大連に単身で

滞在しながら自身の経験を活かして共に「夢」を追求する喜びを語る一方に

「日本には自分の経験を活かす場所がない」という状況がある。

－９０－

写真５－５　永和工貿（大連）有限公司　勝木隆雄工場長（右）と尹永國製
造部長



　定年退職を間近にした、あるいは定年退職した経験豊かな日本人材の中に

は、穏やかな引退生活を送ることより、体力、気力の充実している間はキャ

リアを活かせる場で役に立ちたいと願う者は少なくない。定年までの間、大

いに努力し大いに活躍した人材ほど、そうした願いを強く持つようにみえる。

　大連のモノづくりの場には、彼らのキャリアを必要とし、彼らが活躍する

機会がある。ミクロ視点でみれば、日本で休眠、死蔵してしまう能力、価値

が大連の企業で活かされ活性化することは喜ばしいことであろう。

　（６）「工貿一体」経営の展開　～大連恒立工業有限公司

　大連恒立工業有限公司（以下、恒立工業）は、地方国有商社に所属しトッ

プセールスを達成していた 鋭氏が創業した私営加工業である。日本向けの

鋳鉄、鋳鋼、非鉄鋳物、合金鋳物の部品加工を得意とする。あわせて、大連

恒立国際貿易有限公司（以下、恒立国際）を経営し、加工貿易態勢を構築し

ている。

　国有商社から独立

　恒立工業の董事長・総経理の 鋭氏は、１９６５年山東省烟台市の県級市龍口

市生まれ、旧大連工学院（現大連理工大学）造船科を卒業後、大学院に進み

流体力学を修める。８９年に地方国有商社の大連機械設備進口公司に所属し、

日本向け鋳物部品の輸出を担当しトップの売上高を達成、課長に昇進した。

貿易業務に加え社内に機械加工能力を持つ必要性を提案したが、当時の経営

陣には受入れられなかった。これを機に 氏は独立創業に向かうことになる。

１００名の従業員を抱えていた大連機械設備進口公司は、７，０００万元の負債を抱

え中小国有企業改革の過程で０２年に破産した４３）。

　 氏は、鋳物機械部品の輸出には仕上げの機械加工を行う専門加工業が必

要になると確信し、９９年に１０年勤務した国有商社を退職、切削、研削、溶接

加工を行う恒立工業を創業した。創業時の資本金３００万元は現在、４５０万元と

なっている。
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　国有商社勤務時代に取引のあった日本企業との取引ルートを活かし輸出を

伸ばすために、輸出入自主権に関する規制緩和のなかで０３年に商社機能を分

離し資本金１００万元で恒立国際を創業している。

　恒立工業は０６年の従業員５０名。マシニングセンター１台、NC 旋盤８台、

NC 縦旋盤２台、普通旋盤９台、ラジアルボール盤５台、直立ボール盤１台、

卓上ボール盤５台、NC フライス盤２台、放電加工機３台、ワイヤーカット放

電加工機４台、平面研削盤および精密研削盤１台、型削盤１台、スロッター

など一連の切削系工作機械を装備し、NC 溶断機、肉盛溶接機、油圧プレス、

ショットブラスト、熱処理炉、バルブ、ポンプの圧力試験機、超音波洗浄機

などを備えている。０６年期の売上高は約１億２，０００万円であった。

　恒立国際は従業員１２名。鋳造業を中心に約３０社の加工業等への発注ネット

ワークを編成しており、各種鋳鉄、青銅、黄銅、アルミニューム合金鋳物と

その加工品、ロストワックス鋳造品、溶接製缶品、バルブ、ポンプ等の部品、

モーター、減速機、エンジン、建機等の部品を扱っている。荏原製作所、富

士電機を主要顧客とし、日本の輸入商社を経由した中小企業向け輸出および

中国進出日系企業向け販売である。０６年期の売上高は約３億８，０００万円で

あった。

　受注、加工、輸出の流れ

　日本の顧客から直接あるいは商社を通じて部品図面を受け取る。鋳物部品

であれば縮小率など計算し設計会社に鋳造型図面を外注し、図面を鋳造業に

支給し鋳造加工を外注する。ロストワックス鋳造の場合は金型メーカーに金

型を発注し、鋳造業に発注する。機械加工部品は、社内の設計部門が治工具

の設計、NC 加工プログラミングデータを作成し機械加工部門で製作する。

　鋳造業から納品された鋳物部品の粗加工は外注し、社内で仕上げ加工、全

数品質検査を行い、材料データを添えて納品する。顧客に対して、当社が外

注企業の QCD を代行し品質保証することになるので、恒立工業には自社が

加工する製品のほか外注企業の生産管理、在庫管理、品質検査を行うスタッ
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フ１０名がいる。

　受注、加工、輸出、入金、支払いの資金繰りが重要である。市中銀行融資

の貸出金利は高く、審査手続き、付き合い等が面倒なのだが、契約時の信用

状を担保にして受注契約金額の８０％まで短期借入れができるので、つなぎ資

金に充てている。

　今後の事業展開方針

　第一に、工場規模の拡大である。現在の恒立工業の工場は建設業の倉庫を

買い取り改装したものである。工場敷地３，５００�は拡張余地がなく、これ以

上の事業規模拡大が難しい。近い将来、旅順口区の「三潤堡工業科技園区」

内の配置される「中小企業園」４４）に１０，０００�規模の工業用地を確保し新工場

の建設を予定している。新工場建設の投資資金として長期低利の制度融資を

求めているのだが、制度融資活用の申請手続きは複雑で融資認定要件は厳し

いので二の足を踏んでいる。

　第二に、新工場建設にともない機械加工能力を多様化、高度化し総合的な

金属切削加工業を展望している。NC フライス盤とマシニングセンターを増

強することにより、鋳造金型および治工具を内製化したいとする。加工能力

を多様化、高度化することによって、自動車、エアコン、複写機、医療機器

などメカニクス要素を多く含む製品の部品加工に参入しようとしている。

　第三に、メカニクス分野の高精度加工の世界に入るために、日本の中小専

門加工業との直接取引を希望している。大手メーカーの対中国購買担当の中

国人は技術的な知識、経験が乏しい場合が多く、余分な経費、エネルギーを

使わなくてはならないことがある。そうしたところとつきあうより、技術・

技能を高めることで競争力を保持している中小加工業とのつきあいを望んで

いる。できれば、そうした中小加工業の生産技術、品質管理専門家ＯＢを招

聘したいとしている。

　 氏は国有企業時代に日本への輸出業務を担当する過程で日本企業の生産

管理、品質管理、商習慣を理解している。また、商社機能を発揮することで
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大連市の中小加工業および国有機械メーカーの状況を理解している。そうし

たビジネス情報を得ながら、 氏自身は機械加工業としての成長発展を目標

としている。ビジネス情報を左右に繋ぐことで利益を確保しようとするので

はなく、機械工業という実体経済に自社の存在基盤を構築しようとしている。

　国有企業改革の過程で、モノづくりに対して上記のような経営姿勢を持つ

企業家が登場しているのである。日本の中堅・中小機械工業が深く付き合う

べき一つの経営者像であろう。

　（７）加工機能の多様化と課題　～大連長大機器制造有限公司

　大連長大機器制造有限公司（以下、長大機器）は、総経理の呂崇学氏の所

有する私営企業である。小物金属部品の切削加工、金型・治工具製作、冷間

鍛造、ワイヤー部品加工、ニッケルメッキを手がける総合的な金属加工業で

ある。キャノン大連の生産管理指導が入りキャノン協力企業の位置を確保し

ている。中国国内の日系メーカーとの取引を拡大しており、量産型部品加工

業の有力企業の一つに数えられる。
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　国有企業から独立創業

　総経理の呂氏は、地方国有企業の「大連柴油机廠（ディーゼルエンジン工場）」

傘下のノズルポンプ専門工場の工場長＜車間長＞を務めていた技術者である。

中小国有企業改革が進められるなかで、同社の副総経理の宋氏（長大機器の

総工程師）ともう１名の３名で中古の工作機械を購入し、９２年に大連市内で

機械加工業を独立創業した。

　９４～９５年にかけてキャノン大連への営業活動を行い受注につなげるなど順

調に業容を拡大し、０２年に大連保税区の現在地に工場用地７，０００�を確保し、

延床面積６，８００�の工場を建設した。

　大連のローカル加工業のあいだでは、コスト、品質、納期の管理が厳しい

日系メーカーと加工外注の取引口座を開くことは、自社の技術水準や管理水

準の高さを示すものとして認識されるため、日系メーカーへの営業活動を積

極的に展開している。特に、外注管理が厳しいとされるキャノン大連と取引

実績があることは、一種のステータスとなっている。

　長大機器の場合、大連での「逆展示会」４５）で佳能大連の外注部品情報を得

て営業し受注につなげている。現在、佳能大連ほか香港、フランスのキャノ

ン事業所向けの複写機、トナーカートリッジ、各種ＯＡ機器の多様な金属部

品の加工を受け止めている。一点数十万個から１００万個程度の比較的ロット

の大きな部品加工を得意としている。

　キャノングループを主要顧客とし、富士電機と大連氷山集団との合弁企業

の富士氷山有限公司の自動販売機部品やコマツ建機の日本輸出向け部品など

顧客のほとんどは中国の日系企業であり、国内販売が約９０％、輸出が約１０％

の割合である。

　多様な加工機能の編成

　大連保税区に機械加工を中心とする工場および、大連開発区の金州区との

隣接地にニッケルメッキ専用工場の２ヵ所がある。ニッケルメッキ工場は開

発区内でのメッキ加工の特別認可を得て工場敷地４，８００�を確保、延べ床面
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積５，０００�の工場を新設したものである。約１００万元を投資し、自動メッキ１

ライン、半自動メッキ１ラインを備えている。主に、キャノン向け部品の

メッキ処理を行っている。

　部品の発注側にとって、受注側が金属部品の最終加工に位置するメッキ処

理まで担当できる態勢にあれば、外注加工の発注、納品、支払いの手続きや

部品管理が減ることとなる。機械加工、メッキ処理まで行うことのできる長

大機器は“便利な外注企業”にみえるであろう。

　保税区工場では、精密小物金属部品、金属ワイヤー加工品を扱っており、

加工機能は旋盤、フライス盤など切削加工、研磨加工、打ち抜きおよび曲げ

プレス加工、冷間鍛造加工、線材の直線・曲げ加工などである。原材料は指

定材を日本から輸入するほか、大連特殊鋼などの国産材を用いている。三次

元測定器（米国製）、投影器（台湾製）を備え、測定データを添えて納品する。

放電加工機（北京）２台、ジグボーラ（雲南）１台、フライス盤などでプレ

ス金型、冷間鍛造型を内製し、一部を金型メーカーに外注している。大連の

日系金型メーカーは製品の品質はよいが価格も高いので、社内で対応しきれ

ない難しい金型は華南地域や華東地域の香港系あるいは台湾系の金型メー

カーに依頼している。

　こうした多様な加工機能を約３００名の社員が担っている。加工現場には鍛

造加工約１０名、旋盤切削加工約１００名、研磨加工約４０名、ワイヤー加工約６０名

の２００数十名、設計部門１０数名、管理および技術部門３０～４０名の編成である。

加工職場は作業員一人が１台の工作機械を担当している。設備の自動化や省

力化で量産加工を吸収するというよりも、汎用設備の大量投入と労働集約的

工程により量産加工を達成する生産態勢となっている。

　今後の経営方針と課題

　今後の経営方針はワイヤー加工の拡大と切削加工精度の向上である。切削

加工精度については、安定的に±１００分の２以下の精度を維持できる生産態

勢の構築をめざしている。そのために、高精度工作機械の導入、精密加工法
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の習得、金型精度の向上が必要であるとし、日本の中小加工業との提携を求

めている。

　この点、長大機器が日本企業側に提供できるメリットとして、工場スペー

スの貸与、キャノンの生産管理を身に付け比較的人件費コストの安い作業者

による量産加工能力であり、日本企業側に期待するのは、高精度工作機械と

加工法の導入である。発注者との図面情報の管理契約上、他社（人）に図面

を開示できないので技術者派遣による技術指導方式は難しいとする。

　当社の量産加工能力を活用して委託加工を受託するので、その対価として

工作機械とその操作ノウハウを提供して欲しいという一種の補償貿易を望ん

でいる様子である。しかし、日本の加工業としては、低コストでそこそこの

加工精度の量産部品を調達したい場合、委託加工し輸入すればよく、自ら長

大機器の工場を賃借して進出する、あるいは高精度工作機械を投入するイン

センティブは働かないであろう。

　むしろ、当社の技術導入希望は、さらに加工精度水準の高い量産部品を求

めるメーカーに期待するものであろう。ただし、そうした部品加工を外注し
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たいメーカーは、汎用設備の大量投入と労働集約的工程による量産加工方式

よりも生産性を向上させる能力に注目するであろう。汎用設備集約型プラス

労働集約型の機械加工は、いずれ人件費の上昇を迎え、従業員一人当たりあ

るいは設備１台当たりの生産性が問われることになるからである。

　「大量生産のほうがやりやすく管理しやすいので、多品種小ロットの部品

加工はやらない」とする当社の方針は、工業生産経営において一面では合理

的な判断であるが、今後、修正を迫られることになろう。一方、多品種小

ロットの部品加工で日系加工業が優位性を発揮できる可能性がある。

　（８）人手のかかる基盤技術　～宏達研磨電子有限公司

　宏達研磨電子有限公司（以下、宏達研磨）は羽布研磨加工およびワイヤー

ハーネス組立も行う私営企業である。大連経済技術開発区の日系メーカーと

加工業との取引を中心としている。部品を供給され仕上げ研磨加工や組立を

施し、加工賃を得る。遼寧省内の農村地域より未熟練工を採用し、自社でで

きる労働集約的工程は「何でも」受注する構えを示している。

　研磨仕上げ加工を受注

　宏達研磨は９５年、金州区の農村で創業した個人企業が前身である。その後、

従業員の増加にともない法人格のある私営企業に転換した。董事長・総経理

の范恵新氏は７１年生まれ、国有企業にて研磨工として働いていた。恵新氏の

兄は大連経済技術開発区の「大連北村閥門有限公司」４６）に勤務しており、同社

が研磨加工の外注先を探している情報を得て弟の恵新氏が独立創業した。

　創業当初は外資企業の求める QCD に対応することに苦労したが、まじめ

にコツコツとやることによって信用を築いてきた。「東陶机器（大連）有限

公司」４７）の水栓金具の研磨仕上げ加工を安定して受注している。研磨仕上げ

加工は全体の売上高の約３分の２を占め、東陶机器を主要顧客とし、その他

に「開晨」「林精密鋳造」などから受注している。
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　ワイヤーハーネス組立に展開

　９７年から自動車用アンテナを製造する「大連原田工業有限公司」よりワイ

ヤーハーネスの組立を受注している。原田工業はアンテナに組み込むワイ

ヤーハーネスの組立を社内で行っていたのだが、生産量の拡大にともない外

注企業を求めていた。宏達研磨では、ワイヤーハーネス用の組立工場を用意

し従業員を増員することにより、組立外注を受注することに成功した。その

後、安定した仕事になっている。

　発注者の日系企業の紹介などで、仕上げ研磨加工とワイヤーハーネス組立

の受注を得て売上高は着実に拡大した。９５年には金州区内に２０，０００�の工業

用地を確保し、延べ床面積１０，０００�の新工場を建設した。この投資を促した

のは、保税区に立地する松下電器産業の事業所が生産する固定電話機部品の

組立を受注しようと考えたからである。外注に出される組立部品は年間約

４００万個、不良率０を求められるとされる。

　范恵新総経理の分析によれば、開発区や保税区の日系メーカーは、ある機

種を生産する初期段階は部品加工や組立は社内で行うが、生産を拡大するに

したがい一部の部品加工や組立の外注企業を求めるようになる。全ての加工、

組立を内製化することはメーカーにとって合理的な方法ではないから、当社

はメーカーの求める外注ニーズを何でも受け止める構えで経営を行うとして

いる。宏達研磨の経営方針は「日系メーカーへの部品供給」であり、徹底し

て賃加工・組立に集中している。

　労働集約的基盤技術の今後

　メーカーが外注企業に求めることは、１）社内の加工機能では技術的に対

応が難しく、新規設備投資をしても採算に乗りにくい特殊な部品の加工、２）

量産技術が確立し安定して加工、組立ができるようになった部品の加工であ

る。後者は生産量の増加にともない従業員の採用、労務管理や生産管理の業

務増加といった経費拡大を避けるための外注である。

　宏達研磨は、メーカーの求める後者の外注ニーズに応えているのであり、
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その中でも労働集約的な工程を担っている。羽布研磨による仕上げ加工やワ

イヤーハーネスの組立は、部品形状が多様で機械設備による自動化が難しく、

人手に頼らざるを得ない工程である。

　宏達研磨の従業員は、現在、約２００名、うち女性が約１２０名である。大連市

では労働集約的工程に応募する人材は少なく人手不足がはじまっている。当

社は募集の範囲を遼寧省全域に拡げ、いまのところ必要な人数を採用できて

いる。各地の技術専門学校に募集案内を出し定期的に応募者の面接を行って

いる。技術専門学校の生徒はモノづくりの基礎知識を学んでいるので優先し

て採用している。

　また、各地域の労働局をつうじて農村出身者を募集している。例えば、朝

陽市労働局に申込み１０～２０名の農村労働力を募集し採用している。最初の段

階では農村出身社員は大連市金州区の「暫住戸籍」４８）を得て、当社の社員寮

に住み就労する。社内の技術・技能研修で工場生産能力を身に付けるなかで、

企業側が長期雇用を期待する社員は開発区の社会保障制度へ加入し「開発区

戸籍」の取得手続きを行うとしている。

　羽布研磨のような労働集約的な基盤技術は、よい製品を作り上げるために

不可欠な技術・技能を含んでいる。日本ではこの分野を担う人材は高齢化が

進み、後に続く若年層は薄い。日本国内で羽布研磨に対する技術・技能の賃

金水準が上昇し、従事者を確保していくことができるのか、研磨技術・技能

の自動化が進むのか、あるいは中国はじめ他国に研磨技術・技能を依存する

ことになるのか、その動向をしっかりみつめていく必要がある。

　もし、中国に研磨技術・技能を依存する方向に向かう場合、宏達研磨の存

在感は高まるであろう。しかし、長期的には宏達研磨や大連市においても農

村労働力を吸収するしくみだけでは、研磨技術・技能を維持し続けることに

は限界があろう。日本が基盤技術を維持するための課題に対応しなければな

らないと同様に大連市そして中国も、さらによいモノづくりを支える基盤技

術をいかに維持し高めていくかについて正面から取り組むことが重要である。
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第６章　基盤技術集積の発展に向けて

　第６章では、対外開放以後の大連市の地域産業政策を振り返り、大連の機

械工業発展に向けて新たな政策思考が必要となっていることを述べる。続い

て、４つの中小企業政策について提案する。最後に、大連機械工業集積が高

度化に向かう過程での日本企業と日本の関わりについて考える。

　（１）「機械工業集積の高度化」をめざす政策思考

　大連市の機械工業は、帝政ロシアおよび大日本帝国の帝国主義下の軍事工

業形成、国民党政府の敵産接収、共産党政府の計画経済下の重工業建設をへ

て現在、市場経済のもとで外資導入、国有企業改革、私営企業の創生により、

工業集積規模の拡大、産出製品の多様化を実現してきた。　

　計画経済から市場経済への転換後、大連市政府の機械工業に対する地域産

業政策の基本方針は、資本導入、雇用創出、輸出促進、技術導入におかれた。

８４年に計画単列都市として対外開放された大連市は大連経済技術開発区の建

設を行い、主に大型の輸出型外資アッセンブリーメーカーの誘致に注力した。

そのために、大連開発区の「九通一平（道路、供水、雨水排水、汚水処理排

水、電力供給、通信ネットワーク、都市ガス、熱供給、蒸気供給と整地され

た土地）」の産業基盤整備を進め、外資企業へ５０年間の土地使用権の分譲を認

めた。また、企業所得税、地方所得税、設備輸入に係る関税と増値税などに

対する優遇税制を提供し外資の大連進出のインセンティブを高めた。

　大連市には大連開発区を中心に日本企業はじめ各国からの機械工業企業の

進出が続き、港湾条件を活かした組立・輸出生産型の工業集積が形成された。

工業集積形成を導いた地域産業政策は「産業基盤の整った工業用地の提供」

と「優遇税制の提供」による「外資企業誘致」が主軸であった。

　組立・輸出型のアッセンブリーメーカーは、進出の初期段階では部品の多

くを日本等からの輸入あるいは中国の大連以外の産業地域からの移入に依存

－１０１－



していた。その後、生産と経営が安定していくにしたがい大連事業所の生産

規模を拡大し、製品シリーズを増やしていく。必要とする部品の輸入・移入

量は増え、部品の種類も多様化していくことから、部品の現地調達を求めて

いくことになる。

　また、輸出向け製品の生産に加え、拡大する中国国内市場向け製品の生産

に展開していく。輸送コストがかかる輸入・移入部品は、国内外市場での価

格競争を制するためには限界があり、高品質、低価格の部品を大連市内ある

いは、その周辺から調達したいという要求が高まっていく。

　中小加工業の誘致

　こうしたアッセンブリーメーカーの要望に反応し、同時に機械工業を高度

化していくためには部品加工業の充実が重要であることに気づいた大連市政

府は、中小企業の誘致、育成を目的とする地域産業政策を追加していく。部

品加工を担う重要な主体は中小企業であるが、中小企業にとって海外進出に

ともなうコスト、リスクの負担は容易ではないことから、９０年中頃より工業

用地と工場建物の供給をセットにした貸工場整備に取り組んでいる。

　あわせて、大連進出にともなう申請から許認可取得までの事務手続き等を

サポートする「ワンストップ・サービスセンター」を充実させ、進出後のト

ラブルへの対応や事業経営に関するアドバイス等を行う部局の「日本部」を

設置しソフト支援サービスを提供している。

　大連市の機械工業に関する地域産業政策は「工業用地の提供」と「優遇税

制」を継続しつつ「中小加工業向け貸工場の供給」と「ソフト支援サービス

の提供」が追加されたのである。大規模な工業用地の供給については、旅順

口区や金州区、瓦房店市長興島などへ重点を移している。優遇税制について

は国政レベルで外資企業優遇制度を見直し内国民待遇への移行が検討されて

いる。

　このように、これまでの大連市の機械工業に関する地域産業政策は「外資

企業誘致」を重要な目標とした政策手段を講じてきたことがわかる。その結
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果、改革、転換を進めてきた内資機械工業に外資機械工業が加わり、重工業

が優勢な機械工業集積を形成してきた。機械工業集積の「量」の形成という

面では、大連市の地域産業政策は政策効果を発揮したと評価できるであろう。

　そして今後、大連機械工業集積がさらに成長し発展していくためには「外

資企業の誘致」「内資企業の改革、転換」に加えて、新たな地域産業政策思

考と政策手段が必要であると考える。

　新たな地域産業政策思考は「機械工業集積の高度化」と表現できる。「機

械工業集積の高度化」とは、工業集積が保有する技術、技能、経営の質を高

め、自律的な革新（イノベーション）の継続をめざすものであり、機械工業

集積の内面に注目した政策思考である。次節で大連機械工業集積の高度化に

関わる今後の中小企業政策について提案する。

　

　（２）「機械工業集積の高度化」に向けた中小企業政策

　大連機械工業は、以前の国有企業や集体企業が改革、転換した株式制企業、

郷鎮企業や個人企業から転換した私営企業などの内資企業および、輸出を中

心とした外資アッセンブリーメーカーと外資アッセンブリーメーカーへの部

品供給と輸出を行う中小部品加工業といった外資企業が集積を形成している。

　機械工業１０業種の全ての国有企業と販売収入額５００万元以上の企業は０６年

に１，５９４社を数える。大連市には約８０，０００社の中小企業が存立しているとさ

れるなかで、販売収入額５００万元以下の小規模な機械工業を加えると数千社

の集積規模になると推察される。

　一定規模に達した機械工業集積の高度化に向けて、重点的な取り組みが必

要と考えられる中小企業政策は、次の４つである。

　　１）基盤技術を担うモノづくり人材の育成（人材）

　　２）工業集積内の取引ネットワークの形成（情報）

　　３）中小企業金融制度の充実（資金、設備）

　　４）中小機械工業支援の実施態勢整備
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　基盤技術を担うモノづくり人材の育成

　品質、性能の高い機械工業製品を効率的に産出するためには、メーカーが

部品を加工する基盤技術をすべて内部に備えるよりも、基盤技術に専門特化

した企業と社会的な分業を形成するほうが経済効果は高い。大連市に機械工

業の社会的分業が成立するには、多種多様な基盤技術のそれぞれに専門特化

した専業加工業が、地域内に一定量存立することが必要である。そして、そ

れぞれの基盤技術同士の適正な競争環境が形成され、技術・技能を高めるた

めの不断の努力が注入されることが重要である。

　大連市の機械工業集積には、既に基盤技術を担う中小加工業が一定量存立

しているとみられる。懸案であった金型製作やメッキは地域産業政策が発動

し企業誘致、育成支援を展開している。

　そして、一揃いの基盤技術を担う加工業が地域内に集積したとしても、各

加工業の技術・技能が高い品質、精度を求める発注企業の要求に対応できる

かどうかが課題となる。品質、性能の高い機械工業製品を産出するためには、

部品の発注側も受注側も技術・技能を高める姿勢を共有することが必要なの

である。一方、低水準の技術・技能で加工され、品質や精度が荒い部品でも

安ければよい、使えればよいとして組立てられた機械工業製品の品質や性能

は低水準にとどまる。大連市の機械工業集積が後者に向かうのであれば「機

械工業集積の高度化」のスパイラルは発生しない。

　基盤技術に関わる技術・技能はモノづくり人材が担う。ここでいうモノづ

くり人材は、技術者・技能者と中小企業経営者である。基盤技術の充実のた

めに機械設備の導入は重要であるが、それ以上に機械設備を使いこなす技術

・技能人材の育成と技術・技能を高めようとする中小企業経営者の育成が重

要である。

　モノづくり人材育成の政策手段

　モノづくり人材育成のための政策手段は、第一に技術・技能者養成教育で

ある。大連市内の技術専門学校や理工系大学での技術・技能教育をさらに充

－１０４－



実していく。急速に都市化が進んだ地域ではモノづくりで活躍しようとする

若年者が減少傾向にあるとされるが、大連の中小加工業の生産現場にはひた

むきにモノづくりに向かう若者がいる。彼らの多くは農村部出身であると聞

く。モノづくりに意欲と将来の展望を描く若者の技術・技能教育が重要であ

る。

　第二に、技術・技能社員の研修制度の充実である。一部の中小加工業では

技術者出身の経営者が社内で技術・技能研修を行っている事例がある。また、

金型に関しては技術専門学校や理工系大学と連携した実習制度がある４９）。し

かし、多くの中小加工業にとって社内研修は OJT に依存しており、系統的な

技術・技能研修を行うことは人材、ノウハウ等の面で難しい状況にある。基

盤技術に関する技術・技能研修制度の充実が期待される。

　国家資格に関して労働和社会保障部および人事部による職業技能検定制

度５０）があるが、例えば、基盤技術に関する中小加工業の就業者や就学者を対

象とした大連市独自の技術・技能認定制度を創設し、あわせて「東北地域技

術・技能オリンピック」の開催などにより、機械工業のモノづくり人材の育

成、評価、アピールの促進を期待する。

　第三に、中小企業経営者の研修制度である。モノづくり現場の技術・技能

者育成は、その必要性をしっかりと認識する経営者が多数登場することによ

り促進される。大連にはモノづくりに対する真摯な姿勢と高い志を持つ中小

企業経営者が存在している。そうした経営者に向けたセミナー、研究会、現

場視察などの研修メニューの提供が期待される。

　この点、中小企業経営者側の一部には「行政が主導する協会、事業などは

会費や経費を徴収するばかりで実質的な意味がない」とする意見も聞かれ、

企業経営に関する行政関与を忌諱する姿勢がある。中小企業政策を効果的に

提供するために重要な点は、行政サービスを提供する行政と実体経済を担う

経営者との信頼関係が形成されていることである。中小企業経営者向けの研

修制度を提供する場合、経営者との信頼関係形成を特に意識する必要がある。
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　工業集積内の取引ネットワークの形成

　大連市には内資企業、外資企業からなる機械工業集積が形成され、量的な

充実が実現しているとみることができるが、その内面にはいくつかの課題を

抱えている。その一つは、集積を構成する企業間の取引ネットワークが充分

に発達していないことだ。機械工業集積の高度化に向けて工業集積内の取引

ネットワークの充実を促す政策が重要である。

　機械工業集積内の取引ネットワークには、メーカーと加工業のネットワー

ク、内資と外資のネットワーク、中小企業間のネットワークがある。新規の

取引が成約するまでには膨大な情報交換のエネルギーを必要とする。共通の

取引コストを削減するために、それぞれの取引ネットワーク形成において企

業・技術情報、受発注情報の流通を円滑にする政策が中心となる。

　第一に、メーカーと加工業の取引ネットワークである。メーカーと加工業

の企業・技術情報、受発注情報に関しては、すでにいくつかの支援政策が実

施されている。機械工業に関する各種の専門展示会や逆展示会の開催、大連

開発区の展示センター、部品発注情報の掲示などがある。これらに追加して

期待されるのは、メーカーおよび加工業の基盤技術データーベースの整備で

ある。メーカーと加工業の求める基盤技術、保有する基盤技術に関する情報

を集積し基盤技術キーワードから企業検索が可能なデータベースの構築と公

開、更新を行う。

　第二に、内資と外資の取引ネットワークについても、メーカーおよび加工

業の基盤技術データーベースの整備がポイントとなろう。

　第三に、中小企業間のネットワークである。企業はそれぞれ独立して経営

を成り立たせ自主自立で活動している。そのため工場が同じ標準工場内にあ

る、あるいは隣接している場合でも、お互いの情報交換は自然には深まりに

くいことが多い。

　工業集積のメリットが生まれるためには、お互いのビジネスには直接関係

がないとしても近接している企業同士の交流、相互理解が形成されているこ
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とが基本となる。最小の行政区域を基本単位とした中小企業コミュニティを

育てることが大切である。中小企業コミュニティ形成に際し行政が関与する

必要があるが「管理」するスタンスではなく、側面から「サービス」するア

プローチが重要である。

　中小企業金融制度の充実

　中小企業促進法では「第２章　資金の支援」の第１０条から２１条までの１２条

を費やして国家財政による中小企業発展基金の創設、中小企業向け融資の促

進、中小企業信用担保制度の確立について示している。中小企業の経営資源

の「人材」「物」「情報」「資金」のうち「資金」に関する支援を強く押し出

した内容となっている。

　大連市政府は大連開発区管理委員会が２０００年に設立した国有独資企業の

「大連開発区中小企業信用担保中心」を批准し、中小企業向けに金融機関か

らの借り入れのための信用担保保証を行っている。審査に合格した大連開発

区内の中小企業とハイテク企業向けに最大３，５００万元、保証年利１．０～２．０％、

１年間の短期流動資金の借り入れ担保保証を業務範囲とし、０６年末の信用保

証残高は９．４億元となっている。

　今後、国の中小企業向け制度融資に対応した大連市政府独自の中小機械工

業向け制度融資の創設が期待される。中小加工業の創設期にある現在、特に

設備融資が重要であろう。また、制度融資の創設にあわせて、中小企業の申

告納税制度を普及すべきである。企業会計報告をきちんと行い計画的な借り

入れと設備投資ができる中小企業に長期低利の制度融資を提供する仕組みが

重要である。

　中小機械工業支援の実施態勢整備

　以上で提案した人材、情報、資金、設備に関する大連市の中小企業政策を

実施する態勢について述べる。大連市は中小企業促進法に基づいて中小企業

局を設置し中小企業政策を立案する。行政部門と中小企業の間をつなぐ「中

小企業サービスセンター」「対外貿易サービスセンター」「行政サービスセン
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ター」の「仲介機構」を設置する予定である。これらの「仲介機構」は企業

数の９９％を占める中小企業の総合的な支援サービスを提供することになろう。

　総合支援サービス機関としての「仲介機構」の設置とともに、地域産業政

策において中小機械工業を戦略業種として位置づけ、集中的な政策支援の実

施態勢を期待する。例えば、大連開発区に設置を予定している「金型加工

サービスセンター」５１）に中小機械工業に対する支援態勢を整備することを提

案する。

　「金型加工サービスセンター」は大連市金型協会が主導して進めている金

型メーカー向けの技術支援を中心とした施設である。０７年末に着工し０８年夏

に完成予定である。大連市政府の出資を得て検査・測定、試作、特殊機械加

工に必要な機械加工設備などを配備することとしている。機械機器の共同利

用センターの性格が強い。

　あわせて、コンサルティングサービスの提供を計画している。金型技術に

関する技術コンサルティングが中心となるのであろうが、この部門を充実さ

せて上記提案した３つの中小機械工業向け支援政策を実施する態勢を整備し

たらどうか。コンサルティング部門には大連の機械工業集積の高度化に意欲

と熱意のある優秀な地域産業政策スタッフを配置する。

　地域産業政策を立案し効果的に実行するためには、支援政策を提供する行

政側に意欲と熱意のある優秀なスタッフが常駐することが必要である。例え

ば、北京市では８０年代末から情報技術を軸にした先端産業政策を展開してい

る。インキュベータの施設整備が取り組まれ、あわせて行政側から先端産業

政策を実施するための優秀なインキュベーション・マネージャを送り込んで

いる５２）。

　また、日本の産業集積地域には、それぞれ地域産業支援機関があり産業支

援施設を配置しているところが多い。産業支援施設が地域の中小企業者に大

いに活用され、政策が効果的に展開している地域には、産業支援機関に意欲

と熱意のある優秀な地域産業政策スタッフが存在している。
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　地域産業支援機関は窓口機能だけでは機能しない。地域産業政策を立案、

実施する側に意欲と熱意のある優秀な地域産業政策のプロフェッショナルを

育て、中小企業の「現場」に深く関わり、中小企業経営者と信頼関係を形成

する産業行政人材を養成することが不可欠である。

　（３）日本企業と日本の関わり　　

　大連に形成された機械工業集積が技術、技能、経営の質を高め、自律的な

革新を継続していくことは、大連地域の発展および東北地域の機械工業の発

展さらには中国の機械工業発展に重要な役割を担うものとなろう。

　そして、大連の機械工業集積の高度化は、日本企業や日本の機械工業に

とっても期待すべき動きである。大連に進出している日系機械工業企業や大

連機械工業と貿易取引を行う日本企業をつうじて日本の機械工業発展の新た

な道筋を開くことになろう。大連の機械工業集積が高度化に向かう動きに日

本企業と日本が前向きに関わることが重要である。

　日本企業と日本が大連の機械工業集積の高度化に前向きに関わる意味を次

のように考える。

　日本企業が関わる意味

　日本企業が大連の機械工業集積の高度化に関わる意味は、拡大する中国市

場および世界市場に参入する場合、大連企業との受発注関係を深めることに

より市場競争力を高めることにある。

　大連日系メーカーは、中国国内市場および世界市場において中国の他の産

業地域で産出する製品との競争に対抗するうえで、品質と価格の優位性を確

保する必要がある。そのためには、大連の部品加工業の技術、技能、経営の

質の向上が不可欠である。メーカーと加工業との受発注関係をつうじて基盤

技術に関する技術・技能の移転、経営管理手法等の指導が重要である。

　すべての基盤技術を網羅しているわけではない大連の日系加工業にとって、

大連の中国加工業の担う多様な基盤技術が向上し技術水準が「高い」ところ
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で揃うことにより、日中の加工業間での取引が可能となり、複数部品の受注

や部品ユニットの受注機会を広げることにつながる。また、大連以外の地域

に立地するメーカーからの受注可能性を高めることになる。

　日本メーカーや加工業は、大連の機械工業集積の高度化を担う一翼である。

高度化する大連機械工業集積を基盤として中国メーカーや加工業とともに中

国市場や世界市場での競争力を強めていくことになる。

　日本が関わる意味

　日本が大連の機械工業集積の高度化に関わる意味は、日本の機械工業が

培ってきたモノづくりの設計思想、品質を作り込む姿勢、モノづくりの社会

的分業のスタイルなどが大連の機械工業に注入、活用されながら技術・技能

水準を高めていくことにある。

　日本の機械工業の設計思想、品質追求の姿勢、社会的分業のスタイルが大

連の機械工業で共有され、モノづくりが同調しやすくなることは、世界市場

における日本と大連の機械工業の存在基盤を固めていくことにつながる。

　日本の機械工業は、高い技術・技能水準の全ての基盤技術を国内のみに抱

えていくのではなく、大連の機械工業と共有することによりさらに高度な工

業集積に向かうことが可能となる。大連の機械工業は日本の機械工業とモノ

づくりを同調させることにより、日本の工業集積をさらに活用することが可

能となる。

　日中の機械工業に関するこうした考え方は、中国東北地域の機械工業との

関わりについても通用する。共通の機械工業基盤を培うことは、日中双方に

とって有益である。日本政府は、日中の機械工業企業間や日中の機械工業集

積地域間の機械工業技術・技能の連結がいっそう多様化し太くなっていくた

めの日中環境を整えていくことが重要である。

おわりに

　大連市の機械工業は基盤技術を担う中小加工業が創生し、中国企業と日本
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企業を中心とする外資企業が一定の規模を有する工業集積を形成している。

大連市の地域産業政策の効果が発現した結果である。

　今後、大連機械工業がさらに発展するためには「外資企業の誘致」「内資

企業の改革、転換」に加えて、新たな地域産業政策思考と政策手段が必要で

あると考える。本稿で提案するのは、機械工業集積の内面に注目し、集積が

保有する技術、技能、経営の質を高め、自律的な革新（イノベーション）の

継続をめざす政策思考である。これを「機械工業集積の高度化」と表現した。

　そして、大連機械工業集積が高度化に向かう過程で日本企業と日本が前向

きに関わることが重要であるとした。機械工業集積の高度化過程で日本の機

械工業が深く関わることにより設計思想、品質追求の姿勢、社会的分業のス

タイルが共有され、お互いのモノづくりが同調しやすくなる。共通の機械工

業基盤を培うことは、日中双方にとって有益であると考えるからである。

　大連および中国東北地域の機械工業発展は、日本の機械工業発展にとって

も重大な関心事であるべきだ。日本は「友好」「協力」は惜しまずも、大連

および中国東北地域の機械工業集積の高度化に戦略的に関与する思考を鍛え

なくてはならない。小稿がそのささやかなきっかけを提起できたならば幸い

である。
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西澤正樹［２００５］「北京市の先端産業政策とインキュベータ」（亜細亜大学アジア研究所『ア

ジア研究所紀要』２００５年、第３１号）

西澤正樹［２００６］「大連市の金型メーカーの叢生と地域産業政策」（亜細亜大学アジア研究所

『アジア研究所紀要』２００６年、第３２号）。

馬克洪［１９８４］『当代中国的机械工業（上）（下）』中国社会科学出版社。

松本俊郎［２０００］『「満州国」から新中国へ　鞍山鉄鋼業からみた中国東北の再編過程』名古

屋大学出版会。

三菱総合研究所編［２００６］『中国進出企業一覧』蒼蒼社。

【注】

──────────────
１）中国および大連市の近代工業の発祥、発展経過、各時代の現状については、大連地方誌編

纂委員会弁公室［１９８７］pp. １８３～３５６．／汪海波［１９９４］、［１９９８］、［２００１］を参照されたい。
２）帝政ロシア支配下での都市建設、工業開発については、王会全［１９９９］pp. ２７～３５．
３）王会全［１９９９］pp. ４９～５１．
４）第二次世界大戦後の旅順、大連を巡る中ソ関係については、石井［２００５］pp. ２１２～２３９．

に詳しい。
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５）戦後の国民党政府資源委員会の重工業建設については、呉暁林［２００２］pp. ３８～４５．を参

考にした。
６）１９２９年に満鉄の１００％出資で設立した「昭和製鋼所」と「満洲製鉄鞍山本社」は、４５年に

ソ連軍管轄下の「鞍山製鋼所」となり、その後、国民党政府経済部管轄の「鞍山鉄鋼廠」、

資源委員会管轄の「鞍山鉄鋼有限公司」、中国共産党遼東分局管轄の「鞍山鉄鋼廠」そし

て東北行政委員会管轄の「鞍山鋼鉄公司」となった。現在は「鞍山鉄鋼集団公司」とし

て、宝鋼集団有限公司（上海）、首鋼総公司（北京）、唐山鉄鋼集団有限責任公司（河北）

に次ぐ全国鉄鋼業第４位の販売額と第２位の利益を計上し、中国製造業５００強のなかで第

１６位となっている（中国企業連合会、中国企業家協会編［２００７］）。鞍山鉄鋼業に焦点を

あてて中国東北地域の満州国から新中国への再編、移行過程に注目した松本［２０００］の

優れた研究がある。
７）呉暁林［２００２］pp. ５５～６２．
８）趙傅君［２００６］pp. ６～８．
９）大連経済技術開発区の認可前後の状況については、董志正［１９８８］pp. ６１０～６１８．
１０）大連市の機械工業をはじめ石油化学、紡織、軽工業、冶金、建築材料、電子、電力、医

薬、海塩工業に関する発祥、発展の経過については、董志正［１９８８］に詳しい。
１１）大連開発区招商一局［２００６］pp. ５～６．／董志正［１９８８］pp. ６１７．
１２）国有経済の「工場制」「公司制」への転換は、９３年１１月の第１４期三中全会で採択された

「社会主義市場経済体制を建立することについてのいくつかの問題に関する決定」にお

いて「現在企業制度」を確立することを目指した。現在企業制度は「産権明快・権責明

確・政企分離・科学的管理」の「十六字方針」として総括され、企業における資産の所

有権の明確化、企業の権利と責任の明確化、行政と企業の分離、科学的は企業管理を意味

する。
１３）有限責任公司は、「公司登記管理条例」の規定に基づいて登記され、２者以上５０者以下の

株主が共同出資し、各株主が出資額に応じて公司に対し有限責任を負い、公司はその全

ての資産を以て債務に責任を負う経済組織。股 有限責任公司は、「公司登記管理条例」

の規定に基づいて登記され、全ての登録資本は等額の株式構成により株券の発行を通じ

て資本調達され、株主は購入した株式を以て公司に対し有限責任を負い、公司はその全

ての資産を以て債務に責任を負う経済組織。股 合作企業（株式合作企業）は、２者以

上の同じまたは異なる性質の法人が自主、平等、互恵の原則に基づき共同で投資し設立

された経済組織。
１４）９７年頃までの大連市工業の実態分析については、関満博［２０００］を参照されたい。
１５）中小企業促進法にもとづき、国家経済貿易委員会、国家発展計画委員会、財務部、国家

統計局は０３年２月に「中小企業の基準暫定規定印刷公布に関する通達」を発し、国家統
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計局は同年５月に「統計上の大中小型企業区分方法（暫定）」を公布した。
１６）中国企業連合会、中国企業家協会［２００５］pp. ８３～９１．
１７）９８年、国家経済貿易委員会に「中小企業司」が設置され、各省、計画単列都市に「中小

企業処」を設置することになった。
１８）大連市中小企業局中小企業処処長／李人民氏の談話。
１９）大連市の金型産業の状況と支援政策については、西澤正樹［２００６］を参照されたい。
２０）２００２年に第１１回改定となった日本の標準産業分類によれば、機械工業は２５．金属製品製

造業、２６．一般機械器具製造業、２７．電気機械器具製造業、２８．情報通信器具製造業、２９．

電子部品・デバイス製造業、３０．輸送用機械器具製造業、３１．精密機械器具製造業の７

業種に分類することができる。
２１）第一回調査は、中国国際貿易促進委員会大連市分会の協力により０５年１月１６～２３日、２３

社を訪問した。第二回調査は、元大連市長魏富海氏および大連経済技術開発区招商中心

日本部の協力により０５年３月１３～２０日、２０社を訪問した。第三回調査は、大連旅順経済

開発区経済発展合作局および大連恒立工業総経理 鋭氏の協力により０６年８月２０～２４日、

９社を訪問した。このうち、金型および関連企業については、西澤正樹［２００６］に報告

した。今後、大連市機械工業の中小メーカーについて報告する予定。
２２）大連新重鋳業有限公司総経理、毛建鎮氏の談話。
２３）大連長興鋳造工業有限公司副総経理、張齊富氏の談話。
２４）社隊企業とは、５８年に開始された大躍進政策の実施単位として組織された人民公社（現

在の郷級あるいは県級行政体）の「公社」および「生産隊」が開設した農業支援部門。製

造部門に事業範囲は「五小工業（化学肥料、セメント、電力、鉄鋼、農業機械の製造・

修理）」に限定された。人民公社は改革開放政策のもとで次第に解体され、８２年の憲法改

正による農村の「政社分離」のもとで活動を停止した。社隊企業は８４年の農牧漁業部の

「社隊企業の新局面を切り開くことについての報告」を提出し、国務院通知により「郷

鎮企業」と称されることになった。
２５）８２年に「政社分離（政治と社隊企業の経営の分離）」を決定し、８３年には人民公社制度の

廃止を決め、新たに郷鎮人民政府を設置した。そして、８４年に社隊企業の名称を郷鎮企

業に改め、郷鎮企業の発展のための優遇政策を打ち出した。社隊企業から郷鎮企業への

転換、成長の政策背景については、戒殿新［２００３］、pp. １２８～１３１．
２６）王吉法［２００３］、pp. １０９～１１１．
２７）大連市の金型メーカーの経営実態については、西澤［２００５］を参照されたい。
２８）国有企業から基盤技術を分離・集約する「専業化調整計画」は、鍛造、鋳造、金型、メッ

キでは取り組みが実体化しているが、熱処理はまだ、業界が分散している状態であると

いう。大連大鍛鍛造有限公司副総経理／紀長全氏の談話。
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２９）「小而全・大而全」とは、国有企業は小さくても大きくても火葬場以外のすべての社会機

能をになう「単位社会」を形成していることを意味し、これを転じて製品メーカーは必

要な加工機能をフルセットで備えていることを意味する。
３０）RoHS 指令（Restriction of the use of certain Hazardous Substances in Electrical and Ele-

ctronic Equipment）電気・電子機器の有害物質使用制限。０３年３月に制定・公布された

欧州連合（EU）指令。０６年７月からＥＵに輸出する電化製品に鉛、水銀、カドミウム、

六価クロム、PBB－ポリ臭化ビフェニル、ポリ臭化ジフェニルエーテルを含むことが禁

止された。
３１）品川精密電鍍（大連）有限公司董事長・総経理の品川辰夫氏の談話。
３２）「承包経営責任制」は８７年の政府工作報告に提出され、企業の行政からの完全分離、企業

の特徴に応じた経営管理方式の保障などを促した。その内容は個人やグループの請負人

＜承包人＞が、企業資産の所有者である行政部門の発注者＜発包人＞との間で３～５年

程度の工場経営を請け負う契約を結び、請負人は発注者に対し一定の利潤上納を約束し、

約束した上納金額を超える利潤は企業側に留保できるとするものである。この制度のポ

イントは、企業経営管理権を全面的に請負人に委託し、行政の企業経営への関与から離

脱させることにある。
３３）ここでいう「産権」は、経営権と株主権利を意味する。「産権」改革に関しては、９３年の

「社会主義市場経済体制を建立することについてのいくつかの問題に関する決定」にお

いて「産権明晰」「権責明確」「政企分離」「科学的管理」の“１６字方針”に位置づけられ

た。これらの方針にそった企業制度が「公司制」であるとされ、「有限責任公司」「股 

有限公司（株式会社）」あるいは国家単一投資による「独資公司」への転換を促した。「産

権」「公司制」については、西川［２００３］、pp. ２９～３７．
３４）国有小型企業においては「改組」「合併」「経営請負」「賃借経営」「株式合作制」「売却」

「破産」等の方法が試行され、９７年までに試行企業１００社のほかに９，２００社以上の中小国

有企業が株式会社化したとされる。西川［２００３］、pp. ３２～３４．王［２００３］、pp. ９７～１０９．
３５）「大連開発区日資企業名録」（『大連開発区投資案内』、大連開発区招商中心、２００６年）よ

り。
３６）大連市の金型産業育成政策については、西澤［２００６］、pp. ８３～１４１pp. を参照されたい。
３７）凱万克精密部件（大連）有限公司副総経理、塙正雄氏の談話。氏は三洋電機仏山事業所

を退職後、当社の立ち上げから携わっている。中国滞在１０年を超える。
３８）個人企業＜個体戸＞は雇用者７人以下の企業。８人以上を雇用する企業は私営企業とさ

れる。
３９）「ワンストップ・サービス」とは、大連経済技術開発区管理委員会が提供する企業設立に

関する手続きの簡素化サービス。企業設立に関係する許認可官庁の窓口を１ヵ所に集め

－１１５－



各種申請手続き、証明書の発行などが円滑に進むようにしている。
４０）「二免三半減」とは、要件をみたす外資企業に対する企業所得税の減免措置。利益がでて

から二年間は企業所得税の免税、その後の三年間は企業所得税を半額に減税する。こう

した外資優遇政策は廃止し国内企業と同じ待遇とする方向に向かっている。
４１）佳能大連弁公設備有限公司は８８年に設立認可を受けた日本のキャノン㈱と佳能（中国）

有限公司による日系独資企業である。レーザープリンター、トナーカートリッジの生産

およびリサイクルなどを行っている。投資額は約３１２億円。斯大精密大連有限公司は、８９

年に設立認可を受けた日本のスター精密㈱の独資企業である。各種プリンター、自動旋

盤、電子部品を産出する。登録資本は４，５００万ドル。
４２）斯大精密大連有限公司は、静岡市のスター精密㈱の独資企業。０６年の従業員数約５，５００名。

自動旋盤等の工作機械、各種業務用プリンター、マイクロフォン、電子ブザー、スピー

カー等の電子コンポーネントを生産している。０２年に斯大精密（大連）で用いる金型製

造を全て日本より移管し、プラスチック部品の成形加工を内製化するなど現地化を深め

ている。スター精密は腕時計、カメラの自動旋盤加工で５０年に創業、シチズン時計との

取引で成長した。自動旋盤の製造・販売によりメーカーに転じ、８１年に名証二部上場、

９０年には東証一部に上場する。現在、大連、香港、上海、タイに製造子会社を配置し、

米国、EU、中国、タイに１０社の販売子会社を展開している。
４３）国有企業改革は７８年に四川省の６企業で試行され、経営自主権の拡大を指示する「放権譲

利（企業に自主的権利と相応の利益を与える）」にはじまるとされる。国有中小企業の改

革は９３年に示された「大をつかみ、小は放す」政策と９７年の工作報告で改組、合併、賃

借、請負、株式合作制、売却、破産などの形態が明示されたことにより大きく進展した。
４４）大連空港から約２５�に位置する旅順口区三潤堡鎮に「大連三潤堡工業科技園区」の開発

がはじまっている。同園区は０２年旅順口区の批准を得た区レベルの開発区である。計画

面積は約１１平方キロ、渤海湾に面する大正港の背後地に「船舶配套産業園」「内陸工業科

技園区」「中小企業園区」の３つの開発ゾーンを配置する。内陸工業科技園区には、帝国

電機（キャンドモーターポンプ）、フクスケ（ディーゼルエンジン部品）、ジャスト金属

（鋳造）、ダイマル（シャフト機械加工）の４社の日系独資企業が進出している。
４５）「逆展示会」とは、販売者や受注者が製品や部品を展示し買い手や発注者を求める一般の

展示会や「交易会」とは逆に、メーカーなどの発注者が自社で必要とする外注部品など

を展示し受注者を求める展示会である。大連では、日本貿易振興機構（ジェトロ）大連

事務所が東北地域の企業を対象に開催した「逆展示会」が好評であった。
４６）大連北村閥門有限公司は、８９年に設立認可を受けた日本の KVK㈱の独資企業である。資

本金１，０００万ドル。各種給排水用バルブ、水栓部品を産出する。大連経済技術開発区に８７

年に進出したマブチモーター、８８年進出の原田工業、JMS、８９年進出のスター精密、岩
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谷産業、林ロストワッククス工業、セイコーインスツルメンツなどの先行進出企業のう

ちの１社である。三菱総合研究所編［２００６］。
４７）東陶机器（大連）有限公司は、９４年に設立認可を受けた日本の TOTO の中国統括会社、

東陶机器（中国）有限公司と三井物産の投資で大連経済技術開発区に立地する独資企業

である。登録資本１８．６億円。水栓金具、部品の製造、組立を行う。三菱総合研究所編

［２００６］。
４８）中国の戸籍制度＜戸口制度＞の原則では、農村戸籍の農民は大連市などの都市部での就

労、居住は認められていない。戸籍制度の原則が厳格に施行されていた時期には、農民

は戸籍を登録している村から地域の中心小都市＜県城鎮＞へ出かけるのも公安当局への

届出と許可が必要であったとされる。農村の都市化が進められるなかで農業から地方小

都市＜小城鎮＞での就労と居住が認められ、さらに沿海都市部での労働力不足に応じて

一定期間の都市就労と居住を認める「暫住戸籍」を発給し、農村と都市間の労働力移動

の制限を緩和した。「暫住戸籍」制度により、華南地域では大量の出稼ぎ労働者＜農民

工＞を受入れ、独特の委託加工＜来料加工＞システムを構築し「世界の工場」といわれ

るまでに発展した。大連市では国有企業改革の過程で溢れた工場労働者＜職工＞の雇用

機会を確保するため、大連市外からの出稼ぎ労働者の流入を制限していた。しかし、工

業の発展と都市サービス業の成長にともない市外からの労働力移入制限を緩和して「暫

住戸籍」の給付、大連経済技術開発区など新たに都市化を進める地域での就労と定住を認

める「開発区戸籍」の発給をはじめている。
４９）社内での技術・技能研修や教育機関と連携した金型技術実習の事例については、西澤

［２００５］pp. １０２～１０４．pp. １３４～１３５．を参照されたい。
５０）労働和社会保障部は技能を主とする職業（「中華人民共和国職業分類大典」の第４、５、

６種の就業者）の資格検定と証書交付受験を管理し、人事部は専業技術者（「中華人民共

和国職業分類大典」の第２種就業者）の職業資格評価と証書の交付受験を管理する。
５１）金型加工サービスセンターについては、大連開発区管理委員会招商一局インタビューに

よる。
５２）北京市の先端産業政策とインキュベータに関しては、西澤［２００５］を参照されたい。
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東マレーシアの工業化と雇用
－地域開発の視点から－（１）

　新　井　敬　夫

Industrialization and Employment in East 
Malaysia focusing on Regional Development

 Takao Arai

はじめに

　アジア各国は急速な工業化と経済成長を達成してきた。しかし、アジア諸

国・地域の国土の中で、面としての産業集積（「集中」から生じる効果の及

ぶ地域）から取り残された地域（地方）は依然として多い。工業は本質的に

「土地を必要としない」産業活動であるから、集積クラスター（agglomera-

ted clusters）形成のような大規模工業化が広大な国土に波及することはあり

得ない、と考えられる。世界銀行は政策研究レポートの中で、集積クラス

ターの有無によって両極端の世界（divided world）が形成される可能性があ

る、と論じている（２）。クラスター型工業化（３）以外の産業活動による地域発

展の方途を見いだす必要に迫られているのは、日本も他のアジア諸国も同様

である。それによって国内地域格差を社会的に容認できる程度に維持する必

要があろう。

　マレーシアにとって、東マレーシア（サバ州、サラワク州、および連邦直

轄領ラブアン）の開発は、半島部東海岸の開発とあわせて「地域間格差是正」

政策の大きな柱である。これまでマレーシアは国家全体としての経済成長・
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経済開発を進めてきた。国家全体が途上国であった時代にはそれほど大きな

課題にはならなかった地域間格差であるが（まったく問題にならなかったと

いうわけではない）、８０年以降の工業化進展が半島部西側を中心に波及して

いったことから、半島部東側、および東マレーシアの後発性が浮き彫りに

なってきた面もある。日本もマレーシアの今後の開発課題（日本から見れば

経済協力の主眼）の１つとして、地域間格差是正、国土の均衡ある発展を挙

げている。地域間格差の是正という目標に対する政策の１つとして工業開発

があるが、上記のように、これは簡単ではない。

　新井（２００３）、新井（２００５）で各論的に述べたように、サラワク州の石油

・天然ガス産業においては、精製や加工を海外に依存しながらも地域内での

付加価値工程も出現しつつある。また、鉱物性天然資源以外の、森林資源（木

材資源、および生物資源）や農産物の加工工程も形成されつつある。中核と

なる少数の企業群と広範な裾野産業によって新たに形成される大規模工業化

とは異なった、広い意味での資源（農林水産資源および鉱物資源）と関わる

産業の発展が見られると言えよう（４）。

　本稿では、このような資源ベースの工業化とそれに伴う「非工業部門の変

化」が特に雇用機会の創出や所得上昇にいかに結合しているか、を検討して

みたい。工業部門の雇用機会の創出は地域開発政策の重要な手段の一つだか

らである。まず、マレーシアにおけるサバ・サラワク両州の経済的位置、お

よびその背景にある半島部マレーシアとの歴史的・地理的差異を確認しつつ、

その後進性と開発課題を明らかにする。次に、東マレーシアの開発課題の一

つとしての産業開発の展開、および現代産業開発の諸相を概観し、その上で、

１９９０年代の「雇用と所得創出の観点からの工業化の成果」を論じることにす

る。
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Ⅰ　周辺的地位にある東マレーシア

（１）独立以前の東マレーシア

　東マレーシア（East Malaysia）とは、マレー半島部とともにマレーシア

連邦（Malaysia または Federation of Malaysia）を形成する、ボルネオ

（Borneo）島北東部のサバ（Sabah）州と北西部のサラワク（Sarawak）州、

および連邦直轄領ラブアン（Labuan）を合わせた地域の呼称である。マレー

半島部は半島部マレーシア（Peninsula Malaysia）または西マレーシア（West 

Malaysia）と称される。半島部とボルネオ島は地理的に相当隔離した地域で

ある。また、民族構成も異なる。このことが同一国家でありながら社会経済

の特徴を共通に把握することを困難にしている（図１）。

　また、ボルネオ二州は半島部と開発の歴史も異なるため、政治にも独自性

を有する。第二次大戦前までは、サバ州は北ボルネオ（北ボルネオ会社、北

ボルネオ特許会社）、サラワク州はサラワク王国であり、半島部の英領マラヤ

と直接的な政治関係を持っていなかった。北ボルネオおよびラブアンは英国

植民地経営の支配下にあった。北ボルネオはその後、第二次世界大戦期に日

本の支配下におかれたが、１９４６年に再び英国植民地となる。サラワクは１９世

紀中期、形式上はブルネイ王（サルタン）の領有地であり、ここに英国人

ジェームス＝ブルックが領主（事実上は王＝Raja）として君臨した。ボルネ

オの北東部と西部が英国の支配下におかれたのに対し、南東部はオランダの

支配下におかれていた（今日のインドネシア領カリマンタン）。ボルネオ島

北部は、局地的な交易拠点を有していたものの、英国の世界貿易の要衝とは

なっていなかった（５）。

　一方、半島部マレーシア西側は、英国海峡植民地（６）としてインド洋と南シ

ナ海・インドネシア方面を結ぶ世界貿易の要衝であり、マレー半島からのゴ

ムや錫の積出港でもあった。当然、港湾等のインフラも整備された。今日の

シンガポールやペナンの発展の基盤はここにある。
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　１９５７年に独立したマラヤ連邦には、このサバ・サラワク地域および海峡植

民地から自治領となっていたシンガポールは含まれていなかった。１９６３年に

両地域とシンガポールがマラヤ連邦に加わりマレーシア連邦が発足している

（その後シンガポールは１９６５年に分離独立）。

　このような初期条件の差異が半島部と東マレーシアの格差形成に大きな影

響を及ぼしている。

　

（２）マレーシアの地域開発と産業開発

　植民地時代に半島部マレーシアは、英国にとってゴムと錫の大供給地で

あった。それに対して食料（食糧）・農業開発は遅れていたといえる。比較

的早い時期に農地開発の進んだイラワジ、チャオプラヤ、メコン・デルタ等

と比べると対照的である。

　平野の少ないジャングル地帯を国土にもつマレーシアにとって、未開発の

土地をいかに生産可能な土地に転換していくか、が経済発展の鍵であっ

た。独立後のマレーシアにとって大きな開発課題は、長年にわたり土地開

発であった。この役割を担ったのは連邦土地開発公社（Federal Land 

Development Authority＝FELDA）であった。今日の半島部マレーシアでは、

生産可能地の外延的拡大はほぼ限界に達していること、環境問題への関心が

たかまっていることから大規模な熱帯雨林の開発は行われていない。しかし、

熱帯林から換わったパーム・オイルのプランテーションを国土の広範囲に見

ることができる。ゴムや熱帯果実のプランテーションも同様である。また、

総合農業開発計画によって希少な平野部を中心に稲作地帯の開発も試行され

ている。穀物自給もマレーシアの大きな課題である。ケダ州ムダ地域の大規

模な稲作農業の開発計画がこの例であるが、ここには、穀物生産増大と後発

地域の開発という２つの側面を見ることができる。

　工業部門は植民地時代および国家建設初期には限定的なものであった。工

業としては一次産品の低次加工業が見られるのみであった。しかし、資源輸
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出および一次産品ベースの工業への依存の限界は明らかであった。１９７０年代

から、自由貿易区（Free Trade Zone）などの建設によって外国企業を誘致

し、非資源ベースの工業製品輸出を振興する政策がとられた（いわゆる輸出

指向型工業化政策）。現在、ペナン島のバヤンルパス自由貿易区には、電機

・電子産業が集中し、一大工業地帯になっている。工業化は、ペナン島から

対岸のペナン州全域へ、また隣接するケダ州へと波及しつつある（新井、

１９９６）。さらに、内陸の首都クアラルンプールとマラッカやクラン港を結ぶ

いわゆるクランバレーには広範囲に工業地域が形成されるようになってい

る。さらに、シンガポールに隣接する南部ジョホールでも工業化の展開が

見られる。工業化過程で中心的役割を担ったのはマレーシア工業開発庁

（Malaysian Industrial Development Authority＝MIDA）であった。半島部

マレーシアにおいては、マレーシア政府や研究者がしばしば用いる「成長拠

点（Growth Center）」の工業化は成功したと考えられているし、そこからの

拡散も一定の成果を挙げつつあると考えてよい。より広域的観点から、ペナ

ンを中心としてタイ南部とスマトラ北部を含む地域、およびシンガポール・

ジョホール州（マレーシア）・リアウ州（インドネシア）を含む地域は、国

境を越えた産業集積地域として認知されている（７）。本稿の主題との関連で

言えば、ペナン島の工業化は「労働使用的特性」を有していたので、途上国

特有の余剰労働力解消に有効であった、ということになる（この地域に余剰

労働力が存在して否かは明確ではない）。

　サバ、サラワク両州は、ブルネイ、フィリピン南部、カリマンタン（イン

ドネシア）を含む広域開発地域（正式には、ブルネイ、インドネシア、マレー

シア、フィリピンを含む東 ASEAN 成長地域、BIMP＝EAGA）に位置づけ

られているが、上記二地域に比べ、発展度は低い。

　現在、マレーシアには工業化を支える中位技術が根付きつつあるが、先進

諸国の技術水準には及ばない。また、技術開発能力もほとんどない。この課

題の克服にはなお時間を要すると考えられている。さらに輸出産業を下支え
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する「裾野産業（サポーティングインダストリー）」の脆弱性もしばしば指

摘される。裾野産業育成は工業開発の問題ではあるが、地域開発問題との関

連でも議論されてよいと思われる。

　とは言え、全体としてみれば、半島部マレーシアの工業化および経済発展

は発展途上国の中では大きな成功とみなされている。ただ、マレーシアに進

出した外国企業は、すでに投資環境のよい旧海峡植民地周辺に立地をほぼ

「済ませてしまった」、よって集積と規模の経済効果を得ようとする内外の

企業にとってボルネオ島は魅力的ではない、と考えることもできる。しかし、

必ずしも大規模集積を必要としない産業にとってはその限りではない。また、

地理的な見地からも、ボルネオ島北部は決して劣悪だとは言えない。例えば、

シンガポール、タイ東部臨海工業地域へのアクセス距離は短い。現在、東マ

レーシアに進出している製造業の企業があることも指摘しておこう。

（３）東マレーシアの所得水準と開発状況

　１９９５年時点での貧困発生は半島部マレーシア農村が１４．１パーセント、同都

市部が４．１パーセント、サバ州農村部３３．０パーセント、サバ州都市部８．５パー

セント、サラワク州農村部２０．１パーセント、サラワク州都市部２．１パーセント

である（Mohd. Yaakub, 1992, pp. ２４５－２４６）。東マレーシア農村部の貧困は相

当に深刻である。ただ、サラワク州都市部での貧困発生率は小さい。その理

由は、（１）都市人口そのものが小さい、（２）都市の貧困は、農村地域の貧困

が前提にあって、そこからの流入者が生活改善をできない状態、あるいは一

層生活を悪化させる状態である。しかし、ハリス＝トダロ型の都市貧困発生

メカニズムを認めれば、農民が「都市は発展している」との認識をもってい

る、こともその前提にある。サラワクの都市貧困がそれほど深刻でないこと

は、「都市自体が発展していない」（と農村部の住民が考えていること）こと

の証左でもある。

　一人あたりＧＤＰ（１９９５年）は、マレーシア全国の数値５８１５リンギット

－１２５－



（１９７８年価格実質）に対し、サラワク州が４６５６リンギット（同）、サバ州が３５５６

リンギット（同）である。マレーシア全州および連邦直轄領の中で、前者は

中間グループの下位、後者は下位グループである。ただ、アジア経済危機ま

では、１９９０年代を通して経済成長実績は良好であったことも指摘しておこう

（表１および表２）。

－１２６－

表１　東マレーシアの経済成長（１９７８年価格）
単位：100万リンギット

199819971996199519941993199219911978年

102671119410654958484267582729470353028サラワク州　ＧＤＰ

－8.285.0711.1513.7511.133.953.68経済成長率　％

（1980年）

837191968842821279407707744168093631サバ州　ＧＤＰ

－8.974.007.683.423.033.579.29経済成長率　％

出所：DOS, Malaysia, Sarawak, Yearbook of Statistics, 各年版より。

　　　DOS, Malaysia, Sabah, Yearbook of Statistics, 各年版より。

注：数値は1978年価格実質値、すなわち1978年を基準年としたＧＤＰデフレーターで名目値を除したもの。

　　また、ＧＤＰは、購入者価格で測ったもの（民間と政府の生産額合計＋輸入関税－帰属銀行サービス）。

表２　東マレーシアの部門成長率
単位：100万リンギット

19981997199619951994199319921991年

23432470226718461492127411001071工業部門生産額サラワク州

－5.148.9422.8023.7517.1015.822.71工業部門成長率　％

616679621561553510508513農業部門生産額

－9.309.2610.651.468.490.39－0.97農業部門成長率　％

3.813.643.653.292.702.502.172.09農工間比率（工業／農業）

114313591322115211321048769664工業部門生産額サバ州

－15.882.8614.731.778.0036.3015.78工業部門成長率　％

27052949264723762164207119541762農業部門生産額

－8.2711.4111.389.794.516.0010.89農業部門成長率　％

0.420.460.500.480.520.510.390.38農工間比率（工業／農業）

出所：DOS, Malaysia, Sarawak,Yearbook of Statistics, 各年版より。

　　　DOS, Malaysia, Sabah, Yearbook of Statistics, 各年版より。

注：農業部門は農業・畜産業の合計（林業と水産業は含まれない）とした。1978年基準実質値。



Ⅱ　産業の雇用と所得創出に対する貢献

（１）　農林水産業

　東マレーシアの工業化戦略がいかなるものであるにせよ、半島部マレーシ

アに主要産業が集中している現状を踏まえると、現在の比較優位部門とも言

える農林水産業での雇用吸収と所得創出の可能性と課題についても若干触れ

ておく必要があろう。

　表３および表４に示したとおり、域内総生産に占める農林水産業生産の比

率は、サバ州で２４．７６パーセント（農業が２１．１６、水産業が３．６０）、サラワク

州で１２．５６パーセントである。これに対して、全就業者に占める農林水産業

の比率は、サバ州で３３．０６パーセント（農業が２８．５０、水産業が４．５６）、サラ

ワク州で３４．４０パーセントである。産業全体から見て、農林水産業は多くの

雇用機会を提供している、または雇用の受け皿となっている。この部門では

労働市場への参入がきわめて容易である、と考えられる。しかし、総生産に

占める割合はそれほど高くない。この乖離を数値で示したものが雇用－生産

ギャップ（表３の右から２列目）である。サバ州の農林水産業は、全就業者

の３３．０６パーセントで、総生産の２４．７６パーセントだから、その乖離は、約８．３

である。サラワク州の数値は約２１．８でさらに大きい。このよう場合、総じて

賃金は低くなる。

　さらに指摘すべきは、自給用穀物生産が極度に少ないことである。表５に

示したとおり、全農地のうちサバ州で８６パーセント、サラワク州で７４パーセ

ントの土地が、ゴム、パームオイル、ココア、ココナッツの４種の作物に利

用されている。ゴム、パームオイル部門では公的部門が、ココアの場合は民

間部門が生産を主導し、両州の貴重な輸出商品となっているが、農業家計の

生計に対する貢献度ははっきりとはしない。また、このようなエステート部

門は、周辺部に存続する伝統社会と乖離していることも指摘されている。伝

統社会にとって、換金作物は現金収入にはなるが、自給利用はできない。伝

－１２７－
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統社会と近代農業の円滑な並存の道は未だ見えない。ただ、このような商品

作物をベースとした工業化が域内で発展し始めていることも指摘しておこう。

サバ州の工業化戦略の中には、アグロインダストリー振興も含まれている。

上記の作物に加え、現在では「茶」も栽培されている。ボルネオ二州は、伝

統社会と近代化、森林保全と農地化の相克の中で、農林水産業とアグロイン

ダストリーをいかに発展させるか、今後を注視したい。

（２）鉱業部門

　鉱業部門は、サバ州においても、サラワク州においても、雇用－生産

ギャップが農業とは逆の方向に著しく大きい部門である。サバ州の場合、全

就業者に占める鉱業部門就業は０．３３パーセントで、域内総生産に占める鉱業

生産額は１８．０３パーセントとなっている。雇用－生産ギャップは－１７．７とな

る。サラワク州では、就業者が０．３０パーセントで、生産額は２７．４３パーセント、

ギャップは２７．１となった。このように見ると、東マレーシア二州において鉱

業部門は生産に対する貢献は大きいが、雇用に関してはほとんど貢献がない

ことがわかる。

　１９９０年代の１０年間、サバ州の鉱業部門は就業者、付加価値額（生産額）と

もそれほど変化していない。粗生産額は拡大しているが投入コストも拡大し

－１３０－

表５　東マレーシアにおける作物別土地利用

サバサラワク

全耕作地に対する比率　％面積（ha）全耕作地に対する比率　％面積（ha）作物

1389,97639207,965ゴム

37265,268947,997パームオイル

28205,2601580,591ココア

859,0561159,252ココナッツ

86619,56074395,805以上合計

出所：Mohd.Yaakub Hj. Johari(ed.), 1992, Regional Development in Malaysia: Issues and Challenges,

Konrad Adenauer Foundation and Institute of Development Studies(Sabah).;



ているからである。同州にはマレーシア唯一の銅鉱山（マムート鉱山）があ

る。この鉱山は、日本の開発によるものあり、銅鉱はすべて日本に輸出され

ていたが、すでに枯渇の状況にある（新たな資源開発を行っている）。一方、

サラワク州では大規模な石油、天然ガス生産が行われている。東マレーシア

での石油、天然ガスは、主としてマレーシア国営石油会社（Petroliam 

Nasional Berhad＝PETRONAS）と シ ェ ル（Sabah Shell お よ び Sarawak 

Shell）によって開発されている。鉱業部門の雇用創出に対する貢献は大きく

ないと述べたが、石油開発のローヤリティーが州政府に還元されることも付

け加えておく。この部門は雇用を通しての直接的な家計所得を創出するので

はなく、全体としての州民所得に貢献している、と考えられる。

　以上のように、東マレーシアにおいて、農林水産業は生産額に比べ就業機

会の提供が多い、鉱業は生産額に比べ就業機会の提供が著しく少ない、こと

がわかった。

（３）製造業部門

　サバ州では、製造業生産額は域内総生産の１０．６４パーセントである。また、

製造業就業者数は、全就業者の１２．１１パーセントだから、雇用－生産ギャッ

プは約１．５と小さい。サラワク州では、それぞれ２１．９９パーセントと１２．６０

パーセントで雇用－生産ギャップは－９．４である。また、製造業の労働生産

性（労働者一人当たり生産額）は、サバ州が１５０００リンギ、サラワク州が２３０００

リンギだから、サラワク州の方が製造業全体の労働生産性は格段に（１．５３倍）

高い。逆に、サバ州の製造業の方が雇用機会を多く提供していると考えられ

る（後述）。現状では、東マレーシアの製造業雇用は就業者全体の１２パーセン

ト程度（サバ州が約１２－１３万人、サラワク州が約１０万人）であるが、就業者

の差以上に、工業生産額には大きな差がある。

　製造業の中で、最も雇用を吸収しているのは、サバ州、サラワク州とも木

工・木材製品産業である。しかも、１９９０年代を通じてこの部門の雇用は増加

－１３１－



傾向にあった（表６の＊＊＊）。さらに家具製造（同＊）もあわせると、さ

らに多くの雇用を吸収していた。両州で木材関連産業に続き雇用の受け皿と

なっているのは食品加工業（同＊＊）である。ここまでは、両州に共通する

特徴である。サバ州とサラワク州で大きく異なるのは、サラワク州において

金属加工、機械・電機、運輸機器関連産業が比較的多く雇用を吸収している

ことである。特に、機械・電機類（同＊＊）は食品加工業と比べても雇用に

－１３２－

表６　東マレーシアの製造業分野別雇用

構成比　％サラワク州（1997年）構成比　％サバ州（1997年）

100.073,884100.083,244合計

　＊＊8.96,610　＊＊11.49,514食品加工業

0.75530.3249飲料製造業

1.71,2542.01,677衣料・繊維業

　＊＊＊52.338,610　＊＊＊64.353,510木工・木材製品

　＊3.02,196　＊3.22,629家具製造

0.96892.52,122製紙・紙製品

　＊3.02,2492.21,797印刷・出版物

1.91,3960.7561産業用化学

1.07660.6465化学製品・石油精製

0.21360.2139石油・石炭由来製品

0.42640.9784ゴム製品

1.39590.9745プラスチック製品

0.74890.5386陶磁製品

　＊＊6.44,758　＊3.02,477非金属鉱物製品

1.28520.7554鉄鋼製品

　＊＊5.23,822　＊3.02,475金属加工製品

　＊＊7.25,3181.61,329機械・電機類

　＊3.22,3931.81,498運輸機器

0.85700.4333その他

出所：DOS, Malaysia, Sarawak,1999,Yearbook of Statistics, pp.75－78 より。

　　　DOS, Malaysia, Sabah,2004,Yearbook of Statistics, pp.70－73 より。

注：構成比３％以上＊、５％以上＊＊、極度に大きい産業＊＊＊



対する貢献は遜色がない。９０年代から進めてきたハイテク産業計画が成果を

現わしてきた、と見ることができる。

　全体として、サバ州では依然として一次産品ベースの「加工型」産業が卓

越しているが、サラワク州では「製造型」産業の萌芽が見られる。しかも、

雇用機会の提供も少なくはない。

（４）工業と農業の雇用吸収力

　アジア経済危機までの期間、信頼できるデータを使って、農業と工業の生

産額、生産額の成長率、雇用数、雇用の成長率、雇用吸収の工業生産弾力性、

および農業生産弾力性（生産が１パーセント増えたときの、その部門の雇用

変化を計算したもの）を計算した結果が、表７および表８である。まず、サ

ラワク州の工業部門生産の成長率は著しく高く、１０パーセントをはるかに超

える年もある。これに伴って工業部門雇用も拡大している。これに対し、農

業部門（農・林・水産・畜産業）生産は、９３年まで微減、９４年から微減だが、

雇用は減少傾向にある。雇用面に関していえば、１９９７年までは、緩やかなが

ら農業から工業への転換が進んでいたと見ることができる。しかし、１９９８年

には工業雇用が減少し、農業雇用は再度増加に転じた。工業も農業も生産額

の成長率（減少率）に対する雇用の反応は全体として見れば、ごくわずかで

ある（表７および表８の太字イタリック体が弾力性）。以下で述べるサバ州

と比較すると明確にわかる（工業の９２年と農業の９５年を除く）。

　サバ州の工業化はサラワク州に比べ、生産額で見るとはるかに遅れている

（１９９８年現在、約半分）。また、上述の通り、食品加工や木材関連の、一般

にそれほど技術を必要としない産業が卓越する。しかし、生産額の成長は見

られる。また、工業部門雇用成長（減少）率は生産額成長（減少）率以上の

数値を示す（両部門のすべての観察年で弾力性が１より大きい）。つまり、生

産額成長に対して、それ以上の雇用成長率を示す。このような「労働吸収型

の工業化」は、労働豊富な後発地域の工業化としては好ましいこと、とされ
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る（なおかつ、同じ財を生産する他地域よりも生産性が高ければ当地の産業

が成立する）。全体として、農業雇用の生産に対する弾力性もサラワク州よ

り大きい。表５に示したように、サバ州では主としてエステートによる商品

作物作付け面積が全体の８６パーセントで、サラワク州の７４パーセントよりも

大きい。農業全体としてサバ州では近代的雇用関係が相対的に支配的である

と考えてもよい。この場合、雇用調整は生産に敏感に反応するからであ

る（８）。

結語

　以上のように、東マレーシア二州は工業化による経済発展が著しいマレー

シアの中で、特異な地位にある。

　サバ州では、エステート型農業によって比較的労働効率（労働生産性）の

よい生産活動が営まれている。また、工業は雇用を吸収するタイプの「一次

産品加工型」が卓越している（製造業全体の労働生産性はサラワク州に劣る）。

一方、サラワク州の農業は労働の効率が悪い（農業部門の場合、雇用吸収力

がある、というよりも、余剰労働を抱えている、と言った方が正確かも知れ

ない）。工業部門では、相対的に生産性の高い「機械製造型」製造業が出現

している。これにより、工業部門の雇用数は両州同じくらいであるが、生産

額はサラワク州の方が大きくなる。必然的に、工業全体の労働生産性も高い

（雇用吸収の観点からは物足りない）。２１世紀に入ってからの今日までの東

マレーシアの経済発展の諸相については、改めて分析を行うことにしたい。

　

　地球全体として環境保護がますます重要になっている。ボルネオ島の熱帯

雨林も保護する必要がある。森林に依存した木材関連産業は、有効な森林再

生手段を持たない限り、経済発展にそれほど貢献できなくなる。また、森林

をゴムやカカオ、パームオイルのような商品作物ために、必要以上に犠牲に

－１３６－



すべきではない。

　一方、非資源ベースの主要製造業は半島部マレーシアのペナンやクアラル

ンプール周辺に立地を「済ませて」しまった、と見られる。国際企業の次な

る立地はベトナムや中国、または一層賃金の低い国になってきている。この

ような状況の中で、マレーシア、そしてアジア中進国は以前にも増して有効

な「地域開発」戦略を練る必要性に迫られている。

注
（１）本稿は、亜細亜大学アジア研究所プロジェクト「東南アジア諸国の地域開発（Ⅲ）、

代表者：野澤勝美教授」の研究成果の一部である。同教授をはじめとする関係各位に

謝意を表したい。また、匿名査読者から有益なご指摘をいただいた。本稿に誤謬があ

れば、筆者にすべての責任があることは言うまでもない。

（２）World Bank（２００２）によると、世界には産業集積を有する国とそうでない国がある。

その理由はいくつかあるが、後者は何らかの対策をたてないと、ますます前者と格差

が広がり、最終的には両極端の２つの国家群（corner solution）ができてしまう。

（３）詳しくは、朽木（２００７）を参照のこと。朽木の分析はアジア諸国において、現実的妥

当性を持つと思われる。

（４）大規模な産業クラスターを有する地域に、食糧や消費財を供給する生産活動も必要だ

からである。日本の場合、北海道がこれに近い性格を持つ地域であろう。

（５）しかし、インドシナをフランスが植民地化すると、イギリスは南シナ海の対岸にあた

るボルネオを重視し始めたとの指摘もある（Tarling, １９９３）。

（６）一般に、英国により植民地化されたのは、ペナン１７８６年、マラッカ１７９５年、１８２５年、

シンガポール１８１９年、と理解される（Tarling, １９９３）。

（７）マレーシア北部、タイ南部、スマトラ北部を含む地域は「北方の三角地帯」、シンガ

ポール・ジョホール州（マレーシア）・リアウ州（インドネシア）を含む地域は、「ジョ

ホール＝シンガポール＝リアウ成長地域」と呼ばれ、１９９０年代にアジア開発銀行から、

国境を挟んだ成長地域（可能性）地域とされた（Myo Thant, Min Tang and 

Kakazu,H.(ed.), １９９４）。

（８）雇用の拡大と労働生産性向上は、定義上両立しない。そこで地域開発において「望ま

しい」雇用機会創出のあり方は、「労働生産性において競合他地域に劣らない水準を達

成し、産業を成立させた上で、雇用を増やすこと」である。
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Consumer Protection Policy in Malaysia
－ A Study of “National Consumer Policy 2002”

with its translation

KIHARA Hiroyuki

目次

１．はじめに

２．「２００２年国家消費者保護政策」の内容

３．「消費者立法」をめぐる現状と課題

４．「救済メカニズム」をめぐる現状と課題

５．結語

【資料】「２００２年国家消費者政策」（Dasar Pengguna Negara）の全訳

１．はじめに

　１９９０年代以降、マレーシアでは消費者保護法制の充実化が図られている。

まず、省庁改編により、１９９０年に「国内取引・消費者問題省」（Ministry of 

Domestic Trade and Consumer Affairs）が設置され、１９９９年には、同省管轄

の下、「消費者保護法」（Consumer Protection Act １９９９）が制定された。そ

して、２００２年には、同じく同省管轄の下、「国家消費者政策」（National 

Consumer Policy ２００２；Dasar Pengguna Negara ２００２）が公表された。同政
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策は、消費者保護に関わる諸立法、社会政策、また、消費者教育などにつき

一定の指針と提言を与えることを目的としており、マレーシア消費者保護法

制の現状と課題、今後の展望を把握する上で重要な資料といえよう。

　以下では、まず、マレーシア国家消費者政策の内容を検討する（２）。次に、

同政策は、１９９９年消費者保護法の不備を補い、将来における同法の改正や新

たな消費者立法を起草する上での「諸原則および指針」を提供することを強

調する（同政策の序文参照）。そこで、同政策の「消費者保護に関する法律

の制定」と「救済メカニズムの整備」に関する提言に着目しつつ、１９９９年消

費者保護法を含む現行の消費者保護法制の現状と課題を明らかにする（３、

４）。最後に、以上の検討を通じて、マレーシアにおける消費者問題を理解す

る上での幾つかの特徴を挙げる（５）。

　なお、「国家消費者政策」はマレー語でのみ公表されているため、資料と

して、その翻訳を本稿の末尾に掲載する１。また、以下では、マレー語の略語

にならって、同政策を DPN という。

２．「２００２年国家消費者保護政策」の内容

（１）同政策の位置づけ

　２００２年国家消費者保護政策は、マレーシア政府の経済・社会政策の一環で

あり、また、同政策の起草には消費者団体も関与している。そこで、本稿の

筆者にとって「マレーシア政治」は専門外だが、幾つかの邦語文献に依拠し

つつ２、マレーシアが１９５７年に独立してから今日に至るまでの社会・経済政策

－１４０－

１　　「国家消費者政策」（Dasar Pengguna Negara）のマレー語の原本は、２００６

年９月１４日に FOMCA（Federation of Malaysian Consumers Associations；

マレーシア消費者協会連盟）を訪問した際、同スタッフの Cheah Chee Ho 

氏（Policy and Research Manager）より提供して頂いた。この場を借りて

感謝を申し上げたい。また、マレー語から日本語への翻訳に際しては、妻 

Phaik Chean のネイティブ・チェックを受けた。
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の展開、また、政府と消費者団体との関係を概観しておく。

（ａ）社会・経済政策の展開

　マレーシアは、マレー系、中国系、インド系、および、少数民族で構成さ

れる多民族国家であり、それぞれの民族が異なる言語と宗教をもつ。マレー

系はマレー語とイスラム教を、中国系は中国語と仏教（または道教）を、イ

ンド系はタミル語とヒンズー教を、少数民族もそれぞれに固有の言語と宗教

を、それぞれ使用し、信仰する。しかし、少数派の中国系が経済の実権を握

り、多数派のマレー系がそれに従属するという構図が存在し、マレー系と中

国系との間に、一定の緊張関係または軋轢があるともいわれる３。この問題

を解消するためにマレーシア政府は、１９７１年に「新経済政策」（New 

Economic Policy：NEP）（１９７１－１９９０）を公表した。これは、マレー人優遇政

策、中国系・インド系からみれば差別政策であり、いわゆる「ブミプトラ政

策」と呼ばれるものである。ブミプトラ（Bumiputra）とはマレー語で「土

地の子」、すなわち、マレー系および少数民族を指す。そして、同政策は、

マレー人の社会的、経済的地位の向上を目的として、将来的な資本所有比率

を「マレー系３０％、中国系４０％、外国資本３０％」とするガイドラインを設定

－１４１－

２　　本稿では、特に、金子芳樹「マレーシア－国家・NGO 関係における二

つの二重構造」重富真一編著『アジアの国家と NGO－１５ヵ国の比較研究』

（明石書店、２００１）２２６－２４９頁に負うところが大きい。
３　　１９６９年５月の総選挙において、マレー系と中国系のデモ隊が衝突し、多

数の死傷者を出す事件が生じた（５．１３事件）。１９５７年の独立からそれま

での間、種族融和政策を進めていた初代首相ラーマンは事件の責任をとっ

て辞任し、さらに、事態を重くみた政府は、１９７１年までの２年間、政府は

非常事態宣言を発して憲法と国会を停止するに至った。そして、この２年

間はマレーシア国家体制の原理的組み換えの検討期間となり、そこからブ

ミプトラ体制が確立されるに至る。岩崎育夫『アジア政治を見る眼－開発

独裁から市民社会へ』（中公新書、２００１）１０４頁以下。
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し、大企業雇用におけるマレー人最低枠を設定し、また、マレー人企業家育

成策などの優遇措置を制定した４。

　しかし、１９９０年代に入ると、国家の高度成長維持を目指す現実主義的な政

策が出されるようになる。１９９１年の「国家開発政策」（National Development 

Policy：NDP）（１９９１－２０００）は、それまでのブミプトラ政策を維持しつつ、

その軌道修正を図ったものと位置づけられる。具体的には、①マレー人優遇

による「公平」から国家全体の「成長・効率」の重視、②政府主導から民間

活力主導へ、③クォーター制に象徴される「量的」確保からマレー人の能力

の「質的」充実へ、という方向で、その内容が修正されているという５。

　さらに、同年には「２０２０年までに先進国入りを果たす」ことを掲げた「ヴィ

ジョン２０２０」（Vision ２０２０）（１９９１－２０００）が公表された。これは、NEP や NDP 

といった１０ヵ年計画の上位に位置するガイドラインとして構想されたもので

ある６。２００１年には、この「ヴィジョン２０２０」の実現に向けた道標として、

－１４２－

４　　岩崎・前掲注（３）１０５頁。
５　　金子・前掲注（２）２３０頁。
６　　中村正志「ビジョン２０２０の骨子と背景－新経済政策との共通性と差異」
鳥居高編『マハティール政権の２２年－文献レビューと基礎資料』調査研究
報告書（２００５）３２頁。この「ヴィジョン２０２０」は、元々は、当時のマハ
ティール首相が１９９１年２月２８日、マレーシア・ビジネス協議会の発足式で
行った演説「マレーシア：その前途」の内容である（同・４９～６５頁にその
全訳が掲載されている）。この演説内容が以後３０年の国家運営を規定する
基本方針となったため、２２年に及んだマハティール政権において最も重要
な首相演説だとされている。同・３１頁。それによれば、２０２０年までに実現
すべき「先進国としてのマレーシア」の９つの構成要素として、①運命を
共有しているという感覚を持つ、統一されたマレーシア国民（一つの「マ
レーシア民族」、国に対して政治的忠誠と献身的姿勢をもつ国民）、②心理
的に自由で自信に満ち、発達したマレーシア社会、③成熟した民主的社会
（合意を重視し共同体志向のマレーシア型民主主義）、④道徳的で倫理的
な社会（強い宗教的、精神的価値意識、高い倫理的基準を満たす市民）、
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２００１年から２０１０年までを対象とした「国家ヴィジョン政策」（National Vision 

Policy：NVP）（２００１－２０１０）が出されている。また、後述するように、２００２

年国家消費者政策は「ヴィジョン２０２０と一致させる」ことを目標としており、

同政策は、マレーシアの長期的な社会・経済政策の一部を構成するものとし

て評価することができる７。

（ｂ）政府と消費者団体との関係

　マレーシアでは、消費者団体に限らず各種 NGO と政府との間には、「対立

と協調の二重構造」があるといわれる８。このように指摘する金子教授は、政

－１４３－

⑤成熟した自由で寛容な社会（生活習慣、文化、宗教的信念の自由な実践

と表明）、⑥科学的で進歩的な社会、⑦思いやりのある社会と気遣いの文

化（社会が個人に優先、強靭な家族制度を中心とした福祉）、⑧経済的に

公正な社会（公正で平等な富の分配）、および、⑨繁栄した社会（競争力、

強靭な経済力）が挙げられている。同・３３～３４頁（一部抜粋）。ヴィジョ

ン２０２０については、さらに、同「ポスト１９９０年問題をめぐる政治過程－ビ

ジョン２０２０誕生の背景－」鳥居高編『マハティール政権下のマレーシア－

「イスラム先進国」をめざした２２年』（アジア経済研究所、２００６）６９頁以

下。

　　なお、上記①～⑨の要素をみるだけでも、わが国とマレーシアにおける

「民主主義」や「市民社会」の考え方には大きな隔たりがあると感じられ

る。マレーシアの政治体制と市民社会との関係については、中村正志「複

合社会における半民主体制と市民社会」岩崎育夫編『アジアと市民社会－

国家と社会の政治力学』（アジア経済研究所、１９９８）１０９頁以下。
７　　２００２年国家消費者政策を、マレーシアの長期的な社会・経済政策との関

連で論じるものとして、Josie Fernandez, National Consumer Policy: 

Challenges and Opportunities, NATIONAL CONSUMER CONVENTION: 

“THE SMART CONSUMER: Value for Money, Value for People, and 

Value for Environment” (Aug, 2005) がある。
８　　金子・前掲注（２）２２６、２４０頁。
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府と NGO 団体との関係を以下のように説明する。

　まず、同国における NGO 活動は、前述した新経済政策（NEP）が公表さ

れた時期（１９７０～８０年代）から活発化する。その理由としては、①マレー系

社会への偏った国家支援により、非マレー系社会において NGO の要請が強

まったこと、②権威主義的な色彩を強めた政治体制に対して、NGO が国民

の草の根的な要求や異議申し立ての受け皿となることが期待されたこと、ま

た、③都市中間層・海外留学経験者の増加に伴い、欧米の市民運動の思想や

運動がマレーシア国内に浸透していったこと、などが挙げられる９。そして、

これを裏づけるように、NGO の多くは非マレー系の比率が高い都市部に集

中しており、また、その担い手（構成員）も、都市中間層出身、高学歴、留

学経験者、中国系・インド系の比率が圧倒的に高い１０。

　政府は、NGO に対しては、強権的な法的規制や監視をすると同時に１１、選

－１４４－

９　　金子・前掲注（２）２２８－２２９頁。
１０　　金子・前掲注（２）２３０－２３２頁。
１１　　金子・前掲注（２）２３３－２３５頁によれば、同国における NGO 活動への主

な法的規制は以下の通りである。NGO の多く（約７割）は、１９６６年社団法

（Societies Act １９６６、１９８３年改正）の規定に従って、内務省内の社団登録

局に登録が義務づけられ、その登録をすることで法人格を付与される。同

法による法人格付与は許可主義に基づいており、団体が「マレーシアの平

和、繁栄、安全保障、公共秩序、公序良俗などにとって有害、またはそれ

らと相容れない目的に用いられる」と判断された場合には、その申請が拒

絶される（§７）。また、いったん登録された団体が「有害または相容れ

ない」目的で用いられていると判断された場合にも、これを非合法団体と

宣言し、その登録を抹消することができる（§§５、１７）。このように、

同法は、政府に NGO 活動を規制するかなり強力な権限を与えている。そ

の他、言論・出版活動一般の取締りに適用される「煽動法」（Sedition Act 

１９４８）、公序良俗、治安維持、対外関係などにとって有害であると判断され

た出版物の印刷や配布を禁止する「出版法」（Printing Presses and 

Publication Act １９４８）、また、反政府活動一般に対して発動される「国内
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択的に特定の NGO を活用し、後押しをするという二面的な政策を展開して

おり、１９９０年代以降の規制緩和や民間活力重視が強調されるようになると、

その傾向は一層強まったという１２。そして、それに対応する形で、NGO 側に

も、政府への対立姿勢と協調姿勢という二つの側面が混在しているという。

　いずれの側面が強いかは各 NGO によって異なる。「ペナン消費者協会」

（Consumer’s Association of Penang；CAP）と「マレーシア消費者協会連

盟」（Federation of Malaysian Consumers Associations； FOMCA）は、同国

において指導的な立場にある二つの消費者団体であるが、政府との関係では

対照的な姿勢をとるといえよう。

　１９６９年に設立された CAP は１３、マレーシアのみならず東南アジアの消費

者団体の中でも草分け的存在である。そして、マレーシアの消費者運動の中

心的存在であり、その長年の実績と影響力から、世界的に注目されている団

体でもある１４。政府とは対立姿勢をとることが多く、CAP は、政府や企業か

－１４５－

治安維持法」（Internal Security Act １９６０：ISA）といった諸法によっても 

NGO 活動は規制を受ける。さらに、政府がもつ情報の秘密保持やスパイ

活動の防止を目的とされた「国家機密法」（Official Secret Act １９７２）は、

NGO 団体や市民からの情報公開要求を妨げる壁となっている。
１２　　金子・前掲注（２）２４０頁。
１３　　CAP の組織は、①研究部門、②共同体・農村部門、③教育部門、④苦情

部門、⑤法律部門、⑥出版部門、⑦メディア部門に分かれ、その活動は多

方面に及ぶ。
１４　　CAP の活動は、わが国でも広く紹介されている。板垣明美「マレーシア

の環境保全活動（Ⅰ）（Ⅱ）－ペナン消費者協会等の事例」地域開発１９８３年

１０月号５５頁、１１月号６５頁、コーコクペン「住民運動と市民活動グループ－

マレーシア・ペナン消費者協会の経験」公害研究１９８４年１０月号１５頁、生田

真人「マレーシアにおける消費者運動の発展とその要因」季刊経済研究第

９巻第２号５３頁（１９８６）、安田信之「東南アジアの消費者運動と消費者法

－マレーシアを中心として」『現代社会と法の役割』（日本評論社、１９８５）

２０５頁、２２２頁以下。
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らの財政援助や寄付を拒み、政府の消費者政策に対して批判的な声明を出し

たり、反対運動を積極的に展開している。

　これに対して、１９７３年に設立された FOMCA は、マレーシア各州の消費者

団体のまとめ役を担っており（CAP は加盟していない）、政府との関係も良

好である。政府からは一定の財政援助を受け１５、また、省庁レベルの複数の

常設諮問委員会のメンバーとして、政策の立案や実施に携ることもある１６。

「２００２年国家消費者政策」についても、これは、「国内取引・消費者問題省」

が立案したものだが、その起草には FOMCA が関与している１７。

（２）同政策の概要

　２００２年消費者保護政策は、「序文」にはじまり、「１．方針声明」、「２．国

家消費者政策の理論的根拠」、「３．目的」、「４．国家消費者政策の目標」、

「５．戦略」、および、「６．政策のヴィジョン」という６つの項目から構成

されている。以下では、各項目ごとの要点を整理した後に、わが国の消費者

政策との若干の比較を行う。なお、括弧内の番号【DPN：○○】は、本稿末

尾に資料として掲載した同政策の「翻訳」の番号と対応している。併せて参

－１４６－

１５　　FOMCA は、１９８０年代後半には政府からの直接的援助を受けていた時期

があるが、その後、独立性を保つためにプロジェクト・ベース以外の援助

は受けていない。金子・前掲注（２）２４７頁、注６。
１６　　金子・前掲注（２）２４４頁によれば、諮問委員には拒否権がないため、た

とえ特定の NGO が委員に選ばれたとしても、政策決定への実質的な影響

力には限界がある。また、「協調的な NGO を意図的に懐柔・支援したうえ

で政策決定過程に取り込み、民主的意思決定をアピールするために利用す

るという政府の戦術もかいま見れる。」という。
１７　　FOMCA は、２００２年国家消費者政策の起草の中で、特に、標準の設定、

消費者教育、立法に関わる項目で貢献したという。Josie M. Fernandez, 

CONTESTED SPACE? － FOMCA’s Engagement with the Government 

(2004), at 78.
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照されたい。

（ａ）序文

　序文では、３つのことに言及がされている。第一に、本稿の冒頭でも述べ

たように、DPN は「消費者保護に関連する法律を起草する上での諸原則お

よび指針を提供するもの」として必要とされる。第二に、DPN は、「グロー

バル化の悪影響から消費者を保護する機能」を果たし、そのような悪影響は、

包括的な消費者政策を通じて、「賢明で、理解力があり、積極的で、責任の

ある消費社会の創設によって軽減することができる」とする。第三に、DPN 

は、「消費者と商人とが国家の発展のために相互に協力しあうことのできる

社会を創設することに貢献することを期待されている」。

（ｂ）方針声明　

　「消費者」、「供給業者／製造業者」、および、「政府」の三当事者の取り組

みに焦点を置き、消費者には自己防衛、供給業者／製造業者には自主規制、

政府には消費者保護のレベルを向上させるための関与というように、各自が

それぞれの役割を果たすべきことを強調する【DPN：１．２】。

（ｃ）理論的根拠

　DPN が「消費者保護に関連する諸立法を起草する上での諸々の原則と指針

を提供」し、また、「国家の経済的または社会的政策を作成する上で利用さ

れるべき」こと、さらに、「政府機関、消費者団体、NGO および民間企業に

よる、あらゆる消費者関連の活動に対する基礎」になることを挙げる【DPN

：２．１】。

（ｄ）目的

　同政策の目的として、「最善の消費者保護」の確保【DPN：３．１】、「公正か

－１４７－



つ責任のある取引慣行」の奨励と促進【DPN：３．２】、継続的な消費者「教育」

の確保【DPN：３．３】、「グローバル化時代における持続可能な消費」慣行に

向けた取り組み【DPN：３．４】、および、「消費者、供給業者／製造業者およ

び政府の関係」の調和が挙げられている【DPN：３．５】。その具体的な内容は、

後述する（ｆ）の中で、これらの目的を達成するための政策戦略という形で

展開されている。

（ｅ）目標

　まず、「消費者の福利と平穏を向上させること」が挙げられているが【DPN

：４．１】、併せて、消費者と事業者との交渉力、情報量の格差などを是正する

ことも求められている。次に、「社会経済面での平穏を向上させること」が挙

げられているが【DPN：４．２】、それは、消費者にとって重要な要素〔基本的

な需要、選択、情報、補償、安全性、主張、教育、健康が保障される環境で

の生活〕を基礎とした責任ある取引慣行によって実現される、という。さら

に、【DPN：４．１】と【DPN：４．２】の諸目標を実現する上で、有限の資源を

管理するために「持続可能な消費慣行を向上させること」が挙げられている

【DPN：４．３】。これらの諸目標もまた、以下で述べる（ｆ）の政策戦略の

中に組み込まれている。

（ｆ）戦略

　同政策の骨子といえる部分である。

（ｆ１）最善の消費者保護

　まず、「最善の消費者保護」を実現するために【DPN：５．１】、「社会的側面」

【DPN：５．１．１】および「立法」【DPN：５．１．２】に関する提言が行われてい

る。

　前者については、まず、①「生活の質を向上させること」が課題であり、

具体的には、公共施設、住宅、保健施設、栄養のある食糧、教育施設、また、
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情報技術設備といったあらゆる社会階層に享受、保障されるべき諸要素を挙

げている。その他には、②消費者問題に対応するための特別な組織や市場情

報センターの構築、③政府による消費者運動への支持と支援の増加、その反

対に、④政府の仲介する消費者プログラムにおける消費者団体の参加の促進、

といった提言がなされている。

　後者の「立法」については、①消費者保護に関する法律の制定、②物品お

よびサービスの品質と安全性を確保するための標準の設定、および、③容易

で、安価で、迅速な救済メカニズムの整備が挙げられている。

（ｆ２）公正かつ責任のある取引慣行

　次に、「公正かつ責任のある取引慣行」の奨励と促進についての提言があり

【DPN：５．２】、供給業者・製造業者に対しては、自主規制のための倫理規程

を設けることを求め【DPN：５．２．２】、消費者に対しては、「自らの態度を変え、

積極的な役割を果たし、苦情を呈する勇気をもち、豊富な情報を有し、自ら

の財政状況を管理する賢明さを持たなければならず、そして、自らの権利と

責任を認識し、公正かつ責任のある取引慣行を構築すること。」を求めている

【DPN：５．２．３】。さらに、これらの事業者と消費者に対する共通の提言とし

て、環境問題に配慮することが求めている【DPN：５．２．４】。すなわち、事業

者らには環境の保護に配慮した製品およびサービスの提供を、消費者には、

環境に配慮した製品を使用すること、および、「発生抑制・再利用・再生利

用」という慣行を向上させることを挙げている。

（ｆ３）消費者教育

　「教育」に関しては【DPN：５．３】、①消費者の権利および責任に関する意

識を向上させること【DPN：５．３．１】、②十分な施設と効果的な消費者教育の

実行システムを提供させること【DPN：５．３．２】、および、③消費者教育にお

けるマスメディアおよび電子メディアの役割を向上、拡大させることを挙げ

ている【DPN：５．３．３】。このうち②では、高等教育機関における消費者教育

の拡大と向上を挙げ、当該機関において一つの科目として構成するか、既存
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の学習科目に組み込むべきことを提言しており、また、消費者教育は、消費

者団体に限らず、政府組織や他の NGO によっても、さらには、商工会議所を

はじめ、各種事業者団体によっても実施されなければならないとする。

（ｆ４）グローバル化時代における持続可能な消費

　「持続可能な消費」は【DPN：５．４】、「グローバル化および貿易の自由化

という時代において消費者の福利を確保する」上で必要とされるものであり

【DPN：３．４】、具体的な提言としては、国際的な消費者団体とのネットワー

クの拡大と向上【DPN：５．４．１】、省庁間の関係および交流の拡大と向上

【DPN：５．４．２】、政府のあらゆる政策の中で「消費者の福利と持続可能な消

費」が考慮に入れられるべきこと【DPN：５．４．３】、電子商取引産業に対して、

消費者を保護するための救済メカニズムを提供することが挙げられている

【DPN：５．４．４】。

（ｆ５）消費者、事業者、政府との関係

　最後に、「消費者、供給業者／製造業者、および政府の間での対話と情報交

換を奨励する」ことが挙げられている【DPN：５．５】。

（ｇ）政策のヴィジョン

　同政策は、「DPN の目標は、…、ヴィジョン２０２０と一致させるものであり、

それらを全て伴って、宗教的な慣行、文化および国家の主権への尊重を高め

ることに貢献することにある」【DPN：６】という一文で結ばれている。

（３）わが国の消費者政策との若干の比較

　DPN の志向するところは、わが国の消費者政策と多くの点で類似点を見

出すことができる。わが国では、消費者保護立法や消費者行政に指針を与え

ることを目的とした「消費者保護基本法」（１９６８年５月施行）が改称、改正

され、新たに「消費者基本法」（２００４年６月施行）が制定されている。同法は、

消費者の位置づけを「保護される者」から「自立した主体」へと転換し１８、
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「消費者の権利の尊重及びその自立の支援」をその目的に掲げる（§１）。そ

して、この目的に適合させるべく、消費者には８つの権利があることが明示

されるとともに（§２）１９、２つの努力義務が課されている（§７）２０。事業者

には５つの責務と２つの努力義務が課されている（§５）２１。また、行政（国、

－１５１－

１８　　国民生活審議会消費者政策部会報告書『２１世紀型の消費者政策の在り方

について』（２００３年５月）５８～６１頁では、「第５章　消費者保護基本法の見

直し」と題して、①消費者の位置づけを「保護される者」から「自立した

主体」へ転換すること、②消費者の権利を明確にすること、および、③国、

地方公共団体、事業者の責務・役割や消費者政策の方向性を位置づけるこ

と、が挙げられている。同報告書は、内閣府国民生活局消費者企画課、消

費者調整課が管理、運営するサイト「消費者の窓」より入手した（http:// 

www.consumer.go.jp/seisaku/shingikai/bukai21/hokokusyo.pdf）。
１９　　消費者基本法第２条１項には、消費者の権利として、①消費生活におけ

る基本的な需要が満たされる権利、②健全な生活環境が確保される権利、

③安全が確保される権利、④選択の機会が確保される権利、⑤必要な情報

が提供される権利、⑥教育の機会が提供される権利、⑦意見が政策に反映

される権利、および、⑧適切かつ迅速に救済される権利が盛り込まれてい

るが、これは国際消費者機構（Consumer International）が１９８２年に提唱

した８つの消費者の権利をそのまま反映させたものだという。「新しい

『消費者政策の憲法』－消費者基本法」時の法令１７２１号１２頁、坂東俊矢

「消費者基本法と２１世紀型消費者政策の展開」法学教室３０７号１６１頁（２００６）。
２０　　消費者基本法第７条は、「消費者は、自ら進んで、その消費生活に関して、

必要な知識を修得し、及び必要な情報を収集する等自主的かつ合理的に行

動するよう努めなければならない。」（１項）、また、「消費者は、消費生活

に関し、環境の保全及び知的財産等の適正な保護に配慮するよう務めなけ

ればならない。」（２項）と規定する。
２１　　消費者基本法第５条では、事業者の責務として、①消費者の安全及び消

費者との取引における公正を確保すること、②消費者に対し必要な情報を

明確かつ平易に提供すること、③消費者との取引に際して、消費者の知識、

経験及び財産の状況の配慮すること、④消費者との間に生じた苦情を適切
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地方自治団体）は消費者政策を推進させる責務を負い（§§３、４）、同法

は１３項目に及ぶ基本的施策を挙げているが（§§１１～２３）２２、その中では、「高

度情報通信社会の進展への対応」、「国際的な連携の確保」、「環境の保全への

配慮」に関する規定が置かれるなど（§§２③～⑤、２０～２２）２３、消費者問題

－１５２－

に処理すること、および、⑤国または地方公共団体が実施する消費者政策
に協力すること、が挙げられている（１項１号～５号）。また、努力義務
としては、①苦情を適切かつ迅速に処理するために必要な体制の整備（第
５条１項４号）、②供給する商品及び役務に関して、環境保全への配慮、品
質等の向上、自らが遵守すべき規準を作成すること等により、消費者の信
頼を確保することが挙げられている（同条２項）。

２２　　消費者基本法は、基本的施策として、「安全の確保」（§１１）、「消費者契
約の適正化等」（§１２）、「計量の適正化」（§１３）、「規格の適正化」（§１４）、
「広告その他の表示の適正化等」（§１５）、「公正自由な競争の促進等」（§
１６）、「啓蒙活動及び教育の促進」（§１７）、「意見の反映及び透明性の確保」
（§１８）、および、「苦情処理及び紛争解決の促進」（§１９）、「高度情報通
信社会の進展への対応」（§２０）、「国際的な連携の確保」（§２１）、「環境の
保全への配慮」（§２２）、および、「試験検査等の施設の設備」（§２３）に関
する規定をおく。

２３　　消費者基本法第２条によれば、消費者政策の推進は、「高度情報通信社
会の進展に的確に対応することに配慮し」（同条３項）、「消費生活における
国際化の進展にかんがみ、国際的な連携を確保しつつ」（同条４項）、また、
「環境の保全に配慮して」（同条５項）行われなければならない。
　同法第２０条（高度情報通信社会の進展への的確な対応）：「国は、消費者の
年齢その他の特性に配慮しつつ、消費者と事業者との間の適正な取引の確
保、消費者に対する啓発活動及び教育の推進、苦情処理及び紛争解決の促
進等に当たって高度情報通信社会の進展に的確に対応するために必要な施
策を講ずるものとする。」。
　　同法第２１条（国際的な連携の確保）：「国は、消費生活における国際化の
進展に的確に対応するため、国民の消費生活における安全及び消費者と事
業者との間の適正な取引の確保、苦情処理及び紛争解決の促進等に当たっ
て国際的な連携を確保する等必要な施策を講ずるものとする。」。
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のグローバル化という視点も考慮されている。

　マレーシアの DPN においても、消費者に対しては自己防衛を強化し

【DPN：１．２】、さらに、「自らの権利と責任を認識し、公正かつ責任のある取

引慣行を構築すること」【DPN：５．２．３】を求めており、消費者を「自立した

主体」と位置づけている点で、わが国の消費者政策と共通するものがある。

　また、DPN でも、消費者問題のグローバル化に考慮して、わが国の消費者

基本法が掲げる①高度情報通信社会の進展への対応、②国際的な連携の確保、

③環境の保全への整備、に関する事項に関して十分な配慮がされており、場

合によっては、わが国の政策よりも踏み込んだ提言がなされている。①につ

いては、消費者教育に関するマスメディアおよび電子メディアの役割の向上

と拡大【DPN：５．３．３】、また、消費者保護のための電子取引および外国取引

における救済メカニズムの創設【DPN：５．４．４】といった提言に現われてい

る。②については、国際的な消費者団体とのネットワークの拡大、向上が謳

われている【DPN：５．４．１】。③は同政策の中で特に強調されている部分であ

る。そのことは、同政策の目的の一つに、「グローバル化時代における持続可

能な消費」を掲げ【DPN：３．４】、その目的達成のための政策戦略を展開して

いることに裏づけられる【DPN：５．４】。また、「持続可能な消費慣行を向上さ

せること」【DPN：４．３】の必要性を説き、事業者および消費者に対して、環

境に配慮した製品等の提供と使用を促し、また、リサイクル等の慣行を向上

させることを提言していることも重要である【DPN：５．２．４】。もっとも、

DPN が、消費者問題のグローバル化を「外からの脅威」と位置づけ、その脅

威に対してマレーシア固有の宗教的、文化的価値観を固持する姿勢をとって

－１５３－

　同法第２２条（環境の保全への配慮）：「国は、商品又は役務の品質等に関す

る広告その他の表示の適正化等、消費者に対する啓発活動及び教育の推進

等に当たって環境の保全に配慮するために必要な施策を講ずるものとす

る。」。　
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いることには注意が必要である【DPN：序文、５．４．１】２４。

３．「消費者立法」をめぐる現状と課題

　DPN は、「立法」に関する提言の中で「消費者保護に関する法律の制定」

において、①諸規制の執行力の強化、②不法かつ無責任な取引を防止するた

めに、適宜、既存の法律を改正すること、③グローバル化、貿易の自由化、

持続可能な消費を考慮に入れた新たな法律の起草、および、④消費者の福利

・平穏の確保を強調する【DPN：５．１．２（ａ）】。以下では、これらの諸点を踏

まえて、同国における消費者立法の現状と課題を明らかにする。

（１）１９９９年消費者保護法

　マレーシアでは、１９９９年に、行政的規制と民事的救済を合わせた「消費者

保護法」（Consumer Protection Act １９９９）が制定されている。同法制定以前

にも、消費者保護に関する個別立法は数多く存在したが２５、その多くは事業

－１５４－

２４　　そのことは、「DPN はグローバル化の悪影響から消費者を保護する機能

を果たす」ものであり【DPN：序文】、また、グローバル社会で共有され

る情報は、マレーシアの「宗教的および文化的な諸原理と、マレーシア社

会の感性と調和させなければならない」と明言していることから窺える

【DPN：５．４．１】。
２５　　「１９９９年消費者保護法」制定前の消費者保護に関わる主な法律としては、

以下のものがある。商品の価格規制、供給規制に関するものとしては、

「１９４６年価格統制法」（Price Control Act １９４６）、「１９６１年（１９９５年改正）

供給規制法」（Control of Supplies Act １９６１（Revised １９９５））、「１９７２年（１９９６

年改正）取引表示法」（Trade Descriptions Act １９７２（Revised １９９６））、

「１９７２年度量法」（Weights and Measures Act １９７２）、「１９７４年石油開発法」

（Petroleum Development Act １９７４）など。

　　製造物の品質・安全性に関しては、「１９４９年電力法」（Electricity Act 

１９４９）、「１９５２年薬事法」（Sale of Drugs Act １９５２）、「１９５２年（１９８９年改正）

────────────



者に対して（刑事罰を伴う）行政的規制を目的としたものであった。そのた

め、民事的救済という側面では契約法や不法行為法に依拠せざるを得ず、こ

れらの領域ではイギリスのコモン・ローおよびエクイティの諸原則２６、さら

－１５５－

劇 薬 法」（Poison Act １９５２（Revised １９８９））、「１９６７年 工 場・機 械 法」

（Factories and Machinery Act １９６７）、「１９６８年 放 射 性 物 質 法」

（Radioactive Substance Act １９６８）、「１９７４年殺虫剤法」（Pesticides Act 

１９７４）、「１９７５年マレーシア規格・工業検査院（設置）法」（Standards and 

Industrial Research Institute of Malaysia（Incorporation）Act １９７５）、「１９８３

年（１９９７年改正）食品法」（Food Act １９８３（Revised １９９７））、「１９８３年電気

保安法」（Electrical Inspectorate Act １９８３）など。

　　不当表示や広告を規制するものとしては、「１９５６年薬品（広告販売）法」

（Medicines（Advertisement and Sale）Act １９５６）、「１９７２年取引表示法」

（Trade Descriptions Act １９７２（amended １９８０））など。

　　また、個々の取引類型ごとの規制につき、例えば、金融取引につき、

「１９６３年（１９７２年改正）保険法」（Insurance Act １９６３（Revised １９７２））、

「１９８９年銀行・金融機関法」（Banking and Financial Institutions Act １９８９）、

消費者信用取引につき、「１９５１年（１９８９年改正）貸金業法」（Moneylenders 

Act １９５１（Revised １９８９））、「１９６７年（１９７８年改正）割賦販売法」（Hire 

Purchase Act １９６７（Revised １９７８））、「１９７２年質屋法」（Pawnbrokers Act 

１９７２）、その他、「１９６６年（２００２年改正）住宅開発法」（Housing Development 

Act １９６６（Revised ２００２））、「１９９３年訪問販売法」（Direct Sales Act １９９３）

など。
２６　　マレーシアは１００年以上に及ぶイギリス支配を受けたこともあって、イ

ギリス法の影響が強くみられる。「１９５６年（１９７２年改正）民事法」（Civil 

Law Act １９５６（Revised １９７２））の第３条および第５条によれば、原則とし

てマレーシア独立前のイングランドにおけるコモン・ローおよびエクイ

ティの諸原則が、所定の地域では、これらに加えてイギリスの制定法がマ

レーシアに適用される。もっとも、これらのイギリス法は、マレーシアに

制定法が欠如している場合、また、現地の諸事情（慣習法）に適合する場

合にのみ適用が認められる。同法については、拙稿「マレーシアにおける

イギリス法の継受－『１９５６年（１９７２年改正）民事法』の検討を中心に」亜
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にはイギリス法、インド法を基礎とする制定法（「契約法」、「動産売買法」

など）による保護が図られてきた２７。しかし、伝統的に、契約法、不法行為

法は消費者保護を目的とするものではないため、消費者に対する民事的救済

には自ずと限界があった。

　１９９９年消費者保護法は２８、合計１４部、１５０条から構成されており、イギリス、

オーストラリア、また、ニュージーランドにおける各種消費者立法をモデル

とする２９。実体法上の規律としては、「表示および安全性に関する規制」（第２

部～第４部）、「製品・サービスに対する保証」（第５部～第９部）、「製造物

責任」（第１０部）が含まれている。製品の製造者、サービスの供給者に対し

て「黙示の保証責任」（implied warranty）を課している点、また、欠陥製品

に対して厳格責任を採用している点で、従来よりも消費者に対する民事的救

－１５６－

細亜法学第４１巻第１号７７頁（２００６）において詳しく論じた。
２７　　マレーシアでは、イギリスを含めたコモンウェルス諸国の制定法を直接

導入している場合が多い。とりわけ、契約法の領域では、「１９５０年（１９７４

年改正）契約法」（Contract Act １９５０（Revised １９７４））と「１９９０年動産売

買（修正および拡張）法」（Sale of Goods（Amendment and Extension）

Act １９９０）の二つの法律が重要な地位を占めてきたが、これらは、イギリ

スがかつての植民地であったインドに定めた制定法（インド契約法、イン

ド動産売買法）を模範としたものである。詳しくは、拙稿・前掲注（２６）

９２頁以下を参照されたい。
２８　　１９９９年消費者保護法につき、拙稿・前掲注（２６）１０９頁、注４５に挙げた

諸文献を参照されたい。
２９　　拙稿・前掲注（２６）９４頁。「第２部はオーストラリア取引慣行法（Trade 

Practice Act １９７４）、ニュージーランド公正取引法（Fair Trading Act １９８６）

を、第３部は上記の二つの法律に加えてイギリス消費者保護法

（Consumer Protection Act １９８７）をモデルとしており、第５部から第９部

まではニュージーランド消費者保証法（Consumer Guarantees Act １９９３）

に極めて近い内容となっている。また、第１０部は前述のイギリス消費者保

護法をモデルとしている。」。
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済が充実している。その他、同法に基づき「国家消費者諮問評議会（NCAC）」

（第１１部）および「消費者苦情審判所」（第１２部）の設立が認められている。

NCAC は、同法の適正かつ効果的な施行および消費者問題、消費者保護に関

わる諸問題などを諮問することを目的とするが（第７３条）、「２００２年国家消費

者政策」を最終的に完成させたのも NCAC であったことを付言しておく３０。

また、消費者苦情審判所が設立されたことは（第８５条）、同法の中で最も評

価されている部分であるが、これについては後述する。

（２）同法の不備と問題点

　以上のように、１９９９年消費者保護法には一定の成果が認められるが、その

不備も指摘されている。最大の問題点は、同法の適用範囲の狭さにある。す

なわち、同法は原則として、消費者に提供されるあらゆる商品、サービスに

適用されるが、①証券取引法における有価証券、②先物取引法における先物

取引契約、③本法施行前の契約、④土地および土地上の権利、⑤制定法によ

り規制された専門家のサービス（弁護士、医師、歯医者、エンジニア、建築

士、看護師など）、⑥健康管理に関わる専門家または施設により提供された

サービス、および、⑦電子商取引は、適用除外となる（第２条）３１。

－１５７－

３０　　DPN の序文によれば、国内取引・消費者問題省が設立された１９９０年以降、

「国家消費者保護評議会」（National Consumer Protection Council；NCPC）

が国家消費者政策の起草に着手し、１９９９年以降は、それに代わって設立さ

れた「国家消費者諮問評議会」（National Consumer Advisory Council）が

それを完成させた。
３１　　１９９９年消費者保護法第２条〔適用範囲〕：「（１）本法は、次項に掲げる

場合を除き、一人または複数の消費者に申出または供給されるすべての商

品またはサービスについて適用される。（２）本法は、以下のものには適用

されない。（ａ）証券取引法（１９８３年法律２８０号）における有価証券；（ｂ）

先物取引法（１９９３年法律４９９号）における先物取引契約；（ｃ）本法施行前

に締結された契約；（ｄ）土地および土地上の権利、ただし、本法に明示
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　これは、国内取引・消費者問題省の管轄外で、他の省庁による規制が予定

される領域には同法の適用が及ばないというのがその理由だが、⑥の健康問

題や⑦の電子商取引が適用除外とされていることには批判が強い３２。そこで、

まずは、他の関連省庁により早急に一定の規制が図られるべきであり、それ

が叶わないのであれば、消費者保護法改正の際に、これらの事項を同法の適

用範囲に取り込むべきであるとの提言が出されている３３。

　さらに、今後、同法に新たに導入すべき項目としては、①「クラス・アク

ション」、②「不当条項規制」、③遺伝子組み換え食品（GM Foods）やバイ

オテクノロジー製品などの「食品の安全性確保」、また、④「持続可能な消

費」を考慮に入れた諸規定が挙げられている３４。

　その他、包括的な「消費者信用法」（Consumer Credit Act）の制定を求め

る声も強く、消費者団体から同法制定のための提言や覚書も提出されてい

る３５。また、現在のところ、マレーシアには包括的な競争法が存在しない。

－１５８－

の規定がある場合は除く；（ｅ）制定法により規制されている業者による

サービス；（ｆ）健康関連業者または施設により提供された、または、提

供されるべきサービス；（ｇ）電子商取引、ただし、大臣が特別の規制を

す る 場 合 は 除 く。」（Consumer Protection Act １９９９（Act ５９９）§２．

Application.）。条文訳は、滝沢昌彦「マレーシア消費者保護法（１）（２）紹

介と翻訳」一橋法学４巻３号、５巻１号より引用した。
３２　　ソチ・ラチャガン（坂東俊矢訳）「アジア諸国の消費者保護法」京都学

園法学３８号９３頁、１２８頁（２００２）。
３３　　HJ. Mohd Iqbal B. Mohd Shafi, Consumer Protection Act: Its 

implementation, Weaknesses and Recommendations, NATIONAL 

CONSUMER CONVENTION: “THE SMART CONSUMER: Value for 

Money, Value for People, and Value for Environment” (Aug, 2005) at 7-9.
３４　　Id. at 6-7.
３５　　消費者信用取引を規律する既存の法律としては、「１９５１年（１９８９年改正）

貸金業法」、「１９６７年（１９７８年改正）割賦販売法」、「１９７２年質屋法」などが
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国内取引・消費者問題省は１９９３年以降、「取引慣行法」の草案を定期的に作

成しているようだが、これも実現には至っていない。

４．「救済メカニズム」をめぐる現状と課題

　DPN は、「立法」に関する提言の中で「容易で、安価で、迅速な救済メカ

ニズムを整備すること」を挙げており、具体的には「苦情処理メカニズム」

と「紛争解決メカニズム」の二つを整備する必要性があることを指摘するが

【DPN：５.1.2(ｃ）】、現行の救済メカニズムと対比させることで、マレーシア

消費者保護法制の現状と課題の一端を明らかにしたい。

（１）苦情処理メカニズム

（ａ）国立消費者苦情センター

　DPN によれば、救済メカニズムのうちの「苦情処理メカニズム」の方は、

「本質的に自主規制に基づく」ものであり、消費者団体、事業者団体、民間

企業、公共企業が、それぞれに設ける必要があるという【DPN：.1.2(ｃ）】。ま

た、特に、電子商取引産業に従事する事業者に対しては、「ウェブ・サイト

において苦情設備（kemudahan aduan）を形成」すべきことを強調する【DPN

－１５９－

挙げられるが、いずれの法律も事業者間取引と消費者取引とを区別してお

らず、また、免許制度、広告規制、消費者に対する情報提供、利息制限規

制などにつき、それぞれ矛盾した条項を定めている。Josie M. Fernandez, 

supra note 17, at 103-104. 

　FOMCA は包括的な消費者信用法を制定するために、長年にわたって、

この問題に関するセミナーやフォーラムなどを開催し、また、政府に対し

ても強い働きかけをしているという。Id. 

　　CAP もまた、２００４年に包括的な消費者信用法の制定に向けた覚書

を 政 府 に 提 出 し て い る。The Consumers Association of Penang, 

MEMORANDUM: The Need for A Consumer Credit Act（22nd March 

２００４）．

────────────



：５．４．４】。

　ここで注目すべきは、２００４年７月１３日に設立された「国立消費者苦情セン

ター」（National Consumer Complaints Centre；NCCC）である。同センター

は、「国内取引・消費者問題省」によって公式に設立された組織だが、その

運営には、消費者団体である「マレーシア消費者教育および調査協会」（ERA 

Consumer Malaysia）、および、FOMCA 加盟の「スランゴール・連邦管轄

区消費者協会」（SWPCA；Selangor and Wilayah Persekutuan Consumers 

Association）が共同で行う。前述した政府と消費者団体との協調関係を示す

一例ともいえる。

　同センターは、「救済メカニズムにおける消費者の権利を促進させること」、

および、「媒介手段を通じて、公正、迅速かつ効率的に消費者の苦情を取り除

くための自助メカニズムを促進させること」を目的として、「消費者の苦情に

対して解決策を提供するために、政府、産業界および消費者の間で中間団体

として機能すること」をその使命とする。

　具体的な活動内容としては、①苦情を受けつけ、かつ、記録すること、②

苦情相談の場を提供すること、③関連する当事者、すなわち、政府機関、販

売業者または売主に対し苦情を伝える支援を行うこと、④苦情申立者と被申

立者との間で仲介交渉を行うこと、⑤消費者の苦情に関して分析と評価を行

うこと、および、⑥関連する組織に対して現状レポートを頒布することを挙

げている。なお、苦情は同センターに寄せられたものだけではなく、政府の

関連組織、各種事業者団体、また、各種 NGO などに寄せられた苦情を幅広く

照会、集計し、分析する３６。

－１６０－

３６　　NCCC は、苦情について照会する機関として、国内取引・消費者問題省

（Ministry of Domestic Trade and Consumer Affairs）、消費者苦情審判所

（Tribunal for Consumer Claims）、住宅購入者苦情審判所（Tribunal for 

House Buyers Claim）、銀行調停局（Banking Mediation Bureau)、保険調

停 局（Insurance Mediation Bureau）、公 共 苦 情 局（Public Complaints 
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（ｂ）２００５年 NCCC 苦情レポート（NCCC complaints report）

　以下のレポートは、同センターが、２００５年１月から１２月までに寄せられた

苦情を集計した内部資料である３７。同レポートでは、合計１８，５７９件の苦情

データが、①民族別、②苦情を伝えるチャンネル別、③紛争解決／照会チャ

ンネル別、および、④内容別に分類されており、このデータの分析を通じて、

マレーシアの消費者が抱える苦情の実態を把握することが可能となる。

　まず、①の「民族別」の苦情件数をみると、マレー系からの苦情が多いこ

とが判るが（全体の６６．６％）、これにはマレーシアの人口比率を考慮に入れる

必要がある。現在の人口が約２６６４万人（マレーシア国民が約２４８０万人）、民族

比率は、マレー系と少数民族があわせて６６％、中国系２５％、インド系７％、

その他１％であるため３８、消費者苦情の割合もそれにほぼ対応しているとい

－１６１－

Bureau）、政府機関（Government departments）、NGO（Non Governmental 

Organizations）、その他（Others）を挙げている。
３７　　「２００５年 NCCC 苦情レポート」は、本稿の筆者が２００６年９月１４日に 

NCCC を訪問した際に、同センターの Darshan Singh 氏（Manager, 

Complaints & Investigation）より提供して頂いた。同氏には、インタ

ビューへのご協力と情報のご提供に加えて、当該レポートの公表を許諾し

て頂けたことに感謝を申し上げる。

────────────

①民族別（Complaints segregation by races（Jan-Dec 2005））

割合（％）全体の件数民族

６６．６１２３６８マレー系

２２．８　４２３１中国系

１０．７　１９８０インド系

１００１８５７９合計

（出典：NCCC）



えよう。

　次の②は、消費者がいかなるチャンネル（ルート）を通じて苦情を申し立

てたかを示すデータである。電話、電子メール、手紙・ファックスという通

信手段を用いているケースが８５．３％を占め、以下の③に列挙された関係機関

のオフィスを直接訪問するケースは１４．７％にすぎない。直接訪問が少ない理

由の一つには、これらの関係機関のほとんどが都市部に集中していることが

考えられる。③のデータをみると、NCCC に寄せられた苦情件数が最も多い

わけだが（４１．４％）、同センターには支部が一つもなく、その本部も首都ク

アラルンプールを取り巻くスランゴール州の郊外に位置している。消費者苦

情審判所に寄せられた苦情件数も全体の２１．４％を占めるが、同審判所もマ

レーシア全土で１４ヵ所しかない（首都に１ヵ所、各州〔計１３州〕の州都に１ヵ

所ずつ）。

－１６２－

３８　　DEPARTMENT OF STATISTICS MALAYSIA, YEARBOOK OF 

STATISTIC MALAYSIA (Nov. 2006), at 37. 

────────────

②苦情を伝えるチャンネル別（Complaints channels（Jan-Dec 2005））

割合（％）全体の件数チャンネル

１４．７　２７２５オフィス訪問

１７．２　３１９６手紙／ファックス

４３．９　８１５８電話

２４．２　４５００Ｅメール

１００１８５７９合計

（出典：NCCC）



　③は、NCCC が苦情を照会する関係機関先を示したデータであるが、上述

した NCCC と消費者苦情審判所以外では、金融調停局（FMB：Financial 

Mediation Bureau）が６．６％、政府機関７．６％、民間企業・業界団体２３．３％と

なっている。金融調停局とは、金融関連の事業者団体からの出資によって設

立される業界型紛争処理機関である。

　次頁の④は、苦情内容ごとの分類であり、個々の（一件ごとの）苦情内容

までは把握できないが、同国で問題とされている消費者問題、消費者苦情の

一般的な傾向を知る上で参考となる。それによると、苦情内容の多くは、わ

が国を含め、他の先進諸国で問題とされているものと共通している。

　例えば、不当表示や暴利行為などは（１２、３９）、事業者と消費者との間の

交渉力の不均衡、情報量の格差を背景として生じる典型的な消費者問題であ

る。また、苦情が寄せられる領域をみても、「売買・販売形態」（１１、１４、１７）、

「製品の安全性」（７、１５）、「金融」（５、１３）、「消費者信用」（６、１８、２１）、

「住宅」（３０、３１、３４）、「旅行」（１、２）、「医療、健康」（２３、２４、３５、３６、

３７）、「通信」（４、１０、３８）に関わる問題と多方面に及んでいるが、消費者

問題の多様性という点でもわが国や他の先進諸国と類似した状況になってい

－１６３－

③紛争解決／照会チャンネル別（Dispute settlement/referral channels
　（Jan-Dec 200５））

割合（％）全体の件数紛争解決／照会チャンネル

２１．４　３９８６消費者苦情審判所への照会

６．６　１２３０金融調停局への照会

４１．４　７６３６国立消費者苦情センターへの照会

７．６　１４０４政府機関への照会

２３．３　４３２３民間企業／業界団体への照会

１００１８５７９合計

（出典：NCCC）



る。なお、わが国では余り問題とされない苦情内容としては、「３．メイド

代理店」３９、「９．ハラル問題」などが挙げられよう４０。

－１６４－

④内容別（NCCC complaints report（Jan-Dec 2005））

２２．水道サービス（５２８件）１．旅行代理店（２００件）

２３．健康サービス（２９５件）２．フライト代理店（９６件）

２４．病院／クリニック（３１４件）３．メイド代理店（４３４件）

２５．行政機関（２７５件）４．Astro（ケーブルＴＶ）（９１件）

２６．下水道サービス（７２３件）５．銀行・金融サービス（３２２件）

２７．ゴミ収集サービス（３２３件）６．クレジット・カード（２９６件）

２８．害虫管理サービス（１３４件）７．食品汚染（１２２件）

２９．法律事務所（４５９件）８．ビューティ・サロン（２８５件）

３０．セキュリティ会社（１７５件）９．ハラル（Halal）問題（１８７件）

３１．住宅管理会社（１０９７件）１０．携帯電話（５０７件）

３２．電気サービス（３１３件）１１．大型スーパーマーケット（４２９件）

３３．消費財（８７０件）１２．不当表示（４４９件）

３４．住宅（１１６４件）１３．保険（５７１件）

３５．医薬品／健康製品（６００件）１４．ダイレクト・セールズ（６７５件）

３６．フィットネス・クラブ（２９１件）１５．自動車（５３０件）

３７．社会福祉サービス（９７件）１６．地方自治体（１５８件）

３８．電気通信サービス（５８８件）１７．バーゲン・セール（７９６件）

３９．暴利行為（profiteering）（９１１件）１８．質屋（３７４件）

４０．共同使用（time share）（２００件）１９．私立大学（１３０件）

４１．スクラッチ・カード（１０６６件）２０．公共輸送機関（８５２件）

合計　１８５７９件２１．割賦販売（６５２件）

（出典：NCCC）



（２）紛争解決メカニズム

（ａ）裁判外紛争処理

　マレーシアでは、裁判外紛争処理（仲裁、調停）を好む一般的な傾向があ

るといわれる。マレーシア人の訴訟離れの理由としては、「イスラム法が支

配する回教徒、イスラム教の慣習法（adat）が支配するマレー人、中国慣習

が支配する中国人にとっては、仲裁が調停とともに、紛争の調整の鍵である」

という指摘、また、１９９０年改正の国語法（National Language Act）により、「裁

判所における審理は、全部国語たるマレーシア語か、あるいは一部マレーシ

ア語、一部英語で行わなければならないことになったため、マレーシア語に

－１６５－

３９　　消費者苦情審判所が発行するパンフレットの中に「３．メイド代理店」

をめぐる苦情の設例がある。事案は以下の通りである。「ビジネスマンＸ

は、メイド代理店Ｙを通じて、同代理店に４３００リンギットを支払って、イ

ンドネシア人のメイドを雇った。雇用から一週間後、そのメイドが、Ｙが

約束したほど熱心には働かないことをＸは発見した。Ｘはそのメイドに労

働の質を高めるよう、もう一週間の猶予を与えたが、事態はより悪化した。

Ｘは、…、Ｙにそのメイドを戻し、Ｙに別のメイドと取り替えるように求

めたが、Ｙは取り替えることに対して１７００リンギットの追加料金を請求し

た。Ｘは憤慨し、支払った代金の返還を求めたが、９００リンギットしか

戻ってこなかった。Ｘは消費者苦情審判所を通じてＹに３５００リンギットの

返還を請求し、審理が行われた。」。同審判所は、「ＹはＸに３３５０リンギッ

トの支払を命じる」旨の審決を下した。TRIBUNAL FOR CONSUMER 

CLAIMS MALAYSIA (July 2006), Case 5, at 5.
４０　　「ハラル」（Halal）とは、「許可された」という意味のアラビア語であり、イ

スラム法に則って、イスラム教徒が口にすることができる食品を「ハラル

食品」という（該当製品には「ハラルマーク」が表示されている）。イス

ラム国家であるインドネシアでは、２００１年１月、「インドネシア味の素」が、

豚の成分を基にした添加物で「味の素」を製造したために、関係者らが同

国の消費者保護法（表示規定）違反の疑いで逮捕されるという事件が起

こった。

────────────



よる訴訟を嫌って、純粋に法的な紛争についても、通常、英語で審理が行わ

れる仲裁へ付託する傾向が現れている」という指摘がある４１。前述の NCCC 

苦情レポートをみても、金融調停局や保険調停局などの業界型紛争処理機関

を用いて、商事仲裁により紛争解決を図るケースが多い。

－１６６－

４１　　松浦馨「マレーシア仲裁法の特徴と問題点」判タ９６１号８３頁（１９９８）。な

お、本文で挙げられた国語法（National Language Act）の関連条文と改正

の経緯は以下の通りである。

　　まず、連邦憲法第１５２条〔国語〕１項は「国語はマレー語とする」と定

める（Federal Constitution §152. National Language.）。そして、現在の国

語法第８条〔裁判所で用いられる言語〕では、「連邦裁判所（Federal Court）、

控訴院（Court of Appeal）、高等法院（High Court）またはいかなる下位

裁判所（Subordinate Court）においても、あらゆる訴訟手続は（証人によ

る証拠の提供を除いて）国語においてなされるものとする。但し、裁判所

は、裁判所自らの提案に基づき、または、あらゆる訴訟手続においていず

れかの当事者による申立てがあり、かつ、それらの訴訟手続において正義

に適うものと判断された（considering the interests of justice）場合には、

当該訴訟手続を（証人による証拠の提供を除いて）一部国語および一部英

語においてなされるものとすることを命じうる。」と規定する（National 

Language Acts 1963/67（Act 32) §8. Language of Courts.）（下線：木原）。

　　１９６３年国語法制定当初は「裁判所で用いられる言語」に関する規定がな

く（National Language Act, 1963（No.10 of 1963））、１９７１年の同法改正で

上の第８条に該当する規定が新設された（National Language Acts 1963/67

（Revised-1971）（Act 32））。しかし、当時の第８条では、上述の下線部分

がそれぞれ「国語もしくは英語において、または、一部国語および一部英

語でなされるものとする」（本文）、「全部国語か全部英語のいずれかにおい

てなされるものとする」（但書）と定められていた（下線：木原）。その後、

同法の１９９０年改正（Act A765）、１９９４年改正（Act A 901）によって、現在

の第８条に至る。

────────────



（ｂ）消費者苦情審判所・住宅購入者苦情審判所

　DPN は「紛争解決メカニズム」として、「苦情処理および紛争解決を包含

した、救済を目的とする審判所（Tribunal）の他に、手続がより容易で安価

で、かつ、迅速な、もう一つの解決メカニズムを設ける」必要性があること

を指摘する【DPN：５．１．２（ｃ）】。

　最後に挙げられた「もう一つの解決メカニズム」の概要は定かではないが、

マレーシアでは、紛争解決手段として「審判所」を活用することがかなり浸

透している。同国では、１９９９年に消費者保護法の制定に伴って、「消費者苦情

審判所」（Tribunal for Consumer Claims）が設立され、２００２年には、同審判

所をモデルとして、それとほぼ同様の目的と機能をもつ「住宅購入者苦情審

判所」（Tribunal for House Buyers Claim）が設立されている。後者は、「住

宅・地方自治省」（Ministry of Housing and Local Government）管轄の下、

住宅開発業者に対する行政的規制を目的とする「１９６６年（２００２年改正）住宅

開発法」（Housing Development Act 1966（Revised 2002））に基づき、その

設立が認められた。

　いずれの審判所においても、当事者から苦情が提出されると、まず当事者

らに和解を促すが、それが不適切または不成立となる場合には、審理をした

上で審決が下される。和解調書や審決には執行力があり、最終的なものとし

て当事者を拘束するとされており、今日のマレーシアにおいて紛争解決メカ

ニズムとしての重要な機能を果たしている。しかし、問題がないわけではな

い。

　まず、消費者苦情審判所の管轄権が問題となる。同審判所は、原則として、

１つの請求につき総額２万５千リンギット（約７５万円）を超えない範囲でし

か管轄権を有さず（但し、当事者間に書面による合意がある場合にはこの限

りでない）（消費者保護法第９８条、第１００条）４２、しかも、紛争後３年以内に申

－１６７－

４２　　１９９９年消費者保護法第９８条〔審判所の管轄〕：「（１）審判所は、審判が

────────────



請された請求原因による苦情に限られる（同法第９９条２項）。さらに、土地、

不動産ならびに土地上の権利（土地の定着物を除く）、遺言、営業権、債権

的財産、営業秘密ならびに他の知的財産権に関する苦情、または、身体障害

や死亡による苦情についても管轄権を有さない（同法第９９条１項、３項）。

　以上のように、同審判所の管轄権を制限する明文規定が存在するわけだが、

注意すべきは、前述した同法の適用除外とされる事項（同法第２条で定める

有価証券、先物取引、土地、専門家のサービス、健康管理に関わるサービス、

電子商取引）もまた同審判所の管轄外となる点である。同法第９７条は、「消費

者は、本法に基づく消費者としての権利に関する紛争により被った損失に対

して、…、審判所に審判を求めることができる。」と規定するのであり、「本

法に基づく…権利」には、これらの適用除外とされる事項は含まれない４３。

前述の NCCC 苦情報告に照らすと、「５．銀行・金融サービス（３２２件）」、

－１６８－

求められている総額が２万５千リンギットを超えない範囲で管轄権を有す

る。ただし、次条および第１００条のときはこの限りでない。」（Consumer 

Protection Act 1999 (Act 599) §98. Jurisdiction of Tribunal.）。同法 １００ 条

〔合意による管轄の拡張〕：「（１）審判や争点の対象の価値が２万５千リ

ンギットを超えている場合でも、当事者が、審判の審理・決定権に服する

旨の書面による合意をしたときには、審判所は、苦情を審理して決定する

権限を有する。」（Consumer Protection Act 1999 (Act 599) §100. Extension 

of jurisdiction by agreement.）。なお、同法制定当初は総額１万リンギット

を上限としていたが、２００３年９月１日以降、現在の総額に引き上げられた。

条文訳は、滝沢・前掲注（３１）より引用した。
４３　　同審判所が発行するパンフレットの「同審判所に提起されうる種類の苦

情」の説明でも、そこで問題となる「商品」には、流通証券、株式、債券

および金銭などは含まないとされ、「サービス」には、制定法により規制

された専門家（医者、弁護士および建築家など）の提供するサービスや、

健康管理に関わる専門家または施設のサービス（医療、歯科医術、保育、

助産、製薬および救急サービスなど）は含まれないという。TRIBUNAL 

FOR CONSUMER CLAIMS MALAYSIA (July 2006) at 4-5.

────────────



「２３．健康サービス（２９５件）」、「２４．病院／クリニック（３１４件）」、「２９．法

律事務所（４５９件）」、「３５．医薬品／健康製品（６００件）」などに関する苦情も

数多く寄せられているが、これらは同審判所の管轄外ということになり、そ

の対応が今後の課題となろう。

　住宅購入者苦情審判所でも、同様に、１つの請求につき総額２万５千リン

ギット（約７５万円）を超えない範囲でしか管轄権を有さず（但し、当事者間

に書面による合意がある場合にはこの限りでない）（住宅開発法第１６M 条１

項、第１６O 条１項）、また、引渡の遅滞と住宅の欠陥についてのみ救済を与え

る（同法第１６Ｎ条）。しかし、住宅に関して寄せられる深刻な苦情は、「無責

任な住宅開発業者により事業計画を放棄されること」にあるとされ、同審判

所には、最も深刻な消費者の住宅問題を解決する能力がないことが指摘され

ている４４。前述の NCCC 苦情レポートをみても、群を抜いて住宅問題に関す

る苦情が多く（「３１．住宅管理会社（１０９７件）」「３４．住宅（１１６４件）」）、この

問題への早期対応が望まれる。

５．結語

（１）最後に、これまでの検討を踏まえて、マレーシアにおける消費者問題

を理解する上での幾つかの特徴を挙げて、本稿の結びとしたい。

－１６９－

４４　　HJ. Mohd Iqbal B. Mohd Shafi, supra note 33, at 8. なお、CAP の発行する

機関紙「消費者の声」（UTUSAN KONSUMER）に「住宅購入者が直面す

る典型的な諸問題」という記事が掲載されており、その中でも「事業計画

の放棄」（Abandoned Schemes）という問題が取り上げられている。それ

によれば、「この問題は、開発業者らが彼らの事業計画に融資された資金

を使い果たし、そして、買主が問題を抱えて困っているのを見捨てる場合

に生じる。多くの未完成に終わった事業計画が存在し、そして、大半の事

業者らは、未完成に対する言い訳として景気の下落を挙げる。」という。

UTUSAN KONSUMER (March 2000), at 4.
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（２）国家の政策は、－消費者政策に関わらず－、それぞれの社会制度の上

に立脚し、また、固有の歴史や文化の影響を受けるものである。マレーシア

は、言語、宗教、慣習が異なる多民族で構成される国家であり、その国家の

安定を図るためにマレー人優遇政策が打ち出され、それを実施していくため

に権威主義的、強権的な政治体制が採られてきた。

　「マレーシア国家消費者政策」（DPN）は、このようなマレーシア政府の

社会、経済政策の一環として位置づけられている。また、消費者団体をはじ

めとする各種 NGO の活動が、マレー人優遇政策、強権的な政治体制が確立

するのに応じて活発化したという指摘や、政府と NGO には「対立と協調の

二重構造」があり、政府と協調姿勢をとる消費者団体 FOMCA が DPN をは

じめとして、様々な政策の立案に関与しているという指摘も、このような社

会情勢を背景としたマレーシア特有の事情によるものであろう。さらに、裁

判外紛争処理を好む一般的な傾向があるとの指摘もあるが、これには、各民

族のそれぞれの慣習法への依存、非マレー人によるマレー語での訴訟の回避

といった、多民族国家特有の事情がある。

（３）他方で、マレーシアにおける消費者被害の実態や消費者保護法制の中

身をみると、わが国や他の先進諸国と共通、類似している点も多く見受けら

れる。

　まず、２００５年 NCCC 苦情レポートのデータに照らすと、現在のマレーシア

で問題となっている消費者被害の多くは、わが国や他の先進諸国でも典型的

な消費者問題とされている事柄である。消費者問題は、各国で政治体制や社

会情勢が異なるにせよ、消費生活を成り立たせる社会が存在する限り、多く

の部分で共通点や類似点を見出すことができるともいえる。

　消費者立法についても、１９９９年消費者保護法の不備（専門家のサービス、

健康問題、電子商取引などの適用除外）や課題（クラス・アクション、不当

条項規制、食品の安全性確保の導入など）が指摘され、さらには、包括的な

消費者信用法や競争法の導入が求められているものの、消費者立法に課題を
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残しているのは欧米諸国やわが国でも同様である。前稿でも詳しく論じたよ

うに４５、マレーシアには、イギリス法を含む他のコモンウェルス諸国の制定

法を直輸入してきた伝統があり、同国の消費者保護法制は比較的整っている

ものと評価できよう。

　さらに、DPN の志向するところは、わが国の消費者政策と多くの点で類

似点を見出すことができる。すなわち、DPN では、わが国の消費者基本法と

同様に、消費者問題のグローバル化という観点から、高度情報通信社会の進

展への対応、国際的な連携の確保、および、環境の保全への整備といった事

項に関して十分な配慮がされている。

（４）以上のように、マレーシアの消費者問題を理解する際には、同国特有

の諸事情（政治体制、社会情勢など）と、同国に影響を及ぼす外部的要因

（イギリスを含むコモンウェルス諸国からの消費者立法の導入、消費者問題

のグローバル化など）の双方を視野に入れる必要があろう。

　なお、消費者問題のグローバル化については、DPN がそれを「外からの脅

威」と位置づけ、その脅威に対してマレーシア固有の宗教的、文化的価値観

を固持する姿勢をとっていることには注意が必要である。今後、消費者問題

のグローバル化が、マレーシア固有の諸事情にどのような影響を及ぼすかは、

国際消費者機構（Consumer International；CI）や ASEAN における消費者

保護に向けた国際的連携の動向も視野に入れて、検討していかなければなら

ない。その検討は今後の課題としたい。

 

－１７１－

４５　　拙稿・前掲注（２６）７７頁以下。

────────────



【資料】「２００２年国家消費者政策」（Dasar Pengguna Negara）の全訳

国内取引・消費者問題省

マレーシア国家消費者政策

序文

　国家消費者政策（DPN）は、国内取引・消費者問題省（KPDN & HEP）の

設立以来、国家消費者保護評議会（MPPK）によって起草されてきた。１９９９

年に消費者保護法が可決された後、助言を与える機関である、国家消費者諮

問評議会（MPPN）が MPPK に取って代るために設立され、そして、DPN 

の起草を完成させた。

　DPN は、消費者保護に関連する法律を起草する上での諸原則および指針

を提供するものとして必要である。DPN は、あらゆる分野の組織において

消費者に関連するあらゆる諸活動の基礎にすべきものである。

　今にも起こりうるグローバル化の到来を前に、DPN はグローバル化の悪

影響から消費者を保護する機能を果たす。そのような悪影響は、DPN が目

指す包括的な消費者政策を通じて、賢明で、理解力があり、積極的で、責任

のある消費社会の創設によって軽減することができる。

　そのような意図を念頭におきつつ、DPN は、マレーシアおよびその国民に

その国家構想を実現させること、かつ、慎重で責任のある消費者と商人とが

国家の発展のために相互に協力しあうことのできる社会を創設することに貢

献することを期待されている。

－１７２－



１．方針声明

１．１　DPN は、消費者、供給業者／製造業者、および政府において、各自の

役割を果たすために、権利と責任のバランスを促進させること、そして、グ

ローバル化の時代において、消費者の福利を確保することを目的とした国家

ヴィジョンの達成に向けて、国家主権と宗教の諸原理を守るのに必要とされ

る、消費者および供給業者／製造業者の間で持続可能な消費を促進すること

を目的とする。

１．２　国家消費者政策は三当事者の取り組みに焦点を置く。すなわち、消費

者の自己防衛、供給業者／製造業者間の自主規制、および、消費者保護のレ

ベルを向上させるための政府の関与である。このことは、立法、取引慣行、

教育、健康、公共設備、および他の関連領域において、消費者、供給業者／

製造業者、および政府の間で、権利および責任のバランスを促進させる調和

のとれた環境の創出を通じて達成されうる。

２．国家消費者政策の理論的根拠

２．１　国家消費者政策は、消費者保護に関連する諸立法を起草する上での

諸々の原則と指針を提供するのに非常に必要とされる。DPN はまた、国家

の経済的または社会的な政策を作成する上で利用されるべきである。本政策

は、国家において持続可能な消費を促進し、かつ、発展させるために、政府

機関、消費者団体、NGO、および民間企業による、あらゆる消費者関連の活

動に対する基礎となる。

２．２　DPN は、消費者、供給業者／製造業者および政府が、グローバル化の

影響に向き合う上で必要とされる。グローバル化による、物品ならびにサー

ビスの多様化、および、科学技術の発達が、国家の立法、経済、貿易戦略お

よび社会システムの状況を変化させている。
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２．３　DPN は、賢明で、理解力があり、積極的で、責任のある供給業者／製

造業者の諸活動に影響を与えることができ、この国の社会的経済的状況に関

わるあらゆる種類の諸活動に影響を与えることが可能な、自己防衛の諸要素

を有する消費社会を生み出すのに必要とされる。

２．４　DPN は、消費者の福利に対して責任を負う自主規制を掲げる供給業者

／製造業者を生み出すのに必要とされる。

２．５　DPN は、消費者と供給業者／製造業者が、常にそれぞれの権利と責任

を理解し精通しており、同時に、国家全体の発展を達成するのに協力し合う

ことを奨励するという国家ヴィジョンを達成するのに必要とされる。

３．目的

３．１　最善の消費者保護

　自己防衛、自主規制および立法の側面において最善の消費者保護を確保す

ること。法的な観点からは、消費者に関連するあらゆる法律の中に、消費者

を保護する手段、供給業者／製造業者の違法行為に対する適切な対応、およ

び、安価で、容易で、かつ迅速な紛争解決メカニズムを具備しなければなら

ない。

３．２　公正かつ責任のある取引慣行

　消費者の基本的な需要と安全性を満たすために、消費者に関連するあらゆ

る側面において、特に、供給業者／製造業者により提供される物品および

サービスの製造、宣伝、価格設定、ならびに販売の側面において、公正かつ

責任のある取引慣行を奨励し、共通利益［を追及する］アプローチを採用し

た取引慣行を促進すること。消費者の福利および平穏を重視した、自主規制

に基づく取引慣行を奨励する。
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３．３　教育

　継続的な消費者教育の確保は、公共と民間のいずれにおいても重視されな

ければならず、そして、消費者教育は公式および非公式な教育に組み込まれ

なければならない。公正かつ調和のとれた社会を構築するための一つの取り

組みとして、供給業者／製造業者に対して、社会における彼らの役割と責任

に関する消費者教育を提供すること。

３．４　グローバル化時代における持続可能な消費

　グローバル化および貿易の自由化という時代において消費者の福利を確保

する上で、消費者、供給業者／製造業者および政府の間で、持続可能な消費

慣行に向けた取り組みを向上させること。

３．５　消費者、供給業者／製造業者および政府の関係

　消費者、供給業者／製造業者および政府の関係を調和させ、それによって、

すべての当事者が、DPN の下で、最善の消費者保護を達成するという共有

された目標を有する。

４．国家消費者政策の目標

４．１　消費者の福利（Kebajikan）と平穏（Kesejahteraan）を向上させること

　DPN の主たる目標は消費者の福利と平穏を向上させることにあり、その

結果、消費者は、責任を伴い、かつ、選択および主張する権利を履行する能

力を有するものとなる。消費者と供給業者／製造業者の間で、交渉力、正確

かつ十分な情報量、および、品質と報酬とのバランスを改善させること。

４．２　社会経済面での平穏を向上させること

　消費者の権利および［消費者にとって］重要な要素（kepentingan）、－基

本的な需要、選択、情報、補償、安全性、主張、消費者教育、および、健康
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が保障される環境で生活すること－、を基礎とした責任のある取引慣行を通

じて、社会の構成員の間で、社会経済面での平穏を創出し、かつ、確保する

こと。

４．３　持続可能な消費慣行を向上させること

　社会経済の福利を確保するために、有限の資源を管理する上での持続可能

な消費慣行を向上させること。持続可能な消費は、現代の消費者と次世代の

消費者の平穏と福利のために、支出の節約、自然資源および水、電力といっ

た基本設備の節約、環境の清潔さと美しさを維持することが奨励される。

５．戦略

　以下の政策戦略は、定められた目標を達成するために実施されうる。

５．１　最善の消費者保護

５．１．１　社会的側面

a）　生活の質を向上させること

　消費者水準は生活水準の質と密接に関連する。生活の質を向上させること

に向けた寄与すべき諸要素とは、あらゆる社会階層が享受できる十分な公共

施設、十分な住宅、保健施設であり、また、あらゆる社会階層に保障される、

栄養のある食糧、学校ならびに図書館などの教育施設、および、情報技術設

備であり、これらは全て、持続可能な消費を達成するのに重要な役割を果た

す。生活の質を向上させるには、政府、民間企業および消費者の間での協力

と相互理解が必要とされる。政府側は、政策を作成する際に、以上の諸要素

を考慮に入れるべきであり、十分なインフラ設備を設ける必要がある。民間

企業は、物品およびサービスの製造／提供において、以上の諸要素を考慮に

入れるべきであり、そして、消費者は、生活の質を最善なものとする責任を

伴うべきである。
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b）　自己防衛を強化させること

�）　消費者問題に対応するために、消費者、供給業者／製造業者および政府

により構成された特別な組織を構築すること。

�）　全ての地区に物品およびサービスに関する情報を包含する市場情報セ

ンターを構築すること。

c）　消費者運動に対する支持および支援を増加させること

　消費者運動の発展と効果は、社会の支持、財政状況、推進される消費者運

動の効率性、および政府の支持と密接に関連する。社会からの脆弱な支持、

不安定な財政状況、および、組織的な管理の脆弱性は、消費者運動の発展を

妨げるものである。そういうものとして、政府は、消費者運動および消費者

関連の諸活動に対して継続的な支持を提供する必要がある。その与えられた

支援と支持は、消費者関連の諸活動を増加させる取り組みの中で、消費者運

動の持続可能性が確保されるであろう。

d）　州および地区レベルで政府の仲介するプログラムの計画および実施に

関して消費者団体の参加が促進されること。

　州および地区レベルにおける消費者プログラムにおいて、消費者団体の参

加を促進する。消費者団体は、適切な措置を可能とするために、迅速かつ有

効に、消費者が苦情と意見を申し立てるのに、重要なパイプとなりうる。一

例として、［消費者団体が］政府機関および地方自治体レベルの委員会に参加

することが挙げられる。

５．１．２　立法

a）　消費者保護に関する法律の制定（permantapan）

　政府は、消費者および供給業者／製造業者の両方の福利を保護し調整する

ための役割を果たし続けなければならない。これに関連して、政府は以下の

－１７７－



ことを実施する必要がある。

�）　効果的な対応を可能とするために、法律と省が実施する諸規制の執行

を定着させること。執行は、消費者団体により支援されうる。

�）　不法かつ無責任な取引を防止するために、適切な民事的および刑事的

処分を下し、適宜、既存の法律を改正すること。

�）　グローバル化、貿易の自由化、持続可能な消費の影響を考慮に入れた新

たな法律を起草すること。

�）　消費者に関連するあらゆる法律が、消費者の福利および平穏を確保す

るために定められていることを確実なものとすること。

b）　標準の設定

�）　法律や規制を通じて、物品およびサービスの品質と安全性を確保する

ための標準を設定すること。このことは、既存の国際的標準を参照しつつ、

それをマレーシアの状況に適合させることによって、または、新たな標準を

定めることによって決定される。

�）　国内に輸入された物品およびサービスに関する特定の標準は、マレー

シア標準化局（Jabatan Standard Malaysia（JSM））に定められたガイドライ

ンに従い、安全性および品質の標準を遵守し、かつ、満たすことができるも

のでなければならない。これは、宗教の原則、文化および伝統、責任を伴う

取引を維持し、多民族社会の調和を保ちながら、グローバル貿易の自由化の

中で、マレーシア型の社会を維持した、国家の経済的安定を継続させるため

である。

c）　容易で、安価で、迅速な救済メカニズムを整備すること

　二つの救済メカニズム、すなわち、苦情処理メカニズムと紛争解決メカニ

ズムを整備し、消費者を保護する必要がある。苦情処理メカニズムは本質的

に自主規制に基づくものである。従って、品質および安全性を欠いた物品お
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よびサービスを利用した消費者が補償を得る機会を確保するために、消費者

団体、供給業者／製造業者団体、民間企業、公共企業は、それぞれ苦情処理

メカニズムを設ける必要がある。

　政府および産業界は、各類型と各業界に基づいた、消費者紛争解決メカニ

ズムを整備する必要がある。苦情処理および紛争解決を包含した、救済を目

的とする審判所（Tribunal）の他に、手続がより容易で、安価で、かつ迅速

な、もう一つの解決メカニズムを設ける必要がある。

５．２　公正かつ責任のある取引慣行

５．２．１　消費者と関係する諸活動における供給業者／製造業者の役割を向上

させること

　供給業者／製造業者は、消費者に対する社会的責任を果たし、かつ、消費

者との取引の際に相互利益を追求する姿勢を実践しなければならない。供給

業者および製造業者は、彼らが製造した物品および提供したサービスの品質、

安全性および合理的な価格を保証しなければならない。供給業者／製造業者

は、完全で、正確で、分かりやすい、かつ、法律の規定に従った、情報を提

供しなければならない。供給業者／製造業者は、効率よく経済的資源の利用

と管理を実践しなければならない。高いレベルの生産効率化は、商人だけで

なく、消費者にも利益をもたらすであろう。

５．２．２　マレーシア企業倫理規程

　消費者の利益を害する違法行為を抑制するために、あらゆる取引慣行にお

いて、消費者を保護するメカニズムが整備されなければならない。自主規制

のための倫理規程が、全ての供給業者／製造業者によって起草される必要が

あり、そして、DPN と一致するものでなければならない。その一例としては、

国内取引・消費者問題省、国家消費者諮問評議会によって起草されたマレー

シア企業倫理規程がある。
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５．２．３　消費者の態度および行動を変化させること

　消費者は、自らの態度を変え、積極的な役割を果たし、苦情を呈する勇気

をもち、豊富な情報を有し、自らの財政状況を管理する賢明さを持たなけれ

ばならず、そして、自らの権利と責任を認識し、公正かつ責任のある取引慣

行を構築すること。

５．２．４　環境問題の重要性を配慮に入れた物品およびサービス

　消費者は環境に優しい表示が付いた製品を使用することが奨励され、さら

に、発生抑制、再利用ならびに再生利用するという慣行を向上させる。これ

によって、供給業者／製造業者は、環境の保護に配慮した製品およびサービ

スを提供することが促進される。

５．３　教育

５．３．１　消費者の権利および責任に関する意識を向上させること

　公式および非公式の消費者教育プログラムを通じて、消費者意識を高める

取り組みを継続し、活発化させること。

５．３．２　十分な施設と効果的な消費者教育の実行システムを提供すること

　適切なアプローチによる、完全かつ体系的な施設の整備は、消費者教育お

よび実施される意識向上運動の成功の度合いを確定しうる。消費者教育の成

功は、以下の事柄を通じて達成されうる：

a）　州および地区のレベルを含め、様々なレベルでの消費者団体の設立を促

進させる。これにより、包括的かつ完全な体制を構築することができ、都市

部または農村部を問わず、あらゆる消費者社会の階層をつなげることができ

る。このような体制を通じて、消費者に関するあらゆる情報が、効率よく対

象となる団体に発信しうる。
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b）　学校レベルおよび高等教育機関において消費者教育を拡大し向上させ

ること。消費者教育は、高等教育機関における一つの科目として構成するか、

または、既存の学習科目に組み込むべきである。このレベルでの消費者教育

は、豊富な情報を有し、かつ、責任を伴う消費者を育成する上での基礎とな

る。

c）　消費者団体は、消費者を教育する上で、より積極的な役割を果たす必要

がある。しかし、この役割はたんに消費者団体に限定されるものではなく、

他の政府組織および非政府組織（NGO）によっても実施されなければならな

い。なぜならば、これらの組織は、常に有効なコミュニケーション手段と情

報発信手段を有しているからである。消費者教育におけるプログラムおよび

活動において、情報、方法およびアプローチの面での調和は不可欠である。

d）　消費者教育は、とりわけ、被害を受けやすい、低収入階層、高齢者、障

害者および子供といった対象に合わせる必要がある。女性にも焦点をおく必

要がある。なぜならば、女性は、購入決定において重大な影響力を有するか

らである。

e）　消費者教育はまた、商工会議所および供給業者／製造業者の協会を通じ

て、供給業者／製造業者に対しても与えられなければならない。彼らは、消

費者教育において役割を果たす必要がある。

５．３．３　消費者問題に関するマスメディアおよび電子メディアの役割を向上

させ拡大させること

　消費者教育におけるマスメディアおよび電子メディアの役割を向上させ、

そして、正確で、責任を伴い、宗教および文化の価値に敏感な情報を伝達す

ること。価格ガイドラインや消費者問題の議論といった情報を伝達する際に
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は、適切な時間帯と十分なスペースが割り当てられる必要がある。

５．４　グローバル化時代における持続可能な消費

５．４．１　国際的な消費者団体とのネットワークを拡大、向上させること

　消費者運動は、とりわけ、持続可能な消費に関する最新の情報を交換する

ために、グローバル社会において拡大され、そして、向上させなければなら

ない。その情報は、宗教的および文化的な諸原理と、マレーシア社会の感性

（sensitiviti）と調和させなければならない。

５．４．２　消費者および持続可能な消費問題に関して、省庁間の関係および交

流を拡大し、向上させること

　政府機関の間の関係、協力、および、執行は、消費者の福利を保護するた

めに向上されなければならない。なぜならば、グローバル化および貿易自由

化の影響力は、物品およびサービスに関する法の適用範囲、執行およびリス

クを変容させるからである。

５．４．３　消費者保護および持続可能な消費に関する実施プランを作成するこ

と

　グローバル化および貿易自由化に取り組む政府の政策と一致した、消費者

保護および持続可能な消費に関する実施プランを作成する必要がある。政府

のあらゆる政策は、消費者の福利と持続可能な消費を考慮に入れる必要があ

る。

5.4.4　消費者保護のための電子商取引および外国取引における救済メカニズ

ムを創設すること

　ヴァーチャルな取引産業としての電子商取引産業は、消費者および供給業

者／製造業者を様々なリスクに晒す。そこで、政府は、消費者および供給業
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者／製造業者を保護するための法律を制定しなければならない。電子商取引

産業における供給業者／製造業者は、彼らの電子商取引のウェブ・サイトに

おいて苦情設備（kemudahan aduan）を形成するといった、消費者を保護す

るための救済メカニズムを提供しなければならない。

５．５　消費者、供給業者／製造業者、および政府との関係

５．５．１　消費者、供給業者／製造業者、および政府との間におけるフォーラム

　消費者、供給業者／製造業者、および政府の間での対話と情報交換を奨励

する。

６　政策のヴィジョン

　国家消費者政策を成功させるには、政府、消費者、および、供給業者／製

造業者という３つのアクターの共同参加が必要とされる。DPN の目標は、

ダイナミックで、進歩的、良質で、責任のある消費社会を構築することに

よって、倫理的な取引環境を促進し、ヴィジョン２０２０と一致させるものであ

り、それらを全て伴って、宗教的な慣行、文化および国家の主権への尊重を

高めることに貢献することにある。

〔付記〕本稿の筆者は、円谷峻教授（明治大学）を研究代表者とする「東ア

ジア諸国、オセアニア諸国及びマレーシアの消費者保護制度に対する総合的

比較研究」（平成１７－１９年度科学研究費補助金・基盤研究Ａ〔課題番号：

１７２５２００４〕）の研究分担者の一人であり、本稿はその研究成果の一部である。
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廃棄物と循環資源の間：日中間の廃プラスチック
ス流通を中心に

大　江　　　宏

Relationship between waste and circular 
material: focusing on the Japan-China formal 
and informal distribution of waste plastics

Hiroshi Ohe

１　問題の所在

　廃棄物は、潜在的に環境汚染の可能性と循環的な資源化利用の可能性を

持っている。１　それ故世界の国々では社会経済の発展で大量に発生する廃棄

物による環境汚染を減らし、廃棄物の循環資源化（リサイクル）が大きな課

題となっている。とりわけ日本ではこの十数年、国・市町村、市民、企業の

各レベルで、いわゆる廃棄物の３Ｒ（Reduce：発生抑制、Reuse：再使用、

Recycle：再生利用）を通じて、天然資源の消費を抑制し、環境への負荷を低

減する循環型社会づくりに取り組んできており２、最近では世界に向けても

３Ｒを提唱している（後述）。

　しかしながら、中国をはじめとするアジア諸国の急激な経済成長は、日本

－１８５－

１
　細田衛士「国際資源循環レジームの構築についての理論的検討」『環境と

公害』Vol. 36, No. 4, 2007、所収、p.10．
２
　循環型社会形成推進基本法、２０００年制定．
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から不可避的に廃棄物（循環資源）の国境を越えた移動をもたらし、天然資

源の代替利用だけではなく、環境汚染、密輸や不法投棄などのさまざまな問

題を引き起こすとともに、国内完結型の循環型社会づくりを進めてきた日本

に想定を超えた影響を及ぼしている。

　そこで、廃棄物とは何か、廃棄物（循環資源）の国外流通３　の要因整理、

廃棄物の潜在的な環境汚染性を最小化し、現在のアジアの社会経済に貢献す

る潜在的な資源可能性を最大化するシステムはどのようなものか、国内各レ

ベルにおける３Ｒの努力が報われるシステムづくりの可能性等の重要な検討

課題がある。本稿ではそれらについて、日常ごみを排出する市民感覚との接

点の持ちやすさおよび問題の大きさから、廃棄物（循環資源）については廃

プラスチックスを中心に、また外国については実質的に取引量が最大の中国

との関係に絞って検討する。本稿の目的は、今後の循環資源に関する主体別

（国別、企業、ＮＧＯ等）、対象品目別等についてのより掘り下げた研究のた

めの序論的位置づけにある。

２　「廃棄物」の諸相

２－１　廃棄物と循環資源

　改めて「廃棄物」とは何かを問うとその概念は簡単ではないことに気づく。

とくに「資源物」として利用する場合の境界や国境を越えて移動した場合に

は国によって定義も扱いも違ってくる場合が多いからである。

　廃棄物とは、日本では、「廃棄物処理法」４　において「ごみ、粗大ごみ、燃

え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚物又

は不用物であって、固形状又は液状のもの」と定義され（第２条第１項）、

－１８６－

３
　ここでの「流通」には、貿易取引だけでなく、船員などによる携帯移動、

密輸、不法投棄などの物的移動も含んでいる。
４
　廃棄物の処理及び清掃に関する法律、１９７０年制定、最終改正２００６年．
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無価値物と解釈されてきた。ところが、このような定義と解釈では、廃棄物

を有価物と偽って、法の規制を免れようとする脱法行為による不正輸出や環

境汚染問題が多発していた（香川県豊島産廃事件、岐阜市椿洞産廃不法投棄

事件など）。そうしたこともあり国は、循環型社会形成推進基本法を制定し、

同法において、廃棄物処理法上の廃棄物の他に、①使用済みの物品または使

用されずに収集・廃棄された物品（使用済み系といえる）および②人の活動

（製品の製造、加工、販売、工事、農産物の生産、エネルギー供給など）に

伴い副次的に得られた物品（副産物系といえる）を併せて「廃棄物等」とい

う概念で括り、有価物か無価値物かにかかわらず、同法の適用対象とした。

そして「廃棄物等のうち有用なもの」を「循環資源」としたのである（第２

条第２項）。「有用なもの」とは「循環的な利用」（再使用、再生利用及び熱

回収５）が可能なもの及びその可能性があるものである。有価か無価で分け

た「廃棄物」の概念が狭すぎて流通実態に合わず、「廃棄物等」として概念

を拡大し、廃棄物の資源的側面を捉え直す必要性に対応したのが「循環資源」

（circular materials, recyclable resources）である。

２－２　再生資源・中古品

　事業者に対して廃棄物の３Ｒ（発生抑制・再使用・再生利用）への取組み

を求める「資源有効利用促進法」６　では「再生資源」という言葉も使われてい
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５
　再使用（リユース）は、使用済み製品や容器あるいは部品をそのまま又は

修理して使い回すこと、再生利用（リサイクル：狭義）は、廃棄物を原材

料として再利用すること、そして熱回収（サーマル・リサイクル）は、廃

棄物から熱エネルギーを回収することで、例えばごみの焼却時の発生熱を

利用した発電や冷暖房・給湯など。広義のリサイクルは、再使用を含めた

り、３Ｒ全体を意味して使われたりしている。
６
　資源の有効な利用の促進に関する法律は、２０００年に旧リサイクル法（再生

資源の利用促進に関する法律、１９９１）を改正して制定された。「使用済み物
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る。再生資源とは、「使用済物品等又は副産物のうち有用なものであって、原

材料として利用できるもの又はその可能性のあるもの」と定義される（第２

条第４項）。循環資源とどう違うのだろうか。両者はほぼ同義に近いが強い

て区別すれば、循環資源は、上で見たように、「循環的な利用」として３Ｒ

の再使用・再生利用・熱回収を含む広い概念だが、再生資源は廃棄物を原材

料として、つまり資源・物質としての利用が中心となるので、３Ｒのうちの

再生利用が主となるといえる。

　また、有価物として再使用（リユース）のために市場で取引される「中古

品」（ユーズド（used）とかセコハン（secondhand）とも呼ばれる）も、次

に触れるように、現実には廃棄物や循環資源と密接に関わる。

２－３　廃棄物・循環資源の越境移動とバーゼル条約

（BASEL CONVENTION）

　１９８０年代、欧米先進国から途上国などへの有害廃棄物の不正な輸出取引に

よる環境問題が相次いだ。そうしたことから１９８９年に「バーゼル条約」（有

害廃棄物の国境を越える移動及びその処分の規制に関するバーゼル条約）採

択され、１９９２年に発効した。この条約では、有害廃棄物等の国内処理の原則、

有害廃棄物等の輸出する際の輸入国・通過国への事前通知、同意取得の義務

づけ、廃棄物等の移動の際に必要な書類の携行、非締約国との輸出入の禁止、

不法取引が行われた場合の輸出者（国）による引き取り義務などを定めてい

る。７

　日本も１９９３年の批准に先立って、１９９２年に「バーゼル法」（特定有害廃棄

－１８８－

品等及び副産物の発生の抑制並びに再生資源及び再生部品の利用の促進」

を目的とする。１０業種・６９品目を対象に指定。
７
　経済産業省および環境省のホームページ等参照：http://www.meti.go.jp/

　policy/recycle/main/admin_info/law/10/index.html、http://www.env.go.

　jp/recycle/yugai/ 現在１６８カ国・１機関が批准（２００７．３）。
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物等の輸出入等の規制に関する法律）の制定と廃棄物処理法を改正し、第２

条の２に「国内処理原則」を導入した。

　つまり、国内で生じた廃棄物はなるべく国内で適正に処理されねばならな

いこと、特定有害廃棄物等の輸出には環境大臣の確認を必要とすること、国

外において生じた特定廃棄物等の輸入は、国内処理に支障が生じないように

輸入が抑制されなければならないこととされたのである。輸出にかかる確認

の基準は、①国内の適正処理が困難であること、②輸出先で再生利用される

ことが確実なこと、③処理基準を下回らない方法で処理されることが確実な

こと、を求めている。

　こうした厳しい基準が定められ、廃棄物の輸出確認は２００２年まで行われな

かった。ところが同年８月に「一般廃棄物又は産業廃棄物の輸出の確認にか

かる技術基準」が定められ、上の輸出基準の①を満たさなくても、②を満た

すならば輸出確認が行えることになり、バーゼル法に基づく有害廃棄物の輸

出が行われるようになった。同法に基づく２００５年の輸出は１７，３５７ｔ、輸入は

４，３１４ｔである。８　

　ところで、バーゼル条約では輸入国の同意があれば輸出できることが法の

抜け穴になり、むしろ有害廃棄物の合法的流通に資するものであると非難さ

れた。この点に対応して、いかなる有害廃棄物も非ＯＥＣＤ諸国に輸出する

ことを禁止するという「バーゼル禁止修正条項」が採択され（１９９５年）、現

在６３カ国が批准している。因みに日本、アメリカ、カナダ、オーストラリア

などは批准していない。日本政府はその理由を「適切な再生利用のための輸

出が制限されると今後資源需要が増大する国々での再生利用の可能性を減じ

る恐れがあるため」などとしている。９　アメリカは、ＯＥＣＤ諸国の中で唯一
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８
　寺園淳「日本のリサイクル規制と循環資源の貿易」小島道一編（２００５）所

収、p. ２３．
９
　宅間武「アジア・ＮＧＯの懸念と不信　日本の有害廃棄物輸出」『資源環

境対策』Vol.43, No.14 所収、p. 64．
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バーゼル条約を批准していない国である。

２－４　循環資源の分類

　このように見てくると、廃棄物（循環資源）問題を国内課題として取り組

んできた情況が内外で大きく変質してきていることに気づかされる。それに

ついては次節で触れるが、国内で循環しにくくなってきた循環資源を回すた

めには、「国際的な循環型社会構築」が必要との視点から、環境省は、環境

負荷の程度を表す有害性・無害性と経済的価値を表す有価性・無価性を基準

に、図１のように分類している。

　①の有害物の越境移動については、バーゼル条約に基づく１０、②の無価物

－１９０－

図１　循環資源の分類　

（出所）環境省編『平成１８年版　循環型社会白書』p. ５９．一部修正。



は、廃棄物処理法上の廃棄物に当たり、国内処理が基本となる。しかし輸出

先でリサイクル資源すなわち有価物になる場合には、資源の有効利用の視点

から、輸出先での適正処理を前提に越境移動の円滑化が求められている、③

有価・無害の循環資源は、廃プラスチックス・古紙・鉄くずなどで、輸出先

での不適正な処理による二次的な環境汚染の可能性や国内の廃棄物・リサイ

クル体制への影響を考慮した国際取引が必要である。市況が変動すれば、③

は②の無価物にもなる。④の中古品（中古家電品、中古パソコン等）や再製

造物品は、通常の貿易ルールに基づくが、中古品の耐久性や循環資源になっ

た場合の取扱いを関係国で検討するべきものとしている。１１　①を除いて、そ

の枠組みやコンセンサスがないのが現状である。

３　循環型社会づくりと循環資源流通の国際化

３－１　国内３Ｒと国際的な循環資源流通の矛盾

　日本は、一部をすでに見てきたように、循環型社会形成推進基本法をはじ

め廃棄物処理法（改正）、資源有効利用促進法、各種の個別リサイクル法１２　を

制定し、３Ｒ（Reduce・Reuse・Recycle）を推進している。市民の分別排出

への協力や企業の廃棄物の削減努力などで、リユースやリサイクルは着実に

－１９１－

１０
　バーゼル条約では、付属書で規制対象物と非対象物などを示している。環

境省ホームページ http://www.env.go.jp/recycle/yugai/law/conv_j.pdf
１１
　環境省編（２００６）、p. ５９．

１２
　２０００年には、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律（建設資材リ

サイクル法）、食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律（食品リサイ

クル法）、国等による環境物品の調達の推進等に関する法律（グリーン購入

法）も制定され、「循環型社会元年」と呼ばれている。それに先立って、

容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進に関する法律（容器包装リサ

イクル法、１９９５年）、特定家庭用機器再商品化法（家電リサイクル法、１９９８

年）、さらに使用済自動車の再資源化等に関する法律（自動車リサイクル法、

２００２年）の個別リサイクル法が制定・施行されている。
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進んできた。地方自治体も含めて、手間暇とお金をかけて取り組んできてい

る。

　時をほぼ同じくして、世界ではアジアを中心とした急速な経済成長と人口

増加が進行し、世界的に廃棄物の発生量の増大や E-WASTE（廃電気電子機

器）や医療廃棄物といった廃棄物の質の多様化が生じている。同時に、中国

をはじめとする途上国の資源・エネルギー需要の急拡大に伴って資源価格も

上昇し、それが廃プラスチックス、金属屑、古紙などの循環資源にも及んで

いて、それらの越境移動も活発になってきている。１３

　例えば、１９９０年から２００４年までの間に、日本から輸出された循環資源の量

は、鉄くず６８１万ｔ、銅くず３３万ｔ、アルミニウムくず８万ｔ、古紙２８４万ｔ、

廃プラスチックス８５万ｔなど５品目で合計１，０９１万ｔに上り、１９９４年の輸出

量に対して、それぞれ７．０倍、８．３倍、８．３倍、３８．７倍、９．２倍になっている。

主な輸出先は、鉄くずが中国と韓国、銅くず、アルミニウム、古紙の多くが

中国、廃プラスチックスは香港と中国であるが、香港は実質的に中国への再

輸出の中継地であるため殆どが中国向けになるという。日本からの循環資源

の輸出にとって中国が極めて重要な相手国であることがわかる。１４

　このような循環資源の越境流通活発化の背景には、中国をはじめとするア

ジア諸国の経済の急成長に伴う旺盛な資源需要が大きな要因であるが、他方

で最近における日本政府の積極的な対応もある。それは政府が提唱する国際

的な循環型社会の構築に向けた「３Ｒイニシアティブ」である。３Ｒイニシ

アティブは、２００４年のシーアイランドＧ８サミットで日米が共同提案し、翌

２００５年東京で開催された３Ｒ閣僚会合で正式に発足した。３Ｒイニシアティ

ブは、①３Ｒの推進、②物品等の国際流通に対する障壁の低減、③関係者間

の協力、④科学技術の推進、⑤先進国と途上国との協力、という５つの目標

－１９２－

１３
　環境省編（２００７）、p. ５２．

１４
　寺園淳、前掲論文、pp. ２５－２８．
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を掲げている。

　天然資源の代替として、循環資源が世界で広く利用されることは、資源配

分の効率性の観点から理に適ったことではある。とはいっても循環資源には

天然資源とは異なる性質が備わっているので、両者を同一視して資源循環を

考えることは妥当ではないし、国内で３Ｒ推進に努力している時に、同時に

循環資源の国際的な流通を進めるとさまざまな問題・矛盾が生じうる。１５

　日本の３Ｒイニシアティブに対して、途上国政府やＮＧＯからは、３Ｒ概

念の国際的普及は重要であるが、実際は、途上国へ廃棄物が流入しごみ捨て

場になっている、中古品輸出で先進国は廃棄物が減るが途上国では廃棄物に

なる、流入する先進国の不用品は寿命が短く保守技術もないのですぐに廃棄

物になる、などの懸念の声が上がっている。それは上の３Ｒイニシアティブ

の目標③「物品等の国際流通に対する障壁の低減」に対するものであり、

バーゼル条約や廃棄物処理法で求めている、廃棄物の「国内での適正処理原

則」という環境的要請よりも国際資源循環という経済的要請を優先させてい

るのではないかという批判である。１６

３－２　廃プラスチックスにみる国内リサイクルの綻び

　わが国の廃棄物の３Ｒは上手く行っているのだろうか？日本の廃棄物は、

産業廃棄物と一般廃棄物１７　に区別される。１９９６－２００５の１０年間をみると、産

－１９３－

１５
　細田衛士「３Ｒと国際資源循環」『廃棄物学会誌』Vol. 17, No. 2 所収、p. 3．

１６
　宅間武、前掲論文、p. ６３．

１７
　産業廃棄物は事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、燃え殻、汚泥、廃油、

廃酸、廃アルカリ、廃プラスチックスなどの２０種類で、排出者責任で処理

しなければならない。一般廃棄物は産業廃棄物以外の廃棄物で、ごみとし

尿に分類され、ごみはオフィス・商店などからの事業系ごみと一般家庭か

らの家庭系にごみに分類される。一般廃棄物の処理責任は地方自治体にあ

る（廃棄物処理法）。
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業廃棄物では、総排出量は４億５００万ｔから４億２，２００万ｔに若干増加してい

る。これに対して、再生利用率は３７％から５１．９％へ１５％も増加している。最

終処分（埋立）率は１７％から５．７％へと激減している。一般廃棄物は、ごみ

総排出量は５，１１５万ｔ（１，１１４�／１人１日）から５，２７３万ｔ（１，１３１�／１人１

日）と微増している。リサイクル率は１０．３％から１９．０％へ倍近く増加し、最

終処分（埋立）率は２５．６％から１３．９％へ大きく減少している。１８　これだけから

でも、また実感からも言えることは、３Ｒのうちのリサイクルは大きく進ん

でいるが、産業廃棄物も一般廃棄物もリデュース（発生抑制）は難しいのが

現実である。リサイクルの進展は循環資源の量産である。受け皿を伴ってい

たのだろうか？

　ここで３Ｒの全体を検討・評価１９　することはできないので、廃プラスチッ

クスのうちのペットボトルについてだけ概観する。

（１）廃プラスチックスの越境移動と容器包装リサイクル法

　（社）プラスチック処理促進協会の資料によると、日本の２００６年の廃プラス

チック総排出量は１，００５万ｔで、一般廃棄物と産業廃棄物からほぼ半分ずつ

排出され、両者の容器包装プラが半分近くを占める。全体の有効利用廃プラ

は７２％、未利用廃プラは２８％だった。有効利用の内訳は、再生利用（マテリ

アルリサイクル）２０４万ｔ（２０％）、油化／ガス化などのケミカルリサイクルが

２８万ｔ（３％）、固形燃料／廃棄物発電／熱利用焼却などのサーマルリサイク

ルが４８９万ｔ（４９％）である。再生利用２０４万ｔの内訳は再生製品化２０　が３５％、

再生材料化２１　が６５％で、再生利用の利用先では、輸出が１３０万ｔ（６４％）、国

－１９４－

１８
　環境省ホームページの報道発表資料および環境白書（Ｈ１２）より算出。

１９
　国の循環型社会形成推進政策の国による評価は、総務省（２００７）『リサイ

クル対策に関する政策評価書～循環型社会の形成を目指して～』を参照の

こと。
２０
　フィルム・シート類、棒杭、パイプなど。

２１
　ペレット、フレーク、フラフ、ブロック、インゴットなど。
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内利用が６９万ｔ（３４％）、ペットボトルからの繊維化が６万ｔ（３％）となっ

ている。プラスチック製品やプラスチック原料として利用する再生利用の６

割以上が輸出されている（図１の③に該当する）。２２　

　中国需要から大きな影響を受けているシンボル的な循環資源の１つである

ペットボトル・リサイクルについてみてみよう。ペットボトルは容器包装リ

サイクル法の再商品化義務のある対象品目である。同法は、容器包装廃棄物

の排出抑制、分別収集、それによって得られた分別基準適合物の再商品化の

促進を、消費者・市町村・事業者の適切な役割分担のもとで行うことを目的

に１９９５年に制定された（第１条）。２３　法制定の背景には、容器包装廃棄物が増

大する一般廃棄物の容積率で約６割を占めることや最終処分場の逼迫があっ

たが、現在のような循環資源の輸出増大は想定外であり、国内のリサイクル

のみを前提として制定されたといえる。

　容器包装リサイクル法における再商品化とは、「製品の原材料として、ある

いは製品として、自ら利用、あるいは利用する者に有償又は無償で譲渡しう

る状態にすること」（第２条の８）となっている。つまり原材料や製品とし

て有価で取引される（逆有償とはならない）状態にすることで再商品化され

たものとみなされる。ここでは取引される場所が国内か国外かは問われてい

－１９５－

２２
　（社）プラスチック処理促進協会（２００７．１２）「プラスチック製品の生産・

廃棄・再資源化・処理処分の状況２００６年」http://www2.pwmi.or.jp/siryo/

　flow/flow_pdf/flow2006.pdf
２３
　ペットボトルは１９９７年施行、完全施行は２０００年。対象となるのは、ペット

ボトルの他にガラス瓶、スチール缶、アルミ缶、紙パック、プラスチック

製容器包装、紙製容器包装および段ボールの８品目であるが、そのうちガ

ラス瓶、ペットボトル、プラスチック製容器包装および紙製容器包装の４

品目が特定事業者（容器包装の利用事業者および容器の製造事業者）によ

る再商品化義務の対象である。他は市町村が分別収集した段階で有価で取

引されるため再商品化の義務が生じない。
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ない。２４

（２）ペットボトル再商品化の実態

　市町村により分別収集されたペットボトルの再商品化ルートは、図２中央

にある指定法人（財団法人日本容器包装リサイクル協会）ルートまたは独自

処理ルートがある。前者は容器包装リサイクル法に基づき、市町村は指定法

人との間で取引契約を結ぶとともに指定法人による入札の結果で選定された

再商品化事業者にペットボトルを引き渡す場合であり、後者は市町村が直接

民間事業者に処理を委託する場合や有価物として売却する場合である。総務

省によれば、２０００年度から２００５年度の間に、指定法人ルートで再商品化する

市町村の割合が低下し、全量を独自処理ルートで再商品化する市町村の割合

および両ルートを併用する市町村の割合が上昇していること、２００５年度で独

－１９６－

２４
　寺園淳、前掲論文、pp. ２９－３０．
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図２　容器包装リサイクル法のスキーム

（出所）環境省編『平成１８年版　循環型社会白書』p. １９１．



自処理量は３割を超えていることを明らかにしている。２５　

　市町村の独自処理ルート選択や独自処理量増加の理由には、ペットボトル

の有価物化の進展がある。図１の分類で見れば②から③への変化である。市

町村が指定法人に引き渡す場合には無償での取引契約を結ぶのに対して、独

自処理ルートでは２００４年頃から民間事業者に有価物として売却できるように

なってきたことがある。２６　しかしそれだけの理由で、できる限り指定法人

ルートでの引き渡しを要請する国の意向に逆らっている訳ではない。市町村

が消費者の分別排出を受けて、ペットボトルを収集運搬し引き渡しの基準に

見合うように中間処理する費用が非常に高いのである。集めれば集めるほど

市町村の処理費用が膨大になる。有価物となったペットボトルが独自処理

ルートに傾くのは（それ以前であれば処理費用の安い民間事業者への委託）、

賛成はできないが市町村にとっては背に腹はかえられぬ台所事情もある。２７

　市町村の指定法人ルート利用の減少は、容器包装リサイクル法のスキーム

で想定していなかった別の綻びに関係している。『PET ボトルリサイクル年

次報告書』２８　によると、２００６年度の使用済ペットボトルの市町村分別収集量

は約２７万ｔと順調に伸びているが、指定法人ルートの引き取りは１４万ｔ（前

年度比－３万ｔ）と２年連続の大幅減少になっている（図３参照）。有償で

輸出に向かう状況になり、市町村の独自処理ルートへの移行と指定法人ルー

トで収集されたペットボトルを再商品化事業者が引き取りを競う事態となっ

ている。その結果、指定法人における入札は２００６年度から有償入札となり、

－１９７－

２５
　総務省（２００７）、pp. １１０－１１１．

２６
　同上、pp. １１２．

２７
　市町村のペットボトル処理費用の一例として、東京都小金井市の廃棄物会

計調査で、１�当り２５３円（収集運搬費１５８円＋中間処理費９５円）と算定。ま

た独自処理による売却で約５０円／�の収入を計上している（２００６年度）。『平

成１８年度清掃事業の概要』小金井市、２００８年、pp. ９－１１．
２８
　『PET ボトルリサイクル年次報告書』（２００７年版）
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落札は１７．３円／�となった。２００７年度は、引き取り契約量１４．１万ｔに対する

平均落札単価は、３８．９円／�と高騰している。２０００年度には指定法人は再商

品化事業者に７１．４円／�支払っていた。状況の激変ぶりが分かる（図４参照）。

（３）ペットボトル輸出量の把握

　上の『年次報告書』では、ペットボトルの回収率や輸出量を新データで新

たに算出している。それによると２００６年度の国内ペットボトルの販売量は

５４．４万ｔであった（前年度５３万ｔ）。そして市町村の分別収集量に事業系の回

収量を加えた回収量は３６．１万ｔ（市町村２６．８万ｔ＋事業系９．２万ｔ）（前年度

－１９８－

図３　指定法人経由および独自処理分別収集量の推移

（出所）『PET ボトルリサイクル年次報告書』（２００７年版）p. ５．

図４　指定法人での落札価格の推移

（出所）図３に同じ



３２．７万ｔ）であり、従って、回収率は６６．３％（前年度６１．３％）であり、世界

最高水準としている。２９　また、貿易統計の改訂で把握可能になった PET くず

２８．７万ｔのうち２２．５万ｔがペットボトル由来と推計している。そこで、確認

回収量３６．１万ｔのうち国内向けの回収量２５．６万ｔと輸出推計量２２．５万ｔを加

えた４８．１万ｔが国内での「実質的な回収量」とし、一方販売量５４．４万ｔから

実質的な回収量を引いた６．３万ｔが「実質的な未確認量」としている。とな

ると実質的な回収率は８８．４％になる。因みに輸出される PET くず２８．７万ｔ

のうち９６．３％が中国・香港向けである。３０

３－３　国内３Ｒ基盤の強化

　図５にみるように、ペレットやフレークになったペットペットボトルの循

環資源は国内で利用される（１８．９万ｔ）よりも多くの量が国外での利用向け

に輸出されている（２２．５万ｔ）。バーゼル条約に違反しない限り、市場原理に

－１９９－

２９
　『PET ボトルリサイクル年次報告書』（２００７年版）、p. ２．

３０
　同上、p. ８．
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図５　ペットボトルの回収／再商品化の流れ

（出所）図３に同じp. ８．



よって循環資源が海外に向かうのは当然との見方もあるが、ここ数年の急激

な変化がこの先もずうと続くとは限らない。少し前まで、国内で過剰になっ

た回収古紙を焼却処分したりしたことを思い出す（図１の②の分類）。循環資

源が海外に向かわなくなったときに、市民の協力に負っている国内リサイク

ルシステムが機能しなくなっていたのでは、それこそ３Ｒに逆行する。世界

的な技術といわれる化学分解法による「ボトル to ボトル」の再商品化量は、

原料不足からキャパシティを大きく下回っているし、コスト高の悪循環にも

なっている。環境負荷低減・持続可能性を忘れた経済第一主義では後で大き

なツケを支払うことになろう。３１

４　中国における廃プラスチックスのリサイクルと法規制

４－１　廃棄物による環境汚染

　中国広東省の沿岸の貴嶼鎮は E-WASTE（廃電気電子機器）に汚染された

街として有名だ。２００２年にアメリカの環境ＮＧＯ、BAN（Basel Action 

Network）が先進国から持ち込まれた E-WASTE で大きな環境汚染・健康

被害が出ていることを報じたからである。貴嶼では、廃電線の被覆プラス

チックを野焼きして銅線を回収したり、回路基板を焼却や強酸で貴金属を取

り出したりといった手作業の解体・回収が実態と言われ、重金属による健康

被害や環境汚染が深刻であるという。３２　リサイクルの技術も設備もなく、健

康や環境汚染への知識も十分でなければ、循環資源の環境汚染性・危険性に

対する適正処理は全く行われない状況となろう。中国国内では、深刻な廃棄

－２００－

３１
　２００６年に容器包装リサイクル法を一部改正し、国内利用を高めるために円

滑な引き渡しの必要性の強調、再商品化の義務を果たさない特定事業者へ

の罰則強化、国の方針に協力して取組む市町村への資金拠出制度などの対

策が盛り込まれた。
３２
　BAN ホームページ、産業構造審議会（２００４．１０）「持続可能なアジア循環

型社会圏の実現に向けて」（参考資料集）など。
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物汚染は貴嶼だけではなく各所に広がっている。膨大な循環資源や中古品の

輸入や密輸だけからではなく、国内からも大量の廃棄物・有害廃棄物が排出

されているからである。

　先進国では廃棄物の国内リサイクル費用が高い。循環資源として有価で輸

出できるならすでに見たように必然的に海外に向かっていく。途上国では活

発な資源需要があり、天然資源だけでは足りず、安い循環資源も利用したい。

しかし途上国ではリサイクル技術が未熟で低賃金の労働力に頼ったリサイク

ルが中心になる。循環資源として輸入（あるいは不正輸入）されたプラスチッ

クくずの中に異物が大量に混入していれば、輸入先で大量の不用物が発生す

るし、焼却や埋立てが行われれば、大気・土壌・水質の汚染に繋がる。E-

WASTE には、鉛、カドミウム、水銀、砒素、塩化ビニル、ガリウム、パナ

ジウム、臭素化難燃剤、等々の有害物質（金属資源）が含まれている。これ

らを確実に回収・利用する技術がなければ、銅や鉄くずなど一部の資源物を

取り出せても、有害物質が垂れ流されることになる。

４－２　循環資源の輸出入

（１）循環資源等の輸出入

　２００４年の中国の循環資源の輸入量は、中国税関統計から、吉田が計算して

いるが、プラスチックくず、古紙、鉄くず、銅くず、アルミくずの総輸入量

は、それぞれ４１０万ｔ、１，２３０万ｔ、１，０２２万ｔ、３９５万ｔ、１２０万ｔであり、

うちアジア（３４．８％）、ヨーロッパ（１５．２％）、北アメリカ（３４．２％）、ロシ

ア・その他（８．３％）である。３３　いずれも１９９０年代末から急増している。アジ

ア地域からの輸入で８割を占めるのが、日本と香港からで、香港はすでに触

れたように日本欧米諸国から中国大陸への輸入中継地である。

　世界の廃プラスチックス輸入額約１５．５億ドルのうち中国と香港で三分の二

－２０１－

３３
　吉田綾「再生輸入大国　中国」小島道一編（２００５）所収、pp. ４４－４６．

────────────



になるという。３４　原油価格の高騰もあり、２００４年ごろから廃プラスチックス

の価格も１．５～２倍に急騰している。

　中国の廃プラスチックスの受け入れ基準は厳しく、廃プラの中の厳格に制

限するべき夾雑物は０．０１％以下３５（その他夾雑物は０．５％以下）としている

（日本の指定法人では５％以下）。２００４年５月に、日本からの廃プラスチッ

クスの中にリサイクル不適物があったとして（中国の国内法違反）禁輸措置

が取られたこともあり（２００６．９解除）、循環資源の貿易には相手国との相互理

解が欠かせない。

（２）中国の廃棄物・循環資源輸入規制

　中国政府が国外から廃棄物が持ち込まれることに手を拱いているわけでは

ない。むしろ積極的に対応してきている。バーゼル条約はいち早く批准し

（１９９１）、「固体廃棄物環境汚染防止法」（固体法、１９９６施行）では、中国へ

の固体廃棄物の投棄、保管、処分目的での輸入および危険廃棄物の越境移動

を禁止している。３６　すなわち、原料として利用できない廃棄物または無害化

処理・リサイクルができない廃棄物の輸入を禁止し、原料として利用可能な

廃棄物を制限付き輸入と自動許可輸入に分類して管理している。

　廃棄物の輸出入に関して基本となる法規は、改正固体法（２００５）と「輸入

廃棄物の環境保全管理に関する暫定規定」（暫定規定、１９９６）がある。暫定

規定では、輸入許可制度、船積み前検査、廃棄物原料の環境基準などを規定

している。廃棄物原料の無許可輸入または利用不可能な原料の輸入について

は１０万元以上１００万元以下の罰金が科せれるし、密輸にいたってはさらに刑

事責任も追求される。輸入者不明の廃棄物については、運搬業者がシップ

バック（送り返し）の責任を負うか処理費用を負担しなければならない。改

－２０２－

３４
　『月刊　環境ビジネス』２００７年１０月号、p. ２６．

３５
　吉田綾（２００７）、p. ６５．

３６
　吉田綾（２００７）、p. ６０．
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正固体法では、汚染者負担の原則、輸入可能廃棄物原料の定義の明確化など

が定められた。その他、環境保護総局をはじめとする関係所管部門で通達・

通知などで規制している。３７

　輸入可能な廃棄物原料とは、国家環境保護基準および質量監督検験検疫部

門の検査に合格したものであり、「国家が輸入を制限する原料として利用可

能な廃棄物リスト」に記載されたものに限られる。リストは、第１類（動物

廃棄物）、第２類（精錬（冶金）くず）、などと第１０類（プラスチックくず）

まで分類され、それぞれの分類の中でさらに特定化している。３８　また中国政

府は、循環資源を中国向けに輸出する海外輸出企業に対し臨時的な管理登録

措置をとることを公布し（２００３）実施している３９。

（３）中古品に関する輸入規制

　中国では国内産業の保護や環境保全上の理由から中古家電や中古自動車の

輸入が禁止されている（中古機電製品輸入管理強化に関する通知、１９９７）。

２００２年に、部品も含めた E-WASTE の輸入を完全に禁止している。２００４年

には E-WASTE 加工貿易も禁止され、中国外で使用されたコピー機の再生

事業を中国で行っていたリコー上海がこの事業からの撤退を余儀なくされた

と言う。しかし、香港経由で実質的な輸入が継続しており、中古テレビ、パ

ソコン、複写機などが中国各地に流通していると言われている。４０　国境を越

えると、動脈系（製造→販売系）の流通でも販売ルートや原材料の正確な補

足は簡単ではない。まして静脈系（使用・廃棄→再資源化系）となると、不

法投棄、不正輸出、不適正処理に流れていくルートがあり、引き渡し・販売

－２０３－

３７
　吉田綾（２００７）、p. ６３．

３８
　吉田綾（２００７）、p. ６４参照。

３９
　２００６．１１現在、３，５６２社が登録、うち日本企業５１０社。吉田綾（２００７）、p. ６６．

４０
　吉田綾（２００７）、pp. ６５－６６．日本では、家電リサイクル法によって廃家電を

回収・リサイクルしているが、家庭または事業所から排出された法が対象

とする４品目、２，２８７万台のうち再商品化に回ったのは１，１６２万台しかなく、
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後の追尾・確認は極めて難しくなる。静脈系流通のトレーサビリティ

（traceability）が大きな課題である。

４－３　循環型経済への取組み

（１）廃棄物の分類と廃棄物量

　中国が世界から循環資源を吸いよせる理由は、高度経済成長を続ける旺盛

な資源・エネルギー需要である。４１　中国は世界の製造業生産高の１割近くを占

め（２００５年）まさに「世界の工場」であるし、生活水準も向上し耐久消費財

の普及も著しい。しかし、全体的に見れば製造業の多くは付加価値の低い分

野が中心で、質よりも量的拡大がベースで資源とエネルギーを大量に消費し、

大量の汚染物質・廃棄物を排出している。４２

　以下では統計上の制約もあり、やや全般的な検討になる。中国の固体廃棄

物（solid waste）は、大きく工業固体廃棄物（産業廃棄物）、その内訳の１つ

のだが危険廃棄物、それと都市ごみ（生活ごみ）に区分される。固体廃棄物

とは、産業、生活、その他の活動で発生する固体、半固体、および容器中の

気体の物質であり、国家環境保護総局（SEPA）が「固体廃棄物識別ガイド

－２０４－

その他は「見えないフロー」であり、種々の形で７７３万台相当が海外に流

出していると推計された。中環審・産構審第１２回合同会合参考資料、

２００７．８．２１．
４１
　GDP の成長率（２０００－２００５）は９．６％（日本１．４％）で、資源やエネルギー

では世界の１５％ほどを消費。二酸化炭素排出量（２００４年）は世界の１８．１％

（日本４．８％）を占め、アメリカに次いで第２位（日本第４位）の排出国

である。総務省「諸外国の主要指標」等。
４２
　２００６年の中国の産業構造は、第１次産業（１１．７％）、第２次産業（４８．９％）、

第３次産業（３９．４％）となっている。粗鋼生産量は世界の３分の２を占め、

耐久消費財の自動車生産は、米国、日本に次いで第３位、カラーテレビや

パソコンなどの家電製品・情報機器の多くで生産量世界一である。「ゼミ

ナール　新時代の中国経済」『日本経済新聞』（２００８．２．８）参照。
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ライン」を示して国内および貿易上の廃棄物とそうでない物との識別を図っ

ているが、境界線上にくるものの識別は簡単ではない。４３

　固体廃棄物の発生量の推移は表１のようになる。近年の急増ぶりが分かる。

工業廃棄物、都市ごみの排出量は、日本の産業廃棄物、一般廃棄物（２００５）

と比較すると、それぞれ約３．６倍、３倍である。また、工業廃棄物の内訳では

鉱滓、石炭灰、金属スラグなどで約６割を占める。総合利用率（リサイクル

率）は６１％、最終処分率は、８．６％などとされる。４４　収集運搬された都市ごみ

（カバー人口約５億４千万人）のうち、無害化処理率は５１．７％（２００５）であ

る。残りは周辺に投棄されている。４５

－２０５－

４３
　吉田綾（２００７）、p. ３８．因みに、吉田の本論文は、中国の廃棄物とリサイク

ルの現状・制度に関する最も詳しい文献であると言える。
４４
　『中国統計年鑑　２００７』p. ４２４．SEPA は２００５年の固体廃棄物総合利用率を

５６．１％としている。http://www.sepa.gov.cn/japan/index.htm
４５
　無害化処理とは、衛生埋立、堆肥化、焼却などで、それぞれの処理割合は、

８５．２％、４．３％、９．８％である（２００５）。中国環境問題研究会編（２００７）『中

国環境ハンドブック』p. ３０９．
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表１　固体廃棄物発生量の推移（単位：百万ｔ）

都市ごみ収集量うち危険廃棄物工業廃棄物年

６８－６８１９９０

１０７－１０７１９９５

１１８８．３８１６２０００

１５６１１．６１，３４４２００５

１４８１０．８１，５１５２００６

（出所）『中国環境年鑑　２００６』p. ６１５、『中国統計年鑑　２００７』pp. ４０９－４１１及

び吉田綾（２００７）p. ５１．



　国家環境保護「第１１次五カ年（２００６－２０１０）」計画の８つの重点分野の１つ

が「固体廃棄物汚染の制御、その資源化と無害化の推進」である。４６　そのため

の施策は次の３点である。

①　有害廃棄物と医療廃棄物の処分施設建設計画の実施を加速する。

②　都市の生活ごみの無害化処分施設建設計画を実施し処分率を６０％以上に

する。

③　固体廃棄物の総合利用を推進し、総合利用率を６０％にする。

　さらに、生産者責任連座制度を確立し、再生資源の回収・利用システムを

完備させ、廃電気電子機器の資源化事業の規模的効率化、無害化された総合

利用を実現する。輸入廃棄物の加工・利用企業を厳格に監督・管理して、二

次汚染の発生を防止し、廃棄物の違法な輸出入を厳しく取り締まる、として

いる。

（２）中国型の循環型社会経済の構築

　中国では、すでに多くの中古品取扱業者（５，０００社以上）、回収ポイントの

ネットワーク（１６万箇所）、再生資源化企業（３，０００社）、雇用者（１４０万人）

があり、循環資源回収に取り組んでいる（２００２年時点文書）。しかし、都市

ごみ系廃プラスチックスの排出量９３０万ｔに対して、埋立てが約７６％、再生

利用が１３０万ｔに過ぎないといった調査もある。４７　廃棄物の循環資源化に向け

た本格的な取組みはこれからであるが、生態工業区（エコタウン）事業の推

進、中古品市場の活性化策、グリーン購入（環境マーク製品政府調達リスト）、

関連の法規や基準の整備が進められている。４８

　ただ注意しなければならないのは、中国と日本の「循環型社会経済」の概

－２０６－

４６
　国家環境保護総局（SEPA）２００７．１２．２２（http://www.sepa.gov.cn/japan/

　index.htm）参照。
４７
　吉田綾（２００７）、p. ５４．

４８
　詳しくは、吉田綾（２００７）pp. ５４－５９参照。
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念が同じものではない点である。中国の最上位計画である「国民経済と社会

発展の第十一次五カ年企画」の建議（批准、２００５．１０）の中で「経済発展方

式の転換を促進し、資源節約を基本国策とし、循環経済に取組み、生態環境

を保全し、資源節約型、環境友好的な社会を構築し、経済発展及び人口・資

源・環境との協調を促進する」として、国家発展改革委員会が陣頭に立ち、

環境保護総局など関係部門とともに、循環経済の推進に邁進することになっ

ている。

　日本の循環型社会形成推進基本法でめざす社会は、環境基本法を補う意味

で、廃棄物の３Ｒと適正処理の推進を柱とし、天然資源の消費を抑制、環境

への負荷を低減化した社会である。これに対して、中国のめざす循環経済社

会は、廃棄物に限らないあらゆる資源（エネルギー、材料、水、土地）の循

環も含んで、効率的な経済発展が進められる社会である。４９　中国の「循環型経

済」は日本のそれよりも広範な概念なのである。従って、目的は重なってい

てもアプローチも違ってくる。日本は、循環型社会を廃棄物問題解決の観点

から社会経済の上流における資源・エネルギーの持続可能な利用の問題へと

遡るアプローチと捉えているのに対し、中国では持続可能な経済発展と資源

利用の観点から下流の廃棄物問題へとたどるアプローチをとっている。つま

り、日本や多くの国は、ごみ・廃棄物問題を背景としているのに対して、中

国は持続可能な発展のために避けて通れない道として捉え、「小康社会（いく

らかゆとりのある社会）」実現の重要な手段と位置づけている。５０　その「小康

社会」のために、２０２０年までに２０００年比で４倍の経済成長が目標である。目

標実現の上で最大の障害となるのが資源の問題であり、環境問題であること

－２０７－

４９
　「循環型社会形成に向けた諸外国の制度・取組」産構審・環境部会・国際

循環型社会形成と環境保全に関する専門委員会資料（２００５．１２）．
５０
　小柳秀明「中国発：‘循環経済’起死回生の再構築」EIC ネット（２００５．

　０６．０９）http://www.eic.or.jp/library/pickup/pu050609.html
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は容易に理解できる。かかる中国の循環経済の理念は次の「３＋１」型と呼

ばれる。５１

・　小循環：企業レベルでの取組みを指し、クリーナー・プロダクション５２

を遂行して、製品とサービス中の物質とエネルギーの使用量を減らし、

汚染物発生の最小化をめざす。

・　中循環：地域レベルでの取組みを指し、企業群、工業団地、経済開発区

における生態工業を発展させる。すなわち上流生産過程の副産物や廃棄

物を下流生産過程の原料とし、企業間の代謝関係と共生関係の生態産業

チェーンを形成する生態工業団地の建設をめざす。

・　大循環：社会レベルでの取組みを指し、グリーン消費を推進し、廃棄物

の分別収集システムを確立し、第１次、第２次、第３次産業間の循環を

通じて、最終的に循環型社会の実現をめざす。

・　廃棄物の処置とリサイクル産業：廃棄物あるいは廃棄された資源の回収、

処理、処置とリサイクル産業を確立して、廃棄物と廃棄資源の社会での

循環利用問題の解決をめざす。

　かかる理念に基づき、「循環経済促進法（案）」の制定に向けて２００５年から

準備しているが、現状の廃棄物処理に関する法律の柱は、すでに見たように

「固体廃棄物環境汚染防止法」である（１９９６施行、２００５改正）。さらに、３

Ｒに関連し基本法的に位置づけられるのは、「資源総合利用の展開に関する

－２０８－

５１
　小柳秀明、同上

５２
　クリーナー・プロダクションとは、１９９２年の地球サミットで採択された「ア

ジェンダ２１」で提唱された概念。従来の公害対策は、汚染の排出口におけ

る防止処理（エンド・オブ・パイプ技術）が中心だったが、これに対し、

ライフサイクル全体（原料採取、生産、廃棄、再利用のすべての工程）で

環境負荷を軽減する考えにもとづき、個々の対策技術やシステム管理手法

を包含した対応策をいう。
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暫定規定」（１９８５）、「クリーン生産促進法」（２００２）がある。個別品目を対象

に、中国版 RoHS 指令５３　にあたる「電子情報製品汚染抑制管理弁法」が施行

され（２００７．３）、中国版 WEEE５４　法にあたる「廃旧家電回収処理管理条例」

（案）も公表されているし、自動車リサイクル法やタイヤ・リサイクル法も

検討されている。最近では、国務院事務局の２００８年６月から「有料レジ袋使

用制度」を導入するとの通知が話題を呼んでいる。５５　こうした法整備を３Ｒの

実際の前進につなげるには次のような総合的な取組みにかかっているといえ

よう。５６

・　３Ｒなどによる循環経済（circular economy）の推進：省および地方政

府は総合的な廃棄物管理計画の策定・実施が必要である。

・　廃棄物処理のインフラと収集・再使用・再生利用のシステムを構築して、

廃棄物処理能力の拡大ペースを上げること。

・　廃棄物の排出者（家庭、企業規模別など）と対象品目ごとの実施計画を

策定すること。

・　処理施設の運転の効率化や標準化、有効な規制や政策手法の開発・実施

・評価、そして情報収集のためにも、廃棄物の種類ごとに異なる現状の

国や省レベルの管理責任部門を合理化すること。

・　廃棄物処理への投資と管理費用のための資金づくりは、公的資金と民間

－２０９－

５３
　欧州連合（EU）の電気電子機器への鉛、水銀、カドミウム等の特定有害物

質の含有を規制する指令（２００３公布、２００６施行）。RoHS は、Restriction 

of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic 

Equipment の略称。
５４
　EU の廃電気電子機器の回収・リサイクルを目標とする指令（２００３公布・

施 行）。WEEE は、Waste Electrical and Electronic Equipment Directive 

の略称。
５５
　http://www.enviroasia.info/news/news_detail.php3/C08010902J

５６
　OECD, OECD Environmental Performance Reviews: CHINA, 2007, pp. １２３

－１４４．
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資金を混合した資金調達の仕組みを作ること、また都市部以外でもごみ

処理サービスの有料化を進めること。

・　ごみ処理や資源回収を生業とする人びと（freelancers）に対して、より

衛生的で安全な状況で回収・リサイクリングを継続できるように設備、

制度的な支援、訓練の機会を提供すること。

・　社会、中小規模企業、産業部門において、廃棄物管理と効率的な資源利

用への意識を喚起すること。

５　東アジアにおける持続可能な循環資源の流通に向けて：おわりに代えて

５－１　循環資源の国際流通への対応

　中国に代表されるアジア諸国の急速な経済成長は予想を大きく超える資源

需要を生みだし、世界中の天然資源と循環資源を求める勢いである。既成事

実となっている循環資源の国際流通の光の側面（資源利用）と影の側面（環

境汚染）をどのように管理していけるのだろうか。東アジア地域を念頭に置

きながら、小島に拠って５７、管理課題をあげておきたい。

（１）循環資源・再生資源・有害廃棄物・中古品などの区別の明確化

　循環資源が、バーゼル条約上の手続きに則らずに不適正に国際取引される

背景には、循環資源・再生資源・有害廃棄物・中古品などの区別が明確でな

いことがある。バーゼル条約対象と非対称を区別するより明確な輸出入基準

を作成する必要がある。例えば、固形状の廃プラスチックスはバーゼル条約

の規制対象外であるが５８、小島は、未洗浄の廃ペットボトルは衛生上からも

大量に残渣が発生する可能性からも、バーゼル条約の事前通知・承認対象と

し、洗浄済みの廃ペットボトルはバーゼル条約の対象外とすることを提案し

－２１０－

５７
　小島道一「アジアにおける適切な資源循環にむけて」小島道一編（２００５）

所収、pp. １６８－１７８．
５８
　バーゼル条約の付属書Ⅸ、Ｂ表
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ている。５９　家電製品の中古品と廃家電品との区別も同じく明確化が必要であ

る。

（２）循環資源の国際流通におけるトレーサビリティの確保

　トレーサビリティは、循環資源とくに有害廃棄物の有効な管理システムの

基盤として重要である。日本の国内では、産業廃棄物を対象にして、廃棄物

処理の流れ６０　を確認できるマニフェスト（産業廃棄物管理票）制度があるが、

その国際的展開が要請されている。その電子化も進めば、循環資源が、排出

者から適切に輸出先の再生資源業者まで流通したかどうかを迅速かつ的確に

チェックできる。

（３）有害廃棄物の国際流通の輸出入手続きの制度化と簡素化

　法の抜け穴を塞ぎ罰則を強化するなど、バーゼル条約や関係する国内法の

執行面での強化が必要である一方、それらの法律上の規制が厳し過ぎて、適

切に循環資源を活用できる場合でも国際流通が難しくなっている面にも注意

が必要である。例えば、バーゼル条約で求められている事前通知・同意に関

する手続きに時間がかかることや国によっては輸出入の届出・審査の手続き

が制度化されていない国もあり、それらの整備が必要であるという。また、

環境規制が厳しくリサイクル技術も十分に高い国（日本など）への循環資源

の輸出については、逆に、輸出国側で輸出手続きの簡素化を考えることも必

要かもしれない。６１　この点については、輸出入国間で十分な実態把握と情報

交換が前提になる。

－２１１－

５９
　小島道一編（２００５）、p. １６８．なお、中国では未洗浄のペットボトルくずを

輸入禁止としているし、日本でもそれは「廃棄物」にあたるとして輸出を

規制している。
６０
　排出事業者（委託）→収集運搬業者→中間処理業者→収集運搬業者→最終

処分業者→排出事業者、とマニフェストが回り、委託した廃棄物処理の流

れを確認できる仕組み（廃棄物処理法）。
６１
　小島道一編（２００５）、p. １７１．
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（４）中古品の国際流通に関する仕組みづくり

　循環資源に関しては、有害廃棄物とそれ以外のものに分け、有害廃棄物に

ついてはバーゼル条約等で事前通知・同意の制度の下で取引を管理する仕組

みが作られている。しかし、中古品・再製造物品・中古生産設備に関しては、

越境移動をどう考えるかの国際的なコンセンサスはなく、各国が自国の思惑

でさまざまな規制を行っている。６２

　中古品等については、リユースやリサイクルによる資源有効利用のメリッ

トと短期間で廃棄物となる環境負荷などのデメリットがあり、早急に国際的

な仕組みづくりが必要である。例えば、中古品の輸出入の実態把握の促進が

あるし６３、さらに、輸出先の途上国に環境負荷をかけないために、中古品の輸

出前検査の義務づけと拡大生産者責任（EPR）の適用が不可欠であるとＮＧ

Ｏは主張している。６４　

（５）国内３Ｒの推進と国際協力

　それぞれの国における循環型社会づくり・３Ｒの推進が第一であるが、そ

のためには国内の廃棄物による環境汚染対策とリサイクル産業を育成・向上

させていかなければならない。６５　その上で、ある国では実施不可能な廃棄物・

循環資源の有効な利用・処分を他の国で行うことにより、有害物の管理も含

め東アジア地域全体の環境負荷低減に資する場合が考えられ、その面での国

－２１２－

６２
　小島道一編（２００５）、pp. １７１－１７２．

６３
　その１つは、国際的な貿易統計上の分類コードである HS（Harmonized 

Commodity Description and Coding System）コードの細分化による中古品

の輸出の把握があり、日本では２００８年１月から、家電リサイクル法対象の

４品目について、新品とそれ以外のものが新たに区分された。
６４
　化学問題市民研究会「３Ｒイニシアティブの監視」http://www.ne.jp/asah

　i/kagaku/pico/basel/3R/3R_initiative.html 参照。
６５
　途上国における具体的な対策については、小島道一編（２００５）、pp.１７２－１７５

を参照のこと。
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際協力・日本の貢献が期待されている。６６

５－２　日本の３Ｒシステムの再構築

　そのためにも、先ずは先述の国内循環型社会づくりの綻びを繕い、３Ｒシ

ステムの再構築を図ることである。循環資源の急速なグローバル化を想定し

ていなかった国内の３Ｒシステムはどのように再構築するべきか。視点は２

つあろう。１つは、環境性を重視して、法制度の抜け穴を塞いで国内完結型

の３Ｒ化を徹底する方向。もう１つは、効率的資源利用の側面にも配慮して

国内３Ｒと国際資源循環を調和的に行っていく方向である。６７

　廃棄物処理法やバーゼル条約における「国内処理原則」は基本原則であろ

う。例えば、先述の小金井市における例のように、市町村が高いコストをか

けて収集・運搬・処理したペットボトルが独自処理ルートで民間業者に引き

渡され、それが結果的に循環資源として輸出に回っているとすれば、国内リ

サイクルシステムの崩壊ばかりでなく、海外リサイクル産業の育成にも繋が

らない。なぜなら、市町村の収集・運搬・処理は税金が使われ、民間事業者

に補助金が支出されている場合も多い。結果的に、極めて安い価格で循環資

源が輸出されているからである。

　しかし、例えばブラウン管（CRT）テレビでみると、家電リサイクル法で

は、鉛を含む CRT ガラスの適正処理が必要であり、技術的に国内処理は可

能である。しかし国内では、すでに CRT テレビは製造しておらず、リサイ

クル後のガラスの需要は国内にはない。他方海外ではまだ CRT を製造して

いるところがあり、静脈流通の透明性が確保されているのであれば、日本国

内で廃棄処理するよりは然るべき海外工場で CRT に再生するのがコスト的

にも循環資源の活用の上からも効率的と言えよう。６８　

－２１３－

６６
　環境省編（２００６）、pp. ５７－６２．

６７
　細田衛士「３Ｒ国際資源循環」『廃棄物学会誌』Vol.17, No.2, ２００６、p. ７．
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　こうしてみると、持続可能な循環型社会にむけた循環資源の流通政策は、

国内完結型かグローバリゼーションに伴う市場原理優先かという二者択一の

時代ではなく、国内３Ｒと国際資源循環を調和的・戦略的に行っていく方向

となろう。

　その方向を、細田は、国内３Ｒと国際資源循環の調和のためには、経済の

動脈系と静脈系の連鎖を合わせた生産物連鎖における静脈連鎖上の製品連鎖

統制（PPC）６９　の必要性を強調し、天然資源と再生資源の双方にかかわる包括

的な産業政策（資源循環戦略）が必要であるとしている。

　国も循環型社会形成推進基本計画の見直しに当たって、国内資源循環完結

型から国際資源循環を取り込んだ施策を展開することになった。すなわち、

３Ｒイニシアティブの国際的推進を基盤として、一方でバーゼル条約の履行

（諸外国と連携し規制対象物の明確化、不法輸出入防止にむけたネットワー

クの充実）という規制強化策と、他方でリサイクル目的での日本への廃棄物

等の輸入などを、環境保全に配慮した上で国際移動の円滑化を図りたいとす

る規制緩和策を採ろうとしている。７０

　２００８年夏に開催される環境がメインテーマの「洞爺湖サミット」で、日本

は３Ｒイニシアティブを強調するのであれば、国内３Ｒと循環資源の国際流

通が統合的・戦略的に展開されるより具体的な方策を提示しなければならな

い。
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６８
　細田衛士、同上、p. ６．

６９
　PPC とは「動脈連鎖のより上流の部分でバッズの発生・排出抑制のメカニ

ズムを組み込むとともに、この二つの情報の非対称性をなくすことによっ

て残余物のフローを制御し、適正で効率的なリデュース・リユース・リサ

イクルを促進する施策である。」細田衛士、同上、pp. ７－１２．
７０
　環境省「第２次循環型社会形成推進基本計画（案）」２００８．２、http://www.

　env.go.jp/press/press.php?serial=9407
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「キロギ家族」から見た韓国家族の現在

　　　　　李　　　瓊

Kirogi Families: The New Separated Korean 
Families

     YI, Kyoung

１．はじめに

　韓国には朝鮮戦争（１９５０－１９５３）によって南北に生き別れ、離れ離れになっ

た離散家族が多数存在しているが１）、最近、これらの人々と違った「新しい

離散家族」として、「キロギ家族」が話題となっている。「キロギ家族」はそ

の数が５万人にも上っていることから大きな社会問題として注目を集めてい

る。

　キロギ家族とは、子どもを外国に早期留学２）させる過程で、母親が子ども

の面度をみるため、子どもと一緒に外国に行き、父親は国内にひとりで残り、

仕事をしながら海外居住家族の生活費および教育費を仕送りする「非同居家

族」３）のことである。このような「教育離散家族」が「キロギ家族」であり、

その父親は「キロギアッパ」と呼ばれる。キロギとは「雁」、アッパは「パ

パ」という意味の韓国語である。

　「キロギ家族」、「キロギアッパ」という用語がいつから使われるように

なったのかは確かではないが、韓国政府が初・中・高校の在学生の早期留学

制限措置を廃止した１９９９年末以降４）、父親は（経済的な理由で）韓国に残っ

て生計の責任を負い、母親は留学する子どもの世話のため同行する家庭が増
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えることに伴い、マスコミなどで使われるようになった新造語である。

　「キロギ家族」、「キロギアッパ」とは学術用語ではないものの、今は韓国

で俗語としての市民権を得、２００４年出版された『国語辞典訓民正音』（金星

出版社）には「キロギアッパ」が収録されるに至った。そこには「子女を外

国で勉強させるため、妻と子女だけを外国に送り、国内にてひとりで生活す

る男性」と書かれている。

　急増しているキロギ家族は「外貨の浪費」および「家族の崩壊」の恐れを

はらんでいることから深刻な社会問題と見なされているが、それでもその数

は増加する一方である。その原因はどこにあるだろうか。

　韓国社会において子女の教育は大変重要な課題ではあるが、教育問題だけ

で、離散をもいとわないキロギ家族の増加を説明するのは難しい。では、他

にどのような原因があるのだろうか。

　本研究では、以上の疑問を究明すべく、キロギ家族の発生背景と増加要因

について検討してみることにしたい。

　

２．キロギ家族とは

　キロギ家族は「教育離散家族」「非同居家族」として表現できるが、それ

が「国境を越え、離れて暮らす家族」のことであるところから、「超国的家

族」（transnational family）または「多国的世帯」（multinational household）

とも呼ばれている。また、２０００年以降通信手段の発達に伴って増えてきたオ

ンライン接続に重点を置いて、「ネットワークファミリー」とも呼ばれている。

そして、家族構成員が必要と状況によって同居と非同居を自由にすることか

ら「可変的家族」「造形的家族」（plastic family）とも言われる。他にも、「遠

征留学母子家庭」「新グローバル別居家族」「遠隔家族」「自発的国際非同居

家族」「未来投資型家族」等の表現が見られる（チェ　２００５：２５、３１１）。

　「キロギ家族」の中でも、特に「キロギアッパ」が注目を浴びているが、

その理由は、家族を外国に行かせた後、一人残された「孤独」で「寂しい」
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イメージが浮かび上がるからである。ところで、残された父親に「キロギ

アッパ」という名がついた理由は、キロギの習性とそれに対する韓国人が抱

いているイメージからだといえる。韓国の代表的な渡り鳥であるキロギは、

韓国人ならだれもが親しみを感じる鳥である。キロギはメスとオスの信義が

厚く、一度つがいになると、一生相手を変えない習性があるといわれており、

また、子どもに対する愛情も深い。野山が火事になった時、子どもと一緒に

焼け死ぬことはあっても、子どもを残して逃げることはなく、メスが先に死

んでもオスが子どもを育てるので、韓国では昔から家族愛や父性愛の象徴と

されている。このイメージから韓国の伝統的な結婚式において、キロギは夫

婦愛と家族愛の象徴として欠かせない存在となっていた。例えば、結婚当日、

新郎は婚礼が行われる新婦の家にキロギ一対を持って行くが、結婚儀式の一

部としてそのキロギを新婦側に渡すのである。昔は本物のキロギが使われた

といわれるが、今は木彫りのキロギ（木雁）が代用されており、それは新婚

夫婦の部屋を飾る人気の置物となっている５）。

　キロギ家族は韓国だけでなく、キロギ家族の主な留学先であるアメリカで

も注目を集めている。例えば、２００５年１月９日、『アメリカのワシントンポス

ト』は「A Wrenching Choice」というタイトルの特集記事を出したが、そこ

では、Kirogi（wild geese）という韓国語がそのまま使われた。記事では、

「キロギは韓国の伝統婚礼式で生涯伴侶の象徴として使われるし、遠くまで

飛んで、えさを取ってきて雛に食べさせる鳥である」と説明されながら、

「子どもたちをアメリカで教育させるため、太平洋という海を挟んで離れて

暮らす韓国家族（South Korean families separated by an ocean）」と書き記

された。

　ところで、興味深いことに、父親たちの経済的・社会的背景が異なること

から、この「キロギ家族」のアッパたちはさらに「ペンギン」「キロギ」「ワ

シ」の３つのタイプに細分されている。

　「ペンギンアッパ」とは鳥なのに飛べないペンギンにたとえて、経済的に
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余裕がないため、家族を尋ねて行けないまま、仕送りだけをするタイプのこ

とである。そして、「キロギアッパ」とは渡り鳥のように年１～２回、家族

に会いに行けるくらいの経済的な余裕をもつタイプである。また、「ワシ

アッパ」とは空を自由に飛びまわるワシのように、金銭的にも時間的にも十

分な余裕があり、いつでも飛行機に乗り、家族に会いに行けるタイプを指し

ている。このワシアッパは、高所得で、事業家の人に多い。そしてペンギン

アッパの場合は、海外に居住する家族に会いに行けないところか仕送りの負

担に耐えられず自殺するケースもある。数としては、子女の休みまたは父親

の出張や休暇を利用して年１～２回再会するキロギアッパのタイプが一番多

いと思われる。このように、キロギアッパの家族訪問は職業的変因に大きく

影響されるといえる。

３．韓国の教育制度と母親

　キロギ家族の現状を知るために、まず、韓国の教育制度と家族のなかで求

められている理想的な母親像について考えてみよう。

（１）韓国の教育制度

　キロギ家族の発生を促す子どもの早期留学は韓国の教育制度に主な原因が

ある。韓国の教育は、「受験教育一辺倒で、人間教育がなされてない」との

批判をよく受けているが、ここでの「受験」というのは基本的に「大学受験」

を意味する。日本のように、小学校・中学校受験は存在しない。高校の場合

も、外国語、自然科学、芸術・体育などを重点的に勉強する「特殊目的高校

（略称、特目校）」への入学以外の、一般高と呼ばれる普通高校への進学は

中学の内申書で決まり、受験なしで居住地区内に割りふられる。したがって、

一般的に「受験」とは大学進学のための試験を指しており、大低の韓国の子

どもたちはこの一生一回の試験に「すべて」を賭けているのである。

　韓国には日本のような「私立」学校という概念はない。経営形態は、日本
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の私立と同様のものだが、私立として独自の教育をするわけではない。また、

大学付属の高校といっても、日本のようなエスカレーター式の付属ではなく、

進学のためには、他校出身の志願者と同じく（日本のセンター試験のような）

「大学修学能力試験」で良い点数を取ることで競争しなければならないので

ある。

　日本よりも大学進学率の高い韓国６）は、昔から「馬は生まれると済州島へ、

人は生まれるとソウルへ行かせるべし」という表現があるくらい教育熱の高

い国である７）。教育こそ身分上昇の手段であるという考え方は根強く、古く

は「科挙」という国家試験に合格すれば身分上昇が可能だった高麗王朝時代

や朝鮮王朝時代に遡れる。

　１１月に行われる「大学修学能力試験（略称、修能）」は、大学への進学を

希望するすべての人が受けるもので、政府を始め韓国社会全体がサポート体

制をとっているかのようである。例えば、この日には、受験生がラッシュア

ワーに巻き込まれないように、官公庁だけでなく、多くの会社が朝の出勤時

間をずらしている。遅刻しそうな受験生がいれば、警察官がパトカーで運ん

だり、タクシーが無料で試験場まで届けたりする光景も珍しくない。そして、

英語のリスニングテストの時間は、飛行機が一切飛べないことになっている

のである。

　ところで、大学の受験だけで済むからといって、高校から勉強すれば良い

というわけにはいかない。中学校、または小学校から最終目標である大学受

験に向けて「先行学習」をしている。だから、日本よりも熾烈な受験競争が

存在し、これが暗記中心の受験教育につながってしまっているとの批判も多

い。

　一方、韓国には日本と同様に、２年以上海外留学した者には、帰国子女と

して大学に入学できる制度があり、その制度を活用した方が大学に入りやす

いのはいうまでもない。ゆえに、どんなに大変でも、少しでも他人より有利

な道を子どもに提供しようとする親たちの欲望から早期留学はますます増え
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る一方である。

　これは、少子化８）により一人っ子が多くなった韓国で、子どもの教育への

投資費用が以前より上昇したこととも関係がある。その上、最近は早期留学

が一種の「教育ブランド」として好まれ、中産層の間では一種のステータス

にまでなっている。実際、韓国の現代史は農漁村から中小都市へ、中小都市

から大都市へとより良い教育商品を目指して国民が常に移動してきた歴史で

もあるといえるが９）、このような移動が、今は早期留学、語学研修、教育移

民の形で現れているものと考えられる。

　韓国では、学校での公的教育のことを「公教育」とし、学校以外での学習

を「私教育」１０）と分類して呼ぶ。しかし、公教育が忘れられて久しい韓国で

は、「勉強は塾で、学校は内申書のために行く」といわれている。それに伴い、

「私教育費」が「公教育費」をだんだん上回り、親たちは大きな負担を強い

られている。このように、私教育費が多くかかる国内事情を考慮すると、「早

期留学にかかる費用がそれほど高くない」という見解も多い。その結果、莫

大な経済的支出にもかかわらず、キロギ家族は増えていくのである。

（２）母親像

　韓国の大抵の母親は日本の教育ママのように教育熱心である。そしてこの

母親たちは自分の子どもの能力を信じ、「孟母三遷の教え」を実行している。

つまり、大学進学率の高い「名門高校」に子どもを入学させるため、「江南

８学群」へ引越しをしたり、引越しができなかったら住所だけでも「江南８

学群」に移したりすることで社会問題になったこともある。子どもの教育環

境のためには、国内だけではなく、海外もいとわない考え方がキロギ家族に

つながっているのであると思われる。

　日本では女性の理想として「良妻賢母」というが、韓国では「賢母良妻」

である。つまり、韓国では、妻としての役割よりも母としての存在価値を優

先するのである。例えば、２００４年、韓国のある女性週刊誌が、平均１ヶ月所
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得４００万ウォン（約５０万円）、３０坪以上マンションに暮らす３０代から５０代の首

都圏中産層女性１２００名を対象に行ったアンケートを見てみよう１１）。

　「現在のあなたの姿は？」という質問に６２．９％の女性が「母」と答えた。

「ひとりの人間としての自分」は１６．４％、「女」は１１．１％、「妻」は６．６％で

あった。「自分自身」よりも「妻」よりも「母」としての自分を認識する傾

向が強いことがうかがえる。この結果からすると、大多数の韓国女性は自分

自身のためではなく、「子どものために生きている」ともいっても過言ではな

い。

　また、「今、一番の関心事は？」という質問には「子どもの教育および進

学」が４９．７％で１位であった。母としての役割の中でも子どもの教育を最優

先する母親が多いことが確認できる。このような教育熱は「良い大学に入る

ための強迫観念的な姿」として現れる。生活費の半分を私教育費として使っ

ても、教育費支出以外は倹約する。夫が早く帰り、子どもの勉強に邪魔にな

るより、遅く帰るか出張に行った方が良いと思っている。また、夫の実家か

ら無視されず、待遇されるためにも子どもの勉強ができないといけないと思

うのである。

　そして、「現在、自分に一番ストレスを与える人は？」という質問には、

「夫」が２９．１％、「子女」が２７．８％、「義父母」が１４．３％の順であった。子女

の進学に気をもんでいる母親にとって、子女がストレスの提供者になること

は理解できるが、夫が最大のストレス提供者であることは、「子どもが先、夫

はその次である」という「子女中心」家族の一面を現しているともいえよう。

すなわち「母」としての役割が「妻」としてのそれよりも重視されるという

ことである。その結果、夫を残して、子女の留学に同伴することに何の迷い

もなく、キロギ家族になっていくのであろう。

　また、マンションなど集団住宅暮らしでは隣近所付き合いで、同じ年頃の

子どもをもつ母親同士は常に子女の成績を比較し、比較されることになる。

隣同士だけでなく、親戚同士の競争意識も教育熱を過熱化させている。母親
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たちの同窓会や「契」（一種の親睦会）などの集まりでも、主な話題は子ど

ものことで、それも子どもの成績のことになってしまう。親のプライドは子

女の学問的成功と直結すると考えられる。要するに、子女の問題を自分の問

題と認識する母親が多いのである。

　大学入試の当日は寒い中、寺院で一心不乱に三千拝をしたり、校門の前で

祈り続けたりしている韓国の母親たちの姿は日本のメディアにもよく登場す

るが、現代の韓国社会において、家族生活自体が子女の教育中心となり、家

族はもはや「情緒的共同体」というよりも「勉強共同体」となってしまった

感じさえする。

４．キロギ家族急増の背景

（１）「IMF 危機」と英語力への憧れ

　韓国における海外留学ブームは１９９０年代初頭に始まった。以後１９９７年前後

の「通貨金融危機」（通称「IMF 危機」）の際、その勢いが弱まったものの、

最近は経済の回復とともに以前よりも過熱化している。その原因の一つが、

１９９７年の IMF 危機以来、対外経済開放により「英語が大切な職業能力になっ

た」ことである。それは、大幅のリストラの中、英語力が人々の明暗を大き

く分けたからである１２）。その結果、「英語力＝競争力、生存条件」という論理

が蔓延するようになった。まさしく、「英語資本論」であろう。このような

社会現象が早期留学の原因を提供したのである。すなわち、IMF 危機とい

う名目で行われたリストラを経験した韓国人にとって、英語（英語ができな

いこと）はトラウマになっているのである。こうした「職業競争力のための

必修学力」である英語を習うための留学先としては、アメリカ、イギリス、

カナダ､オーストラリア、ニュージーランドなどの英語圏が多いが、最近は地

理的に近く、物価も韓国とあまり変わりないまたはむしろ安いことからシン

ガポール、香港、マカオ、マレーシア、フィリピン１３）への留学も増えつつあ

る。また留学する人の中には、英語の勉強を目的に中国語圏へ留学するケー
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スも増えている１４）。

　ところが、早期留学した子どもの中には、親と離れて自由になったという

解放感や寂しさなどから麻薬に溺れる、もしくは銃器を所持し問題を起こす

などの犯罪行為でしばしばマスコミに登場する人も出るようになった。する

と、麻薬や銃器などの危険から自分の「一番大切な子ども」を守るため、費

用がもっとかかっても母親が留学に同伴することとなり、キロギ家族が増え

ることになったのである。

　一方、子どもを早期留学させるのではなく、子女にアメリカの市民権を取

得させてやる目的で、「遠征出産」（海外出産）する事例も増えている。これ

は、出生地主義により、自国領土で生まれたすべての子どもに市民権を与え

るアメリカの制度を利用しようとするものである。つまり、市民権があると、

アメリカの公立学校への入学できるので、無償で英語教育が受けられるので

ある。２００２年以降、アメリカでは市民権なしにはアメリカの公立高校に入学

（留学）できなくなったので、市民権を持たない人は、当然学費の高い私立

に行くしかない。これが、海外出産を促しているのである。しかし最近は、

これらの海外出産が兵役逃れの手段として悪用されていることから、韓国で

は別の意味で大きな社会問題となった１５）。

（２）情報化社会

　情報化は非同居する家族をつないでくれる役割を果たすが、逆に家族の非

同居を促進させることにもなった。電話や手紙だけではなく、Ｅメール、

メッセンジャー、音声チャットなどをコミュニケーション手段として活用し、

実際の空間的距離より心理的距離はそれほど遠くないように感じられるよう

になったことも非同居を促した背景として取り上げられよう。大多数のキロ

ギ家族は、コミュニケーションのためには、時間と費用を惜しまず、家族間

の関係維持に力を入れている。

　チェの調査によると、一番よく使われる手段は電話で、次がＥメールであ
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る（チェ２００５：１３８－１４２）。時差などの理由もあって、大体一日１～２回電

話をするそうだ。興味深いのは、夫婦の間は電話による意思疎通が一番多く、

子女とは主にＥメールが用いられる点である。夫婦の間で電話が好まれる理

由は、電話がＥメールより直接的で、声を通した感情交流が可能であるから

だと思われる。一方、Ｅメールは、「愛している」というような夫婦が普段

は面と向かって言えなかった言葉を伝えることができる。また、子女にも文

面による「重みのあるメッセージ」を伝えることができるのである。このよ

うに、一緒に暮らしていながらも言えなかったことを電話やＥメールで表現

できるという点では、情報化が夫婦や家族間の絆を強めることに貢献してい

ると思われる。既存の紐帯をオンラインでより緊密にできるからである。

（３）キロギ家族にみられる韓国家族の姿

　２００５年１０月、ソウル市内で５０代のキロギアッパが死亡し、５日後に発見さ

れた事件があり、それをきっかけに「キロギアッパ同情論」が韓国社会全体

に広がっていた。死亡したのは建設会社に勤める男性（５３歳）で、ソウル市

内のワンルームマンションで一人暮らしをしていた。妻は６年前、教育のた

め中学生だった２人の子どもを連れてアメリカに行っており、彼は、毎年

２５００万ウォン（当時のレートでは約２５０万円）を送金していたという。名門

大学の建築学科を卒業し、一時期は建築事務所も経営していたというその男

性は、韓国では「上流階層」だったかもしれない。が、この「身分」は長続

きしなかった。妻と子どもたちを送り出した後、夫の会社は業績不振に陥り、

彼は友人の建築会社に経理担当として就職していたという。外国に居住する

家族との不和や一人だけ残されたという孤独感、仕送りするために切り詰め

ていた生活への圧迫などが、キロギアッパを死に追い詰めたといわれた（『朝

鮮日報』２００５年１０月１９日）。

　そして、キロギアッパであったソウル大学の教授が、過労で死亡したこと

が記事になったこともある。この時も、彼がソウル大学の教授であることや
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過労死したことよりもキロギアッパであったことが一番話題を呼んだ（『世

界日報』２００３年４月７日）。

　このような報道を通して、一般庶民には、キロギアッパたちが「お金は

持っていても、家庭的に不幸な人々」と思われ、多くの人々が「お金はなく

ても、家族と一緒に暮らせる自分たちの方がもっと幸せである」と慰安して

いたのである１６）。

　一方、キロギ家族が、子どもの教育というよりは家族間の衝突や葛藤を回

避する方法として機能するケースも少なくない。つまり、英語教育を名目に

した留学が、実際には夫婦仲が良くない時や倦怠期に入った夫婦の不和や葛

藤などの問題を解消する方法として利用されることも多いとのことである

（『文化日報』２００３年１１月６日）。夫婦間に問題がある場合、キロギ家族が家

族非同居形態として夫婦別居を正当化し、離婚を回避しているのである。

　他に、嫁・姑問題の解決策として用いられることもある（チェ２００５：２３１）。

韓国は結婚すると同時に夫の実家中心になりがちである。お正月や秋夕（中

秋）のような親戚が集まる名節には、決まって夫の実家に帰省し、嫁たちは

手に水が乾く余裕もなく働く。この期間は、嫁姑の葛藤がある場合は耐え難

い時間である。しかし、キロギ家族は、名節に夫婦と子どもだけの時間を過

ごせるのである。子どもの学校や勉強が最優先とされる雰囲気の中では、帰

省していないことも許されるのである。つまり、かつては跡継ぎの息子を産

むのが最大の役割であった女性たちに、今は子どもを一流大学に入れること

が「地上最大の目標」となっているので、子女教育の名分さえあれば、すべ

て許されるのが現状である。

　母性イデオロギーの強い韓国では、子女に対する無条件的な犠牲が母性愛

として美化され、疑問の余地もなく受け入れられているのである。このよう

な認識の中で、キロギ家族（早期留学）は、母親が子どものために自分のす

べてを犠牲しているように理解されるが、母親の内面には、英語教育を名目

にいろいろなしがらみから「脱出」しようとする願望が隠れていることも理
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解すべきことであろう。母親は、憧れていた外国生活を満喫しながら、複雑

な韓国の拡大家族関係から免除されるわけで、子どもの留学は自他公認の

「名分ある脱出口」になれるのである。

　以上のようなケースでは、キロギ家族生活の出発が、夫婦または家族間の

不和を隠蔽するか、葛藤を避けるための一種の逃避としてスタートした側面

が伺えるが、この場合、結果的には、家族を維持する機能を果たしていると

いえる。

　ところで、２００６年８月１４日から１８日まで５日間、毎回３０分ずつ放送された、

韓国国営放送局による『KBS 人間劇場』というドキュメンタリミニシリーズ

が韓国で大きな波紋を起こした。それは、４年前、２人の子どもが留学する

時、奥さんを子どもたちと一緒にアメリカのボストンへ行かせ、自分はキロ

ギアッパとして一人暮らしをしている小児科医師の朴さん（４４歳）の話であっ

た１７）。

　朴さんのストーリは、最初一人暮らしの寂しさで外食、欠食が多くなり、

彼自身が医師にもかかわらず、健康をそこなってしまったが、現在はマラソ

ンや山登りで健康を取り戻し、趣味の音楽を通して往年やっていたバンドも

再開、家事も完璧にこなせるようになったというものであった。番組の放送

後、放送局の掲示板は視聴者の書き込みでダウンされるほどであったが、そ

の主な内容は番組内容が庶民に違和感を与えたという非難だった１８）。このよ

うな非難が殺到した理由は、以前まで知られていたキロギアッパの「かわい

そう」で「哀れみ」の日常と朴さんのそれとでは大きなギャップがあり、庶

民の生活感覚とかけ離れた、恵まれた階層の「幸せな悩み」として映ったこ

とにあると思われる。

　キロギ家族に対する他の意見としては、「韓国の教育制度と関わるもので、

一部の人々だけの問題として片付けられない時点にきている」という内容も

あった。これはキロギ家族が、もはや高所得層だけの「慣行」ではなく、「で

きることならば自分の子どもにも早期留学させたい」という思いを一般の
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人々までもが（親の本音として）持つようになったことを意味しているので

ある。

５．おわりに

　最近、韓国社会は、離婚率増加、独身率増加、晩婚、低出産、少子化など

の急激な変化を経験しており、離婚、家庭内暴力、片親家庭などの表現は韓

国でも珍しくなくなった。現代家族を表すこれらの事象から「家族の崩壊」

が危惧されているが、この「家族解体の危機」に新たに加わったのが「キロ

ギ家族」というキーワードである。しかし、興味深いことは、キロギ家族は

韓国独自の現象として把握されるという点である。つまり、早期留学は韓国

以外の国でも起こっている「ありふれた現象」であるが、母親が子どもの面

倒をみるため、子どもと一緒に外国に行き、父親は国内にひとりで残る「海

を越えた非同居家族」であるキロギ家族は、「韓国独特の家族形態」である。

　本稿では、キロギ家族がなぜ現代韓国社会に存在し・急増しているのかを

考察してきた。そして、その成果として、自己を犠牲にしてまで子女の教育

を優先する高い教育熱、IMF 危機以降ますます高まっている英語力への憧

れ、国内の教育に対する失望感が作り出すブランド化した早期留学、母親と

子どもを一緒に海外に送り出せる経済力などが、複合的にかかわっているこ

とがわかった。

　キロギ家族に対しては同情論から批判まで様々な意見が出ているが、キロ

ギ家族を家族の解体として見るのはまだ早いかも知れない。なぜなら、家族

に「あるべき姿」という正解は存在しないと思うからである。もちろんこれ

については、更なる考察が必要だと考えられるので、今後の課題にしたい。

注
１）従来、離散家族の数は南北合わせて１千万人に上るといわれてきたが、休戦から５０年以

上過ぎた今日、離散家族１世代のほとんどが死亡することでその数はかなり減少している。
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韓国統一部によると、２００５年の人口調査の結果、生き別れになった生存者としての離散家

族は、南だけで約７２万人が残っているといわれる。

　www.voanews.com/Korean/archive/2006-06/2006-06-12-voa16.cfm - 40k -。

２）大学または大学院への一般的な留学ではなく、高校生・中学生・小学生の留学のことを

意味する。

３）別居という用語は離婚を前提とする夫婦のなかで主に使われる傾向があるので、ここで

は非同居という用語を使うことにする。

４）韓国教育資源部によると、初・中・高校生の早期留学制限を廃止したその結果、２０００年、

初等学校（小学校）自退者が１５，０００人に上った。２００１年には、留学・移民のため中・高校

生４，３７６人が自退した。早期留学者が、２００３年には２０，９００人、２００６年には２９，５１１人に至っ

た。www.eai.or.kr/korean/project/pjbbs/pjbbsView02.asp?seq=674 - 70k -。

５）この木彫りのキロギは民芸品コーナーでよく売られている人気商品でもある。

６）２００５年現在、２年制以上の大学への進学率が、日本の５１．５％に比べて、韓国は男子

８３．３％、女子８０．８％である（『朝日新聞』２００７年１月７日朝刊）。

７）結婚情報会社の OMMC（日本）と Duo Marriage Information（韓国）が２００４年４月に

両国の首都圏に住む２４～３３歳の男女１０３３人を対象に行った調査によれば、「子どもには自

分より良い学校に行かせたい」と答えた比率は、韓国７３．８％、日本３３．３％であった。また、

「子どもにできるだけ高い水準の教育を受けさせるためには、生活面での犠牲もやむを得

ない」と答えた比率は、韓国８６．１％、日本４２．３％であった（春木２００６：５１－５２）。

８）韓国は、女性１人が産む子どもの数を示す合計特殊出生率が１．０８％（２００５年）と、世界

最低水準に落ち込んだ。日本の１．２５よりも大幅に低く、「他の先進国の８倍速」（韓国統計

庁）のスピードで少子化が進んだ（『朝日新聞』２００６年８月１３日朝刊）。

９）１９７８年から１９８３年の間の農漁村から都市への転入者を見ると、男子の２９．１％、女子の

２１．８％が学生であった（服部、１９９９：４０）。農家にとって大切な牛を売って大学の学費を

工面したことから、「象牙の塔」といわれる大学は「牛骨の塔」と皮肉られた。

１０）私教育は、「課外」と呼ばれる塾や家庭教師などによる学習が大きい割合を示している。

１１）『MIZ.N.』No.201:20-28。

１２）実際に、筆者の友人はリストラによる失業者が増える中、英語ができるということで専

業主婦からむしろ就職ができた。英語が職を得る重要な能力であることを示す一例であ

ろう。

１３）２００６年１０月３日朝刊の『朝日新聞』には韓国からフィリピンへの「留学ブーム」が紹介

された。記事によると２００５年短期留学ビザの発給数は韓国人が最多である。

１４）筆者の知り合いは、子ども２人を中国に留学させているが、公立学校ではなく、英語で

授業を行うインターナショナル学校に通わせている。彼女は、「留学の目的はあくまでも
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英語であり、中国語はプラスアルファとして習得できれば良いのでは」と話した。

１５）詳細は、金柄徹（２００５）を参照。

１６）キロギアッパの浮気によって家庭が破綻したケースもある。妻に不倫がばれて、姦通罪

で告訴された結果、離婚されたキロギアッパが悲観自殺した（『京郷新聞』２００４年４月１３

日）。

１７）以前までは、障害者や貧しい庶民がさまざまな困難を乗り越える人間勝利的な内容など

を主に扱い、視聴者の涙腺を刺激してきた番組に、医師という高所得専門職従事者の日常

が紹介されたことも議論を呼んだ理由の一つである。

１８）『KBS 人間劇場』。www.kbs.co.kr/2tv/sisa/human/vod/1410456_1278.html - 50k 。
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アジアの家船に関する比較研究（その１）

金　　　柄　徹

A Comparative Study on Houseboat Fishermen 
in Asia (1)

Byung-Chul Kim

１．はじめに

　東南アジア海域や中国大陸の南岸などには船を住居とし、主として漁業を

営みながら生活している人々が分布している。これらの人々を指す言葉とし

ては“Sea Nomads”“Sea Gypsies”「漂海民」「漂泊民」「海洋民」「水上居

民」「船上生活民」などが用いられてきた。

　日本列島においても、昭和の初め頃までは「 家  船 」と呼ばれる、船を住居
え ぶね

とし一年中海で生活する漁民が九州や瀬戸内海に少なからず存在していた。

家船の起源については定かではないが、彼らは少なくとも倭寇の時代以降は

盛んに活動をし、江戸時代に入ると、藩（特に大村藩の場合）からの漁業特

許権などの積極的な保護政策も受け、独自の安定した世界を築いていた。し

かし、農家との物々交換に依存していた彼らは、市場経済システムの発達や

明治近代国家以後の様々な政策（戸籍制度・義務教育・徴兵制）等の影響を

受けると、その生活の基盤が揺らぎ始め、やがては皆「陸地定着」すること

になった。陸に「上がって」からは他の漁民と区別がつかなくなり、近年の

研究ではもはや昔の面影は見られなくなったといわれてきた。

　しかしながら、筆者の調査によると、１９９８年２月現在、広島県豊田郡（現
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呉市）豊浜町豊島には３１０隻の漁船が主に県外出漁に携わっており、２００隻以

上の漁民がいまだに、夫婦が一年中船上で過ごす「家船」生活を送っている

ことがわかった。彼らは漁法の点でも先祖伝来のものといわれる一本釣り・

延縄漁を現在も行い続けている。以前の家船と異なる点はといえば、ほとん

どの船が FRP（強化プラスチック）船に変わっており、その行動範囲も格段

に広くなったことである。船には発電器・テレビ・カラオケ・ビデオ・冷蔵

庫・プロパンガスなどはもちろん、魚群探知機・無線機・レーダー・GPS

（衛星利用測位システム）・携帯電話などの先端科学装備までもが具備され

ており、船室には普通の家と同様に畳（２～５畳）も敷かれている。さらに

興味深い点は、豊島の漁民の家船生活が、以前の家船の「残存」というより

は、むしろ近代以降「新しく形成」されてきたという事実である。

　かつての家船がすべて「陸地定着」し、伝統的な生活様式を放棄したにも

かかわらず、このように豊島の漁民が近代以降新しく「出現」し、現在もな

おその多くが先端テクノロジーを駆使しながらも家船生活を続けていること

を可能とした背景・条件（出現の歴史的過程と現代社会における様々な適応

戦略）については、拙著（金　２００３）を通して考察を行った。しかし、アジ

ア各地の家船の現状との比較は残念ながら課題として残したままであったの

で、これから、アジア各地における家船の暮らしと現代社会への適応の姿を

比較考察していきたいと思っている。

　本稿では、その出発点として、日本・東南アジア・中国の家船の状況を既

存の研究から考察した上で、今日も活動を続けている日本の家船（豊島の事

例）に関する研究成果を紹介してみることにしたい。今研究を始めたばかり

のベトナムの家船（ハロン湾とフエの事例）１）や、これから現地調査を予定

している東南アジアの家船（マレーシア領サバ州の事例）と中国の家船（香

港の事例）に関しては次回（その２・その３で）報告したいと思う。
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２．文献からみるアジアの家船

（１）日本の家船

　１）家船と陸地との関係

　日本の伝統的な家船の根拠地は大きく瀬戸内海と九州に大別される。以下

では、両方における家船の漁法や陸地民との関係について考察することにし

たい。

　瀬戸内海の家船は、大きく分けて能地（広島県三原市）・二窓（広島県竹

原市）・吉和（広島県尾道市）の３カ所に分布していたが、家船がこれらの

地をその根拠地として定めるようになったのは中世末頃とされている。その

背景について宮本は、瀬戸内海の小島をその根拠としていた家船が、秀吉の

「海賊禁圧」により新しい根拠地へ移動させられたが、その移動先が能地、

吉和、二窓、音戸などであったと推測している（宮本　１９６４：１９３－１９５）。

　瀬戸内海の各家船集団は漁法上の特色として、家船の間に一般的に共通し

ている潜水漁は行わず、同じ海域でも集団ごとに特定の漁法（能地は手繰り

網による雑魚曳き、二窓は延縄、吉和は一本釣）を行い、近代に至るまで一

種の分業によって共存していた。

　一方、九州では東海岸と西海岸の両岸に家船が分布していた。東海岸の津

留（大分県北海部郡海辺村）の家船はシャアまたは、船屋と呼ばれていたが、

能地出自の伝承を持っており、昭和のはじめ頃まで船住居の生活を送ってい

た。そして、西海岸には、平戸（旧松浦藩）と西彼杵半島（旧大村藩）など

に、それぞれ別個の家船集団が比較的近年まで存在していた。

　平戸の家船は海にもぐってアワビ・サザエ・ナマコを獲ったり、見突き漁

を行っていたりしていた点で、西彼杵半島の家船とよく似ている。彼らは、

アワビ突きのほか底刺網漁業にも携わっており、松浦藩から、領海内の沿岸

の採鮑権を認められていた。一方、大村藩から特権的漁業権が認められてい

た西彼杵の家船は、季節により漁の対象・漁場・漁法をもかえ、冬・春は鮑

をとり、４月より６月までは葛網１をひき、７月より９月までは鯑網をひき、
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また常に鉾突漁や潜水漁を行っていた。

　家船は陸に家を持たず、海上で彼らだけの生活を営んでいたが、彼らの海

上生活は当然ながら陸地民との交易を前提で成り立っていた。家船は陸地に

水・薪・船木を求めていたが、もっと大事なのは、とった魚を農家に持って

いき、穀物と交換することであり、それは主に女性の仕事であった。この場

合、女の人は頭上運搬に頼っていた。

　家船は、正月と盆のときは全員かならず根拠地に集結することが、集団の

しきたりとして厳しく守られていた。年の暮れに根拠地に帰り、短い滞在が

終わるとまた海に戻ったのである。彼らを根拠地と結びつけたもう一つのき

ずなは死者の埋葬であって、根拠地には墓地があり、菩提寺があった。そし

てその菩提寺は家船に対して強い拘束力をもっていたとみられる。根拠地に

戻った際は、家船のヨリアイが開かれ成員の結束を固めていたし、結婚式な

どのお祝いもこの機会を利用していた。

　九州の家船は根拠地にかならず一軒のヤド（宿）を設けていたが、このヤ

ドは家船を陸地と結ぶ大きなつながりであった。通常フナダマリのある港で、

倉を持つ家がヤドとなっていたが、普通一軒のヤドが複数の家船のヤドを兼

ねていた。このヤドは、衣類などの預け入れ・鉾の柄にする竹の預け・風呂

・正月の餅つき場としての役割を果たしており、ヤドと家船のつながりは強

かったという（野口　１９８７：２７０）。

　九州の家船は、通常　２－３　ないし　４－５　艘位の小船団を編成し、一定の海域内

を移動しながら、獲った魚を近くの農民と交換していた。海域内には基地と

なる停泊地が定められており、船が基地に泊まっている間、家船の主婦は基

地近くの得意先の農家を訪ね、物々交換を行っていたが、その対象品目は主

に麦・栗・サツマイモ・カンコロなどの穀物で、時には味噌・醤油などの調

味料や酒・煙草なども含まれることがあった。これらの沿岸農村は近くに漁

民部落のない場合が多く、しかも船以外の交通機関がほとんどなかったので、

農家の人々にとっても家船がいないと海産物をまったく食べられない状況で
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あった。農家の人々は家船とのつき合いを維持するために、物資の交換だけ

ではなく、風呂や井戸を提供したりしていた。このような関係は家船の人々

の間でほぼ固定化し、母の代から娘の代に継がれ、異なる家船集団の間でも、

お互いに侵さないことがしきたりとなっていたので、集団で移動していても

ナカマ同士の衝突は起こらなかったといわれる。この得意先が家船の大きな

財産であったので、娘が嫁に行くとき分けてあげたり、また嫁をもらったと

きはすべての得意先に紹介してまわったりしていたのである（野口　１９８７：

２６８－２６９）。

　陸地に家を持たず、一年中海上を移動していた家船も根拠地と密接に関

わっていたが、その理由として大きく二つのことが考えられる。

　まず、根拠地という存在が家船自らのアイデンティティーを構成していた

可能性である。

　そして、もう一つは、陸地の政治権力者から根拠地を求められた可能性で

ある。藩主などの陸地の権力は領土・領海内の人々（特に一定の住処を持た

ない人々）をより効果的に統治するため、根拠地という一定の場所に彼らを

結びつける必要があったと思われる。これは後の近代国家における戸籍制度

とその旨を一つにするものである。例えば、九州の西彼杵半島の家船を調査

した木島は、家船が根拠地と結ばれた由来を、「宗門人別改帳」「絵踏み」「俵

物」などの幕府の政策から求めている（木島　１９９２：２２２）。この中で、「宗門

人別改帳」とは今の戸籍簿と類似するものであるが、寺が人々の出生・死亡

の記録を担当することとなり、家船も陸地の寺とのつながりを余儀なく持た

されたのである。つぎの「絵踏み」とは１６２９年（寛永６年）ごろ長崎県奉行

水野守信が案出したといわれる幕府のキリシタン禁止政策であるが、１６３７－８

年（寛永１４－５）の島原の乱以後徹底的に行われ、家船もこれから逃れること

ができなく、正月にはキリストやマリアの画像がはめ込んである板踏絵を踏

むためわざわざ根拠地に帰らせられたのである。そして、「俵物」とは対中

国貿易の長崎輸出品のうち、鮑・イリコ・フカヒレなどの海産物の総称であ
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る。幕府は宝暦・明和・安永の期にかけて俵物の増産のため漁民を督励した

が、その生産の主役を担っていたのが家船であり、それを納めるために、大

村藩は家船を根拠地に集合させたのである。このような根拠地は後になると、

家船の「定着先」になっていく。

　２）家船の陸地定着

　瀬戸内海の家船は能地の手繰り網による雑魚引き、二窓の延縄、吉和の一

本釣のいずれも小規模の家族単位で営まれる漁法を持っており、また能地家

船の手繰り網でとれた魚が、二窓の延縄・吉和の一本釣の餌として使われる

という一種の分業形態をなしていたことは先述のとおりである。一方九州の

場合、平戸・西彼杵の家船はいずれも磯付きの魚介を漁獲の対象とする潜水

漁に主に頼っており、沿岸部に沿って一年中移動していた。漁法としては両

者とも小網を使っていた。

　以上のような家船の漁撈活動は小規模の家族単位に適したものであり、そ

れは一つの決められた漁場に縛られるより、広い海を季節的に移動するのに

有利なものであった。しかし幕末期になると、陸地交通機関の発達や常設魚

市場の普及などによって家船の伝統的な交易体制が崩れ始めていく。つまり、

農民との物々交換に依存していた彼らにとって市場（貨幣）経済の拡大とは、

従来の交換相手が減少していくことを意味していた。そして一部ではクジラ

網や葛網などの大型網による漁が盛んになり、家船の漁撈形態にも変化が生

じていった。というのも、これらの大型網の網主（ほとんど外部の魚問屋で

あるが）は家船船団を編成し、出漁中のすべての面倒をみるかわり、とった

魚は一括して加工したり、市場に卸したりしていたのである。また、問屋に

よる男だけの雇用も多くなり、男女の仕事が海と陸とに分離され、次第に家

船生活も解体されていった。家船におけるこの問屋の登場という事実は、市

場経済の拡大に伴って、商人資本が家船にまで進出してきたことを意味して

いる（金　２００３：４６－４７）。
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　物々交換システムの崩壊と共に、幕末期の「磯猟は地附根附次第也、沖は

入会」「藻草ニ役銭無之、漁猟場之無差別地元次第刈之」「村並之猟場は村境

を沖え見通猟場之境たり」という風潮のもとに、農民までも地先の漁場に進

出しはじめ、慣行による特権的漁業権に頼っていた家船との間に絶えざる紛

争が起こっていたことも家船を変化させた一つの原因である（金　２００３：４７－

４８）。それによって、従来の陸地民と家船の間の分業・住み分け・分割統治

の体制が崩壊していったのである。

　また明治以後になると、国家の様々な政策（義務教育・戸籍制度・租税改

正・徴兵制・漁業法の制定など）が家船の解体に直接・間接的に関わって来

る。これらの政策は陸地の家（住所）を通じて国民を統合していて、以前ま

で根拠地を通して統治を受けていた家船においても陸に家を持つ必要性は高

まりつつあったのである。中でも、家船に家を持たせたもっとも大きい要因

とされているのは義務教育の実施である。集団によってその経緯は多少異な

るが、最初は拒否していた家船漁民も、学童を船から通わせる過程を経て、

やがて陸地に家を建てるようになったのである。

（２）東南アジアの家船

　１）モーケン・バジャウと陸地との関係

　東南アジア海域世界において船を家として生活している漁民のことは、一

般的にはオラン・ラウト Orang Laut（海の人の意味）と呼ばれているが、分

布地域によってモーケン、バジャウなどの名で知られている。

　ビルマ南部からタイ西岸にわたって（特にメルグイ諸島を中心に）分布し

ているモーケン Mawken（海に溺れるものの意味）は家船生活を行いながら、

生業として漁業に携わっていた。ヤスや銛で魚を突くことや水中に潜ること

が漁撈活動の中心であった。一部のモーケンはジャングルや浜辺に小さい杭

上家屋をつくり、耕作を行ったりもしたが、大多数のモーケンは船だけで生

活し、１隻　３－４　人から１０人までが乗り、１０－４０隻の船団を組んで一年中海を移
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動していた。また、乾期には船を海岸に引き上げ、船で寝泊りしていたので

ある。モーケンは穀物やその他の必要なものを陸地民に依存していたが、農

民との直接的な交換は少なく、ほとんどマレー方面の、限られた中国人商人

との交換に依存していた。その取引は港の、あるいは屋形船に乗ってくる中

国人商人との間、物々交換の形式で行われていた。この際、モーケンは干し

た魚を渡したりもしたが、中華料理の材料として珍重されているナマコやア

マツバメの巣、そして真珠などが主であり、その採集に力を入れていた（ホ

ワイト　１９４３：１２７－１３１）。しかし、東南アジア海域世界に中国人商人が入って

くるのが１５世紀頃であること（Sopher　１９６５：２３９－２５０）を考慮すると、それ

以前までは農民と交易していたモーケンが、中国人商人の進出以来、彼らの

必要とする商品生産に主力するようになったのではないかと思われる。

　このようなモーケンと農民との間の直接的な交換が成立せず、仲介者が存

在するという構造は当然ながら彼らに対する仲介者（中国人商人）の支配や

搾取を高めていたのである。ホワイトの報告によると、モーケンが採集した

ものは正当な価格の１０－２５％の値で商人に売られ、また代価の一部としてア

ヘンを強制的に渡されたという（ホワイト　１９４３：１３３－１３５）。メルグイに居住

する中国人商人がモーケンにアヘンを売りつけはじめたのは１９世紀半ば頃か

らであるが、彼らとの取引から巨利を博していたその商人らが一方では、

モーケンを外部から保護する役割をも担っていたとみえる（薮内　１９６９：２７）。

　ボルネオ北部からスルー諸島、ミンダナオ南部に分布している家船はバ

ジャウ Bajau，Bajao と呼ばれていた。この呼び名はボルネオ北部のマレー

シア領サバの海岸に「定住化」している住民に対しても用いられるが、彼ら

は自らをオラン・サマ Orang Sama と呼んでいる。しかし、その起源は一緒

であるといわれている（Sopher　１９６５：１３７－１３９）。ここではスルー諸島のバ

ジャウを検討することにしたい。

　スルーの住民はタウスグ Tausugu、サマ Sama、バジャウの三つに大別さ

れているが、スルーにスルタン制（スルタネイト）が始まった１５世紀以来、
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タウスグが王国のスルタン Sultan や貴族階級を独占し、王国を支配してき

た。この過程でタウスグは他の人々を自分たちと異なる民族として規定し、

交易のネットワークを統制しながら、経済・政治的優位を保ってきたのであ

る（Sather　１９８４：５－７）。

　バジャウは彼らの必要とする穀物や布などの生活必需品を得るために農民

と直接の交換も行っていたが、その大部分をスルタンや貴族との交易に依存

していた。バジャウはこの交易のため、干し魚の他にナマコ、亀の甲、亀の

卵、フカヒレ、真珠、鳥の巣などの海産物を採集していたが（Sopher　１９６５：

１４４－１５６，Sather　１９８５：１７０）、スルタンや貴族にとってバジャウからの海産物

に対する支配は直ちに彼らの政治的力を高めることを意味していたゆえに、

バジャウはその交換から政治的保護や安全さえも保障されていた。ところで、

両者の交換は互恵的なものであり、バジャウは、移動生活という特徴のゆえ

に、その交換が自分に不利であると思った際、容易に他のパトロン（スルタ

ンや貴族）に移ることができたのである。このようにスルー諸島のバジャウ

においては、王権とバジャウは基本的には「共生」「契約」関係に基づいて

いたといえる。しかし、王権が強力になると、バジャウは王権に吸収され「沿

岸定住民」にエスニックチェンジを余儀なくされるが、一方ではその王権と

の距離を維持し、場合によっては他の王権に逃げて元の王権と敵対関係に

なったりもすることで、自立する姿をみせる（床呂　１９９１：８２－８４）。

　２）バジャウの陸地定着

　今日においても東南アジアと中国（特に香港付近）には、なおかつ家船が

多数存在しているが、その数は年々急激に減少している。このような家船の

「陸地定着」は近代以後の一般的傾向ではあるが、「定着」を進める要因や

そのプロセスにおいて、各集団ことに様々な異なる様子をみせている。これ

は、各家船がそれぞれの外部社会と結んでいる関係のあり方が異なることや、

彼らを含んでいる全体社会（例えば国家）の近代化過程の違いからも十分推
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測されることである。

　ここでは、サテーによってその「定着」の過程が報告（Sather　１９８４，１９８５）

されている サバSabah 州（ボルネオ島北部のマレーシア領）のセムポルナ 

Semporna のバジャウの「定着」のプロセスを、簡略に検討していくことに

したい。

　１８７８年にブルネイ Brunei スルタンからサバの支配権を獲得したイギリス

北ボルネオ会社は、１８８７年、セムポルナに交易所 trading station を設置する

が、すると、政治・経済的にスルタンや貴族に依存していたセムポルナのバ

ジャウの交換システムは急激に変わっていく（Sather　１９８４：１５－１８）。つまり、

植民地政府の支配によってスルタンや貴族の政治的権威が弱くなる一方、経

済的にもバジャウは交易所を中心とした市場経済システムに組み込まれてい

き、バジャウとスルタン・貴族との間の伝統的な交換体制が崩れていったの

である。サテーはこうした（物々交換から市場経済への）「転換」が彼らの

「定着」を進めた最も重要な要因であるという（Sather　１９８５：１７３－１７５）。

　また、漁業における技術革新も「定着」の重要な要因とされているが、特

に１９５０年代には、「エンジンの導入」によって海上での労働時間が短くなり、

かつ船上での女性や子供の仕事も減少し、海上での漁撈形態が男性中心へと

変わっていったのである。そして、１９６０年代から始まった道路や大規模都市

の建設ブームで人口が増えると、海産物に対する需要も増加するが、エンジ

ンの使用は新鮮魚の持続的な供給を保証していたのである。後にアイス工場

が設立されると、遠距離交易も可能となり漁業は著しい商業的発展を遂げる

ことになる。こうした過程でセムポルナのバジャウは二つの沿岸部落を形成

していったが、１９６４－５　年までバジャウの大多数がそこに「定着」したのであ

る（Sather　１９８５：１６５、２０９－２１１）。

（３）中国の家船

　北は浙江省の沿岸から、南はトンキン湾に及ぶ広い海域に（特に広東省、
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福建省の沿岸・島嶼地方を中心に）分布している中国の家船は「蜑民」とい

う名で総称されているが、地域によっては「泉郎（白水郎）」「九姓漁家」な

どで呼ばれていた。「蜑」という名には陸地民からの蔑視の意味が込められ

ているが、記録に登場するのは宋代（９６０－１２７９）以後のことである（伊藤　

１９９２：２５２－２５３）。ここでは、ウォード（Ward　１９５４）や可児（１９７０，１９８４）の

報告を中心に、近年の香港周辺の蜑民に焦点を当てることにする。

　１）蜑民と陸地との関係

　香港周辺の蜑民はかなり以前から農民との交換システムから魚問屋との交

換に移っていたようである（Ward　１９５４：２０９－２１２）。魚問屋（漁欄）は資金

面で蜑民を縛り付けていたが、魚問屋による蜑民の支配は大都市だけでなく、

蜑民が根拠とするあらゆるところに及んでいたようである。彼らは蜑民の漁

獲物だけでなく、各地の「魚舗」などからも海産物を買い集め、あらゆる魚

が漁欄を通るよう流通構造を操作・支配していたのである（可児　１９７０：３９－

４９）。

　問屋以外にも、根拠地の漁具商、船大工、（食料品の）商店などが蜑民と

経済的に密接な関係を結んでいた。彼らは蜑民に商品を掛売りしたり、金ま

でも貸したりしたが、蜑民は普通１年以内で返済していたようである。可児

は、このような経済的関係が船で生活する蜑民を一定の根拠地に縛り付けた

一つの要因であると分析している（可児　１９７０：４９－５３，１９８４：２０－２２）。

　日本の家船が一般的に年に　２－３　回しか根拠地に戻らず、ずっと移動してい

たことに比べ、蜑民は、従事する漁撈活動によって、短くは日帰りする船か

ら長くは年１回根拠地に戻ってくる船まで、様々な移動周期をみせていたが、

一般的にはその周期が短く、半月を超えることはあまりなかったという（可

児　１９８４：２２－２４）。このように蜑民が一般的に短い移動のサイクルを持ってい

た理由は、その交換システムにあったと思われる。例えば、可児の報告して

いる九竜半島の蜑民の場合は　６－７　日単位で根拠地に戻っていたが、彼らは移
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動の際も停泊地の沿岸農民とは一切交渉をせず、獲った魚は漁場にまわって

くる限られた魚仲買人か根拠地の問屋に納めていた（可児　１９７０：１０２－１１２）。

彼らは農民と直接交易するシステムを持っていないゆえに（先述の魚問屋の

流通操作の影響と思われるが）、獲った海産物を水や穀類などの食料品と交

換するためには根拠地に早く戻る必要があり、長期間の移動は無理だったと

考えられる。

　遠距離出漁で１年１回しか根拠地に戻らない蜑民の場合も、農民との交易

は行わず、必需品を出漁先の顔見知りの問屋及び仲買人との交換に依存して

いた（可児　１９８４：２３－２４）。

　

　２）蜑民の陸地定着

　香港周辺部における蜑民の減少は清朝（１６１６－１９１１）のころからの現象で

あるとされているが、急速に減っていくのは１９６０年代以後のことであるとい

う。可児はこのような急激な「陸地定着」の理由として、「漁船の動力化」

と香港における「工業化の本格的進行」をあげている（可児　１９７０：１６４－１６８）。

　香港では、１９４６年にはじめてエンジン付きの漁船が登場するが、その以後

多くの漁船が動力化されるようになった。このエンジンの使用によって、操

業時間はもちろん根拠地と漁場との間の往復時間も以前より短縮されるが、

すると、それまで必要性は高まりつつあったものの現実的に不可能であった

児童の通学にも目を向けるようになり、そのためにも「陸地定着」を考える

ようになるのである。一方、１９５５年以後、本格的な工業化および都市化が急

速に進まれるが、この過程で、家船をはじめとする漁民や農民の多くが工場

やサービス産業に吸収されていった。このような家船の転職には単に雇用機

会の増加だけでなく、漁具、燃料、人件費、その他の物価が上がったのに対

し、魚価が下落していたことも重要な要因として影響していたのである（金 

２００３：５０）。
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３．現代に生きる家船

（１）日本の家船：豊島の事例

　ここでは、伝統的漁法や生活形態を維持しながらも、他方では先端テクノ

ロジーを積極的に導入・活用し、今日なお、幅広い移動を行っている豊島漁

民の「家船生活」のあり方について検討してみたい。

　

　１）船に住む人々

　現在、豊島漁民の主な出漁先は愛媛県・山口県・大分県・宮崎県・福岡県

・長崎県などであるが、その他に、日本海（能登半島）や太平洋側（静岡県）

にも幅広く出漁しており、このような県外出漁者の大多数が家船生活をお

くっている。エンジンの導入や船体の改良などにより船速が以前より速くな

り、漁場までの移動時間が短くなったことが結果的には日帰りのできる範囲

を大きくしてきたが、そのことがすぐ、家船生活の中止につながるものでは

ないのである（金　２００３：１４３）。

　豊島では、家船民のことが「 夫婦  船 」「 所  帯  船 」などと呼ばれており、現
めおと ぶね しょ たい ぶね

在日帰りの生活を営んでいる夫婦船でさえ、かつてはそのほとんどが長期間

の家船生活を送っていたし、今でも状況によっては長期間出漁に転じる可能

性が大いにある（金　２００３：１４４）。

　現在（１９９８年２月）、豊島（広島県呉市）には３１０隻の漁船が操業に携わっ

ているが、そのうち約６５％の２０２隻が、家船（妻の同船）による出漁者である。

この中には、一年中家船生活を営んでいる船もあれば、一時的に家船による

出漁を行う船もある。家船ではない漁船は、現在１０８隻であるが、この中には、

かつては家船生活をしていた船が５２隻含まれている。これらの船の中には妻

の病気（１６隻）や死亡（１３隻）を契機に夫婦船をやめたケースが少なくない

（金　２００３：１４４）。

　豊島の家船出漁者の場合、１週間に１回は必ず豊島に戻る人から、年に２

・３回しか戻らない人まで、その出漁のサイクルは個人によって様々である。
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また、県外出漁者の場合、一定の漁場に留まることは少なく、各地の漁場を

季節毎に回ることが多いので、個人においても、次の漁場へ向かう前に豊島

へ戻るときもあれば、戻らずに移動する場合もある。学童がいる若い漁師２）

だと、入学式・運動会・学芸発表会・卒業式などに参加するためにわざわざ

戻ってくるケースが多い（金　２００３：１４４）。

　

　２）アイデンティティーとしての豊島

　県外出漁の漁師が必ず戻ってくるのは正月と盆、そして秋祭りの時である。

中でも、正月は特に賑やかである。年の暮れになると、遠くに出漁していた

漁師が次第に豊島へ帰りはじめる。普段は閑散としていた漁港も大晦日にな

ると、帰ってきた船ですし詰め状態になる。本土に出ている子供たちも戻っ

てくる。漁師は大晦日にしめ縄を作って船の操舵室に飾り、また何枚もの大

漁旗を船に立てて正月を迎える準備をする（金　２００３：１５４）。

　豊島漁師の正月はエビスさんと船霊さんにお供えをし、その年の豊漁と海

上安全を祈願することから始まる。豊島の漁師の間では、正月のお節料理は

夫が準備するというしきたりがあり、各家庭の夫は元日の朝早くからその料

理と御神酒、橙、かがみもち、スルメイカなどを用意し、子供と一緒に浜辺

にあるエビス神社に参る。それから、船に乗り操舵室の神棚（船霊）にお供

えをする。早い人は朝１時からも参っているが、５～６時頃が一番多く、大

概７時頃までにはこの行事は済まされる。それから家族と親戚で正月を祝い

楽しむ。法事もこの頃が一番多く、島では宴会の日々が続く。今は正月に結

婚することはあまりないが、２０～３０年ぐらい前までは、正月に結婚すること

が多かったといわれている（金　２００３：１５４－１５６）。

　一年中のほとんどを他所で過ごしている漁師にとって、正月・盆・秋祭り

は家族と親類、そして友達に会える時期であり、故郷の豊島がその場を提供

しているのである。漁師の数が減少した今日でも、その風景はそれほど変

わっていない（金　２００３：１５８）。
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　伝統的家船は各自の根拠地に集まることで成員の結束を高めていたが、そ

の際、それらの根拠地は彼らのアイデンティティーの役割を果たしていたと

思われる。同様のことは豊島漁民に関してもいえる。つまり、正月・盆・秋

祭りなどの期間は、長期間県外出漁に携わっている豊島の漁師にとって、お

互いの存在を確認できる大切な時間であるし、故郷の豊島はその場を提供し

てくれるだけでなく、彼らのアイデンティティーそのものになっているので

ある。これは、従来各地での（豊島漁師による）寄留はあったものの、移住

はそれほどなされてこなかった事実からも推定されることである（金　２００３：

１５９－１６０）。

　

　３）豊島の女性

　かつての家船とは違って今日の豊島漁民の場合、獲った魚を現地の漁協・

問屋・魚市場に卸しているので、女性が直接行商することはないが、豊島家

船の女性は、家事はもちろん漁撈活動にも参加しており、いなくてはならな

い重要な存在となっている。豊島の女性は外部者から「声がでっかいし、言

葉に礼儀というものはまったくないし、気が強い」とよくいわれるが、それ

は船での厳しい環境と密接な関わりを持つものである。船ではエンジンの音

で小さい声は良く聞こえない。また、操業中にいちいち丁寧な言葉を使う暇

もない。幼いときから船の生活に馴染んできた女性ばかりでなく、結婚して

初めて船に乗った人でも、ある程度の歳月が経つと「変わって」（船に適応

して）いくのである（金　２００３：１６６）。

　今日においても、豊島漁民が広い範囲を移動しながら長期間の家船生活を

続けられるのは、このような妻たちによる日々の苦労があるからである。こ

の事実は夫たちによっても認められている。例えば、仕事中夫は妻の小さな

間違いにでも容赦なく怒鳴るが、「おかがいなかったら商売できん。おかが

病気になると、この生活やめちょるわ。一人では遠くまでよういけんもん」

と、実際は多くのことを妻に頼っているのである（金　２００３：１６７）。
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　４）家船で生きること

　今日２００隻以上の豊島の漁船がなお家船生活による県外出漁に携わってい

るが、それが決して、生活のために仕方なく続けられているものでないこと

は注意すべきである。もちろん、地元の漁場の狭さが彼らの県外漁場開拓の

動機となっていたことは事実であるが、そのことが必ずしも家船生活をさせ

る唯一の原因ではなかった。例えば、豊島の漁船の中で（漁法上）もっとも

多いタチウオ釣り漁船を事例として挙げてみよう（３１０隻の内１４２隻（この内、

約８３％の１１８隻が家船））。タチウオは群をなして広い範囲を流動する魚なの

で、それを漁獲対象とする漁師も当然幅広く移動することが要求されるが、

その際に、豊島の漁師がこの魚の動きに素早く対応できたもっとも重要な背

景として挙げられるのが家船生活である。つまり、従来の家船生活から得た

海（各漁場）に関する豊富な知識や経験と共に、家船生活が可能にする夫婦

単位の労働と拘束の少ない移動が、魚族の変化（減ったり、増えたり、他所

へ移動したり）や市場の需要に対する豊島漁民の適応能力を高めてきたと思

われるのである。このように、豊島漁民における家船での出漁はむしろ自ら

の選択によるものであり、今日なお家船生活が積極的に活用されていること

も見逃してはならないことである。

注

１）ベトナムにおける家船研究は、アジア研究所研究プロジェクト『アジアの文化、特に思

想・宗教・多様性の研究Ⅲ・Ⅳ』（代表：深山祐）からの支援を得ており、本稿は『アジ

アの文化、特に思想・宗教・多様性の研究Ⅲ』の研究成果の一部である。

２）豊島では、１９５５年、当時両親と乗船していた児童を学校に通わせる目的で豊浜町（当時

の豊浜村）が国と広島県の援助を得て学寮を設立し、現在に至っている。多くの漁師の子

供が預けられるようになり、長期間出漁する豊島の漁師に大きな助けとなってきた。しか

し、一方で、それ以前には保たれていた親子を基本とする（船上での）家族生活が失われ

るようになり、豊島の漁師は子供と離ればなれの生活という悲しみを味わうこととなった

のである。そして、学寮という漁師（その子弟）を助けるために設立された国の施設が他
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所の人々から「悪い」目でみられ、豊島の漁民が出漁先で侮辱されたりすることもしばし

ばあった。
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朴正�のセマウル運動
― セマウル運動の光と影 ―

野　副　伸　一

Samaul Movevemnt by Park Chung Hee.

Shinichi Nozoe

初めに

　本稿は１９７０年代に大きく盛り上がった韓国のセマウル運動について分析し、

紹介するものである。筆者は何故今の時点でセマウル運動について論じよう

とするのか。それについては、以下三つの理由を挙げたい。

　第一は、この論考が筆者にとって朴正�研究の第三弾になるからである。

筆者は「朴正�と韓国の経済発展」という研究課題の下に、既に「朴正�の

開発哲学」、「朴正�の韓国認識」を論じてきた（注１）。今回は「高度成長」

と並び朴正�政権の二大業績の一つであり、同時に建国以後の三大業績の一

つ（注２）とも見られている「セマウル運動」を取り上げたいと考える。こ

のセマウル運動が何故行われたのか、それが韓国農村にどういう変化をもた

らしたのか、韓国の経済開発にどういう意味を持っていたのか、を論じてみ

たいと思う。さらにセマウル運動が１９７２年１０月に打ち出された十月維新体制

とどういう関係を持ち、韓国の政治・外交にどう関わっていたのかも考察し

てみたい。

　第二は、韓国の現代史論争への筆者の参加である。１９４８年８月に成立した

大韓民国体制、即ち米国を後ろ盾にする第二次大戦後の韓国の建国、経済発

展等のあり方については、これまで韓国の学会等では色々と批判的な議論が
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なされてきている。特に「民族共助」路線の考え方が強い盧武鉉政権下では、

「韓米共助」路線による実績を否定的に見ようとする視角が強い（注３）。

このため、国民の間に大きな亀裂と摩擦が生じている。大韓民国体制の存亡

をかけたものだけに、論争もそれだけに激しくならざるを得ない（注４）。

　このような対立は当然、朴正�政権ならびにその業績をどう見るかを巡っ

ても生じている。さらに、朴正�政権を肯定的に見ようとする人々の間でも、

セマウル運動と十月維新体制については意見の対立があるのも見逃せない。

　第三は、セマウル運動への国際的な関心の高まりである。韓国の農村を短

時日内に大きく発展させたセマウル運動には、多くの途上国の関心を引き付

けるものがあった。特に「ルックイースト政策」を推進するマレーシアは早

い時期からセマウル運動に関心を持ち、自費で多くの高級官吏を韓国に送り

込んでいた（注５）。

　さらに近年、注目されるのが中国のセマウル運動への関心であろう。深刻

な都農間格差に悩む中国は、農民、農業、農村の「三農問題」を解決するた

めセマウル運動に大きな期待をかけているのが現状である（注６）。

　こういった三つの理由から、筆者は「朴正�のセマウル運動」に取り組も

うと考えたのである。

＜注＞

１．拙稿「朴正�の開発哲学」、『アジア研究所紀要』第２５号、亜細亜大学、

１９９９年と拙稿「朴正�の韓国認識」、『アジア研究所紀要』第２９号、亜細

亜大学、２００３年を参照。

２．朴元植「セマウル組織が再び動いている」、『月刊朝鮮』１９９６年７月号、

ｐ２４３によると、政府広報処とコリアリサーチ社が１９９０年に実施した世

論調査では、回答者はオリンピック開催、経済成長に続いてセマウル運

動を「建国以後の最も誇らしいこと」に選んでいる。

３．「民族共助」とは、同族である北朝鮮との融和を図ることで民族の主体性
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を追求しようとする考え方で、当然対米自主外交を主張する、反米親北

路線である。この考えでは、対北融和を優先する余り、北朝鮮との間で

構築すべき政治・経済体制がどうあるべきかについて議論は曖昧である。

それに対し「韓米共助」は、韓国の今日の繁栄は米国との友好的関係に

よりもたらされたものと認識し、対米関係を重要視するとともに、自由

主義市場経済体制こそ韓国が引き続き維持すべき路線であると主張する。

４．『朝鮮日報』２００７年９月２１日の記事「大韓民国現代史、否定の歴史では

なく成功の歴史」は、代表的な歴史書を紹介し、解放後の歴史を巡る左

右の厳しい対立を簡潔に紹介している。

５．マハティール首相の下で推進されたマレーシアのルックイースト政策で

は、学ぶべき対象として日本と韓国が挙げられている。興味深い点は、

日韓の比重が５０対５０であることである。マレーシアのセマウル運動への

関心については、朴振煥『朴正�大統領の韓国経済近代化とセマウル運

動』朴正�大統領記念事業会、２００５年９月、ｐ．２２７参照。なお著者の

朴振煥はソウル大学教授（農業経済）出身で、経済担当特別補佐官とし

て１９７０年から７９年１０月の大統領死去まで青瓦台（大統領府）に勤務し、

セマウル運動推進に「至大な貢献をした」（金正濂）人物である。

６．『朝鮮日報』２００６年６月１３日の社説「韓国が捨てたセマウル運動を中国

が崇める」によると、中国政府はセマウル運動を学ばせるために３年間

に３万人の公務員を韓国に送り、長期的には公務員を３５万人韓国で研修

させる計画である。なお中国のセマウル運動の現状については、李虎男

「中国における『新農村運動』の展開」、『アジア研究所所報』第１２６号、

亜細亜大学、２００７年参照。

１．セマウル運動とは何か

　先ず、セマウル運動という言葉から説明したい。セは韓国語で「新しい」

を意味し、マウルは「村」を意味する。それ故、セマウル運動とは新しい村
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づくり運動を意味する。日本にも「新しき村」という、似たような名前を持

つ運動が戦前からあり、今でもほそぼそと続いている。この運動は白樺派の

文学者武者小路実篤氏が提唱し、実践した生活共同体建設運動であるが、ロ

シア革命とトルストイの理想主義、さらに大正デモクラシーが反映した所産

でもある（注１）。

　しかし韓国の「新しい村」運動は日本のそれとは違う。セマウル運動の提

唱者である朴正�大統領は「セマウル運動の第一義的目標は所得の増大で

あった」（注２）としつつも、「勤勉、自助、協同」をモットーに推進された

「精神革命運動」であることを強調する。後述するように、セマウル運動が

政府主導の農村再建運動であり、精神作興運動であったことは明白である。

さらに１９７２年１０月の維新体制の「土台」にもなるものであった。

　ところで、セマウル運動は１９７０年代初めにスタートしたが、そのスタート

について興味深い点がある。それは運動展開のきっかけが経済不況であった

ということである。即ち、セマウル運動は予定外の事業展開であったという

ことである。それはセマウル運動が第二次５カ年計画（１９６７～７１年）に全く

載っていなかった点からも窺える（注３）。

　きっかけは不況であった。１９７０年に不況に見舞われた朴正�政権は７０年か

ら不況対策の一環として全国の３万３０００余の村にセメント３００～３５０袋を一律

に無償で提供し始めた。その際セメントは各農家に分けるのではなく、必ず

村の合意による共同作業で使わなければいけないという条件をつけた。用途

先として、①村への進入路の拡張、②橋の架設、③屋根の改良、④井戸の改

善、⑤共同風呂の建設、⑥河川の土手の改修、⑦共同洗濯場の設置、⑧公民

館や集会場の建設等を指示していたのである。

　その結果、提供されたセメントを使って１９７０年秋から７１年の春にかけ、予

想外に良い成果を生む村が多く現れた。“これは使える”と考えた朴政権は、

二年目以降には優れた成果を挙げた村だけにセメントとさらに鉄筋を無償提

供し、成果のない村には提供しないという差別化政策を採った（注４）。ま
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た成果に応じて、村を自立村、自助村、基礎村に分類し、村同士の競争心を

煽ったのである。さらに成果の良い村から電化事業を優先させるというイン

センティブを与えた（注５）。こういった政府のやり方は後れを取った村々

を発奮させ、村々の環境改善運動を大きく進展させたのである。

　きっかけは兎も角、このようなやり方はセマウル運動を初めて提唱した言

われる１９７０年４月２２日の地方長官会議（旱害対策会議）での朴正�大統領の

演説に既に現れていた。朴大統領は、次のような演説をしていたのである。

　「今日、我々が言うところの地域社会開発が所々で始められているが、問

題はその村に住む人が自発的に自分の住む村をどうすれば生活しやすいとこ

ろにするかという努力や情熱がないことです。…意欲が下から迸り出て、指

導者、特に若い人々がやってみようという意欲を持って出てくれば、政府で

ちょっと助けてあげれば、２，３年ですべて立ち上がります。…韓国の農村

が全般的に食えないのは、そのような指導者がいないからです」と慨嘆しつ

つ、農民の間から自発的な改善運動を触発するために、「政府は今年の予算

から特別交付金として約３０億ウォンを各道（県）に分配したが、来年になれ

ば特別交付金はもっと増えるでしょう。道知事はその中で数千万ウォン程度

をそのような（農民が自発的に行う…筆者追加）事業に使えるようにし、そ

の代わり審査を徹底的にして、最も意欲的で効果が大きい良いものを幾つか

選んで支援・育成し、一年後にはまた審査をしてその中で最も成功的で良い

村には道知事が賞金を約１００万ウォンづつ与える方法も良いでしょう。そう

すればその村はそのお金でまた違う事業をしていけるし、このような村を漸

次増やしていく運動を我々が今後推進してみる必要があるのではないかと思

います。その運動を『セマウル育て運動』と言っても良いし、『立派なマウ

ルづくり』と言っても良いでしょう」（注６）と述べていたのである。

　この演説内容から見て、上述した不況対策の予想外の成果が朴正�が既に

考えていた構想を推進するきっかけとなったことは明らかである。

　さらに朴正�は同年１１月１１日の第二回農漁民所得増大特別事業競進大会で、
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「自立する意欲があるのかないのか、自らを助ける自助的な努力があるのか

ないのか、何かを創造し開拓していく生産的気質に火がついているのかどう

か！一言で言って、良い生活をしてみたいという意志と努力さえあれば良い

生活ができるのだが、そういう自信を持って奮発するかどうかに農村近代化

と我々農漁民の生活向上が左右される」と述べている（注７）。セマウル運

動の狙いはここにあったと言えよう。

　それはさておき、朴正�大統領が５ヵ年計画にもなかった事業を積極的に

始めたのには、単なる思い付きではない、幾つかの背景があったことを指摘

しておく必要がある。

　第一に、「貧農の息子」であった朴正�にはもともと農村近代化への強い

意欲があったことである。それは１９６１年５月のクーデターによる権力掌握後

打ち出された「再建国民運動」に端的に現れている。この運動は後述するよ

うに、農漁村を救済しようという一大国民精神改造運動であり、後日展開さ

れたセマウル運動と同じようなものであった。この運動はうまく軌道に乗ら

ず、結局中途で終わってしまったが、この運動にしろ、セマウル運動にしろ、

朴正�の農村への思い入れ、即ち重農主義思想を象徴したものと言える（注

８）。

　第二に、朴政権が農村てこ入れが急務である状況に置かれていたことであ

る。政権掌握以来「重農政策」を標榜していた朴政権は、１９６７、６８年と二年

連続した大旱害で大きなダメージを受けていた。「大旱害の発生は工業化政

策偏重の所産である」として、朴政権は厳しい批判を浴びるに至った。大旱

害の結果、農家所得は都市勤労者所得の６０％台にまで落ち込んだのである

（表１）。農村の疲弊は農村を政治的な支持基盤とする朴政権にとって、早

急に対応せざるを得ない問題でもあった。

　そのため、朴正�政権は矢継ぎ早に農業・農村振興策を講じていったので

ある。具体的には、灌漑用井戸の掘削（地下水開発）（注９）、高米価政策の

採用（注１０）、農漁民所得増大特別事業（注１１）等が推進された。前述の不
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況対策として、農村へのセメント無償供与政策も、農村てこ入れ策の一環で

あったのである。

　第三に、南北交流への備えである。南北朝鮮は１９４５年８月の分断以降殆ど

交流のない状況であったが、７２年の７月４日の共同声明を契機に本格的な交

流に踏み切った。朴正�政権はその交流開始を前にして北朝鮮との体制間競
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（表１）農家および都市勤労者所得

（単位：ウォン）

Ａ÷Ｂ×１００
都市勤勞者（Ｂ）農　　家（Ａ）

指　數
（１９７０＝１００）金　額指　數

（１９７０＝１００）金　額

７０．３２５．３９６，６００２６．５６７，８８５１９６２
１１６．２２１．０８０，１６０３６．４９３，１７９１９６３
１２９．２２５．５９７，３００４９．１１２５，６９２１９６４
９９．７２９．５１１２，５６０４３．９１１２，２０１１９６５
８０．６４２．４１６１，５２０５０．９１３０，１７６１９６６

６０．１６５．２２４８，６４０５８．４１４９，４７０１９６７
６２．６７５．０２８５，９６０７０．０１７８，９５９１９６８
６５．３８７．５３３３，６００８５．２２１７，８７４１９６９
６７．１１００．０３８１，２４０１００．０２５５，８０４１９７０
７８．９１１８．５４５１，９２０１３９．３３５６，３８２１９７１

８３．０１３５．７５１７，４００１６７．９４２９，３９４１９７２
８７．４１４４．３５５０，２００１８７．９４８０，７１１１９７３
１０４．６１６９．１６４４，５２０２６３．７６７４，４５１１９７４
１０１．６２２５．４８５９，３２０３４１．３８７２，９３３１９７５
１００．４３０２．１１，１５１，７６０４５２．０１，１５６，２５４１９７６

１０２．０３６８．６１，４０５，０８０５６０．１１，４３２，８０９１９７７
９８．３５０２．６１，９１６，２８０７３６．６１，８８４，２００１９７８
…６８９．７２，６２９，５９６……１９７９

（出所）経済企画院『主要経済指標』１９８０。



争で韓国のどこが一番の弱点かを考えざるを得ず、北朝鮮と比較したとき、

農村の立ち遅れが一番の弱点ではないかという認識を持っていたようである。

そのため早急な農村改善策の推進が必要とされていた。

　第四に、「政権安保」の観点も見逃せない。大統領三選禁止条項のある憲

法を敢えて改正して臨んだ１９７１年の大統領選挙では、対立候補の金大中が南

北交流、郷土予備軍廃止等を主張し、ブームを引き起こし、朴正�の心胆を

寒からしめた。もともと農村を支持基盤にしていた朴政権は政治基盤強化の

ため農村テコ入れ政策は不可欠であった。さらに国際環境の変化の中で韓国

の安全保障が脅かされる事態を憂え、セマウル運動を利用して、維新体制を

構築しようと考えたのである。この点については、後述する。

＜注＞

１．平凡社『大百科事典』第一巻、ｐ．２７７。

２．朴正�『民族の中興』光明出版社、１９７８年９月、ｐ．８３。

３．朴振煥前掲書、ｐ．９８。

４．朴振煥によると、１９７１年から７８年の８年間に政府から各村に提供された

セメントと鉄筋の量は年平均して２６３袋と３２６�で、１９７４年価格で換算し

て２０００ドル（２５０万ウォン）相当で、それほど大きなものではなかった。

朴振煥前掲書、pp．１０８～１０９。　

５．朴振煥前掲書、ｐ．１９。

６．『朴正�大統領演説文集第７集』pp．１５１～１６１。

７．同上『演説文集第７集』pp．３１３～３１６。

８．拙稿「朴正�の開発哲学」pp．１３５～１２９。

９．朴振煥によると、１９６５年の全水田面積１２０．９万 ha の内、水利安全田は全

体の５８．２％で、水利不安全田は２４．８％、天水田は１６．５％を占めていた。

それが４年後の６９年には、水利安全田は７５．１％、水利不安全田は１３．２％、

天水田は１１．７％へと変化している。朴政権が地下水開発を強力に推進
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していることが窺える。朴振煥前掲書、ｐ．７４。

１０．政府は１９６７年まで政府買い上げ米価を物価スライド制で決めていた。即

ち、その年の政府買い上げ米価は、過去１年間の消費者物価上昇率にス

ライドさせて決めていた。しかし、６８年からは物価上昇率よりははるか

に大きな上昇率で政府買い上げ米価を決め、農民の収入を大きくするよ

うに計らった。

１１．朴政権は１９６８年から、米以外の経済作物や畜産物を生産することで、農

家所得源の多様化を図った。朴正�によると、この特別事業は全国各地

にビニールハウス、養蚕、マッシュルーム、牡蠣、ハマグリ等の輸出品

目、酪農、肉牛、野菜、果物、煙草等、国内需要が大きく増える品目の

主産地を造成することで、１９６８年から７１年までの間に４７４億ウォンを投

じて全国に９０カ所造成された。日本大分県の「一村一品運動」と似たよ

うな運動が韓国ですでに行われていたのである。前掲『演説文集第７巻』

pp．３１３～３１６。

２．セマウル運動の展開

　セマウル運動はどのように展開されていったのであろうか。セマウル運動

が本格的にスタートした１９７２年から７４年までソウルに駐在していた筆者は、

よく地方に出かけたが、汽車やバスの車窓から見る農村風景の変化が極めて

印象的であった。それは農家の屋根が藁葺きからカラフルなスレート葺きに

急速に替わって行ったからである。筆者が滞在した２年の間に藁葺きの農家

は姿を消し、殆ど見かけなくなってしまったのである。

　ソウル滞在当時、屋根の葺き替え関連で、面白い新聞記事を見つけ、思わ

ず笑ってしまったことがある。それは政府の通達であったが、「屋根の葺き

替えは鉄道、国道、空港周辺等、外国人の目に触れ易い所
� � � � � � � � � � �

を優先的にやるよ

うに」（傍点は筆者）というものであった。韓国人にとって、「チョガチップ

（草の家）」と呼ばれる藁葺き屋根の農家は貧困と停滞の象徴でもあり、国の
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恥でもあったのである。

　筆者はソウル滞在中、日本大使館の農務官と江原道の文幕を訪ね、セマウ

ル運動の実態を詳細に観察する機会を得た。セマウル指導者は各種のチャー

トを示し、農民の所得増大が如何に顕著であるかを語った。セマウル運動が

もたらした熱気は我々には極めて印象深いものであった。

　また筆者は滞在中、評価教授団の一員でセマウル運動に詳しい大学教授か

らセマウル運動の展開過程や意義を聴くことが出来た。興味深いので、その

内容を紹介しておきたい（注１）。

　第一段階は政府主導型である。この段階では目に見える変化を誘導する。

この点で農家の屋根の葺き替え、簡易水道の設置、農道の拡張等が有効であ

る、という。同教授は、農村停滞の原因を「農民が小学校５年生程度の意識

水準にしかないから」と見、「目に見える変化で“やれば出来る”という意

欲を持たせ、農民の意識を変革していくのが狙い」と語っていた。

　第二段階は官民協調型である。この段階では、耕地整理や農業機械化等で

農業の生産基盤を整備していくことが狙いである。

　第三段階は民間主導型である。ビニールハウス栽培、養鶏、養豚、果樹園

等の副業で農家所得は向上し、農業人口の半減で所有地は倍増、労働力不足

の時代が到来する。１９８０年代が近づくと、韓国でも農工間の調和が可能にな

る、ということであった。

　以上が、評価教授団の教授が教示してくれたセマウル運動の展開過程であ

る。実際はどうであったろうか。農工間の所得格差について言うならば、

（表１）で見たように、１９６７年に６０．１％まで落ち込んだ農家所得は、その後

急速な伸びを示し、１９７４年には都市勤労者に追いつき、所得格差を解消した。

所得面では「農工間の調和」は予定よりも６年早く実現されていたのであり、

快挙と言わざるを得ない。

　農工間所得格差の解消という点で、前述した高米価政策の推進や主産地団

地の造成、さらにマウル運動における所得増大事業の役割は大きかったが、
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もう一つ見逃せないものがある。それはセマウル運動と軌を一にして始めら

れた、多収穫品種“統一稲”の急速な普及である。フィリピンのＩＲＲＩ

（国際稲作研究所）が１９６０年代に開発した多収穫品種（ミラクルライス）は

“緑の革命”をもたらしたが、韓国政府はその多収穫品種に寒さに強い品種

“ユーカリ”をかけ合せ、寒さに強い“統一稲”を開発するのに成功、７２年

から国内に普及させた。“統一稲”の急速な普及には、各種のインセンティブ

とセマウル運動の展開も大きく与っていたと思われる（注２）。

　統一稲をはじめとする多収穫品種米の普及は７８年には９３万ヘクタールに達

し、全稲作面積の７６．５％にまで達した（注３）。

　その結果、農家の所得は急速に増加し、前述のように１９７４年には農家所得

は都市勤労者所得を上回るようになった。さらに１９７０年～７２年に平均３９６．５

万ｔであった米の収穫量は７４年には４５０万ｔに肉薄し、７７年には６００万ｔを突

破した。

　（表２）は１９６２年から７９年までの米の栽培面積、１０アール当たりの収量、

生産量、その増加率の推移を見たものである。６０年代には生産量の増加率が

頻繁に減少していることが分かる。前述のように天水田等が多かったため、

生産量が天候に左右されていたからである。

　米増産の結果、米の自給率は１９７０年に９３．１％であったものが、７５年には

１０５％と１００％を超え、その後も上昇を続けた。韓国は逆に米の在庫処理に苦

しむことになったのである。そのため多収穫品種の普及を続ける理由はなく

なり、さらに多収穫品種の味の悪さや病虫害の多発も手伝い、栽培面積は

１９７８年をピークにその後急速に減っていったのである。

　セマウル運動をどう評価すべきであろうか。セマウル運動により、農村の

貧困問題は解消され、韓国経済全体に活が入れられたという点で、高く評価

できるのではないだろうか。

　以下、具体的に見ていきたい。

　第一に、農村の環境が大きく改善されたことである。貧困の象徴のように
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思われていた藁葺き屋根に替わりカラフルなスレート屋根の出現は、電化率

の急速な上昇と共に農村を見違えるように明るくきれいにした。また農道の

拡幅、耕地整理等、環境整備が大きく進み、耕運機の普及や車での出入りが

可能になったのである。

　注目されることは、農民が農道の拡幅や公民館の建設等のため無償で労働

力を提供し、またある場合には無償で土地を提供したことである。政府は前

－２６２－

（表２）米の栽培面積と生産量

生　　　産　　　量栽培面積

増加率１，０００ Ｍ／Ｔ�／１０ａ１，０００ ha

－１２．９３，０１５２６５１，１３９１９６２
２４．６３，７５８３２５１，１５５１９６３
５．２３，９５４３３１１，１９５１９６４

－１１．５３，５０１２８５１，２２８１９６５
１１．９３，９１９３１８１，２３１１９６６

－８．１３，６０３２９２１，２３５１９６７
－１１．３３，１９５２７８１，１５１１９６８
２８．０４，０９０３３５１，２２０１９６９
－３．７３，９３９３２７１，２０３１９７０
１．５３，９９８３３６１，１９０１９７１

－１．０３，９５７３３２１，１９１１９７２
６．４４，２１２３５６１，１８２１９７３
５．５４，４４５３６９１，２０５１９７４
５．０４，６６９３８３１，２１８１９７５
１１．７５，２１５４２９１，２１５１９７６

１５．２６，００６４８８１，２３０１９７７
－３．５５，７９７４７１１，２３０１９７８
－４．０５，５６５４５１１，２３３１９７９

（出所）経済企画院『主要経済指標』１９８０。



述したセメント、鉄筋の無償配布や屋根の葺き替えでの低利融資をするくら

いで、個別農家への補償は殆どしなかった。これは驚くべきことである。

１９７０年代前半だからこそこれが可能であったと同時に、農民達の自分の村を

良くしていきたいという熱意の反映でもあった（注４）。

　大統領秘書室長として長年朴正�に仕えた金正濂は、次のように証言する。

「セマウル運動を推進中、最も難しかったことは、村の進入路、農道及び村

の中の道路の拡張に必要な土地の補償問題であった。政府は土地補償を一切

支援しないで農民自らが解決する原則にこだわった。個人の利害関係が大き

い土地補償問題で陣痛を経験もしたが、村全体の協同精神と共同負担ですべ

ての村が自ら解決した」（注５）と述べている。

　第二に、目覚しい所得の増大である。各種の副業、特用作物の栽培、多収

穫品種米の栽培等で、農民の収入は急増した。その結果、預金通帳を持たな

かった農民がそれを持つようになり、農民の貯蓄が農協の貸出財源の太宗を

占めるようになったのである。それ以前は政府貸出金や他の金融機関からの

借入金が大半を占めていたのである（注６）。

　第三に、米の自給達成である。多収穫品種の急速な普及が大きく貢献した

ことは明らかである。それを可能にしたのが農村部等による営農指導、かん

がい施設等のインフラ整備の充実である。

　第四に、「やれば出来る」という自信が韓国人の間で大きく芽生えたこと

である。セマウル運動を通じて、「やれば出来る」、「我々も良い生活が出来

る」ということを身をもって体験した農民は、強い自信と意欲を持ちように

なった。朴正�は前述のように「セマウル運動の第一義的目標は所得の増大

であった」と語っているが、「我々が何よりも重視しなければいけないのは、

セマウル運動がこの間挙げた外形的な成果よりも我々の農民が心の奥底から

我々も立派に生きられるという自信と明るい未来に対する確信が湧き出てい

るという事実である」（注７）と語り、セマウル運動が引き出した自信につ

いて言及している。
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　この点で、セマウル研修事業の展開は、極めて興味深いものがある。本稿

でたびたび引用する朴振煥の著書には、熱気を帯びたセマウル研修の実態が

詳細に紹介されている。研修の対象者が当初男性の農民リーダーだけであっ

たのが、女性リーダーにも広がり、さらに農民だけに止まらず、面長、郡守、

道知事といった地方政府の要人、そして中央政府の局長、大臣、さらに

ジャーナリスト、経済人、大学教授等にまで広がっていった。また研修科目

の内容も、当初は栽培技術等、営農関連のものが多かったが、徐々に政治、

外交、セマウル運動の意義等、韓国が置かれた状況に対するものが多くなっ

た。その中でも農民の成功事例の報告は、人気のある科目でもあったのであ

る（注８）。

　経済企画院で毎月開催される朴大統領主宰の「月間経済動向報告会議」で

の農民による成功事例の発表は注目される。もともとこの「報告会議」は物

価の動向、国際収支の動き、政府予算の執行、政府投融資事業の進行等が報

告され、経済全般の現況を論議する場であった。しかし１９７１年６月から農民

たちの成功事例の報告が追加されるようになった。朴大統領は平素から農民

の成功事例こそ政府の高位公職者にセマウル運動の意味を教える最も良い教

材となりえると考えていたようで、農民による成功事例の報告は朴正�大統

領が亡くなる１９７９年の１０月まで毎月続いていたのである（注９）。このよう

な機会は、セマウル運動と国民の一体感を造成する上で極めて有効的であっ

たと言える。

　セマウル運動が何故成功したのであろうか。この点について、「初期セマ

ウル運動の精神的代父」と呼ばれる金準セマウル指導者研修院院長は「統治

者の強力な意志と国民の積極的な呼応、そして公務員の率先垂範、この三つ

の要因が調和したからである。このような一体感の中で『やれば出来る』と

いう自信感とその成果を確認するようになったのでしょう」（注１０）と指摘

している。

　金準院長はセマウル運動成功の精神的側面を強調しているが、経済的側面
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も見逃せないであろう。それを示唆するのが、１９６０年代に展開された「再建

国民運動」の失敗であろう。再建国民運動は６１年６月法律で制定された運動

で、「何千年も宿命的に諦めと失意に浸って来た農漁村を自立、自助の精神

に目覚めさせ、且つ奮起させて、農漁村を救済しようという一大国民精神改

造運動であった」（注１１）。正に７０年代のセマウル運動と狙いは同じであった。

しかし「国民再建運動も、財政事情のために、農民に必要な物資を支援しな

いで自助・自立精神を鼓吹しようとしたため、所期の成果は得られなかっ

た」（注１２）と金正濂は指摘している。

　朴正�自身も、１９６０年代の再建国民運動が失敗したのに対し、７０年代のセ

マウル運動が成功した点について、「６０年代の第一次、第二次５カ年計画の

建設成果が農民に大きな刺激を与え」（注１３）たこと、さらに「６０年代に農

民が出した税金額の５倍余りに達する支援を政府が農漁村に対して行った」

（注１４）ことを指摘している。朴正�はセマウル運動の成功は「政府の支援

と農民の自助努力の結合である」と見ていたのである。

　この点をもう少し検討してみたい。朴振煥は「１９６０年代の初めと言っても、

農村も都市もすべてが貧しく沈滞していたために、再建国民運動に対する農

民の反応は高くなかった。朴大統領は再建国民運動を通じて農民に対する最

小限の物資支援もなしに啓蒙的なキャンペーンだけでは農民の自立精神を引

き起こすことは難しいことを理解するようになった。それで朴大統領は政府

が農民に最小限の物資支援が出来る７０年代初までセマウル運動を延期した」

（注１５）と主張している。即ち、農村を近代化するには農民の自立精神だけ

では無理で、肥料も、農薬も、農業機械も必要であり、そのためには工業化

が先行していなくてはいけなかった、ということである。

　朴正�政権は、１９６０年代の半ばから本格的な輸出主導型工業化を推進した

（注１６）。その結果、トラクター、ポンプ、肥料産業等、農業や農民を支援

する産業も興り、税収の急増により農業インフラの整備も大々的に推進され、

前述のように高米価政策の推進も可能になっていたのである。そういうバッ
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クがあったればこそ、農民の自立精神の高揚と相俟ってセマウル運動は成功

裏に進められたと言えよう。セマウル運動の成功は、開発経済学的にも貴重

な事例を提供していると言えよう。

＜注＞

１．朴正�政権が５カ年計画を推進する上で、各分野の専門家である大学教

授に５カ年計画を評価してもらい、政策推進の参考に供した。評価教授

団は５カ年計画が終了するごとに分厚い報告書を政府に提出していた。

第一次経済開発５ヵ年計画に対する評価報告書には１９部門で３０人の大学

教授が参画していた。

２．政府は多収穫品種米の普及のため、味の悪い多収穫品種米の政府買い上

げ価格を在来種のそれと同じにしたり、水害等災害時には多収穫品種の

みに災害補償をするようにした。その結果、普及初年度の１９７２年に１５．８ 

％であった多収穫品種の普及率は、７７年には５４．７％と５０％を超えた。朴

振煥前掲書、ｐ．８８。

３．馬渕貞利『１９７０年代におけるセマウル運動と韓国農業－セマウル運動の

一考察－』、「東京学芸大学紀要３部門」Vol．35、１９８３年１２月、ｐ．２３５。

４．前掲朴元植論文には、セマウル運動で活躍したリーダー達の当時の熱を

帯びた状況が証言されており、興味深い。

５．金正濂『あー、朴正�』中央Ｍ＆Ｂ、１９９７年、ｐ．２７４。

６．金正濂前掲書、ｐ．２７５。

７．朴正�『民族の中興』ｐ．８６。

８．朴振煥前掲書の第６、７章、pp．１３５～２１０。

９．朴振煥前掲書、ｐ．６０。

１０．朴元植前掲論文、ｐ．２４２。

１１．金正濂『韓国経済の発展』サイマル出版会、１９９１年、ｐ．９０。

１２．金正濂前掲書、ｐ．９０。
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１３．朴正�『民族の中興』ｐ．８７。

１４．朴正�前掲書、ｐ．９２。

１５．朴振煥前掲書、ｐ．４９。

１６．拙稿『朴正�の開発哲学』pp．１２５～１２０。

３．セマウル運動の新たなる展開

　朴正�はセマウル運動の政治的利用については当初厳しく戒めていた。金

正濂は次のようなエピソードを紹介している。「１９７０年代初め、セマウル運

動が全国津々浦々で起こったとき、与党でセマウル指導者に党員加入を勧誘

する案が検討されたことがあった。共和党事務総長からこの勧誘案を報告さ

れた朴大統領はこれまで見せたことのないような不快な表情で、“誰を問わ

ずセマウル運動を政治的に利用してはならない。セマウル運動こそ、農民た

ちに勤勉、自助、協同の精神を悟らせ、農民が良く生活し、村を良くさせ、

国が良くなる、純粋な国民運動に昇華し持続されなければならない。一人で

もセマウル指導者を新しい党員にしてはならない”と厳命したのである。…

セマウル運動から政治性を徹底的に排除しろという朴大統領の指示はその後

も徹底的に守られた」（注１）。

　また前述の金準研修院院長も「（セマウル運動は）一次的目標であった環

境改善事業、二次的な所得増大事業をすべて成功させました。しかし第三段

階の精神革命の番になって、朴大統領の逝去で急にすべてが弱まってしまい

ました。セマウル運動は政治的運動ではなかった。それは成功した精神運動

でした」（注２）と語っている。

　しかし現実は、必ずしもそうではなかった。朴正�は１９７２年１０月にスター

トさせた維新体制で、「セマウル運動はその精神と目的において十月維新と

軌を一にすると言える」（注３）とし、セマウル指導者を新体制構築のため

積極的に活用しようとした。朴はセマウル指導者を維新体制下での国会に相

当する統一主体国民会議の代議員の主力メンバーにしたのである。このため、
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「朴正�は統治の手段としてセマウル運動を過度に利用した」（注４）とい

う批判を受けることになった。

　どうしてこうなってしまったのであろうか。筆者は嘗て韓国の有力経済団

体幹部から、次のようなエピソードを聞かされたことがある。１９７１年４月の

大統領選挙で朴正�候補は金大中候補を相手に苦戦を強いられ勝利した。経

済団体のトップは選挙後祝辞を述べるべく青瓦台（大統領府）を訪問した。

その折朴正�は維新体制宣布の話をし、その目は三角であったという。

　このエピソードは筆者に強烈な印象を残した。朴正�が「三角の目」をし

ていたということは、朴が精神的に相当追い詰められていたことを感じさせ

るものである。その後の経過を見ると、金大中の大統領選挙での善戦もあり、

１９７１年５月の総選挙では野党は議席を大きく伸ばし、与野党伯仲の国会と

なった。野党攻勢が強まる中、呉致成法相解任事件で与党の足並みは乱れ、

学生デモが頻発していた。政局が緊迫化する中、同年１０月１５日にソウルに衛

戍令が布かれ、「不正の一掃」等を主張する学生デモを鎮圧するため軍隊が

キャンパスに入った。１２月６日には「北朝鮮からの侵略が間近かに迫ってい

る」という理由で非常事態宣言が宣布されている（注５）。大統領選挙後、

韓国の政局が大きく揺れていたことが分かる。

　しかし実際の維新体制の宣布は翌１９７２年１０月のことであるから、未だ先の

ことでもあった。ここで改めて注目すべきことは、朴正�が大統領選挙終了

直後に維新体制に言及していたことである。即ち、このエピソードは維新体

制の構築が内政問題から来たのではなく、他の要因から来ていたことを示し

ている。

　即ち、維新体制の構想はニクソンドクトリンと北朝鮮の四大軍事路線から

来るものであることを改めて強調しておきたい。ベトナム戦争に手を焼いた

米国は今後アジアの地上戦には派兵しないことを示すグアムドクトリンを

１９６９年に発表し、それにもとづき在韓米軍の一方的引き上げを韓国に通告し

ていた。南ベトナムの陥落以来北朝鮮は対南軍事攻勢を強めてきていたが、
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そういう状況下で米国は韓国の意向を全く無視する形で在韓米軍を撤収させ

ようとし、さらに中国との接近を図ろうとしていた。このような米国の動き

は韓米間に大きな安保摩擦をもたらした。米国の外交政策は朴正�にとって、

この上なく危険なものに映っていたのである。

　米国が頼りにならないとするなら、韓国は自分自身で自国を守るしかない。

朴正�はこの非常時を乗り越えるには、韓国が北朝鮮に対し軍事のみならず、

経済でも社会でも、政治でも圧倒的な力を維持し、北朝鮮に付け入る隙を与

えない「総力安保体制」を構築するしかないと考え、それを実行に移したの

である。それが正に十月維新体制の構築であった（注６）。

　経済団体の幹部との会合での言及から実際の宣布まで時間がかかったのは、

慎重な朴正�が熟慮の中で維新体制の構想を練っていたからと思われる。

　この十月維新体制では、従来の国会に相当する機関として統一主体国民会

議が設置され、議員の三分の一は維新政友会という大統領が任命した議員で

構成された。大統領の選出方式は従来の国民による直接選挙ではなく、統一

主体国民会議によって選出される間接選挙方式に変えられた。大統領の任期

は６年に延ばされ、さらに三選禁止条項はなくなった。大統領には緊急措置

の宣布というさらに強い権限が付与されていたのである。

　この維新体制は、統一主体国民会議という翼賛体制以外、あと二つの柱に

よって支えられていたと言える。一つは重化学工業化体制であり、もう一つ

がセマウル運動であった。

　重化学工業化は自主国防の根幹でもある武器の国産化を可能にするもので、

１９６０年代半ばから本格化していた軽工業製品による輸出指向型工業化を一段

と高める役割も担っていたのである。朴正�は重化学工業化を強力に推進す

るため、大統領直属機関として重化学工業団を設置し、呉源哲を団長に任命

し、意欲的な計画を推進させた（注７）。

　もう一つの柱であるセマウル運動であるが、朴正�は前述のように当初政

治的利用を厳しく排除していた。しかし韓国の安保体制が危機に瀕する中、
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維新体制構築の中でセマウル運動の役割が極めて大きいことを認識するしか

なかったようである。

　朴正�は言う。「セマウル運動はその精神と目的において、十月維新と一

つのものである。セマウル運動と十月維新の土台となるものは、一言で言っ

て、精神革命である。精神革命の基調を成しているのは、再言するまでもな

く、我々の確固とした自主性である」（注８）。この自主性こそ朴正�が求め

て止まなかったものなのではなかったろうか。「第一義的目標は所得の増大」

であったセマウル運動は、十月維新体制では精神革命の担い手になっていた

のである。

　ここで一冊の本を紹介したい。『指導者道』と題する３５ページの小冊子と

も言える本である。著者は朴正�、発行元は国家再建最高会議、発行年月日

は檀紀４２９４年６月１６日である。檀紀とは韓国の建国神檀君が即位した年を檀

紀元年とする韓国固有の紀元であり、４２９４年は西暦に直すと１９６１年になる。

即ちクーデターで権力を握ってちょうど一ヶ月経った日が発行日になってい

る。クーデター直後の混乱した状況を考えれば、この本はクーデター前に書

かれていたものと思われる。朴正�の処女作と言って良いものである。

　前置きが長くなってしまったが、この本で極めて注目されるのが、結びで

書かれた「自立できる民族性の改造」である。朴正�の初期の自国認識には

極めて厳しいものがあるが、この本では「正しい指導者道を確立できなかっ

たことが諸悪の根源である」ことが指摘されている。換言すれば、正しい指

導者道を確立することで「自立できる民族性の改造」等を完遂できることが

主張されている。朴正�は演説でよく「天は自ら助くる者を助く」という言

葉を使い、セマウル運動でも基本精神の一つに「自助」が入っていることは

そのためと言えよう。

　朴正�が１９７０年代の初期の国家危機に直面的に際し、クーデターで立ち上

る折に求めた「自立」の初心に立ち返ろうとし、その精神的基盤をセマウル

運動に求めたのではないかと思われる。セマウル運動の盛り上がりに朴正�
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が期待をかけたのはある意味で当然でもあったと言えよう。

＜注＞

１．金正濂前掲書、ｐ．２７３。

２．朴元植前掲論文、ｐ．２４２。

３．前掲『民族の中興』、ｐ．１０９。

４．朴元植前掲論文、ｐ．２４２。

５．前掲拙稿「朴正�の韓国認識」ｐ．２９８。

６．前掲拙稿「朴正�の韓国認識」ｐ．２９７。

７．呉源哲『朴正�はどうやって経済強国をつくったのか』朴正�大統領記

念事業会、２００６年７月。この著書で呉源哲は重化学工業化を急がねばな

らない朴政権の内情を活写している。

８．前掲『民族の中興』、ｐ．１８７。

４．セマウル運動の意義

　十月維新体制と深く結び付けられたセマウル運動は、朴正�の暗殺をきっ

かけとする維新体制の崩壊で大きな転機を迎えることになった。朴正�政権

の終焉と共にセマウル運動は人々の関心の対象から消えることになった。そ

れには、朴正�政権の後を継いだ全斗煥政権はセマウル運動を政治的に利用

しようとし、セマウル運動を変質させたことも手伝っていたと言える。朴元

植のルポルタージュで、その後の事情を簡単に紹介しておきたい。

　「全斗煥大統領はセマウル運動中央本部をつくり、実弟全敬煥を本部長に

任命、セマウル運動を掌握させた。全敬煥氏のセマウル中央本部は恐竜のよ

うに身体を膨らませ始めた。全敬煥氏は初めは熱心に仕事をした。…しかし

彼は権力腐敗の道を歩き始めた。セマウル運動組織育成法をつくり、組織を

拡大し、１０００万人の会員を率いるようになった。全敬煥氏は莫大な金額を政

府から捻出する実力を発揮した。セマウル中央本部は内務部傘下の社団法人

－２７１－



として巨額の補助金を手に入れる団体に変貌した。…その結果、１９８６年８月

に全敬煥がセマウル中央本部から出て行く６年後にはセマウル運動はぼろぼ

ろになっていた」（注１）のである。

　朴元植論文には、セマウル運動で大活躍したリーダーの奉仕活動に情熱を

傾けた当時の状況と全斗煥政権以降の「何をしているのか分からない」セマ

ウル運動の苦渋に満ちた状況が語られていて興味深い。

　セマウル運動の凋落は全斗煥政権の政治的利用のみならず、維新体制を大

きく支える役割をした点にも求められよう。韓国では維新体制は朴正�政権

の長期独裁化を図るための手立てという受け止め方が一般的でもあるからだ。

　それはさておき、全敬煥が去った後のセマウル中央本部は元慶尚北道知事

だった金寿鶴の下で１９８９年に名称がセマウル中央協議会に変更され、滅茶苦

茶になっていた組織の立て直しが図られた。しかしその後政府からの支援金

は先細りで、９６年には政府支援は打ち切られてしまった（注２）。セマウル

運動中央協議会は独立採算制でやっていくしかない状況に追い込まれ、中央

協議会内では自体解体論まで出る始末であった。

　とは言え、セマウル中央協議会は生き残りをかけた活動を続けている。ご

みの処理、廃品の再活用、災害現場での救護活動、助け合い運動、農産物の

販売等である。また外国からの研修生の受け入れも活発化している。朴元植

は「国民運動団体という名分に合った仕事と人々との共感帯を取り戻すため

に今日のセマウル運動は苦労の多い進化の努力を傾けなければならないよう

だ」（注３）と語っている。

　以上、朴正�大統領逝去後のセマウル運動の状況を紹介したが、ここで改

めてセマウル運動への批判論を考察してみたい。

　筆者は朴正�大統領がなくなってそれ程経たない頃大邱へ行く機会があり、

その折地元の若手研究者に「セマウル運動をどう見るか」と質問したことが

ある。彼の返事は「利益誘導で農民を荒廃させた」というものであった。そ

の返事は筆者にとって驚きでもあった。
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　伊藤亜人は文化人類学的観点からセマウル運動を論じていて興味深い（注

４）。伊藤はセマウル運動が「実際には中央政府によって推進されたもので

あるため、農民の自律性は損われ、官や中央への依存性は一層深まったとさ

え言える」としている。さらに「セマウル運動が村の文化－社会－生態の全

システムを視野に入れず、きわめて限定された経済論的視点に立った介入が

行われてきたため、農村儀礼の破壊による『飲福』の機会の喪失、さらにそ

れによる農民相互間の情報交換や信頼維持の機会が喪失した」と指摘してい

る。

　馬渕貞利はセマウル運動を政治経済学的に幅広く論じている。馬渕のセマ

ウル運動に対する基本的認識は、「セマウル運動は農村の近代化をめざした

運動であったにとどまらず、１９７０年代初めの韓国を取りまく政治的、経済的

条件と深い関わりを持っていることに注意しなければならない」とし、「冷

戦的戦後世界秩序の崩壊の兆しに対し、セマウル運動は冷戦的権力構造をも

つ正�政権の編み出した危機を回避するための処方箋であった」（注５）と

論じている。極めて興味深い指摘であり、筆者も同感である。

　馬渕はセマウル運動が所得倍増、農業インフラや環境整備に多大な成果を

もたらしたことを指摘しつつも、運動の持つ強制的性格、精神面への偏重性、

運動の理念や方法と現実との自家撞着を批判している。

　以上、セマウル運動についての批判論を紹介したが、最後に前述の評価

（ｐ．１１～１３）と重複する点があるが筆者なりのセマウル運動に対する総括

をしておきたい。

　先ず指摘したいことは、セマウル運動が韓国の農業や農村のみならず、経

済や国民全体にもたらした影響は、極めて大きなものだったと言えることで

ある。農業や農村については、１９６０年代前半まで存在した「春窮」や「ポリ

コゲ」がなくなったことが先ず指摘されねばならない（注６）。藁葺きの屋

根はあっと言う間になくなり、電気や上水道の普及等による生活の大幅改善、

統一稲の普及による米に自給化等、大きな変化がもたらされた。
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　（表３）は１９６４年から１９７７年の間の農村電化率を見たものである。１９７２年

から電化率が急激に上昇し、７７年には１００％近くまで上昇したことが分かる。

　第二に、セマウル運動が国民に大きな自信を与えたことである。「やれば

出来る」、「我々も良い生活をしたい」という素朴な願望をセマウル運動を通

じて実践して行ったのである。貴重な精神的財産というしかない。１９７０年代

前半の農村を覆った熱気は何よりの証明である（注７）。

　第三に、農業や農村のてこ入れによる農民の所得増大は国内市場の拡大を

もたらし、輸出主導型経済で発展してきた韓国経済の貿易依存度を緩和させ

る役割をした点も見逃せない。（表４）は第一次経済開発計画がスタートし

た１９６２年から８０年までの貿易依存度の推移を見たものである。年とともに増

大していた貿易依存度が１９７４年に一応ピークに達し、翌年から減少に転じた

ことは興味深い。その後また貿易依存度は上昇に転じているが、貿易依存度

が下がることもありえることを示した。内需は消費と投資で構成されている

ので、貿易依存度の低下を消費拡大のみに帰する訳には行かないが、開発政

策面で注目すべき変化でもある。
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（表３）農村の電化率

（単位：１０００戸、％）

比率電化普及農家総農家戸数年

１２．０２９４２，４５０１９６４
１５．９４０４２，５４０１９６６
１９．６５０５２，５７９１９６８
２７．０６７０２，４８３１９７０
４０．８１，０００２，４５２１９７２
５８．９１，４０２２，３８１１９７４
７６．４１，８１８２，３７９１９７５
９３．９２，１８４２，３３６１９７６
９７．８２，２５３２，３０４１９７７

（出所）朴振煥『朴正�大統領の韓国経済近代化とセマウル運動』Ｐ１９より
引用。



　第四に、韓国のセマウル運動が国際的に注目される状況で、改めてセマウ

ル運動の意義を考えてみるのは重要であろう。セマウル運動は多くの途上国

が直面する経済開発過程での農業や農村の役割という点で、多くの示唆を与

えるものと言えるからである。

　最後に、セマウル運動の凋落の一原因をなしている１９７２年の十月維新との

関連である。本稿でも必要な範囲で簡単ではあるが言及してきている。しか

しセマウル運動の考察については朴正�政権と命運をともにした十月維新体

制との関連をもっと論ずる必要があろう。それ自体大きな問題であるので、

別途論ずる機会を持ちたい。

＜注＞

１．朴元植前掲論文、ｐ．２５０。

２．朴元植前掲論文、ｐ．２５２。

３．朴元植前掲論文、ｐ．２５５。

４．伊藤亜人「セマウル運動－都市に依存する農村－」、『アジア読本韓国』
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（表４）韓国の輸出入依存度

（単位：％）

合計輸入輸出合計輸入輸出

４８．８２７．０２１．８１９７２２２．６１６．６６．０１９６２
５５．３３１．４２３．９１９７３２１．２１５．８５．４１９６３
６０．１３６．４２３．７１９７４２０．２１３．５６．７１９６４
５８．５３４．８２３．７１９７５２５．４１５．９９．５１９６５
５７．５３０．６２６．９１９７６３２．２２０．３１１．９１９６６
５６．７２９．４２７．３１９７７３６．０２２．４１３．６１９６７
５３．６２９．０２４．６１９７８４０．６２５．９１４．７１９６８
５７．４３３．０２４．４１９７９４１．４２６．０１５．４１９６９
６５．７３６．８２８．９１９８０４１．３２５．３１６．０１９７０
７０．６３８．９３１．７１９８１４４．９２７．８１７．１１９７１

（出所）韓国の統計から筆者作成。



河出書房新社、１９９６年７月、pp．８８～９８。

５．馬渕貞利前掲論文、ｐ．２２２。

６．「春窮」や「ポリコゲ」は１９５０年代の韓国農村の困窮を象徴する言葉で

あった。「春窮」は春の端境期に食糧が払底する状況を表し、「ポリコ

ゲ」は麦の嶺を意味し、麦が取れるまで持ちこたえられるかどうか分か

らない深刻な状況を指していた。「春窮麦嶺越え難し」とも言う。

７．朴振煥は「勤勉、自助、協同のセマウル運動の精神は韓国資本主義の精

神である」と語っている。朴振煥はまたセマウル運動が農村女性の近代

化運動でもあった点を強調している。『月刊朝鮮』新年号別冊付録、１９９５

年、ｐ．１３４。
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「銀雀山漢簡字形と漢字発展の源流を論じる」要旨

　漢字の字形は度重なる変化を経てきたが、その中でも隷書への変化の影響

が最も大きく、それは漢字が古文字から近文字となる上での橋渡しとなった。

許慎以来、一般には隷書は小篆から生まれ、あくまでも小篆を草書化したも

のだと考えられてきた。しかし、２０世紀も７０年代に入り、考古学的発掘の進

展と出土品の数が増えるにしたがい、多くの人々が篆書と隷書の関係をめぐ

る従来の常識に疑問を抱くようになった。特に、睡虎地秦墓竹簡、馬王堆漢

墓帛書、銀雀山漢墓竹簡などの秦末漢初の文字材料の発見は、隷書の形成お

よび篆書と隷書の関係を研究する上で、新たな証拠を提供した。

　銀雀山漢墓第一号墓から発見された竹書の字形は、漢初における用字の実

際の状況を比較的客観的に反映しており、その字形は、睡虎地秦墓、馬王堆

漢墓等のその他の墓葬と相通じるものがある。その一方で、「説文」に記録さ

れた小篆との間には大きな差異が存在する。銀雀山漢墓竹簡の字形の淵源お

よび字形の特徴に対する研究の基礎の上に、我々は以下の事実をほぼ実証す

ることが可能である。

　

１．小篆は、秦による統一後、当時通用していた文字の基礎の上に整理

され誕生した規範的字体であり、それは正字法の性質を有している

ものの、通用文字として広められなかった。このためそれは自然な

変化を経て形成された字体ではなく、またその後も変化し続けた字

体でもないと看做すことができる。その目的は、天下の文字を規範

化し、手本、模範の作用を果たすために過ぎなかったのである。

２．隷書は戦国の文字に起源するが、秦によって全国統一が果されたた

めに、秦の文字が隷書形成の主体となった。また、秦代の通用文字

は秦以外の六国で使用されるに際し、各地の常用書法の一部を吸収
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した結果、早期の隷書においても六国の古文が見られる。

　

　このように、篆書・隷書の関係を整理して、はじめて漢字の発展の源流を

明らかにすることができよう。甲骨文や金文についても、それは当時の代表

的文字ではなく、漢字発展・変遷過程における一支脈に過ぎず、決して本流

ではないことが証明されている。また、隷書は、戦国末期に誕生し、小篆も

漢字発展過程の一支脈にすぎず、六国文字は秦統一後、一部は隷書に吸収さ

れ、その他は消滅したことも実証されている。以上の議論に基づき、我々は、

古漢字の発展・変遷の過程を、以下のように図示することが可能である。

　

　　　　　　　　　　　　　金文　　　　　　　　　　　　　小篆

　商代文字　　　西周文字　　　　戦国・秦文字　　　早期隷書

　　　　甲骨文　　　　　六国文字　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（滅亡）

　

　概念上の混乱と誤解を避けるため、ここでは時代名をもちいて当時の代表

的漢字を命名した。中間の主軸線は、漢字が終始、自己の規則により発展し、

前の字体の発展の上に後の字体が誕生したものであることを意味しており、

また、それぞれの字体の出現はすべて長期にわたる発展的変遷の結果である

ため、前後の字体の長期にわたる共存状態もありえることも示している。こ

のように、漢字の発展・変遷は、単一の一元的流れによるものではなく、あ

くまで多元的なものであり、このため一つの時代に各種の異なった字体が共

存したのである。
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アジア研究所紀要　投稿要領

１．投稿内容

　アジアに関する研究論文とする。

２．投稿資格

　本学の専任、名誉教授、客員・嘱託研究員および編集委員会が認めた者。

３．執筆要領　

１　論文は日本語の場合、４００字詰め原稿用紙４０～６０枚（注：文献リス

トを含む）相当とし、英文の場合はダブル・スペース（２５行）２０枚相

当とする。日本語論文には英文タイトルを付する。

２　書評論文、研究ノート、研究動向も適宜採用する。これらの原稿は

４００字詰め原稿用紙１５枚前後とする。英文の場合はダブル・スペース

（２５行）５枚相当とする。　

３　原稿は横書き、縦書きのいづれでも可とし、コピーを含め２部提出

する。ワープロ印刷の場合は、フロッピーも提出する。　

４．原稿審査

　　レフリー制度を適用する。

５．編集委員会の設置

　アジア研究所内に『アジア研究所紀要』刊行のため編集委員会を設置す

る。

１　委員会の委員長は、アジア研究所所長とし、委員は委員長の指名す

る同研究所運営委員会委員をもって構成する。
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２　業務は本誌の編集方針決定、レフリーの選任、原稿の採否とする。

６．著作権

１　本紀要に掲載された論文等の著作権は、著作者本人に帰属する。

２　第１項に関わらず、アジア研究所は本紀要に掲載された論文を電子

化しそれを公表する権利を有し、著作者はこれを許諾するものとする。

以　　　上　　　

　この投稿要領は、平成１６年４月２８日から施行する。
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アジア研究所規程

　（名称）

第１条　この規程は、亜細亜大学学則第８条に基づき、アジア研究所（以下

「研究所」という。）について定める。

　（目的）

第２条　研究所は、アジアに関する総合的な調査、研究及び教育を行うこと

を目的とする。

　（事業）

第３条　研究所は、前条の目的を遂行するため、次の事業を行なう。

　�　研究プロジェクトの組織

　�　資料の収集、整理及び保管

　�　内外調査研究機関等との交流

　�　機関誌及び研究成果等の刊行

　�　研究会、講演会及び講習会等の開催

　�　学生及び研究生に対する教育

　�　その他必要と認める事業

　（構成）

第４条　研究所に次の職員を置く。

　�　所長

　�　専任教員

　�　客員教員

　�　研究員

２　前項第２号から第４号の職員の任免は、就業規則第５条による。

　（所長）

第５条　研究所に所長を置く。
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２　所長については、「附置研究所長に関する規程」による。

　（所員会議）

第６条　研究所の日常業務の調整及び意思疎通の円滑化をはかるため、所員

会議を置く。

２　所員会議は、次のもので構成する。

　�　第４条第１号から第２号までの者

　�　担当事務部課の　１名

　�　その他、所長が必要と認めた者

　（運営委員会）

第７条　研究所に運営委員会を置く。

２　運営委員会については、別に定める。

　（人事委員会）

第８条　研究所に人事委員会を置く。

２　人事委員会については、別に定める。

　（研究生）

第９条　研究所研究生を志願する者があるときは、選考のうえ、許可するこ

とができる。

２　研究生については、「附置研究所研究生規程」による。

　（委託生）

第１０条　研究所委託生を志願する者があるときは、選考のうえ、許可するこ

とができる。

２　委託生については、「委託生規程」による。

　（所管）

第１１条　この規程の事務所管は、学務部学務課とする。

　　　附　則

　この規程は、昭和４８年６月５日から施行する。
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　この規程は、昭和５８年３月１日から施行する。

　この規程は、昭和５９年２月10日から施行する。

１　この規程は、平成２年４月１日から施行する。

２　この規程の施行に伴い、アジア研究所研究員規程、アジア研究所規程及

び運営委員会細則は、廃止する。

３　この規程の施行にいたる経過措置として、最初の運営委員会が構成され

るまでの間、専任研究員を除く現運営委員を常任研究員とみなす。

　　　附　則

　この規程は、平成４年４月１日から施行する。

　　　附　則

　この規程は、平成６年４月１日から施行する。

　　　附　則

　この規程は、平成８年５月１日から施行する。

　　　附　則

　この規程は、平成12年４月１日から施行する。
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アジア研究所　彙報

平成１８年度　２００６年度　活動報告

客員研究員について

　○平成１８年度客員研究員の受け入れ

　　　氏名（国籍）：　宋　成華　（中国）

　　　指導教授　：　野副　伸一　アジア研究所教授

　　　研究題目　：　「Ｒ＆Ｄと日本の経済成長」の研究

　　　研究期間　：　平成１８年６月１日～平成１８年８月３１日

研究生について

　○平成１８年度研究生の受け入れ

　　　氏　名：　孫　継栄　

国　籍：　中国　　　

研究テーマ：　中国の国有企業改革―所有権制度改革

指導教授：　小林煕直アジア研究所教授

公開講座について

○第２６回公開講座　テーマ『中国の台頭をアジはどうみるか』の開催につ

いて

１．期日：　平成１８年６月３日～７月１日　毎週土曜日　午後２時～４

時

２．場所：　亜細亜大学　２号館　２００教室

３．講師及びテーマは次のとおりである。

　　　　小林　煕直（アジア研究所所長）



－３０１－

　　　　　　　　　「中国経済の途方」

　　　　石川　幸一（アジア研究所教授）

　　　　　　　　　「南進する中国と東南アジアの対応」

　　　　野副　伸一（アジア研究所教授）

　　　　　　　　　「強まる朝鮮半島への影響」

　　　　後藤　康浩（日本経済新聞社論説委員兼編集委員）

　　　　　　　　　「中国のエネルギー戦略のゆくえ」

　　　　木村哲三郎（元国際関係学部教授）

　　　　　　　　　「したたかな対応をみせるベトナム」

セミナー「アジア・ウォッチャー」について

　○４月２２日（土）

野副　伸一（亜細亜大学アジア研究所教授）

「最近の韓国政治、経済、外交情勢－２００６年３月の現地調査報告－」

　○５月２０日（土）

助川　成也（日本貿易振興機構　調査部　アジア大洋州課）

「タイの首相選と社会情勢」

　○１２月２日（土）

恵谷　　治（ジャーナリスト）

「北朝鮮の核・ミサイル開発」

研究プロジェクトについて

○　平成１８年度研究プロジェクトの編成及び常任研究員、兼担研究員及び嘱

託研究員の委嘱について

　任期は、平成１８年４月１日から平成２０年３月３１日まで。



－３０２－

１．日中間知的所有権をめぐる経済紛争に関する実証研究

　　　代表者　范　伝濤　アジア・国際経営戦略研究科教授

　　　　　　　容　應萸　経営学部教授 西澤正樹　アジア研究所助教授

２．中国の台頭とそのインパクト　Ⅲ

　　　代表者　小林煕直　アジア研究所教授

　　　　　　　石川幸一　アジア研究所教授 野副伸一　アジア研究所教授

西澤正樹　アジア研究所助教授 木村哲三郎　嘱託研究員

友田　錫　嘱託研究員 西岡　力　嘱託研究員

花房征夫　嘱託研究員　 ネメフ・ジャルガル　嘱託研究員

３．東南アジア諸国における地域開発の新潮流

　　　代表者　野澤勝美　国際関係学部教授

　　　　　　　新井敬夫　国際関係学部教授 角田宇子　国際関係学部助教授

　　　　　　　古井　仁　国際関係学部助教授　 原島　博　嘱託研究員

　　　　　　　渡辺幹彦　嘱託研究員

４．アジアにおける経済成長と環境保全の両立は可能か：中国・インドを中

心に

　　　代表者　大江　宏　経営学部教授

　　　　　　　宝子山嘉一　短大助教授 小林煕直　アジア研究所教授

　　　　　　　飯島　正　嘱託研究員　　 江口　旻　嘱託研究員

　　　　　　　辻井清吾　嘱託研究員　　 春山成子　嘱託研究員

　　　　　　　大和谷久次　嘱託研究員　　 張　維納　嘱託研究員

　　　　　　　庵原宏義　嘱託研究員

５．東アジアにおけるグローバリゼーションと国際化教育

　　　代表者　三橋秀彦　国際関係学部助教授

　　　　　　　栗原　孝　国際関係学部教授　 鯉渕信一　国際関係学部教授

　　　　　　　李　　瓊　嘱託研究員　　 山本忠士　元本学職員



－３０３－

６．アジアの文化、とくに思想・宗教・言語の多様性の研究（その３）

　代表者　深山　祐　経済学部教授

　　　　　関口　勝　経営学部助教授　 金　柄徹　国際関係学部助教授

　　　　　芦名裕子　嘱託研究員

「研究プロジェクト実地調査研究」について

＜海外＞　

○　研究テーマ・「東アジアにおける中国宗教の受容と変容」

　　調査者・芦名　裕子

　　調査国・ベトナム・韓国

　　期　間・平成１８年７月２６日～８月５日

○　研究テーマ・「日系企業対中進出事業における知財権管理体制について」

　　調査者・范　　伝涛

　　調査国・中国

　　期　間・平成１８年８月１日～８月１１日

○　研究テーマ・「フィリピンの農業・農村開発に関する現地調査」

　　調査者・野澤　勝美

　　調査国・フィリピン

　　期　間・平成１８年８月１２日～８月２３日

○　研究テーマ・「中国における国際化教育－ロシアとの比較から－」

　　調査者・三橋　秀彦

　　調査国・ロシア・中国

　　期　間・平成１８年８月１７日～９月２６日



－３０４－

○　研究テーマ・「南アジアの環境政策－ネパール及びブータンを事例とし

て－」

　　調査者・辻井　清吾

　　調査国・ネパール

　　期　間・平成１８年８月２０日～８月２７日

○　研究テーマ・「タイにおけるＦＴＡと現地企業の対応」

　　調査者・古井　　仁

　　調査国・タイ

　　期　間・平成１８年９月３日～９月７日

○　研究テーマ・「インドの経済成長と環境保全」

　　調査者・飯島　　正、辻井　清吾

　　調査国・インド

　　期　間・平成１９年２月２４日～３月３日

○　研究テーマ・「雲南省昆明市、景洪市地域産業政策と企業研究」

　　調査者・西澤　正樹

　　調査国・中国

　　期　間・平成１９年２月２８日～３月１０日

○　研究テーマ・「シリア語聖書の英国における最近の研究動向」

　　調査者・深山　　祐

　　調査国・英国

　　期　間・平成１９年３月５日～３月１５日



－３０５－

○　研究テーマ・「韓国における国際化教育・英語教育を中心に」

　　調査者・李　　瓊　嘱託研究員　　

　　調査国・韓国

　　期　間・平成１９年３月１０日～３月２３日

○　研究テーマ・「韓国大統領選挙の行方と南北関係」

　　調査者・野副　信一、花房　征夫、西岡　　力

　　調査国・韓国

　　期　間・平成１９年３月１１日～３月１８日

○　研究テーマ・「近年における韓国財務会計制度の研究」

　　調査者・夏目　重美

　　調査国・韓国

　　期　間・平成１９年３月２２日～３月２７日

「研究プロジェクト研究会」の開催について

○　研究プロジェクト「日中間知的所有権をめぐる経済紛争に関する実証研

究」

　　　７月２０日　「日中知的所有権紛争の法律摩擦」

　　　　　　　　発表者　范　　伝濤（アジア・国際経営戦略研究科教授）

○　研究プロジェクト「中国の台頭とそのインパクト　Ⅲ」

６月２３日　「最近の中国経済」

　　　　　発表者　丸屋豊二郎　（アジア経済研究所研究企画部長）

１１月２８日　『成長と循環からみた日本とアジア』を語る

　　　　　発表者　篠原三代平　（一橋大学名誉教授）



－３０６－

○　研究プロジェクト「アジアにおける経済成長と環境保全の両立は可能か

：中国・インドを中心に」

　　　４月２６日　「インドの宗教（文化構造）・カースト（社会構造）・土地

制度（経済構造）」

　　　　　　　　発表者　飯島　　正（嘱託研究員・本学名誉教授）

　　　５月２４日　「中国の環境動向：最新報告」

発表者　大野木昇司（日中環境協力支援センター有限会社

取締役）

　　　８月２日　「中国の社会と環境問題」

　　　　　　　　発表者　小林　煕直（アジア研究所教授）

　　　９月２７日　「私のインド体験―サルボダヤ運動とインド社会―

発表者　島田　輝男　氏（元サルボダヤ・アシュラム農業

学校校長、元国際協力事業団派遣専門家）

　　　１０月２５日　「ネパールの環境情勢について」

　　　　発表者：辻井　清吾（アジア研究所嘱託研究員）

１２月１３日　「武蔵野の今と昔（地図からみた所沢～立川周辺にかけ

て）」

　　　　　　　　発表者：清水　靖夫（法政大学　元地理学会会長）

○　研究プロジェクト　「アジアの文化、とくに思想・宗教・言語の多様性

の研究（その３）」

　　　１月２９日　「ベトナムの宗教事情」

　　　　発表者：芦名　裕子　嘱託研究員

研究プロジェクト　「アジア研究シリーズ」の刊行について　　

○アジア研究シリーズ　№６２　『現代社会における家族の変容：東アジアを中

心に（Ⅲ）』（平成１９年３月１５日）



－３０７－

現代モンゴルの家族関係とその諸問題・・・・・・・・・鯉渕　信一

グローバル化のもとでの日本家族の変容；

　日本における「家族の個人化」のゆくえ・・・・・・・栗原　　孝

　　　中国の青少年犯罪と社区矯正・・・・・・・・・・・・・三橋　秀彦

○アジア研究シリーズ　№６３　『東南アジア諸国の地域開発（Ⅲ）』

　（平成１９年３月１５日）

　　　フィリピン・ビガン市における観光開発の構造

　　　　－世界遺産を地域開発の柱に－・・・・・・・・・・・野沢　勝美

　　　フィリッピン・ボホール洲の灌漑プロジェクトにおける

　　　　土着文化の影響とその変容・・・・・・・・・・・・・角田　宇子

　　　マレーシアの技術貿易と技術政策・・・・・・・・・・・古井　　仁

　　　ＮＧＯによる国際保健協力活動に関する評価

　　　　－事例研究：カンボジアにおける伝統的助産師（ＴＢＡ）の

　　　　育成・統合支援とその効果－・・・・・・・・・・・・原島　　博

　　　自然資源の複合便益による地域開発の可能性

　　　　－マレーシアの事例を中心に－・・・・・・・・・・・渡辺　幹彦

○アジア研究シリーズ　№６４　『中国の台頭とそのインパクト　Ⅱ』

　（平成１９年３月２５日）

　　　「冷戦後世界」の日中関係

　　　　－変容する国際システムにおける位置づけの試み－・・友田　　錫

　　　急拡大する中国とＡＳＥＡＮの貿易関係・・・・・・・・石川　幸一

　　　平和共存政策とラオスの中立化・・・・・・・・・・・・木村哲三郎

　　　大統領選を控えた韓国の政治・経済・・・・・・・・・・野副　伸一

　　　北朝鮮ミサイルの連続発射と日米韓安保体制の崩壊・・・花房　征夫

　　　金正日政権の核実験と日本の対応・・・・・・・・・・・西岡　　力



－３０８－

　　　中国の農業産業化経営－内モンゴル自治区牧畜産業化を事例に－

・・・・・・・・・・・・・・ネメフ・ジャルガル

　　　中国の農民専業合作組織に関する考察・・・・・・・・・小林　煕直

○アジア研究シリーズ　№６５　『アジアの文化、特に思想・宗教・言語の多

様性の研究（Ⅲ）』（平成１９年３月３１日）

　　　揺れる台湾政情－遠のく台湾の正名－・・・・・・・・・関口　　勝

　　　韓国の儒教と道教の受容と変容・・・・・・・・・・・・芦名　裕子

　　　聖書はどのようにして伝えられたか（その３）

　　　　－シリア語聖書を中心として－・・・・・・・・・・・深山　　祐

○アジア研究シリーズ　№６６　『アジア地域の環境対策の現状と課題：国際協

力を中心に』（平成１９年３月３１日）

　　　開発途上地域における水と貧困の現状と開発援助について

　　　　－サブサハラアフリカの協力事例を中心に－・・・・・庵原　宏義

　　　世界水フォーラムと日本・・・・・・・・・・・・・・・大和谷久次

　　　南アジアの環境政策について

　　　　－ネパール・ブータンを事例に－・・・・・・・・・・辻井　清吾

　　　アムール中流地域の土地利用変化・・・・・春山　成子、増田　佳孝

　　　中国の退耕還林政策～現状と課題・・・・・・・・・・・小林　煕直

　　　環境倫理と自然保全・・・・・・・・・・・・・・・・・飯島　　正

　　　台湾の人口と環境（１）・・・・・・・・・・・・・・・江口　　旻

「アジア研究所　所報」　第１２２号～１２５号）の発行について　

○第１２２号（平成１８年４月２８日）

　　　最近の韓国政治外交情勢・・・・・・・・・・・・・・・野副　伸一

　　　台湾版“創氏創名”物語・・・・・・・・・・・・・・・岡崎　幸司



－３０９－

　　　「国際中堅企業」の登場（�）・・・・・・・・・・・・西澤　正樹

　　　三江平原と土地被覆の変化・・・・・・・・・・・・・・春山　成子

　　　『アジアの窓』ＦＴＡの先頭ランナー ASEAN・・・・・石川　幸一

○第１２３号（平成１８年７月２８日）

　　　迷走続けるタイの政治とその背景・・・・・・・・・・・助川　成也

　　　非常事態宣言したアロヨ政権・・・・・・・・・・・・・野沢　勝美

　　　バンコクにおける都市交通の発達・・・・・・・・・・・野村　　亨

　　　羅津港への「出海」の持つ今日的意義・・・・・・・・・安部　桂司

　　　「国際中堅企業」の登場（�）・・・・・・・・・・・・西澤　正樹

　　　『アジアの窓』与党惨敗の韓国地方選挙・・・・・・・・野副　伸一

○第１２４号（平成１８年１０月１９日）

　　　活発化する中国の対外投資（１）・・・・・・・・・・・石川　幸一

　　　中国の葬祭事情・・・・・・・・・・・・・・・・・・・小林　煕直

　　　「国際中堅企業」の登場（１１）・・・・・・・・・・・・西澤　正樹

　　　戦後日本のアジア復帰

　　　　－その原点となったエカフェとの関係・・・・・リム　ペクチェン

　　　広東省珠江デルタ進出日系企業を取りまく環境の変化・・矢島　夏樹

　　　『アジアの窓』透明性望まれる中国の対外協力・・・・・石川　幸一

○第１２５号（平成１８年１２月１９日）

　　　活発化する中国の対外投資（２）・・・・・・・・・・・石川　幸一

　　　最近のネパール情勢について・・・・・・・・・・・・・辻井　清吾

　　　「国際中堅企業」の登場（１２）・・・・・・・・・・・・西澤　正樹

　　　フィリッピンの黄色トウモロコシ生産と流通・・・・・・野澤　勝美

　　　広東省珠江デルタ進出日系企業を取りまく環境の変化・・三木　敏夫



－３１０－

　　　『アジアの窓』農村に就職する中国の大学生・・・・・・小林　煕直

「アジア研究所　叢書」の発行について

　　第２１号　（平成１９年３月２０日）

　○『中国の台頭をアジはどうみるか』

　　　　中国経済の途方・・・・・・・・・・・・・・・・・・小林　煕直

　　　　南進する中国と東南アジアの対応・・・・・・・・・・石川　幸一

　　　　強まる朝鮮半島への影響・・・・・・・・・・・・・・野副　伸一

　　　　中国のエネルギー戦略の行方・・・・・・・・・・・・後藤　康浩

　　　　したたかな対応をみせるベトナム・・・・・・・・・・木村哲三郎

「アジア研究所紀要」の発行について

　　第３３号　（２００６年）（平成１９年３月１５日）

中国「辺境」の地域経済と企業～内蒙古自治区呼倫貝尓市～

・・・・・・・・・・・・西澤　正樹

ＡＳＥＡＮ経済共同体形成の現状と課題・・・・・・・石川　幸一

中国のＲ＆Ｄの現状と政策的課題－日本との比較研究－

・・・・・・・・・・・・宋　　成華



－３１１－

　紀要第３４号（２００７年度）

　　執筆者紹介（掲載順）
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